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 諸外国においては、水環境全体の生態リスクを低減させるために、我が国で実施されている個別

物質を対象とした排水規制とは別の排水評価手法（以下「新たな排水評価手法」という）が用いら

れている場合も有り、また我が国においても、新たな排水評価手法についての調査・研究や、その

活用の在り方についての検討が行われています。 

こうした中、我が国や諸外国における排水管理・評価の実際等、水環境の実態を踏まえ、新たな

排水評価手法の特徴と限界、利活用の実態を検証すべく、平成30年度中小企業等産業公害防止対策

調査事業として、一般社団法人産業環境管理協会へ調査をお願いしました。 

本調査の実施機関である一般社団法人産業環境管理協会をはじめ、ご協力いただいた学識経験者、

日本国内の企業、行政、関係諸団体等の多くの皆様に御礼を申し上げます。 
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 事業の概要 第１章

１.１ 事業の目的 

諸外国においては、水環境全体の生態リスクを低減させるために、我が国で実施されている個別

物質を対象とした排水規制とは別の排水評価手法（いわゆる WET 手法のような生物応答試験を用

いた排水評価手法）が導入されている。我が国においても生物応答試験を用いた排水評価手法につ

いて調査・研究が蓄積しつつあり、その活用の在り方について一部で検討が進められている。 

本事業では、生物応答試験を用いた排水評価手法の一つとして全排水毒性（WET: Whole Effluent 

Toxicity）試験に着目し、WET 試験の利点や限界を把握した上で、その利用可能性を検討するため

の基礎となる情報収集・整理を実施した。WET 試験の特徴及び利点と限界については、過去の文

献等における知見から科学的に評価し、WET 試験の採用を検討する際に必要な学術的・技術的情

報（論点と各論点に関する実験データ及び評価）を収集・整理した。また、本調査では米国と我が

国の排水規制の歴史と枠組みからその特徴を整理するとともに、水環境の実態についても水質基準

と生物調査の両面から生物応答試験を用いた排水評価手法の利活用の在り方について検討した。 

なお、本報告書では、「WET 手法」及び「WET 試験」について以下のように定義した。また、

調査に用いた文献あるいは行政文書等に記載されている「WET手法」及び「WET 試験」に該当す

る表記は、原則として原著に記載されている表記と定義に準ずることとした。 

・WET 手法：

生物応答を利用して排水の水環境への影響や毒性の有無を総体的に把握・評価する手法を指す。

我が国でも一部で利活用の在り方が検討されている「生物を用いた水環境の評価・管理手法」

もWET手法としている*。本報告書では、生物応答試験、毒性同定評価（TIE: Toxicity Identification

Evaluation）及び毒性削減評価（TRE: Toxicity Reduction Evaluation）を含めた、統合的な排水評

価手法として記している。

・WET 試験：

WET 手法において、生物応答を利用して排水そのものが水生生物へ及ぼす影響を調べる試験

を「WET試験」と表記した。

*我が国では藻類、甲殻類、魚類の 3生物種を使った試験が提案されている。

１.２ 調査の結果（概要） 

○生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET手法）の特徴と限界

WET 手法のような、我が国の一部で検討されている生物応答試験を用いた排水評価手法（いわ

ゆる WET 手法など）は、総合的な毒性把握手法としての特徴（排水自体の水生生物への影響を把

握する一つの手法となりうる）と限界（試験の本質的な「変動性（ばらつき）」や受水域の環境に

及ぼす影響の有無について信頼できる予測ツールではない等）がある。 

本調査の結果においては、本手法は排水管理手法ではなく、「排水自体を全体として、生物応答

によって評価する手法（生物応答を用いた総排水評価手法）」であると考える。米国では規制の一

部として本手法を排水管理に利用しているが、我が国のように業種業態や河川の特徴などにかかわ

らず、一律に基準を設定する場合、本手法は直接的な排水の管理手法にはなりえないと考える。 
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○米国と我が国における排水規制及び水環境調査の考え方 

日米では、排水に係る規制及び水環境調査の考え方が大きく異なる。米国では、水域の水質基準

を守れるように設定された排出許可限度値を遵守するために、事業者が排水の管理を行う。州は水

質基準及び排出許可限度値を、水域ごと及び排出施設ごとに個別に定める。また、水域水質の調査

を、化学的・物理的・生物的手法により網羅的ではなく重点的に行い、合理的に課題を把握してい

る。 

一方、我が国では全国的に定められた水質環境基準項目について、毎年、同一地点で行政がモニ

タリング・評価を行い、排水者はその水質環境基準に基づき設定された、全国一律の排水基準を遵

守すべく、モニタリングを行っている。我が国の水環境の改善の様子と課題は、行政モニタリング

の結果により全国において常に明らかにされている。日本では、同一地点を毎年調査しているため、

水環境の経年変化を確認することができる。 

 

○米国における WETの運用実態 

WET を規制の一部として排水管理に適用している米国では、WET試験への対応は州によって厳

格性や頻度に違いが見られた。また、企業に対して一律に同じ基準で WET モニタリングや WET

限度値（WET limit）の設定がなされていなかった。更に、WETについては、化学分析を補完する

ものとする州もあった。 

 

○我が国における生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET手法など）の利用事例 

我が国で自主的に取り組んでる企業は、自社の排水が水生生物に影響を及ぼすか確認する手段と

して、生物応答を用いた全排水毒性試験を行っている。業種により継続的に実施しているケースも

あるが、費用等の課題もあり、試験は過去１回のみのケースが多く、生物多様性の取組の一環とし

て行っているケースがほとんどである。 

 

○生物応答試験を用いた排水評価手法（例えば WET手法）の利活用の在り方 

生物応答試験だけでは直接原因を把握できないため、直接的には対策につながらない。自社の排

水における生物への影響を確認する手法の一つとして、事業者が必要に応じて自主的に生物応答を

用いた手法を活用するのであれば、本手法の特徴と限界を十分に理解した上で利用することが望ま

しい。 
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 生物応答を用いた新たな排水評価手法の特徴及び利点と限界について 第２章
 

２.１ WET 試験の技術的な課題及び利点と限界に関する調査 

（１）調査の方法 

本事業では、生物応答試験を用いた排水評価手法の一つである全排水毒性（WET: Whole Effluent 

Toxicity）試験に着目し、文献等調査から得られた過去の知見等に基づき科学的に評価するととも

に、WET試験の利点や問題点について整理した。 

 

本調査では、WETに関する特集号である Environmental Toxicology and Chemistry 誌の 19号 1巻

（2000 年）に掲載されている Chapman 氏の総説（Chapman PM, 2000. Whole effluent toxicity testing – 

usefulness, level of protection, and risk assessment. Environmental Toxicology and Chemistry, 19: 3-13）に

着目した。この総説は、WET 関連の文献を詳細にレビューするのではなく、WET 試験を当時の状

況に照らして評価しており、WET 試験の有用性や問題点などについて様々な視点で報告がなされ

ている。そこで、Chapman 氏の総説からWET 試験の「利便性」（変動性に関する記述も含む）、「保

護レベル」、「野外との比較」、「リスク評価」の観点から技術的な課題及び利点と問題点について調

査し、当時の知見を収集・整理することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）総説における Chapman氏の主張 

Chapman氏は、全排水毒性（WET）試験の一般的な状況を、水産資源への排水の毒性影響を同定

し、特徴付け、削減するという目的に対して評価し、WET試験の適切な使用を、その長所と短所の

観点から確認している。Chapman氏は、WET試験は有用であるが、他の試験と同じように完璧なツ

ールではなく、その理由として、①生物学的若しくは人為的要因、又はその両方に起因する試験の

本質的な「変動性（ばらつき）」、②実験室と実環境、及び実環境中でも生物種が異なるという現実、

そして③実験室と排水が流入する受水域との環境の違い、を挙げている。WET試験は、過剰保護と

なる場合、過小保護となる場合、あるいは保護が過剰なのか過小なのかはっきりしない可能性があ

るとしている。 

また、WET試験は受水域の環境における影響や影響の欠如に対する信頼できる予測ツールではな

いことを示している。さらに、WET試験は、リスクアセスメントの第1段階に過ぎず、したがって、

リスクではなくハザードを確認するものであるとし、リスクを確認するためには、他の適切なツー

ルと共に活用すべきと主張している。 

〇Chapman氏について 

Dr. Chapman（1951-2017）は、産学官のいずれにおいても知名度の高い環境毒性学者である。

1979 年に Victoria 大学（カナダ、ブリティッシュコロンビア）において水生生態学（aquatic ecology）

の博士号を取得後、カナダにある環境コンサルタント会社 EVS Environment Consultantsに加わり、

Golder Associatesを経て、2014年に自身の会社であるChapema Environmental Strategies Ltdを設立。

一貫して専門性を生かした環境コンサルティングに携わった。環境毒性化学会 Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) ※が発刊する Environmental Toxicology and 

Chemistry 誌など、複数の学術誌の編集委員を務め、国内外において生態毒性試験法の開発に携

わる等、幅広い活動を行った。EPA の科学諮問委員会（SAB）の委員も務めた。300 近い論文を

発表、科学界にも規制当局にも、高い科学及び意思決定における常識を重んじる姿勢が高く評価

された。 

 

※SETAC は北米、ヨーロッパ、アジア、アフリカなど、グローバルに展開している環境化学及

び環境毒性に関する学会で、会員数は約 6,000名程度（https://www.setac.org/）。 
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○WET試験は有用であるが、完璧なツールではない（完璧なツールなど存在しない）。その理由と

して、試験の本質的な「変動性」、実験室とフィールドにおける生物の種差や、環境の違いが挙

げられる。 

 

○WET 試験の結果は保護のレベルが過剰の場合も不足する場合も、また保護レベルが過剰なのか

不足なのかはっきりしない場合もある。 

 

○WET 試験は受水域の環境における影響を予測するための信頼できるツールではない。  

 

○WET 試験は、リスクアセスメントの第 1 段階に過ぎず、リスクではなくハザードを確認するも

のである。WET試験でリスクを確認するためには、「独立適用の概念」※を見直す必要がある。 

 

○WET 試験単独では、目的（放流水の水資源に対する毒性影響を確認、特性化及び排除する）を

達成することはできない。達成するためには、リスク評価の枠組みにおいて、他の適切なツール

と併用することが重要である。また、WET 試験でできないことに過度な労力を費やしてはなら

ない。 

 

※「独立適用の概念」とは、米国 EPAにおける独立適用政策（independent application policy） 

（４．１参照）に基づく考え方であり、生態リスク評価において、生物調査(biological survey)、毒

性試験、化学分析のいずれかの評価で水質基準が満たさないと示された場合に対策を行うとする

ものである。 
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（３）WET試験における変動性（Variability）について 

Chapman氏は、WET試験は環境中の毒性影響を確認するための有用なツールであることに違いな

いが、いくつかの課題を有していると指摘している（表２－１）。 

完全なツールではないとする部分には、生物学的及び人為的要因の両方に起因する試験の本質的

な「変動性（ばらつき）」、生物の種差及び実験室と野外における環境の違いが含まれる。特に変動

性（Variability）、すなわち試験結果のばらつきについていくつか問題点を挙げており、WET試験の

結果には大きな変動性が伴うため、規制に用いる場合はその変動性を十分考慮に入れる必要がある

と主張している。WET試験における課題とその内容について表２－１に整理した。 

 

表２－１ WET試験における課題とその内容 

課題 内容 引用文献 

変動性（Variability） 試験の変動性は生物学的及び人為的要因の両方に起因

する。WET試験の結果は中程度の毒性を有する試料で特に

ばらつくため、規制に用いる場合はばらつきを考慮に入れ

るべきである。また、結果が規制値の上か下かで合否を判

断せず、変動幅を考慮して合否の割合等で決める方がよ

い。エンドポイントはECxのような点推定値を推奨する。 

【6-21】 

種差 

（Species differences） 

各国・地域の河川で生息している生物種は同一種ではな

い。化学物質に対する感受性やライフスタイルも異なる。

また、同一種でも汚染物質に対して同じ感受性を示すとい

うわけでもない。毒性を評価するためには複数の試験生物

やエンドポイントを使用することが望ましい。 

【22-33】 

実験室環境と実環境

の違い       

(Laboratory versus 

receiving environment） 

実験室の環境は制御されており、実環境と異なる。実環

境に生息している生物は多様な非生物的（気候、温度、海

洋か淡水等）及び生物的修飾要因（種及び生活段階、性及

び生殖状態、栄養及び病状、競争及び捕食）の影響を受け

るが、WET試験では標準化されている。また、実環境にお

いて当たり前に起こる競合及び捕食についても、WET試験

を行う実験室環境では起こらない。 

【29-30, 

34-50】 

 

１）WET試験の変動性に影響を与える要因 

WET試験の変動性には試験機関内での変動性、試験機関間での変動性、試験内での変動性がある。

試験機関内での変動性は、同じ試験機関で試験を行った場合のばらつきであり、試験機関間での変

動性は、異なる試験機関で試験を行った場合のばらつきを指す。また、試験内での変動性は、試験

生物の反応性の違いなどで生じるばらつきを指す。この総説の中でChapman氏は、このようなばら

つきはWET試験の結果における変動性の一つであると述べており、どの試験方法を選んだか（試験

方法の選択）、温度、pH、試料の希釈水、給餌の他、試験機関における経験、試料の取り扱い、デ

ータ解析、試験試料の毒性も変動性に影響を与える要因であるとしている。 

 

仮に排水の毒性が高い場合ほとんどの生物が影響を受け、反対に低い場合はほとんどの生物が影

響を受けないと考えられるため、生物の応答性においてばらつきの程度は小さくなる。一方、毒性

が中程度の場合、生物における反応が必ずしも同じようにはならず、ばらつきの程度は大きくなる。 

この総説の中で、Chapman氏は、変動性は高毒性又は低毒性の排水試料に比べて中程度の毒性を

示す排水試料で大きくなり、それはLC50に近い濃度であると述べている。その理由について以下の

文献等を引用している。 
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このことは、単一の試験で測定された特定の排水濃度における生存率、すなわち1回の試験で、

プロットされた毒性値には信頼性がほとんどないということを示している。Chapman氏は、WET試

験の結果の判断においては、規制における明確な線引きは妥当ではない（基準値の上下で判断すべ

きではない）と主張している。 

２）WET試験における変動性への対応

変動性に対応する方法として、①データを蓄積し平均値で許容可能な変動幅を設定すること、②

レファレンス（標準物質）又は標準物質と同様のアプローチで精度管理・品質管理を行うこと、③

規制の適合を1回の失敗で判定せずに、何度かの試験の平均値から基準値を求める方法や試験の結

果、基準を逸脱した「不合格の割合」を示す失敗率（Test failure rate）等で判断する方法を挙げてい

る。また、WET試験のエンドポイントについても、④ECx（点推定値）の使用を推奨している。 

①データを蓄積し平均値で許容可能な変動幅を設定すること

WET試験に限らず、生物応答を用いた影響評価（バイオアッセイ）の弱点の１つに試験生物の状

態を決める尺度がないことが挙げられる。生物の感受性、応答性等は必ずしも一定ではないため、

環境や個体の違い等によりLC50の値が2倍～3倍変動することは一般的に起こり得る。Chapman氏は

WET試験における2倍程度のばらつきは許容範囲であると述べている。 

WET試験の合否を判断する方法について、試験データからcontrol chartを作成し、規制値とばらつ

きを考慮しながら許容できる範囲を決める方法をChapman氏は推奨している。例えば、試験する排

水について、最初の5回程度の試験データからばらつきの下限値を決め、規制値と下限値の変動幅

を見ながらWET試験の合否を判断する方法が挙げられている。 

②レファレンス（標準物質）の使用又はアプローチによる精度管理・品質管理

同一条件下でのレファレンス物質（標準物質や合成排水等）による試験は、試験機関における精

度管理や品質管理に有効な手段であり、現在も多くの試験機関で実施されている。米国EPAも排水

試験を行う試験機関に対して品質管理の手順を示しており、その過程に標準物質を用いている。 

③試験データの変動性を考慮した判定

Chapman氏は、試験データの変動性を十分考に考慮し、１回の試験結果で合否を判断せずに失敗

率（規制値を逸脱した回数の割合等）を使う、変動幅を考慮に入れた試験を提案している。その理

由について以下の文献等を引用している。 

Warren-Hicks (1992)【11】は、3種類の排水について、10の試験機関がファットヘッドミノー

の7日間慢性毒性試験を4回実施した結果をLC50値と生存率で示している。例えば、1つの排水

を例に挙げると、排水を全く含まない試料では、生存率の平均が94.7%で試験機関間の生存率

の幅は80から100%であった。反対に、排水を8.0%を含む試料では全ての試験機関で生存でき

なかった。排水濃度が0.5%及び1.0%の試験では、生存率の平均がそれぞれ74.8%と37.4%であ

るのに対し、試験機関間の生存率の幅は0%から100%、つまり全部死んだ試験機関もあれば全

て生き残っているところもあるという結果となり、LC50（0.95%）に近い中程度の毒性を有す

る試料では試験機関間で結果がばらついていることを示している。 
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④エンドポイントについて 

試験結果をECx（点推定値）とするか、NOEC（仮説検定）を使うかということについては多く

の議論がなされているが、Chapman氏は、NOEC等の仮説検定を使うよりはLC50のような点推定を

使ってデータを出すほうが適切ではないかと述べている。その理由について以下の文献等を引用し

ている。 

 

 

 

 

 

 

（４）保護レベルに対して  

WET試験の全体的な目的が「環境を保護すること」とすれば、Chapman氏は、WET試験が過剰保

護となる場合、過小保護となる場合、あるいは過剰なのか過小なのかはっきりしない場合が考えら

れるとし、それぞれの論点に対して考えられる要因を述べている。また、実環境と実験室環境の違

い等から、WET試験が受水域の環境に対して排水等の影響を予測するには十分に信頼できるツール

ではないため、WET試験の結果を他の適切な関連情報とともに検討することが重要であると主張し

ている。 

 

１）過剰保護（Overprotective)となる場合 

WET試験が過剰保護となる場合の論点と要因について表２－２に整理した。 

 

①環境条件 

カナダではニジマスの96時間LC50試験を、環境温度である10℃ではなく15℃で実施している【53】。

水温や水質の違いなど、通常の環境条件と異なると、生物に対しストレスを与え、その他のストレ

ス要因に対する感受性を高める可能性がある。また、実験室の環境では忌避行動（ストレスを回避

すること）ができないため、ばく露期間が長くなる。さらに、WETの許可要件は、一般に受水域に

おける希釈率とは無関係であり、排出先の環境における希釈条件を考慮していない。 

以上の理由により、Chapman氏は、WET試験は現実より厳しいばく露条件で実施されているため、

最悪のケースを想定した試験であり、過剰な保護を与える可能性があるとしている。 

 

 

 

 

Diamond ら（2000）【16】は、アメリカではWET導入の際に国内15の州、250件の排水デー

タベースからWET試験の結果と各河川における受水域の生物相への影響（底生の大型無脊椎

動物群集評価）に相関があるかを調べている。流量等の条件によって相関が認められる場合も

あるが、排水の希釈率や試験の変動性が相関の有無に影響するため、WET試験の結果がばら

ついてしまうと相関が見られない。WET試験で河川の状態を予測するには、1回の試験結果で

判断せず、試験結果から基準値を超えた結果の割合で判断する方が効果的であるとしている。 

Chapman ら（1996）【18】は、規制上の使用にはECx（点推定値）がNOEC（仮説検定）の

エンドポイントより信頼できるとしている。1つの試験機関で3試験が全て行われていなくて

も、2試験の結果を規制に使用することができる。また、ソフトウエアと計算オプションと制

御オプションの選択もNOECは影響を受けてしまう。さらに、統計手法が異なると必ずしも同

じ結果とならないとしている。 
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表２－２ 過剰保護（Overprotective）： 論点と要因 

論点 過剰保護となる要因 引用文献 

環境条件 実験室での試験では、現実より厳しい環境条件（例えば低水温）

を採用している。 

【53】 

環境中での毒

性低減 

実験室では環境中で毒性が低減するプロセス（光分解、吸着、変

換、生分解、加水分解、酸化、還元等）を再現できない。 

－ 

補償や調整の

メカニズム 

馴化や適応といった生態系プロセスにある補償や調整のメカニ

ズムを欠いている。 

【54-57】 

【59-60】 

試験生物の毒

性に対する感

受性 

WET試験に用いる生物は、自然環境中の生物より感受性が高い

可能性がある。また、塩濃度や全溶解固形分等の汚染影響以外の

要因に感受性が高い可能性がある。環境条件が変われば、生物の

反応も変わる。 

【64-75】 

 

②環境中での毒性低減 

実環境の化学物質は、光分解、吸着、変換、生分解、加水分解、酸化、還元等が生じるため、ば

く露が低減されることがあるが、実験室で行うWET試験ではこのようなプロセスが考慮されていな

い。以上の理由から、Chapman氏は実環境中では毒性物質の残留性が低くなる可能性があるが、WET

試験では考慮されていないので過剰保護になるとしている。 

 

③補償や調整のメカニズム 

Chapman氏は、実環境において生物は集団あるいは個体レベルで金属やPAH（多環芳香族炭化水

素）といった汚染物質に対する抵抗性を発達させるとし、WET試験では、馴化や適応といった生態

系の補償（ここで示す補償とは、耐性のある生物で一次生産が保持されていることを意味する）や

調整のメカニズムが考慮されていないと指摘している。その理由について以下の文献等を引用して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またChapman氏は、生物が毒性物質に対して得る抵抗性については、遺伝的なものはコスト（負

荷）がかかる可能性が相対的に低く、短期間で適応するものはコスト（負荷）がかかるとし、WET

試験は、馴化や適応を生じる生態系における補償や調整のメカニズムが考慮されていないと主張し

ている。その理由について以下の文献等を引用している。 

Diamond（1995）【59】は、PAHに対する適応について報告している。集団の中で200匹のファ

ットヘットミノーを8 ug/Lのフルオランテンを含む試験水中で14週間にわたり飼育、産卵させ

る試験を行い、3週目及び11週目に得た卵を用いて、孵化率及び6日目までの生存率を調べたと

ころ、3週目より11週目のほうが対照区との差が小さくなった。 

また、耐性の増大が次世代にも認められるか調べたところ、LD50については耐性の獲得は認

められなかったが、LT50（50%致死時間）では対照区とばく露区に間に統計学的に有意な差が

認められ、耐性の獲得が認められた。 

Klerksら（1987）【56】は、水生生物の重金属に対する抵抗性に関する文献レビューを行った。

細菌、藻類、真菌類、環形動物、軟体動物、甲殻類、昆虫、脊椎動物について、抵抗性が確認

できる証拠の有無と、それに遺伝的要素が関わっている可能性及び生理学的要素が関わってい

る可能性について整理している。一方、汚染環境中で局所集団が抵抗性を持つようになること

を根拠に水質基準を緩和することは危険であろうとしている。 
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④試験生物の毒性に対する感受性 

WET試験は受水域の環境よりも不利な条件で実施される可能性がある。例えばOECDの藻類試験

における培養液中の銅濃度は藻類の生長に不十分な濃度であり、また、亜鉛の欠乏が毒性試験の結

果をゆがめることがあるという事例も報告されている。本総説の中でChapman氏は、WET試験に用

いる生物は必須微量栄養素の欠乏等により、実環境における生物集団と比較して、特に感受性が高

い可能性があると指摘している。その理由について以下の文献等を引用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson（1988）【62】は、重金属鉱山から採取したコヌカグサを用いた実験で植物の相対生長

率（RGR）と重金属耐性との関係について調べた。この結果、重金属耐性の高い個体ほどRGR

が低いことが示された。 

Niederlehnerら（1992）【63】は、ポリウレタンフォームを21日にわたり池につるして生じさせ

た付着生物集団（Aufwuchs）に対して亜鉛に馴化し、その後再び亜鉛に急性ばく露することで

生じる集団の反応（原生動物種の多様性と構成（共通する種の数）及び総一次生産（GPP））に

ついて調べた。種の多様性は対照区で馴化ばく露群より豊かであり、二次的な急性ばく露では、

馴化群で対照区と比較して減少率が低いことが示された。一方、種の構成では、馴化ばく露群と

対照区で有意差はないことが示されたが、二次ばく露では、ばく露濃度が高くなるにつれ、共通

する種の数が減少し、その傾向は対照区で高い結果となった。GPPについては、二次ばく露によ

り減少したが、馴化群では対照区と比較して減少が小さいことが示された。 

以上の結果から、馴化群では対照区と比較して二次的なストレスに対する反応が低く、耐性増

加の証拠がある程度示された。一方、事前のストレスによる耐性の増加を環境管理上どのように

見るかについては議論があり、耐性増加を潜在的に保護的なものと見るのであれば、馴化群と対

照区では最初の違いがあるため、環境の成り行きの評価にIC20値を用いるのは誤解を招く可能性

があるとしている。 

Postmaら（1995）【64】は、カドミウム耐性ユスリカを用いた試験を行った。最初に、カドミ

ウム耐性ユスリカをカドミウム不含有の環境水で2世代にわたり飼育したところ、(A)死亡率、(B)

胚発生時間、(C) 産卵数、 (E)集団の増殖率、 (F)雄成体の乾燥重量、(G)雄成体の亜鉛蓄積量に

対照区と比べて悪影響が認められた。次に、非耐性ユスリカと、カドミウム耐性ユスリカ（54 

nMで5世代ばく露）の幼生を2世代にわたり亜鉛含有水にばく露したところ、非耐性ユスリカと

比較して (A)死亡率 だけに影響が認められ、他のエンドポイントは亜鉛の影響を受けていなか

った。さらに、非耐性ユスリカとカドミウム耐性ユスリカの幼生を4日間亜鉛にばく露して成長

を調べたところ、耐性ユスリカでは低濃度の亜鉛で成長の促進が見られ、また、亜鉛による成長

抑制の程度が非耐性ユスリカと比較して低かった。 

以上の結果から、エンドポイントに認められた悪影響は、耐性を得た（得る）ために生じたコ

スト（負荷）であるとともに、カドミウム耐性により亜鉛への要求が高まった結果として亜鉛欠

乏が生じたためではないかと述べている。 

Keatingら（1996）【65】は、ミジンコ（Daphnia magna, Daphnia pulex）の培養や試験に用い

る緩衝液を検討する過程で、亜鉛欠乏の影響を調べた。この結果、亜鉛を含まない飼育液で飼

育したミジンコは、亜鉛を含む飼育液で飼育したミジンコよりもpHに対する感受性が高い（生

存できるpHの幅が狭い）ことを示した。 
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⑤その他の要因 

Chapman氏は、WET試験は排出先の環境における環境条件や希釈条件が考慮されていないと主張

している。Chapman氏は、自然に起こる金属汚染が有害な生物影響を生じることは珍しいことでは

ないが、WET試験では自然に起こる金属汚染がある地域向けには設計されていないと指摘している。   

また、WETで使用する試験生物は、非汚染物質（硬度、塩濃度、TSD等）による影響を受けるこ

とがあると指摘している。さらに、環境条件が変化するだけで影響を受けることもあり、WET試験

の結果に干渉する自然の生物の存在についても注意を払うことが重要であると指摘している。この

理由について以下の文献等を引用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafferyら（1997）【66】はミジンコ（Daphnia pulex）を亜鉛欠如環境で 23世代にわたり継続的

に飼育した。亜鉛欠如環境で飼育したミジンコは寿命の短縮、繁殖力の低下を示した。最初の 5

代では、障害はわずかであったが、障害の程度は世代が進むに従って増加し、最後の 3世代では

繁殖力が大きく低下して 23代目では繁殖力が完全に失われていた。 

 

Runnellsら（1992）【68】は、金属採掘による水質汚染の修復を考える場合に問題となる、自

然のバックグラウンド濃度について、鉱物地域（mineralized area）において自然のバックグラ

ウンド濃度よりも低い基準にまで水質を改善することは、科学的に妥当なことでも技術的に可

能なことでもないであろうと述べている。 

Dornら（1989）【70】は化学工場の未処理排水と処理排水の急性毒性をシープスヘッドミノー、

アミ、マイクロトックスで調べた。この結果、アミの毒性は主にカルシウムに起因し、シープ

スヘッドミノーは有機ハロゲン化合物が主な原因物質で、カルシウムも若干毒性に寄与してい

ると考えられた。このことから、排水のWET試験に基づく毒性削減評価（TRE）は、十分な経

験が得られるまで、あるいは試験生物の耐性や生理学的反応がより良く理解されるまで慎重に

行う必要があるとしている。 

Dorn（1996）【72】は、工場排水にばく露されたアミに対する排水のイオン種のバランスの影

響について調べるとともに、工場排水と同じイオン種を持つ合成排水を用いたミジンコの反応

について調べた。毒性を示す濃度の有機・無機化合物を含まない化学工場排水では、Ca、Mg、

Kのイオン種のバランスが異なる場合、アミに対する毒性が異なった。また、TDS（総溶解固形

分）濃度の高い水を精錬プロセスに使用している精錬所の排水試験では、イオン種バランスの

違いによりミジンコの感受性が異なるようであると述べている。排水のTDS濃度が高い場合や

イオン組成や塩濃度が異なる場合には、これらが排水の毒性に影響を与えないように試験方法

を変える必要があるのではないかと指摘している。 

Grotheら（1996）【71】は、濾過及び紫外線による滅菌前後の冷却水を用いてミジンコの急性

毒性試験を行った。その結果、濾過及び紫外線処理の水で試験した場合の死亡率が低下してお

り、冷却水中のファットヘッドミノー及びニセネコゼミジンコの急性毒性試験で見られた毒性

は、試料中に存在していたフィラメント状の細菌に由来することを示していた。 
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２）過小保護（Underprotective）となる場合 

WET試験が過小保護(Underprotective)となる場合の論点と要因について表２－３に整理した。 

 

表２－３ 過小保護(Underprotective)：論点と要因 

論点 過小保護となる要因 引用文献 

感受性の種差 最も感受性の高い種は、一般的に実験室で飼育又は試験する

ことができない。 

－ 

複合的なストレ

スの影響 

受水域の環境では多様なストレスが存在する傾向があるが、

被験生物は、実験室内において環境中にある複数のストレス

の影響を受けない。 

－ 

食物連鎖 水を介したばく露のみを考慮し、食物連鎖は考慮されていな

い。 

－ 

エンドポイント 可能性のあるエンドポイントが十分考慮されていない。 【76-78】 

 

Chapman氏は、実環境中では、汚染物質に対し最も感受性の高い種は一般的に実験室で飼育又は

試験することができないため、最悪の場合を想定した試験であれば、感受性の高い種の反応を近似

できるかもしれないが、WETでは少数の試験種から得られたわずかな生物応答しか観察していない

と述べており、感受性の種差が過小保護になっていると指摘している。 

また、複合的なストレスの影響と食物連鎖を例に挙げ、WET試験が過小保護になる可能性を指摘

している。前者については、WETの試験生物は、多くの受水域の環境では現実的にある複数のスト

レス（例えば、食物不足、貧しい生息環境、低溶存酸素、富栄養化など）の影響を受けないと述べ

ており、後者については、WET試験が水を介したばく露のみを考慮しているため、セレン、メチル

水銀、及びDDTのような汚染物質の場合に非常に重要な暴露経路である食物連鎖を考慮していない

と述べている。 

さらに、WET試験では全ての可能なエンドポイント（例えば回避行動）を考慮していないことを

指摘しており、例えば、無脊椎動物のドリフトなどの行動反応は、一般的に、急性及び慢性のWET

試験閾値未満の濃度で生じると述べている。WET試験のエンドポイントが過小保護となる可能性に

ついては、以下の文献等を引用している。 

 

 

 

 

 

Persooneら（1989）【75】は、ワムシ、アルテミア、オオミジンコを用いて、それぞれ、16の

温度と塩濃度の組み合わせ、20の温度と塩濃度の組み合わせ、16の温度と硬度の組み合わせの

条件下で、重クロム酸カリウム及びラウリル硫酸ナトリウムの急性毒性試験を行った。 

オオミジンコの重クロム酸カリウムに対する試験の結果、硬度を一定として温度を上昇させ

た場合、EC50は3-12倍減少し、温度を一定として硬度を増加させた場合には16-30倍減少した。 

ラウリル硫酸ナトリウムに対する試験では、温度のみを変動させた場合、EC50は12倍、硬度の

みを変動させた場合には、硬度が低くなるにつれ、1.3-4倍程度毒性が増加した。 

このことから、環境条件を変化させたときの毒性の変化は、試験に用いる種及び化学物質に

対して特異的であり、予防的なハザード評価には、このような変化を考慮に入れる必要がある

としている。 
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３）保護レベルが不確実（Uncertain level of protection）となる場合 

WET試験により、保護レベルが不確実(Uncertain level of protection)となる場合の論点と要因につ

いて表２－４に整理した。 

 

①生物的及び非生物的な要因 

Chapman氏は、生物的要因と非生物的要因は、実環境中では影響を与えるが、実験室の試験では

そのような影響を与えないと述べており、その根拠として以下の論文を引用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Little ら (1985) 【76】は、ニジマスを用いて６種類の農薬をばく露したときの行動変化（自

発的遊泳、遊泳能力、摂食行動、捕食脆弱性）を評価した。摂食行動は、DEF、2,4-DMA 及び

メチルパラチオンへのばく露によって最も阻害された。捕食脆弱性は、カルバリル及びペンタ

クロロフェノールへのばく露によって最も高まった。全ての化学物質は自発的遊泳活動を阻害

したが、カルバリル、DEF、及び 2,4-DMAのみが遊泳能力に影響を与えた。 

行動に関するいくつかのエンドポイントは致死性毒性の指標として有効であり、毒性評価に

組み込むべきであるとし、その理由を以下に挙げてる。 

・死亡率だけで提供される毒性評価よりも包括的に評価が可能である。 

・短期間の行動試験はより長期的なばく露で明らかになる影響を推定できる。 

・行動の測定は、単一の化学物質又は複雑な流出物の慢性毒性を予測することができる。 

また、現場で起こり得る影響を予測することもできる。 

Birgeら (1989) 【77】は、二次排水処理場の排水とケンタッキー川流域の淡水流入域において、

水汚染物質の下流域への汚染状況の評価、生態系の構造と機能に及ぼす影響の定量化、河川水

の毒性の検出と水生生物相への慢性影響を推定するため、ファットヘッドミノーの胚毒性試験

と実環境の生物調査を実施した。現地での半止水式試験では、排水の希釈、化学物質の濃度低

下、生態学的条件の改善及び毒性の減少について、顕著な下流勾配（downstream gradient）が認

められた。また、毒性試験での胚の生存率と生物調査での大型無脊椎動物の生息数には相関が

見られた。さらに、毒性試験で求めた毒性閾値（LC1）は、生態学的影響が認められなかった実

際の排水の希釈率と一致していた。WET試験の結果と野外の試験の結果（多様性や生息数等）

に相関性があるという結果となった。 

Hansen ら (1999) 【78】は、クラークフォーク川上流を想定した水質条件下で、ニジマスを用

いて、金属（銅、カドミウム、鉛、亜鉛）の行動回避試験を実施した。向流回避チャンバを用

いて、一定濃度金属溶液をばく露したところ、それぞれの金属の水質基準濃度の 10分の 1にお

いても回避行動が見られ、高い濃度ではより回避した。ニジマスはブラウントラウトより敏感

であり、このことは金属濃度が高い水質ではニジマス生息数が減少することを説明できる。 

La Point ら(1996)【79】は、生態（環境中）において汚染物質が生物に与える影響は、実験室

の環境とは異なり、生物学的要因あるいは非生物学的要因によって影響を受けやすい。 

生物学的要因には、汚染物質に対する種の応答性や順応性、種関の相互作用（捕食や競合）、

サイズ、週齢、性差、生活スタイルにおける影響の違い、生態系そのものの影響等があり、非

生物学的要因には、生息地の状態（底質、水質）、複合影響等がある。 

フィールド調査において、受水域での生物の生息環境と排水が流入することで生じる生物へ

のストレスを正確に把握することは、WET 試験の有効性を評価する上で重要である。排水の環

境影響を評価するためには、フィールド調査の結果を証拠の重み付けとし、WET 試験と組み合

わせて使用する必要がある。 

 

14



表２－４ 保護レベルの不確実(Uncertain level of protection)：論点と要因 

論点 保護レベルが不確実となる要因 引用文献 

生物的及び非生

物的要因 

生物的要因と非生物的要因は環境中では影響を与えるが、実

験室のWET 試験ではそのような影響はない。 

【79】 

間欠的な（スラ

グ）用量 

排水成分は、時間と共に変化し、汚染物質の間欠的な（パル

ス状の）ばく露をもたらす。間欠的なばく露は、WET 試験に

おける連続ばく露と比べて、生物に対して異なる影響を及ぼ

す。 

【80-85】 

環境中の混合物

との様々な反応 

汚染物質の混合物では個々の汚染物質と比較して毒性が高く

なることも低くなることも同じであることもある。野外では、

実験室とは異なる反応が生じる可能性がある。 

【86】 

環境中での適応 短期の WET 試験では適応は生じないが野外では適応反応や

忌避反応が生じる。 

【78】 

【87-90】 

ホルミシス 「ホルミシス」とは、あるエンドポイントに対して NOEC よ

り 10倍程度低い領域において、30-60%の応答性が見られるも

のであり、一般的な生物現象であるとされている。濃度依存

的な反応と異なり、「ホルミシス」のような反応に対してWET

試験では考慮されておらず、非定型曲線を示すデータは今で

も「異常」として扱う傾向がある。 

【91-106】 

 

②間欠的なスラグ、用量 

Chapman氏は、排水成分は時間と共に変化するため、汚染物質の間欠的な（又はパルス状の）ば

く露をもたらすとし、排水は常に変動するために、WET試験における連続ばく露とは異なる影響を

生物に及ぼし、場合によっては、間欠的なばく露は、連続ばく露と比較して低毒性を示すと述べて

いる。その根拠として以下の文献等を引用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所では冷却用に海水を用いているが、熱交換器に藻類が付着すると冷却効率を低下させ

るため、定期的に塩素を投入している。Fischer ら(1994) 【80】は、排水の残留塩素が生物に与

える影響について、急性及び慢性試験で連続ばく露と間欠ばく露を行い、それぞれの影響の違

いを調査した。 

試験に用いた生物は、甲殻類のMysidopsis bahiaと魚類のMenidia beryllina で、ばく露条件は、

対照区及び 5濃度区について、1日 2, 4, 6, 8時間の間欠ばく露及び連続ばく露とした。急性毒

性のエンドポイントは 96 時間 LC50とした。慢性毒性は 7 日間行い、エンドポイントは、生存

率、成長（乾燥重量）、産卵数、性成熟した個体数等とした。この結果、排水の環境中の影響を

考えるなら、間欠ばく露を考慮すべきであり、実験室で行う連続ばく露の結果に基づいて規制

するのは過保護であることが示唆された。 

 

フェノキシカルブについて、オオミジンコを使った 48 時間 LC50は 0.4 mg/L であり、比較的

毒性は低いが、慢性毒性試験の無影響濃度（NOEC）は 0.0016 ug/L と非常に高い毒性を示す。

一方、フェノキシカルブは、環境中では光分解と微生物分解により速やかに分解されるため、

標準的な慢性毒性試験（濃度は一定）では毒性を過大評価することが懸念されている。Hosmer

ら(1998) 【81】が、フェノキシカルブの環境中濃度を想定したパルス投与毒性試験を行ったと

ころ、フェノキシカルブの推定最大許容毒物濃度（MATC）は 26 ug/Lとなり、従来の慢性毒性

試験で報告された 0.0016 ug/L とは大きく異なる結果となった。 
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反対に、間欠ばく露が連続ばく露よりも高い毒性を示すこともある。Chapman氏は、以下の論文

を引用することで、生体内での汚染物質の半減期と毒性のメカニズムの可逆性は、F1世代又はF2

世代の魚類の潜在的影響を含め、生物へのばく露による影響を決定する重要な要素であると思われ

ると述べている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③環境中の混合物と様々な反応を生じる可能性 

Chapman氏は、汚染物質の混合物では個々の汚染物質と比較して毒性が高くなることも低くなる

ことも同じになることもあるとし、毒性試験は全体的なものであるため、これらの反応の総体が評

価されるが、得られるのは試験した試験生物、エンドポイント、条件についてのみであるとしてい

る。また、野外では、非常に異なる反応が生じる可能性もあるとしている。 

さらに、雨水では硬度が低く金属結合能も低いが、この水が実際に、濁った硬度の高い受水域の

環境に入る時までには、有機物や懸濁物を蓄積しており、実験室でも環境に対しても毒性を示さな

くなるため、流出水の毒性試験で見られた毒性は環境には意味を持たないと述べている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④環境中での適応 

Chapman氏は、短期のWET試験では適応を生じないが、環境中では適応を生じるとし、適応では

短期及び長期のコスト（負荷）を生じることが考えられると述べている。その根拠として以下の文

献等を引用している。 

 

 

 

 

 

Handy (1994) 【82】は、一般的に、間欠ばく露は、同じ濃度の連続ばく露よりも毒性が低く

なるが、例外としてアンモニアや酸性条件下でのアルミニウム又は硫酸などは、間欠ばく露に

おける試験期間中の累積ばく露量が、連続ばく露の累積よりも低いにもかかわらず、毒性値が

高くなることが報告されている。ばく露期間（用量）と毒性が比例するのは、毒性メカニズム

が迅速かつ可逆的である場合であり、上記のように予想と異なる結果が得られた場合は、毒性

発現までの閾値、毒性発現に要する時間、毒性メカニズム等を考える必要がある。間欠ばく露

は、水生生物に直ちに有害でないかもしれないが、毒性が発現した場合には有害な影響が長引

く場合がある。例えば、淡水トラウト Salvelinus namaycushは、酸の短時間ばく露を受けると、

数週間にわたって成長率が減少した。そのような場合、次世代への繁殖に影響し、魚資源の減

少を引き起こすかもしれない。 

 

Bailey ら(1999) 【86】は、ブリティッシュコロンビアの９つの製材所の豪雨による雨水流出

水（storm-water runoff）試料（58試料）の急性毒性（96-h LC50等）を、ニジマス幼魚を用いて

調べ、このうち急性毒性を示した 41 試料について、その毒性の原因を EPA の TIE（Toxicity 

Identification Evaluation）手法に従って調べた。この論文では、試料中の亜鉛濃度と硬度の関係

が示され、亜鉛の毒性は硬度に依存しており硬度が低いと毒性が強い。試料中の亜鉛濃度と硬

度をプロットし、それに亜鉛の LC50 曲線より上では亜鉛に帰せられる毒性が予測され、これ

らの試料では一般に EDTA 処理で毒性が減衰したことから、亜鉛が毒性の原因物質と考えられ

た。 

 

Forbes ら(1996) 【87】は、低レベルの汚染物質へのばく露の反応が生態学的にどのような意

味をもつかを、コストの観点から検討した。その中で、毒性物質ばく露の結果、適応によりエ

ネルギーを要求する二つの反応（誘導型戦略と構成的戦略）が生じる。誘導型戦略では、エネ

ルギーを大量消費するストレス抵抗プロセス（例えば毒性物質の能動的排出、粘液分泌による

排出を含む無毒化）のスイッチを入れる、あるいは忌避行動を生じると述べ、構成的（constitutive）

戦略では、生産を犠牲にして抵抗性を増加させる、あるいは金属に反応してメタロチオネイン

を生産する等があると述べている。 

 

16



 

誘導型戦略に関する根拠については以下の文献のとおりである。本件についてChapman氏は、忌

避行動は魚類にとっては最もコスト（負荷）の低い方法であり、穿孔動物では最もコスト（負荷）

の高い方法であると述べている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ホルミシス 

生物試験データは一般的に、NOEC→LOEC→EC25→EC50のような濃度依存的な応答を示すが、

ホルミシスを示す場合は、低濃度側で活性を示すため、用量反応曲線は非定型的な形をとる。

Chapman氏は、以下の論文を引用し、「ホルミシス」とは、あるエンドポイントに対してNOECより

10倍程度低い濃度で、対照区の30-60%の応答性が見られる現象であり、一般的な生物応答であると

言われていると述べている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

またChapman氏は、以下の論文を引用し、ホルミティックな反応（現象）は、有機/無機の化学物

質に対して、多数の生物の多数のエンドポイントで報告されていること、その中にはWETで用いら

れる生物も含まれていること、そしてホルミシスと類似の現象はフィールド（生態系）でも見られ

Blaxterら(1992) 【89】は、水生生物における汚染物質の行動及び感覚系に対する影響につい

てレビューしており、行動に対する閾値は致死閾値よりもかなり低い場合がある（感度が高い）

ことを示している。 

この論文では、重金属、農薬、炭化水素及び石油分散剤等が魚類や無脊椎動物において、感

覚器への影響等を通して行動に影響を与えた事例等が多数紹介されている。排水に関しては、

3.7-9.0%のクラフト工場排水がサケ（coho salmon）の遊泳行動に影響を与えた例が紹介されて

いる。また、様々な水生生物に対する汚染物質の致死閾値と摂餌や行動に影響を与える閾値濃

度との関係を示している。 

 

Schere (1992) 【88】は、環境汚染の生態系への影響を予測するための方法として、魚類の行

動反応に注目し、その可能性について検討している。魚の行動反応は、統合及び複雑さのレベ

ルにより、反射、運動性行動、種内及び種間の反応に分けられ、選好-忌避行動は運動行動の一

つである。温度、光、塩濃度等の物理的化学的条件への選好-忌避行動を調べる試験は従来から

行われており、汚染物質に対する直接的な忌避反応を調べる試験も行われている。 

 

Hansen ら(1999) 【78】は、鉱山由来の金属（Cu、Cd、Pb、Zn）で汚染された河川（upper Clark 

Fork River）においてブラウントラウトに比較してニジマスの数が極めて少ない理由について検

討するため、実験室にて忌避試験を実施した。この試験の結果、ニジマスがブラウントラウト

に比較して金属に対する感受性が高く、河川中の濃度の 1/10 の濃度でも忌避行動を起こすこと

を確認した。 

 

Stebbing (1998) 【93】によると、ホルミシスの存在は 100年以上前から示唆されており、これ

までも少なからず報告されてきたが、一般には受け入れられず、その研究の多くは否定されてき

た歴史を持つ。しかしながら、様々な実験データなどからホルミシスを示す化学物質（アルコー

ル、カフェイン、ニコチン、抗生物質、農薬等）における科学的な証拠は存在している（1997

年の時点で 350件/4000件の論文）。ホルミシスは、対象生物に対して高濃度では毒性を示すが低

濃度では活性化し良い作用を及ぼすもので、毒性による影響を軽減する生物の正常な反応の副産

物であると定義している。 
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ていることについて述べている。 

○ホルミシスを示す化学物質（現象を含む）の例（【93】Stebbing, 1998; 【101】Chapman, 1998） 

・必須金属、アルコール、カフェイン、ニコチン、抗生物質、農薬、内分泌かく乱物質等 

 

○WET試験で用いる生物によるホルミシス応答の事例 

・ヨコエビやユスリカを使ったコロンビア川周辺の生態リスク評価（【98】Delistraty et.al., 1998） 

・淡水単細胞緑藻類を使ったシェールオイル回収中に生じる水のWET試験（【97】Delistraty, 1986） 

光合成と生長阻害試験をエンドポイントとしている。サンプルは採取した水試料、親水性分画、

親有機性分画の3種類で、それぞれの影響をEC50で算出している。試験の結果、低濃度で統計

学的に有意な刺激（阻害ではない）が観察され、高濃度では阻害されている。 

 

○生態系におけるホルミシスと類似の事例（【102】Connell, 1978; 【103】Huston, 1979） 

・ホルミシスと類似の現象はフィールド（生態系）でも見られており、低～中程度にかく乱され

た生態系や、かく乱が起きてから低～中程度の時間が経過した生態系では、個体群が豊か（よ

り多様性）であると報告されている。 

・熱帯雨林とサンゴ礁における生物多様性に関する研究から生態系が乱される頻度、経過時間、

規模が「低～中程度」であった場合、その生態系は高い多様性を示すことが報告されている。 

・個体群の動的平衡モデルに関する研究では、個体群の減少の割合が低〜中程度であると、各個

体の成長率が低くなり、競合平衡状態へのアプローチが遅れ、結果として個体群の競争的排除

を妨げる効果が高まるため、生物の多様性をより維持できると報告されている。 

 

WET試験とホルミシスについて、Chapman氏は、現在のWET試験はホルミシスを除外しており、

ホルミシスの検出を考慮に入れるならば、現行のWET試験の手法は改良すべきであるとし、低濃度

側を含めた適切な濃度設定の必要性（例えば、設定濃度（試験濃度の幅）を決める際に、環境動態

モデルを使用する等）、濃度依存的な単純な曲線となることを前提とした現行の統計解析よりも、

一般化線形モデルを用いた解析のほうが適切であることを主張している。 

また、WETでホルミシスを受け入れるためには生態影響試験におけるパラダイムシフトが必要で

あるとし、ホルミシスでは低濃度の暴露が生物にとって有益となるため、今のNOECやECx値では、

水生生物に対して有益となるデータは得られないかもしれないと述べている。 
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（５）野外の状況との比較（Comparisons to field conditions） 

WET試験と野外の状況との比較により、WET試験が排水先の環境における影響や影響の欠如に

ついて信頼できる予測ツールではないとChapman氏は主張している。WET試験の結果が野外の状況

と異なる場合の論点と要因について表２－５に整理した。 

 

表２－５ 野外の状況との比較（Comparisons to field conditions）：論点と要因 

論点 WET 試験結果とフィールド試験が異なる要因 引用文献 

WET試験の定性、

定量の正確さ 

EPAの研究等では、予測精度や定量的な比較がされていない。 【4, 6, 77, 

107-112】 

WET 試験結果と

生態系試験結果

の不一致 

WET 試験結果と排水が流入する環境での障害（impairment）が

一致する確率は低い。 

【16,17, 

72, 85, 113, 

115-120】 

WET 試験と野外

での条件の違い 

実験室と野外には基本的な条件の違いがあるため、WET 試験の

結果を他の適切な関連情報とともに検討することが重要。 

【16-17, 

79, 111, 

121-131】 

 

①WET試験の定性、定量の正確さ 

WET試験と排水が流入する河川での影響を比較したEPAの研究等（1980年代）では、定性的に一

致していることが報告されているが、Chapman氏は、本件がサイトの選択によりバイアスが生じた

と批判されていること、予測精度も示されていないことを指摘している。また、以下の文献を引用

し、WET試験とフィールド（特に流入水（instream）の毒性が低い地点）では定量的な比較があま

り行われていないと述べている。 

 

 

 

 

②WET試験の結果と生態系の試験結果における不一致 

Chapman氏は、WET試験結果と排水が流入する環境での障害（ダメージ）が一致する確率は低い

と述べている。また、実験室で求めた毒性閾値はフィールドで見られた閾値より高く、WET試験で

は過小保護となり、安全係数等を使用する考えもあるが、この場合一般に過剰保護となると述べて

いる。 

 

③WET試験と野外での条件の違い 

実験室とフィールドは基本的に条件が異なる。Chapman氏は、野外の生物は、実験室の生物とは

非常に異なる条件下で生存することが多く、野外で観察されることが必ずしも実験室の試験結果で

確認できるわけではなく、その反対もあり得ると述べている。実際に水質が悪い環境では、点発生

源及び非点発生源の複雑な相互作用や、物理的要素により生息環境に障害が生じており、WET試験

の結果については、他の適切な関連情報とともに検討することが重要であるとしている。 

 

 

 

 

Birgeら(1989) 【77】は、WET基準（WET Limits）の正確性を水生生物群集への影響評価等に

より実際に検証した例はまれであり、魚類では予測性があるが無脊椎動物では予測性がない。 
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（６）リスクの定量化について 

リスクの定量化について、論点とその内容を表２－６に整理した。 

 

表２－６ リスクの定量化：論点とその内容 

論点 内容 引用文献 

ハザード vs.リスク

ア セ ス メ ン ト

（Hazard versus risk 

assessment） 

WET はハザード評価に過ぎず、リスクアセスメントの初期段階

（問題の発見）に適しており、リスクの定量化には他の情報が

必要である。 

【132-134】 

 

WET 試験の誤用

（Misuse of WET 

tests） 

WET試験は必ずしも排出先の環境の状態について信頼できる予

測因子ではないので、WET 試験を単独で使用すべきではない。

米国及びカナダの WETの使い方は誤用である。 

【135】 

 

リスク評価 

（Risk assessment） 

EPAの生態リスク評価の流れは、複数の要因に対して複数のア

プローチを段階的に行って総合的に評価するものである。また、

試験生物に対するリスクが明らかになっても、適切な実環境に

関する情報なしでは、排出先の環境リスクには直接つながらな

い。 

【136-139】 

 

WET 試験の適切な

使用（ Appropriate 

use of WET tests） 

WETは意思決定のための証拠の重み付けアプローチの一つに過

ぎないとし、因果関係を明らかにするための毒性確認試験等の

特別な試験を援用することが重要である。 

【79，112，

142-143】 

 

①ハザードvs.リスクアセスメント（Hazard versus risk assessment） 

Chapman氏は、WET試験は生態リスク評価の第一段階であるハザードの確認と問題の設定（明確

化、problem formulation）において役割を果たすとし、WET試験で生態リスク評価を行うには追加

の情報（土着生物の健康状態の測定、長期の実験室又は野外でのバイオアッセイ、毒性同定評価等）

が必要となるとしている。また、Warren-Hicks とParkhurst【134】の論文を引用し、 WET試験で基

準を1回超過しても、環境に悪影響を及ぼす可能性はあるとみなすべきでなく、特に単一のWET試

験結果を受水域の環境に外挿する場合は不確実性が高くなることがあると述べている。 

 

②WETテストの誤用（Misuse of WET tests） 

EPAは1991年5月、「水質プログラムにおける生物学的評価及びクライテリアの利用に関する方針」

という文書を発出している。Chapman氏は、EPAでは、ハザードの確認に、毒性試験、化学分析、

土着生物社会の構造の測定の3つの手段を別々に検討しており、ハザードの確認からリスク評価に

進めていないとし、排出先の環境の情報と切り離してWET試験の結果を検討する（consider）こと

ができるとする米国EPAの独立した適用の概念（concept of independent application）は誤用の例であ

ると主張している。 

また、独立した適用が正当化されるのは、それぞれの手段が他の手段を予測する場合のみである

が、WET試験は、必ずしも排出先の環境の状態について信頼できる予測因子ではないと述べている。

本件についてChapman氏は、WET試験はリスクではなくハザードを特定するためにのみ使用され、

単独で使用すべきではないと主張している。 
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同様に、カナダ漁業法もWET試験誤用の一つであり、環境への害を引き起こす可能性のあるもの

を毒物とみなし、用量（又は濃度）によって毒性を持つようになるという環境毒性学の基本的な考

え方の一つを無視していると述べている。 

 

③リスク評価（Risk assessment） 

EPAの生態リスク評価の流れは、複数の要因に対して複数のアプローチを段階的に行って総合的

に評価するもので、EPAのWET試験に関する独立した適用の概念とは異なる。Chapman氏は、リス

クアセスメントには、独立した適用ではなく、共同適用が含まれていると述べている。生態リスク

評価の第1段階は問題の定式化又はハザード評価であり、ここではしばしば毒性試験（例えば、WET

試験）が用いられ、潜在的な発生源及びストレス要因（sources and stressors of potential concern）が

特定されるとしている。 

また、定量的なリスク評価には、リスクを定量化する数値が必要であり、これに関して、WET

試験の測定エンドポイントは、定量的なリスク評価に適切であるが、試験生物に対するリスクが明

らかになっても、適切な実環境に関する情報なしでは、排出先の環境リスクには直接つながらない

と述べている。 

さらに、Chapman氏は、定量的な確率論的生態リスク評価を行い、排水に対する土着の生物群集

の実際のばく露の期間と大きさを評価する必要があるとし、生態リスク評価では、排水のみでなく、

全ての潜在的に懸念のあるストレッサーを考慮し、更に不確実性を定量しなければならないと主張

している。 

 

EPA（1991）【135】は、1991 年 5 月、「水質プログラムにおける生物学的評価及びクライテリ

アの利用に関する方針」という文書を発出した。この中で、概略を下記のように記している。 

 

①米国の水域における生物学的健全性（biological integrity）を回復・維持するために、州の水質

プログラムにおいて、生物調査を毒性試験及び化学分析と完全に一体化させるべきであるとい

うのが EPAの方針である。 

②州の水質基準（water quality standards）で指定された水生生物の利用の達成/未達成の評価にお

いて、全排水及び環境毒性試験及び化学分析とともに、生物調査（biological survey）を使用す

べきであると EPAは認識している。 

③これらの三つの各方法は、指定された水生生物の利用の障害（impairment）の有効な評価を提

供できると EPAは認識している。したがって、三つの評価方法のいずれか一つが、水質基準が

達成されていないことを示した場合は、規制権限の使用も含めて、達成のために適切な措置を

講じるべきであるというのが EPAの方針である。 

④州が生物学的健全性に適切に対応する水生生物の使用を指定し、これらの使用を保護するのに

必要な生物学的クライテリア（biological criteria）を採択すべきであるというのも EPA の方針

である。 

⑤基準の達成/未達成に関する情報は、優先順位の策定、管理の有効性の評価、及び規制上の判断

に用いられるべきである。 

⑥本方針の実施には州と EPA との密接な協力が必要である。EPA は国のガイダンスと技術的支

援を提供するが、具体的な評価方法及び生物学的クライテリアは州ごとに採択すべきである。 

⑦EPAは監督の役割により、評価手順及び生物学的クライテリアが、国内水域における生態学的

及び地理的な重要な違いを反映し、しかし、水質浄化法と一致した国としての一貫性を保持す

るものとなるよう、州と連携する所存である。 
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④WET試験の適切な使用（Appropriate use of WET tests） 

WET試験の適切な使用について、Chapman氏は、WET試験は懸念のある排水の毒性を確認し、説

明するのに適していると述べており、その例として、【142】Marshallの文献と水環境研究基金のコ

メントを紹介している。 

水環境研究基金ではWETについて、「理想的には、リスクに基づくアプローチの必要性を示す旗

印の役割を果たすものであり、個々の点発生源に対してリスク評価の枠組みを適用する代りとなる、

「低コストの代替物」と考えることができる。」とし、「WETが生態リスクのどの程度効果的な指標

となり得るかについては、議論の余地が残されている。」としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、WET試験は、意思決定へのweight of evidence approach（証拠の重み付け）の一部に過ぎず、

化学分析や排水先の環境における生物評価も含まれなければならないと述べている。さらに、因果

関係を明らかにするための毒性確認試験等の特別な試験を援用することが重要であるとしている。 

以上の知見から、ChapmanはWETの適切な使い方について、96時間のLC50試験ではなく、頻繁に

以下に EPA（1992）【136】の生態リスクアセスメントフレームワークを紹介する。最初に、

計画段階（Planning）において管理目標、リスクアセスメントの目的が設定され、実施のために

利用可能なリソースに関する合意がなされ、次に実施段階において、問題の明確化、分析、リ

スクの特徴付けの順に三つの段階に従って評価が行われる。 

 

第一段階：問題の明確化 (PROBLEM FORMULATION) 

・発生源、ストレス要因、影響、生態系と棲息生物の特徴に関する情報収集 

・評価エンドポイントと概念モデルの作成 

・分析計画 

第二段階 分析 (ANALYSIS) 

・ばく露の特徴付け／生態影響の特徴付け 

・ばく露量の調査、生態系及び生息生物の調査、影響の分析 

・概念モデルを使って、ばく露の性質と生態学的反応を特徴付ける 

・ばく露プロファイルとストレス応答プロファイルを作成 

第三段階 リスクの特徴付け (RISK CHARACTERIZATION) 

・リスクの推定（Risk Estimation）：分析の結果からリスクが統合される。 

（前提条件の要約、科学的不確実性、リスク分析の強みと限界を含む） 

・リスクの説明（Risk Description）：生態学的可逆性の解釈、不確実性、証拠の説明を含

む 

 

リスク評価の実施後は、悪影響の可能性を含め評価の結果がリスク管理者に伝えられる。リ

スク管理者は、結果を利害関係者に伝え、社会的、法的、政治的、経済的に基づく特定された

リスクに対して行動を選択する。 

 

Marshall (1999) 【142】は、WET試験について「将来の低流量事象（low flow events）に対して

排水毒性を予測するためにデザインされた単純な規制ツールであり、合理的に信頼できる防止の

手段（TIE / TRE）を提供する。低流量事象以外に関連する環境条件は、WET試験の一部として

評価されることを意図されていない。」と述べている。また、「WET試験を「変数、主観及び間接

測定」として分類し、 WETの限界はあるものの、いくつかの常識を許容するための十分な規制

の柔軟性があれば、WET試験のばらつき、信頼性 、又は環境関連性といったいくつかの問題を

もしかしたら解決できるかもしれない」と述べている。 
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できる合否試験（対照区とあらかじめ設定された排液濃度、例えば100%）を行うことがより有用

であり、WET試験の結果は、最悪の場合を想定した濃度ではなく、試験時の排水先の環境における

実際の排水濃度に関連している必要があると主張している。 
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２.２ 技術的な課題に対する国内外の対応 
 

（１）技術的課題に対する米国 EPAの対応 

2000年当時Chapman氏が指摘したWET手法の技術的な問題点や課題について、その後どのように

改善され、また行政のガイダンス等に反映されているか調査した。Chapman氏の指摘する課題の一

部について、USEPAにより以下のガイダンス等で対応していると思われる。なお、本調査結果につ

いては「別添１」に整理した。 

 

１）変動性について 

〇運用評価方法関連 

・USEPA, EPA 832-B-04-003, 2004.（National Whole Effluent Toxicity (WET) Implementation 

Guidance Under the NPDES Program. DRAFT）① 

 

〇試験法関連 

・Federal register 40 CFR Part 136.3, 2002. (40 CFR Part 136 Guidelines Establishing Test Procedures 

for the Analysis of Pollutants; Whole Effluent Toxicity Test Methods; Final Rule. 67 FR 69952, 

November 19, 2002) ② 

・USEPA, EPA-821-B-00-004, 2000. (Method Guidance and Recommendations for Whole Effluent 

Toxicity (WET) Testing (40 CFR Part 136)) ③ 

 

２）種差について 

・USEPA, 1995 等 (Whole Effluent Toxicity: Guidelines Establishing Test Procedures for the Analysis 

of Pollutants: Final rule. 60 FR 53529, October 16, 1995) ④ 

 

３）実験室と野外（受水域）の違いについて 

・USEPA, 2000 (Method Guidance and Recommendations for Whole Effluent Toxicity (WET) Testing 

(40 CFR Part 136)) ③ 

・USEPA, 2010 (NPDES Permit writer’s manual) ⑤ 

 

４）保護レベルの不確実性について 

・USEPA, 2010 (NPDES Permit writer’s manual) ⑤ 

・USEPA, 2000 (Method Guidance and Recommendations for Whole Effluent Toxicity (WET) Testing 

(40 CFR Part 136)) ③ 

 

５）リスクの定量化・リスク評価について 

・USEPA, 2004 (National Whole Effluent Toxicity (WET) Implementation Guidance Under the NPDES 

Program. DRAFT) ① 

・USEPA, 2004 (National Whole Effluent Toxicity (WET) Implementation Guidance Under the NPDES 

Program. DRAFT) ① 

 

６）適切な WET試験の使い方について 

・USEPA, 2004 (National Whole Effluent Toxicity (WET) Implementation Guidance Under the NPDES 

Program. DRAFT) ① 

・USEPA, 2010 (National Pollutant Discharge Elimination System Test of Significant Toxicity 

Implementation Document）⑥ 
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（２）WET試験法における米国裁判の事例等 

米国で1980年代後半に排水規制として正式に導入されたWET試験について、その課題の一つであ

る精度に関して裁判が起こされた。この事例を調査し、その経緯と現状について整理した。 

 

１）米国におけるWET試験の導入と裁判の経緯 

米国におけるWET試験の導入と裁判の経緯を表２－７に整理して示す。1982年から1989年にかけ

ては、WET手法に関して、その排水規制への導入可能性や試験法に関して様々な検討が行われた期

間である。これらの検討を経て、1989年に連邦規則が改定され1、whole effluent toxicity（WET、全

排水毒性）という言葉が「毒性試験により直接測定される排水の全毒性影響」（aggregate toxic effect 

of an effluent measured directly by a toxicity test）と定義されWETが規則の中に明確に位置付けられた。

また、1995年になると連邦規則集にWET試験法のガイドラインが収載され2、排水のWET試験はこ

こで示された試験法により実施しなければならないこととなった。 

 

表２－７ 米国における WET 試験の導入と裁判の経緯 

 

 

これに対して1996年、Edison Electric社等がEPAの規定するWET試験法の妥当性、具体的には、そ

の精度について控訴裁判所に提訴した。この裁判に対しては裁判所が調停を行い、1998年、EPAが

WET試験に関する手引書を作成すること、また、EPAが試験機関間の変動性に関する研究を実施す

ることを条件に、Edison Electric社との間で合意に達した 。この合意に基づき、EPAは2000年から

                                                      

1 54 FR 23868, June 2, 1989 

2 60 FR 53529, October 16, 1995 

1982年－ 1989年 ・全排水毒性（WET）の事例研究実施（1982～1984年）

・毒性汚染物質に対する水質に基づく許可制限の策定に関する方針（1984年）

・水質に基づく毒性管理のための技術支援文書（TSD）(1985年）（1991年に改訂版を公表）

・排水の毒性試験法の公表(1985～1989年）

1989年 ・連邦規則の改定：WETを定義し、下記の場合はWETに対する排水制限を設定すべきことを規定

排水の放出が、州の水質基準のWETに対する数値クライテリアの未達成を生じる可能性がある

場合

排水の放出が、州の水質基準のWETに対する記述クライテリアの未達成を生じる可能性がある

場合で、個別化学物質に対する排水制限では対応できない場合

1995年 ・連邦規則集に、WET試験法のガイドラインを収載

1996年 ・Edison Electric社等、EPAのWET試験法（慢性試験）の妥当性について控訴裁判所に提訴

1998年

2000年－2001年 ・EPAが合意に基づき下記の文書を公表

「NPDESシステムの下でのWETの適用における方法の変動性の理解と説明」

「WET試験のための方法の手引及び助言」

「EPAの短期慢性及び急性WET試験法の機関間変動性研究：最終報告書」

2002年 ・上記の検討に基づき、連邦規則集のWET試験法を改定

2003年 ・ Edison Electric社等、控訴裁判所に審理（review）請求

2004年 ・控訴裁判所、Edison Electric社等の申し立てを棄却する判決

2005年 ・控訴裁判所、 Edison 社等による再審（rehearing）請求を却下

・EPAがWET試験に関する手引書を作成すること、EPAが機関間変動性研究を実施することを条件に

Edison Electric社等との間で合意
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2001年にかけて「NPDESシステムの下でのWETの適用における方法の変動性の理解と説明」 、

「WET試験のための方法の手引及び助言」 、及び「EPAの短期慢性及び急性WET試験法の試験機

関間変動性研究」 について報告を行った。また、得られた結果に基づき2002年に連邦規則集にあ

るWET試験法を改定した 。 

しかし、Edison Electric社等はこの内容（具体的には、ファットヘッドミノー幼生成長試験、ファ

ットヘッドミノー胚-幼生催奇形性試験、ニセネコゼミジンコ繁殖試験、緑藻増殖試験）に対して

まだ問題があるとし、2003年に控訴裁判所に審理を請求した。控訴裁判所は審理の結果、2004年に

Edison Electric社等の申し立てを棄却する判決を下した 。その後、再審請求が行われたが、2005年

に再審請求も却下されている 。 

 

２）裁判における主張と裁判所の判決の概要 

Edison社の主張に対する裁判所の判決の概要を表２－８に整理した。 

 

表２－８ Edison Electric 社等の訴えと裁判所の判決の概要

 

EPAのWET試験が、一般に化学分析において実施しているような試験法の検証、すなわち、正確

性、精度、実施可能性、検出限界の設定が行われていないとの主張に対して、裁判所は、毒性試験

と化学物質の測定を比較することは不適当であるとし、また、TU値に基づいて変動が大きいとし

ている件も、TUは試験結果で示されるNOEC（%）の逆数であり、これに基づき変動性を論じるの

は誤りであるとした。 

EPAはWET試験法は許容できないほど多くの偽陽性を生じるという主張に対しては、確かに問題

であるとしつつも、化学分析でも同様なことは起こり得るとし、また、EPAは偽陽性の率を5%、偽

陰性の率を20%になるように設定しており、試験法の妥当性について担保されているとしている。 

米国内の試験機関がWET試験を適切に実施できることを示していないとした主張に対しては、

EPAが機関間変動性試験を実施した結果、90%以上の機関が適切に試験を実施しているとし、一方、

十分な試験機関が見つからなかった試験は試験法から取り下げているとした。 

西部と東部では水質が違うため規定の試験法では実環境での結果を代表できないという主張に
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対しては、EPAは既にこの問題を多数の試験結果に基づいて検証しているとし、州等の所管当局は

実際の条件に合わせて試験結果を補正することが許されているとした。 

試験法の採用により不適切に1.0 TUという水質基準が導入されたという主張に対しては、州等の

所管当局は裁量権を持っており、そのまま州が規制値として導入する必要はないとした。 

以上の理由により、WET試験法に関するEdison社等の主張は全て却下された。 

 

３）WET試験に関するその後の動き 

2010年、EPAは「NPDESにおける有意な毒性の検定（Test of Significant Toxicity、TST）に関する

技術文書」3及び「NPDESにおける有意な毒性の検定に関する実施文書」4という報告書を公開した。  

従来の方法では、対照区と受水域中の排水濃度（IWC）での生物の反応の平均値が同じであるか

否かについて、有意差検定を行っていた（同じであるという仮説の棄却）。これに対し、TSTアプロ

ーチではIWCにおける反応の平均値が対照区における反応の平均値の一定割合よりも小さいかど

うかを検定する手法である。例えば一定の割合を75%に設定すると、繁殖試験では、対照区での繁

殖率を100としたときに、IWCでの繁殖率が80%であれば毒性なし、75%以下であれば毒性ありと判

定し、それを帰無仮説として検証をする（下表を参照）。 

ここで用いるb値は慢性試験では0.75、急性試験では0.80と設定し、この検定における許容できる

偽陰性の割合（α）を、25%に設定して統計解析を行うものである3。 

 

null hypothesis :  mean response [IWC]≦b x mean response [control] 

 
EPA実施文書から抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3 Final National Pollutant Discharge Elimination System Test of Significant Toxicity Technical 

Document. June 2010、EPA 833-R-10-004 

4 Final National Pollutant Discharge Elimination System Test of Significant Toxicity Implementation 

Document. June 2010、EPA 833-R-10-003 
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（３）技術的課題に対する我が国の有識者の考え 

生物応答試験を用いた排水の評価手法（いわゆるWET手法）で検討されている試験法について、

Chapman氏の総説で指摘されている試験の変動性（ばらつき）等の技術的な課題とその対応例、及

び生物応答試験におけるばらつきの考え方について、有識者にヒアリングをするとともに、文献等

情報を整理した1,2。 

また、化審法の試験（OECDにて検証済みの試験）では、ばらつきが許容できる範囲にあるのに

対して本手法では大きくばらつく理由についても、生物応答試験を用いた排水の評価手法における

特有のばらつきの原因とその改善方法について有識者にヒアリングし及び文献等を調査した。 

 

１）生物応答試験の変動性（ばらつき）について 

WET試験に限らず、生物応答試験（＝in vivoでの生態影響試験）の試験結果のばらつきは，以下

の要因が相互に関わりあうことにより生じると考えられている。これらを制御することにより，ば

らつきが一定となる試験が実施できるとされている。 

 

〇ガイドライン等に記載の試験条件（環境条件や物理化学的要因等も含む）からの乖離 

〇生物的要因（系統、週齢、ストレス、飼育状況、水質、標準物質に対する感受性等） 

〇人的要因（飼育方法、取扱い、実験誤差、選定等） 

 

①試験条件 

ガイドラインには、試験方法だけでなく、試験をするための条件（生物のコンディション、水質、

照度、容器、結果の取り扱い）も記載されている。化審法で使われている試験法と同じように、

WETで検討されている試験法も、OECD、欧米、カナダ等でガイドライン化（標準化）されている。 

OECD等で生物応答試験をガイドライン化する場合、複数国（又は複数機関）の参加の下で、数

年かけてリングテスト等を行い試験法のバリデーションや妥当性を検証する。すなわち、その試験

法で実施した結果については、生物反応の揺らぎ等を含めて十分に検証がなされており、ばらつき

を許容範囲内とすることが可能と思われる。 

 

②生物的要因 

生物試験を実施する上で、試験生物の管理は非常に重要である。試験データの品質を保つため、

試験生物は標準化された飼育条件で管理され、また標準物質を用いた感受性の確認（精度管理）も

定期的に行われている。 

生物応答試験と化学分析は原理、得られる情報、精度管理の方法も異なる。例えば、化学分析で

は使用する機器の管理を行うように、生物応答試験ではモノサシとなる生物の管理を適切に行うこ

とで、ばらつき（生物反応の揺らぎ）を最小とすることが可能とされている。 

 

③人的要因 

試験担当者の技量、成熟度、組織の経験から派生するばらつきも考慮する必要があるといわれて

いる。試験機関内及び試験機関間の変動の考え方は化学分析と基本的に同じであり、長く生物応答

試験を実施している組織は、生物の管理や担当者のトレーニングも十分に行っており、組織の経験

も豊富であるため、ばらつきが一定の水準にある中で議論することが可能となる。 
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一方、経験の長くない機関では、試験の有効性は担保できたとしても、結果のばらつきは生じや

すい傾向がある。一般的に、常時生物を飼育し、定期的（例えば1か月に1試験）に試験を実施する

環境であれば、半年から2年程度で一定の経験を積むことができるとされている。 

 

 

２）WET試験特有のばらつきの原因とその改善方法 

化審法の試験などと比べてWET試験でばらつきが目立つ理由は、上記の変動要因が試験の種類に

よって少しずつ異なっている（試験の種類が異なるので試験条件も異なる）ことと、対象が排水で

あることが考えられる。 

 

①排水の水質による変動 

試験試料となる「排水」は、その取扱いや受入れ状況を一定（規定）にしなければばらつきが生

じる。これは生物応答試験に限ったことではなく、化学分析でも同様である。WET試験では、単一

の化学物質でなく複合的な排水を対象としている。試験試料となるその排水の内容は、生産品目や

使用化学物質等により経時的に変動する。全く同じ状況で試料を再現することは難しいが、常に同

じ条件で取扱い、複数回採水及び試験した結果から総合的に判断することが重要とされている。 

 

②試験機関内の変動 

同一の試料を繰り返し試験したときに生じるばらつきは、主に試験生物の管理、試験担当者の技

量及び成熟度等が影響する。ばらつきを抑えるためには、それぞれの試験機関での精度管理（生物

的及び人的要因を含む）が重要であると言われている。 

例えば、WET試験で用いられるゼブラフィッシュやニセネコゼミジンコは、海外では主要な試験

生物として多く利用されているが、国内での生物試験種としての歴史が浅いため（知見が多く蓄積

されていない）、生物の管理、担当者の技量、組織の経験において必ずしも十分な知見があるとは

言えない状況でもある。今後議論が深まる中で共通の品質管理マニュアル等が整備され、それに基

づいたトレーニングを実施する等、各試験機関の熟練度を高めることで変動を最小化できる可能性

があるとされている。 

 

③試験機関間の変動 

異なる複数の試験機関で同一試料を用いて試験したときのばらつきも、試験機関内の変動と考え

方は基本的に同様であると考えられている。WET試験のように新しい取組では、ルーチンで実施し

ている機関と実施していない機関でばらつきの程度に差が生じやすいと思われる。 

試験機関間の変動は、試験の手順書等をしっかり整備し、上記の品質管理マニュアル等を共有す

ることで改善できるとされ、各試験機関で検証試験を実施し、繰り返し改定作業を行うことで変動

を最小化できる可能性があるとされている。 

 

④試験の特性 

試験ごとに供試生物の種類や試験条件が異なるため、試験によっては生物反応のばらつきが大き

くなり、繰り返しの間に変動が生じる場合がある。 

例えば、ライフサイクルが短いニセネコゼミジンコの繁殖試験（8日間）で得られる産仔数はオ
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オミジンコの繁殖試験（21日間）で得られる産仔数より半分以上少ない。また、ニセネコゼミジン

コは、オオミジンコよりも小型で取扱いに一定の技術が必要となり、ばらつきが大きくなる傾向が

ある。この課題は標準化された試験での有効性条件によって担保されると考えられている。 

 

 

３）結果の取り扱いについて 

得られた複数のデータ（例えばNOEC: 無影響濃度）を比較する場合、試験により得られた結果

の取り扱い方によっては、ばらつきが大きく見えてしまう場合がある。濃度-反応曲線が大きく変

わらなくても、NOECは対照区との統計学的有意差を求めているため、対照区内のばらつきと濃度

区内、濃度区間のばらつきの関係から、有意差を示す濃度がずれる結果となる場合がある。また、

試験結果の標準偏差が小さすぎたり大きすぎたりすることで統計学的に有意差が異なる場合があ

る。試験濃度の設定の仕方（例えば公比）によっても、NOECに差があるように見える場合がある。

この場合、一つの考え方として（最小有意差の影響値）を対照区の平均値で割った値（PMSD：Percent 

of Minimum Significant Difference）により各試験機関で試験機関内のばらつきと試験の検出力を評価

する方法がある。 

排水試料によっては、濃度の逆転現象や逆U字型のカーブを描くような場合もあるが、このよう

なケースがあった場合、仮に評価ができなければ（濃度と反応に相関性がない等）、再試験にて解

決する（解決しない場合もたまにある）。結果をどのように評価するかについては、専門性や経験

が関係してくると思われる。 

 

 

４）まとめ 

我が国におけるWET試験の事例を見ると、結果が大きくばらついている例も多い。しかしながら、

WET導入時の米国も各試験機関内で品質管理を行っていたが結果はばらついていた。その後、試験

機関の認可制等によって品質が向上したと思われる。 

我が国においても、将来的に、実施機関の設備や試験法（マニュアル等）の整備、あるいは教育

訓練による技術者のレベル向上等により、WET試験のばらつきの程度は最小化できる可能性がある

と考えられている。 
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 原因究明・対策立案・効果検証を含む排水評価手法としての能力と限界 第３章
 

３.１ 海外における WET試験結果の原因特定・対策（TIE/TRE）実施例について 

 調査の方法及び対象 （１）

海外におけるWET試験結果の原因特定・対策実施事例（TIE/TREの実施例）について、行政の報

告書及び研究論文（英語の文献）を中心に情報を収集した。収集範囲をPubMed及びJ-Stageでのキ

ーワード検索、SETAC等の専門誌、EPAや環境省の報告書とし、WET試験結果を踏まえた対策実施

例と効果の検証例が詳しく記載されている文献を抽出し調査した。 

本事業で調査した事例については「別紙２」に記載した。今回の調査では21の文献から35の事例

について調査・整理した。 

 

１）文献収集について 

①SETAC が発行している雑誌（Environmental Toxicology and Chemistry 誌及び Integrated 

Environmental Assessment and Management 誌）のキーワード検索 

検索期間：1998年 1月 1日から 2017 年 9月 29日 

キーワード：Whole effluent toxicity of industrial effluent AND toxicity reduction and identification 

evaluation  

ヒット数：142件、一次スクリーニングで 18 件を入手 

キーワード：Whole effluent toxicity AND toxicity reduction and evaluation 

ヒット数：266件、一次スクリーニングで 5件を入手 

 

②PubMed での検索 

検索期間は設定せず。キーワード及びヒット数は下記のとおり。 

キーワード：(whole effluent toxicity) AND (industry effluent) 

ヒット数：81件、一次スクリーニングで 11件を入手（他の検索との重複を含む） 

キーワード：(whole effluent toxicity) AND（toxicity identification evaluation） 

ヒット数：10件、一次スクリーニングで 7件を入手（他の検索との重複を含む） 

 

③J-Stage での検索 

  検索条件「全文：排水 WET TRE TIE」で検索して得られた 15件の論文の引用文献から海外

の論文を抽出し 13件を入手した（他の検索との重複を含む）。 

   

④Ecotoxicology (2004) 

  Ecotoxicology (2004)の vol. 13 (5)は英国の DTA に関する特集号である。10 報の文献から TIE 

/TREに関する文献 2 報を入手し、調査に用いた（他の検索との重複を含む）。 

 

⑤Environmental Toxicology and Chemistry (2000) 

Environmental Toxicology and Chemistry (2000)の vol. 19 (1)はWETの特集号である。30報の文献

から TIE /TREに関する文献 4報を入手し、調査に用いた（他の検索との重複を含む）。 

 

２）調査項目について 

・実施目的、対象施設、排水の種類、排出先の環境 

・試験に用いた排水の毒性レベル等 

・原因特定に用いた方法と目的達成の有無 

・原因特定に至らなかった事例における要因の検討又は可能であった事例における特徴 

（どのような物質なら特定できるのか、物質の特定が明確になされているか） 

・TREの第２段階で毒性が削減されTIEまで実施する必要がない事例があれば記録した。 
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 TIE/TREの実施例 （２）

１）TIE/TREについて 

毒性削減評価（TRE）、及び毒性同定評価（TIE）は図３－１に示すフローによって進められる。

WETシステムは、生物試験による毒性の把握と、その毒性について削減評価をするTRE、それか

ら毒性の原因物質を同定して評価するTIEという工程に分かれている。 

 

 

 
 

図３－１ TIE/TRE の概要とフロー 

（引用文献） 

・鑪迫典久, 新しい排水管理手法の動き, 日本印刷学会誌, 49(1), 2012 

・EPA/602/2-88/070, Generalized Methodoloav for Conducting Industrial Toxicity Reduction Evaluations (TREs), 

1989 
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TIE/TREは全部で６つの段階に分かれており、順に進めることになっている。最初にTREとして、

第１段階では、用水や排水のデータ、施設、プロセスの内容、排水処理方法などの情報を収集す

る。  

第２段階では、施設の運転条件の変更等で毒性の削減効果があるか確認する。例えば、毒性物質

の排出量が低減する運転条件への見直しや、化学物質の使用量削減、排水処理システムの稼働条件

の変更等で毒性の削減効果が認められた場合、それ以上の作業手順はなく、フォローアップ等で監

視を続けることになる。第２段階でも削減効果が認められなかった場合、次の第３段階、TIEの工

程に移行する。 

第３段階では、毒性の原因を究明するTIEを行う。TIEは３つのPhaseに分けることができるとさ

れている。PhaseⅠでは、金属、農薬、界面活性剤、酸化性物質など、どのような物質が毒性の原

因であるか調査する。PhaseⅡでは、化学分析を中心に具体的に毒性物質を同定する。PhaseⅢでは、

同定された化学物質を排水などに添加して毒性があるかどうか、本当にそれが毒性を引き起こすか

どうかを確認する。TIEで化学物質が同定された場合は第４段階に移行する。 

第４段階では、毒性物質の発生源、すなわちどのプロセスから毒性が発生しているかの評価を行

う。 

第５段階では、毒性物質の使用中止や密閉化、排水処理方法の追加や運転条件の変更等、毒性削

減方法の評価を行い、効果的な削減方法の選択と改善を行う。 

最後に、第６段階ではこれまでの経緯を踏まえて毒性が削減できたかどうか効果の検証とフォロ

ーアップを行う。ここまでが一連のTRE、TIEの流れである。 

 

使われる手法と特定される原因物質の例は以下のとおりである。 

①TIE PhaseⅠでは、毒性が確認された排水を以下の表に示す前処理を行った後、処理された排水

で再度生物試験を実施する。毒性が削減された場合、原因物質が推定できる。 

②TIE PhaseⅡでは、化学分析と機器分析を中心に原因物質の同定を行う。検出された物質の濃度

とその毒性値から原因物質を特定することができる。 

③TIE PhaseⅢでは、PhaseⅠで毒性が削減された処理排水に、Phase Ⅱで特定された原因物質を添

加して生物試験を行い、特定した原因物質が毒性に寄与していることを確認する。 

 

ただし、EPAのTIE/TREの手法はすでに30年が経過しており、技術的には古くなっている。最

近では、試料の前処理や化学分析の手法及び分析機器の発展に伴い、原因物質が容易に特定でき

る可能性が高いと考えられている。 
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表３－１ TIEで使われる手法と原因物質 

前処理 分析方法 原因物質 

ろ過、遠心分離、凝集 沈殿物質量測定 固形物に含まれる毒性物質 

チオ硫酸ナトリウム 酸化還元滴定 酸化性物質（残留塩素、オゾン等） 

固相抽出（C18,C8） GC/MS, LC/MS 中性有機物質（農薬、界面活性剤、有機塩素化合物等） 

固相抽出（pHシフト） GC/MS, LC/MS 酸性有機物質、塩基性有機物質 

曝気 GC, GC/MS 揮発性物質（有機溶剤）、易酸化性物質 

EDTA、キレート樹脂 ICP-MS, AA 金属（銅, 亜鉛, ニッケル等） 

イオン交換樹脂 IC 陽イオン（Na, Ca, Mg等）、陰イオン（Cl, SO4, NO3

等） 

pHシフト 化学分析 アンモニア等 

PBO（ピペロニルブ
トキサイド） 

生物試験 農薬の代謝活性物質 

抗生物質 生物試験 病原菌 

 

２）TIE/TREに関する海外の実施事例について 

文献等から収集したTIE/TREの実施例のうち、本事業における調査項目や原因特定が明確な４５

例について調査した。このうちTIEの事例は31例、その他のWET活用事例（TREのみを含む）は４

例だった。なお、本調査では、WET試験は水生生物試験までを指すものと定義し、ここではTIEや

TREまで含めてWETとはしていない。また、各事例におけるWET試験の有効性については日本の水

質基準ではなく、文献上の基準や一般に公開されている生物試験の毒性値で判断している。 

各事例については「別添２」及び「別添３」に整理した。概要を以下に示す。 

 

①調査事例における傾向（結果概要） 

・WETを実施した背景や目的は各事例により様々であるが、学術論文という性質上、生物試験やTIE

のアプローチ等の研究的要素の強い内容や、試料となる排水の毒性や性質が知られており、ある

程度の原因が判明している排水を使用した内容が多くを占めていた。 

一方、TIEを用いずTREのみで毒性の削減効果が認められた事例はほとんどなかった。また、 

 調査時期についても2000年以前の事例が比較的多く、最近の事例については今回の収集範囲から 

 有用な情報を得ることができなかった。 

 

・各事例の業種や施設（試験に使われた排水が何に由来するか）については、農業排水、化学品や

繊維等の工業廃水、パルプ製造業、下水処理場、都市生活排水、鉱山等多岐にわたり、代表的な

業種が含まれていた。TIEの結果、原因が特定されたかどうかについては、主な原因物質として

農薬、界面活性剤、金属、アンモニア、無機塩類といったものが特定されており、予想外の物質

や未知の毒性物質が原因となる事例も見られた。 

 

・毒性削減までに要した期間について、文献上に記載があるものとしては、１年、９年あるいは数

年以上というように事例ごとに幅があるが、研究として継続している例や物質の同定や削減をせ

ずに（できずに）終了している例も見られた。 

 

・最後に、各事例におけるWETの必要性について、「WETでなければ分からなかったもの（化学分

析では毒性物質を同定できなかった例や予想とは異なる化学物質が原因であった例）」、「WETで
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なくても分かるもの（農業排水の農薬、工業廃水の金属、化学工業廃水のアンモニア、無機塩類

など、一般水質分析でも予想できるもの、結果的にWET試験を実施しなくても管理できたと考え

られるもの）」、「WETを行う必要性がないもの（排水が見た目から既に汚れている、一般水質分

析で対策すべきもの）」に区分してWETの活用の在り方を整理した。 

 

・今回の調査対象においては、多くが「WETでなくても分かるもの」に分類され、排水の性状、化

学分析、使用している化学物質の種類からある程度の毒性や原因が予想可能であるとした。一方、

既に生物試験による毒性が示されていた状況も含め、「WETでなければ分からなかったもの」に

該当する事例も1/3程度あり、WET試験をしなければ毒性が分からず、原因物質も分からなかっ

た可能性のある事例として分類した。 

 

②各事例の特徴とTIEの成果  

次にいくつかの事例について個々の特徴を抽出し、整理した。 

事例の１番から１０番は、環境省の検討会資料で過去に紹介されているEPAのケーススタディー

である。文献が1980年代のもので、おそらく現在のガイドラインとは異なる。以下に抜粋事例を記

載する。 

・７番の事例は化学工業廃水の例である。この工場では有機染料及び中間体、エポキシ樹脂、繊維、

ファインケミカルなどが使われており、TIEでは生分解性試験、有機溶剤抽出、金属の沈殿除去、

活性炭を使って原因物質が特定され、難分解性有機物質が原因と結論付けられた。この事例で特

徴的なことは、プロセス記述シートと物質収支シートを使って、128か所にも及ぶ排水試料を毒

性や生分解性といった観点から、AからDという４つに分類し、排水の特徴から処理方法をそれ

ぞれ最適化し、最終的に排出基準を満たすという大がかりな処置を１年で実施していることであ

る。 

・１０番の事例は化学工場の３つのサイトにおけるTIEの実施例である。サイト１は、総アンモニ

ア濃度が高くアンモニアが毒性原因であろうと予想されていた。TIEの結果でもアンモニアが毒

性の主原因であると同定されたが、陽イオン交換樹脂で処理した結果、未知なる毒性物質も検出

された。結局、原因物質が何であるかは特定できていないが、、アンモニアだけが原因ではない

という結果が得られた。サイト２では、冷却水配管の洗浄水が流入しており、TIEの結果、洗浄

に使われている六価クロムが原因であると特定され、使用を中止したところ毒性が削減された。

サイト３では、多数の無機、有機物を含む排水で導電率が非常に高いことが分かっており、TIE

の結果、カルシウムや塩化物イオンが毒性の原因であることが示された。 

・１１番の事例は国内の事業所の例である。この企業はCSRの一環で水環境の保全、生物多様性へ

の取組に、いわゆるWET手法（我が国で検討されている「生物を用いた水環境の評価・管理手法」）

を使った工業廃水の環境影響評価を取り入れている。対象となる事業所では、工程を変えること

で毒性の低減が認められたとしており、毒性削減が認められたため原因物質の同定まで行わなか

った例である。 

・１５番の事例は韓国の医薬品工業団地の下水処理場の例である。EPAのTIEガイドラインに沿っ

て進められている。当初は医薬品及びその中間体が毒性の原因であると想定されていたが、TIE

の結果、ノニルフェノールやアルカン化合物、銅、亜鉛といった複数の原因物質が認められた。

また、毒性が不明な物質については生態毒性のQSARモデルであるECOSARを使って物質の毒性
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を調べている。 

・１６番の事例はオーストラリアの下水処理場の事例で、排水がニセネコゼミジンコに対して急性

毒性を示したため、EPAのガイドラインに従ってTIE/TREを実施し、原因物質を調べたところ、

毒性の大部分がクロルフェンビンホスであることを突き止めた。さらに、このクロルフェンビン

ホスの発生源を調査し、使用中止を指導した結果、ニセネコゼミジンコに対する急性毒性の頻度

は大幅に 減少した例である。 

・１７番から２１番の事例は中国の工業廃水の事例である。EPAのTIEガイドラインに沿って進め

られている。排水が複雑な混合物で、原因物質として有機化合物、銅、ニッケル、亜鉛といった

複数が同定されている。この事例の特徴は、それぞれ毒性がどれだけ寄与しているか「寄与率」

を計算しながらTIEを実施している点である。 

・２７番から２９番の事例は英国のDTAデモンストレーションプログラムの成果事例をまとめたレ

ビューである。英国DTAプログラムは、エスク川流域、ティーズ川河口、エア川流域といった３

つを対象に実施された。これらの場所は、排水由来の生態毒性が主な要因として明確に定義され

ている地域であり、水質問題を伴う集水域であるということが既に知られていた。この試みは水

質改善を実現するために設計された一連のバイオアッセイと７段階に及ぶ改善プロトコルで構

成されており、この試みは環境規制当局、水処理業者、製造業の共同ベンチャーとして実施され

た。財政支援も共同ベンチャーによるものである。また、成果は英国の排水評価と管理にバイオ

アッセイをどのように最善に活用するかについて、規制当局に推奨するための情報として扱われ

ており、実施方法や規制上の意思決定のためにデータをどのように使うかについてガイダンスが

作成されている。さらに、規制する側と規制される側が環境問題に取り組み、効果的かつ実行可

能な解決策を提供するためにどのように協力し合うかを実証しているが、本調査では詳細は分か

らなかった。なお、2001年にUKWIRから７編の報告書が出されている。 

・本調査では、２８番の事例のティーズ川河口の例を紹介する。この河口域では、産業界や国内の

様々な発生源から受水域における海産生物への重大な生態毒性をもたらす複雑な下水が流入し

ていることが既に知られており、その下水の原因を調べるために、細かく分岐点ごと、発生源ご

と、マンホール単位で調査している。このように下水網を細かく調査したところ、未処理の工業

廃水と密接に関連していることがわかり、TIEの結果、最も強力かつ疑わしいものとしてシアン

化合物が同定された。一方、下水網全体では未知の原因物質も多くあるとし、最終的に毒性削減

には下水処理施設の拡張にて対応可能としている。 

・３０番の事例は漂白作業を行っている企業の排水における生物影響について、TIEを実施して残

留塩素が原因であることが判明した例である。 

・３１番の事例は排水中の塩や、イオンの不均衡に起因する毒性に対処するためのアプローチを含

めてTIE/TREによる二つの成功事例を紹介している。また、塩やイオンの不均衡の問題を伴う排

出者に対して、費用対効果を含めて管理するための規制やコンプライアンスオプションを提案し

ている。 

・その他の生物応答試験の活用事例について、３２番の事例は繊維産業の盛んなブラジルの例であ

る。排水規制は一般的な物理化学的測定に基づくものであるが、当該排水の化学的複雑性に鑑み、

安価な方法として毒性試験の義務付けを検討しており、毒性試験に生物応答試験を使って評価し

ている例であり、目的に沿ったやり方で生物応答試験を有効活用している。 
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３）まとめ 

今回の調査は文献から情報を収集しており、TREで終了した事例、原因物質が分からない、ある

いは特定できないといった事例については研究成果として公表されていない可能性がある。 

また、過去の知見が多く、1980年～1990年代の文献も含まれているが、この時代は、活性汚泥処

理や凝集沈殿処理等の設備もそれほど普及しておらず、環境問題も大きく取り上げられている時期

である。 

米国でWET試験が導入された当時と比較して、現在の水処理技術は著しく進歩し、またGC-MS、

LC-MS、ICP-MSなどを用いた一斉分析の技術も格段に進歩、TIE/TREによる毒性原因物質の確認も

容易になってきている。当時の水環境や水処理及び分析技術において有効である手法が、必ずしも

今の日本の水環境にも有効であるとは限らない。 

米国でWET試験が導入された後、英国ではDTAプログラムにおいて、排水由来の生態毒性が主な

要因として明確に定義されている地域（下水が流入する河川や河口域）で、いわゆるWET手法を活

用した発生源の調査を実施している（２７～２９の事例）。 

現在の我が国の公共用水域においては、下水道普及率の向上や事業所から排出される排水処理施

設の設置・普及、近代化に伴い、水環境が飛躍的に改善されたことから、定常的に排出される排水

が生態系に悪影響を及ぼしているという事例は、今回の調査範囲では確認できていない。 

一方、企業のポリシーとしてCSRにWET手法を活用している企業もある。今後は過去の知見や事

例、時代背景に加え、現在の日本の水環境を考慮し、生物応答試験を用いた排水評価手法の利活用

の在り方を考える必要がある。 
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３.２ TIE/TREの実施にかかる費用について 

 

本調査においては、TIE/TREの実施にかかる費用について、明確な根拠を示して額を報告してい

る情報は入手できなかった。根拠は示していないが概略の費用を提示している資料として、Western 

States Petroleum Association（WSPA）がカリフォルニア州におけるWETに関連した新たな方針に対

してコメントしている資料1がある。この資料から、費用の例を以下に示す。 

 

・San Jacinto Water Authority（テキサス州ヒューストン近傍）は、ニセネコゼミジンコの生殖試験

でまれに起こる偶発的な失敗に対処するために、2003 年〜2004 年に TIE / TRE に 25 万ドル以上

を費やした。 

・Inland Empire Utilities Agency（カリフォルニア州チノ）はニセネコゼミジンコの生殖試験の散発

的な失敗に対処するために、1997-98 年に TIE / TRE に 30 万ドル以上を費やした。 

・Georgia-Pacific（フロリダ州パラッカ）は、2003 年から 2009 年まで、ニセネコゼミジンコの生殖

試験の失敗に対処するために、様々な TIE / TRE 試験に約 50 万ドルを費やした。これは、水処理

プロセスで使用されるミョウバンが地下水中の通常見られない化学物質と相互作用して、実験室

では有毒であるが野外では有害ではない排水を生成することによるようである。フロリダ州と

EPA は、この状況にどう対処するかを決定するために、引き続きこの問題に取り組んでいる。 

・San Bernardino 市は、過去 10 年間で加速試験2と予備的 TIE に 10 万ドル以上を費やした。いずれ

の事例においても、ニセネコゼミジンコ生殖試験の最初の失敗は、分析実験室で日常的に起こる

培養の失敗によるものであると思われる。 

・Milliken and Co., Inc.（サウスカロライナ州）は、サウスカロライナ州で多数の繊維工場を操業し

ており、過去 10 年間に５〜６の工場での TIE / TRE 研究に約 100 万ドルを費やしている。 

・Springs Industries（ジョージア州）は 2001-2003 年にジョージア州グリフィンにある繊維加工工場

で、TIE / TRE に 10 万ドル以上を費やした。 

・Kinder-Morgan は、サンディエゴの地下水浄化プロジェクトで TIE / TRE 作業に 10 万ドル以上を

費やした。最終排水は、放流前に二つの活性炭フィルターを通過する。地下水で自然な化学反応

により生じるイオン干渉が問題である。 

 

カリフォルニア州では2010年頃から、WETに関連した新たな方針を検討し始め、これを公開して

パブリックコメントを求めた 。WSPAの上記のコメントは、これに対するものである。2012年、州

政府はこれを再度見直し、新たな方針のドラフトを公開して、再度コメントを求めた。このドラフ

トの作成に際して、州政府はドラフトの基礎となる考え方を示す文書の一部として、新たな方針に

伴う経済的インパクトに関する分析（経済分析）を示している。2012年に公開されたカリフォルニ

ア州の新たな方針の経済分析ではTREの費用を４万ドルと見込んでいる。 

 

 

 

                                                        
1
 WSPA: Comment regarding the Policy for Toxicity Assessment and Control .(January 21, 2011) 

2
 accelerated test: 試験が基準を満たさない場合に要求される、実施頻度を高めた試験 
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３.３ 生物応答試験を用いた排水評価手法に関する国内外の動向：科学的・技術的知見
の更新

我が国の動向（１）

１）環境省における検討会の動向

環境省では、産学官の有識者を集めて、平成28年６月より「生物を用いた水環境の評価・管理

手法に関する検討会」を設置し、水環境の評価・管理に生物を用いた手法に関する検討を行って

いる。 

今後、中間とりまとめとして、「生物応答試験を用いた排水の評価手法とその活用の手引き」（仮

称）を作成し、試験法の特徴と限界及び６年分のパイロット試験の結果（事例集）がユーザー向

けにHPにて公開されることとなった。手引きの概要（特徴と限界）は以下の通りである。なお、

環境省は今後、この手引きが普及するよう努力したいとしている。以下に「生物を用いた水環境

の評価・管理手法に関する検討会（第９回）」（https://www.env.go.jp/press/106556.html）での議論

の内容を記す 。

①手法の概要

「生物を用いる試験の特性上、ある程度の試験結果のばらつきや試験期間を有することを考慮し

たうえで活用する必要がある」とされた。 

②手法の活用意義

「生物応答試験以外にも、生態毒性が明確な化学物質を使用している場合には個別化学物質の分

析・モニタリングを行うなど、試験精度やコスト、試験期間等を勘案し、各事業者の目的に応じ

て手法を選択することが考えられる」とされた。 

③課題と展望

「公共用水域を評価するためには、河床の物理的な構造等の水質以外の要因の影響を考慮する必

要があり 、信頼性が確認された試験方法の確立や、公共用水域を対象として生物応答試験を実

施する場合の考え方（採地点、息状水域を対象と水質の関係等）について、知見の集積を図った

上で整理が必要である」とされた。 

④その他（本手法の普及関連）

「試験のコスト負担が大きいことや、原因究明及び対策検討は事業場のみでは対応が難しく、専

門家・専門機関の支援が必要であるとの意見が多く挙がった。また、生物応答試験のコストにも

関連して、生物を実施可能な試験機関の充実が必要であるとの意見もあった」とされた。 
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２）国内の研究動向 

次に、国内の研究動向から、排水管理や水環境保全に向けた取組に関する研究を調査した。環境

省の環境研究総合推進費に対して、水環境保全とされた、以下の①～⑤に関する研究などの幾つか

のアプローチが提案・公開されている。また、海域における短期慢性毒性試験に向けた研究も提案

されている。 

 

①多種・新規化学物質の網羅的モニタリングと地域ネットワークを活用した統合的評価・管理手法

の開発 

②水環境保全に向けた要調査項目の一斉評価手法の開発と要調査項目候補選定への展開 

③企業活動による生物多様性の影響評価のための指標と経済評価手法、及びモデルの開発に関する

研究 

④化学物質の複合曝露による野外生態リスク評価方法の開発：水質及び底生動物調査と環境水を用

いた生物応答試験の活用（産業技術総合研究所） 

⑤海産・汽水生物を用いた慢性毒性短期試験法の開発（国立環境研究所） 

 

 

 海外の動向 （２）

１）文献調査 

調査の目的である工場排水のWET試験（生物応答試験を用いた排水の評価手法の一つとして）及

びTIE, TRE事例を中心に最近の事例（2010年以降）について、行政の報告書及び研究論文等を中心

に情報を収集した。 

調査はPubMed の検索エンジンを用い、WETを軸とするキーワード検索（effluent, toxicity, industry）

を実施し、調査の目的である工場排水のWET試験の内容や原因物質を同定／削減（TIE/TRE）して

いる事例についても調査した。また、上記に関連し、工場排水（industry, effluent）と生態毒性

（Ecotoxicity）の関連についてもキーワード検索を実施し、effluent, biological integrity（生物学的健

全性）, biological diversity (biodiversity), bioassayまたはdirect toxicity effects等のキーワードを組み合

わせた生態影響への調査及び生態系（Biological diversityまたはBiodiversity）や水質の改善事例等に

ついても調査した。 

タイトル等から本調査と関連のありそうな内容を抽出（一次スクリーニング）し、さらに要旨か

ら本調査と特に関連のありそうな文献についてその内容を整理した。 

 

調査結果を別添４に示す。文献検索の結果、2010以降は、工場排水の排水処理技術に関する研究

成果やWETとは異なる生物種及びエンドポイントによる毒性評価や削減効果等の報告がある。特に、

生態影響や生物応答試験（バイオアッセイ）に関する文献については、WET以外の生物種（哺乳類、

植物種、底生生物を含む）を用いた排水の毒性試験、排水中の化学物質による内分泌攪乱・変異原

性・遺伝毒性・細胞毒性・生殖腺への影響等に関する研究報告が認められた。TIR/TREを含むWET

試験に関連する報告はわずかであり、ブラジルや韓国において事例が複数認められた。一方、WET

の生物種及びエンドポイントでは不十分とする研究が傾向として確認された。 
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なお、カリフォルニア州では、州内における統一的な方法が提案されている。カリフォルニア州

には９つの地域（Region)で水質管理を担当しており、それぞれ毒性物質に対する水質目標およりそ

の実施計画（Basin Plan）を設定している。一方、州はPolicy for Implementation of Toxic Standards or 

Inland Surface Waters, Enclosed Bays and Estuaries of California (略称：Statewide Implementation Plan, 

SIP)を策定しているが、各Regionにおける水質目標にはばらつきがあり、SIP中には合意された事項

（毒性に関する記述的水質目標に基づく排水の慢性毒性に対する排出制限値）についての記述しか

含められていなかった。 

2003年ごろから各Regionにおける毒性物質に対する水質目標及びその実施計画（Basin Plan）を一

致させる必要性が認識されるようになり、 2018年10月19日、水質目標と毒性に対する対応を一致

させることを目的として、そのドラフトが州より公表された。 

2018年12月7日までパブリックコメントの受付が行われており、2019年の初めに州の水質委員会

（Water Board）が検討を行う予定となっているが、現時点で新しい情報は入手できていない。 

47



 米国及び我が国における排水に係る規制の枠組みと水環境の実態 第４章

本事業では、我が国及び米国を中心に、水環境の実態並びに排水管理に係る法体系等について調

査し、それぞれの特徴を整理した。 

米国では、1980 年代末に排水管理手法として全排水毒性「WET」手法を取り入れており、WET

導入における背景や法体系が明確であることから、連邦や州における規制（水質浄化法：CWA等）

での WETの位置づけや事例等を整理した。 

なお、事業者が直接受ける規制は、米国においては水質基準の設定や排水許可は、各州が所管し

ており、水質基準は水の用途に関連付けられ、排水許可は各州より個別の発生源ごとに与えられる。

したがって、発生源の性質や河川の用途により同一州内でも、また州間でも WET の運用が異なる

場合がある。 

そこで、本事業では、州単位の調査を行い、州による規制や利用実態の違い（規制の厳格性等）

を明らかにし、米国での WET 試験の運用の実態や水環境の実態を把握するとともに、我が国の実

態と比較した。なお、州の選定にあたっては、用水利用率の高い業種（化学工業、鉄鋼業、石油製

品・石炭製品製造業等）が多く立地している州 1、日本企業の進出数（工場だけでなく事務所も含

まれる）2 が多い州、新旧の工業地帯等の立地条件や地理的条件により、南部テキサス州、中西部

イリノイ州、東部ニュージャージー州を調査の対象とした。

1：平成 26年確報  用地・用水編：平成 28年４月 28日公表・掲載 経済産業省大臣官房調査統計 

グループ 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/result-2/h26/kakuho/youti/index.html 

2：米国 50州と日本との関係について 経済産業省 HP掲載情報 

http://www.meti.go.jp/policy/external economy/trade/report/index.html 

４.１ 米国の排水規制の枠組みと水環境の実態について 

 WET 手法を規制に運用している米国において、全排水毒性（whole effluent toxicity, WET）が排水

規制においてどのように位置付けられ、どのように運用されているかを、排水規制の歴史と枠組み

に基づき整理するとともに、水環境の実態を水質基準と生物調査の両面から調査した。 

米国の排水に係る規制の枠組み（１）

米国において排水に係る規制に中心的役割をはたしているのは水質浄化法（Clean Water Act, CWA）

である。本項では同法の下での排水規制の歴史、水質調査、排水基準の概要について以下に記載す

る。 

１）排水規制の歴史（毒性汚染物質対策及び全排水毒性試験（WET）導入の経緯）（p.49）

米国では水質汚濁に対する懸念から、1972 年に CWA が大幅に改正され、全国汚染物質排出

削減システム（NPDES）が導入された。また、毒性影響を生じる量の毒性汚染物質を放出する

ことを禁じるべしとする方針が示された。CWA は 1977 年に再度改正され、毒性汚染物質の名

称を明示して、排出基準策定が進められることとなった。しかし、毒性汚染物質の分析が比較

的高価なこと、排水中の多数の汚染物質の相互作用や複合作用への懸念から、排水そのものの

毒性試験を排水規制に利用することが検討され、1984 年から化学的手法と毒性学的手法を併用

する方針が明確になった。その後、試験法の検討を経て 1989 年に排水規制に WET が明確に位

置づけられた。 
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１）水質浄化法の下での排水規制の歴史

水質浄化法の制定及びその主要な改正について、排水規制及び WET 試験の導入に焦点をあてた

内容を以下に記載する。詳細は「別添５」に示す。 

①1972年の法改正までの歴史

 米国における水汚染対策に関係する最初の主要な法律は 1899年に制定された「河川及び港湾法」

である。この法律は航行可能な水域を許可なく障害したり改変したりすることを防止するために許

可制度を設定したものであり、水質ではなく、航行に的を絞ったものであった 1。 

その後 1948 年に「連邦水質汚濁防止法（Federal Water Pollution Control Act, FWPCA）」が制定さ

れ、連邦政府が初めて人の健康保護のために水汚染の問題に関与するようになった。議会はさらに

水質劣化の問題への関心を深め、法の改正を重ね、1965 年には「水質法（Water Quality Act）」によ

り FWPCA を改正し、州に対し 1967 年までに州際水域に水質基準を設定すること、水質基準の超

過なしに各排出源が汚染物質を放出できる量（汚染負荷量）を算出することを求めた。また、連邦

２）水質基準（p.55）

米国では、水域とその水域に指定された用途、さらにその水域の特性に基づいて、水域ごと

に必要な水質基準を設定している。米国の水質基準は、用途と、その用途の達成を満たすクラ

イテリアからなる。水質基準は基本的に州が所管している。州は水域を区分し、その用途を満

たすようにクライテリアを設定する。

毒性汚染物質に対しては、EPA が推奨クライテリアを示し、州は毒性汚染物質により影響を

受ける可能性のある水域に対して、推奨クライテリアを参考にしてクライテリアを設定する。

毒性汚染物質に対する数値クライテリアが設定できない場合や数値クライテリアを補完する場

合には記述クライテリアを設定する。その場合は、クライテリア達成の評価を可能とする手法

（例えばWET 試験手法）を示す。 

３）排水基準（p.67）

米国では、排出源ごとに、排水の特性及び受入水の水域に指定された用途、さらにその水域

の特性に基づいて、必要な排水限度値を設定し、排水の放出に許可制度を採用している。 

排水許可を得るためには、排出者は排水の詳細な分析データを含む許可申請を提出する必要

があり、その際には EPAが策定した技術に基づく排水限度値を満たさなければならない。 

技術に基づく排水限度値とは、直接排出する既存の発生源に対しては、BPT（best practicable 

control technology）、BCT（best conventional pollutant control technology）、または BAT（best available 

technology economically achievable）の適用により達成できる排水限度値である。州等の所管当局

の許可執筆者は、申請書に基づき、排水放出が受入水の水質に及ぼす影響を評価する（RP解析）。

RP解析の結果、技術に基づく排水限度値を適用しても水質基準を達成できない可能性がある場

合は、許可執筆者により水質に基づく排水限度値が設定される。 

毒性汚染物質に対する水質クライテリアはこの判断に重要な役割を果たす。水質に基づく排

水限度値の設定に際して、WET についても排水限度値が設定される可能性がある。許可証には

排水限度値のほか、順守を確認するためのモニタリングの実施等、様々な条件が付され、排出

者はその順守が求められる。 

米国では水質汚濁に対する懸念から、1972 年に CWA が大幅に改正され、全国汚染物質排出

削減システム（NPDES）が導入された。また、毒性影響を生じる量のの毒性汚染物質を放出す

ることを禁じるべしとする方針が示された。CWA は 1977 年に再度改正され、毒性汚染物質の

名称を明示して、排水基準策定が進められることとなった。しかし、毒性汚染物質の分析が比

較的高価なこと、排水中の多数の汚染物質の相互作用や複合作用への懸念から、排水そのもの

の毒性試験を排水規制に利用することが検討され、1984 年から化学的手法と毒性学的手法を併

用する方針が明確になった。その後、試験法の検討を経て 1989 年に排水規制に WET が明確に

位置づけられた。 
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水質局（Federal Water Quality Administration）を設置した 1。しかし、1970年になっても水質基準を

設定した州は半分にとどまっていた。また、特定の用途と許容される最高汚染物質濃度、さらには

特定の発生源の排出基準を関連づけるのに必要な科学的情報が不足していたため、排出基準の設定

やその施行は進まなかった 2。 

この間、1969 年 6月 22日には、オハイオ州クリーブランド市近郊の Cuyahoga 川を汚染していた

油膜に火がつくという事件がおこった 3。また、1969 年には、1960 年以来最高の 4100 万匹の魚が

水質汚染によりへい死したとする報告が連邦水質局から出された 4。 

1970 年、米国では環境問題に対する懸念の高まりから、連邦環境保護庁（U.S. Environmental 

Protection Agency, EPA）が設置された。また、大統領令により、産業による水汚染の防止を目的と

して、「河川及び港湾法」の下に、「廃物法許可プログラム（Refuse Act Permit Program, RAPP）とい

う排水許可制度を導入し、EPA が 22 の異なる発生源カテゴリーに対する排水質ガイドラインを作

成することとなっていた。しかし、訴訟の結果、1971 年、コロンビア地区控訴裁判所は RAPPを無

効とした 1。魚のへい死、水質汚染、悪臭に満ちた河川流域をこれ以上の拡大させないため 5、議会

は放出許可プログラムの必要性及びこれまでの水汚染削減法制における問題点を是正する必要性

を認識し、1972年、大幅な FWPCAの改正を行った 1。 

②1972年の改正

1972 年 10月 18日、FWPCAは大幅に改正され、ほぼ現在の形となった。この改正で導入された

主要な事項の概要は下記のとおりである。 

〇目的の規定 

 法 101条は法の目的を、「米国水域の化学的・物理的・生物学的健全性（chemical, physical, and  

biological integrity）を回復し維持すること」とし、その目的達成のために、以下を宣言している（(4)

以下は省略する）。 

(1) 1985年までに可航水域への汚染物質の放出をなくすこと（国家目標）

(2) 達成可能な限り、1983年 7月 1日までに、魚介類及び野生生物（fish, shellfish and wildlife）

の保護と繁殖（protection and propagation）を提供し、水中・水辺でのレクリエーションを提

供する水質の暫定目標を達成すること（国家目標）：一般に「fishable and swimmable」と呼ば

れている。

(3) 毒性汚染物質（toxic pollutant）の毒性影響を生じる量（toxic amount）の放出を禁止すること

（国家方針）。

なお、(3)でいう毒性汚染物質には、ヒトのみでなく、あらゆる生物 (any organism) 又はそ 

の子孫（offspring）に対して毒性影響を生じる汚染物質が含まれている（502条(13)）。 

〇水質基準の設定 

 従来、州による水質基準の設定は十分ではなかったことから、州際水域のみでなく州内水域に対 

しても水質基準の設定を求め、3年毎の見直しを義務付けた。 

・州内水域に水質基準を設定してない州はこれを設定して EPAに提出する（180日以内）

（303 条(a)）

・水質基準は用途（公共供給水、魚介類及び野生生物の繁殖、レクリエーション、農業、産業、

航行等）と用途に基づく水質クライテリアからなり、ヒトの健康または福祉を守り、水質を高

め、法の目的に資するものとする（303条(c)）

・水質基準は 3年毎に見直し EPAへ提出する（303 条(c)）

〇排水排出許可制度の導入 

水域への汚染物質の放出を原則禁止し、米国における排水規制の中心をなす、全国汚染物質排水 

削減システム（National Pollutant Discharge Elimination System, NPDES）という排水許可制度を導入

した。 

・法の規定に従う場合以外は、いかなる汚染物質のいかなる者による放出も違法である

（301 条(a)）

・法の規定に準拠している場合は、汚染物質の放出を許可することができる。EPAはこれを満た
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す許可の条件を規定する（402条(a)）。 

・一定の条件を満たしている場合は、州は州内の水域における許可権限を得ることができる

（402 条(b)）

〇EPAによる手引きの作成 

下記のような手引きの作成を EPAに義務付けた。 

・汚染物質の健康及び福祉影響等についての最新の科学的知見を反映した水質のクライテリアの

作成（法改正後 1年以内に作成）（304条(a)）

・現時点で利用可能な最良の実用的制御技術（best practicable control technology currently available,

BPT）を利用した排水基準ガイドラインの作成（Effluent limitation guidelines）（法改正後 1年

以内に公表）（304条(b)）

〇排水基準 

排水基準（技術に基づく排水限度値）について下記を規定した。 

・公共処理施設（Public Owned Treatment Works, POTW）以外の直接排出点発生源は BPT を適用

（1977年 7月 1日以降）（301条(b)）

・POTW 以外の直接排出点発生源は、さらに、経済的に達成可能な利用可能な最良技術（best a

vailable control technology economically achievable, BAT）を適用（1983 年 7月 1日以降）（301

条(b)）

・既存の POTWは二次処理を適用（1977 年 7月 1日以降）（301 条(b)）

・特定カテゴリーの新規発生源に対し、利用可能な最良の実証制御技術（best available demonstrated

control technology）を適用した性能基準を制定（90日以内に発生源を特定、その後 1年以内に

性能基準を制定）（306条(b) ） 

・POTW に排水する非直接排出点発生源に対しては、POTWで処理されにくく運転を妨害する可

能性のある汚染物質に適用される前処理基準（pretreatment standards）の制定（1972 年 10月 18

日から 180 日以内に規則提案公示）（307 条(b)）

また、点発生源からの排出に技術に基づく排水限度値（technology-based effluent limitation, TBEL） 

を適用しても水質基準が満たされない場合は、水質の達成又は維持のために、水質に基づく排水限

度値（water quality-based effluent limitation, WQBEL）を設定すべきことを規定した（302条(a)）。 

〇毒性汚染物質への対応 

特に毒性汚染物質に関しては、下記を規定している。 

・排水基準を設定すべき毒性汚染物質をリストする（90日以内）（307 条(a)）

・毒性汚染物質に対して排水基準を設定する（リスト作成から６か月以内に提案）（307 条(a)）。 

以上に記した1972年10月18日の改正は、汚染防止や汚染排除のベースを排水基準におき、水質

基準は汚染の排除や執行ではなく、プログラムの有効性や実施の尺度としたものである、とされ

ている2。 

③1977年の改正

 EPA は FWPCA の 1972 年の大幅な改正に基づき、全国的に同一の、技術に基づく排水限度ガイ

ドライン及び排水基準の策定に取り組んだが、この対象は、伝統的汚染物質（BOD、TSS、pH、糞

便性大腸菌）を対象としたものであった。一方、1972 年の改正では EPAが法改正の 90日後までに

毒性汚染物質のリストを作成し、６か月以内にこれらの汚染物質に対する排水基準を提案すること

とされていたが、処理能力（treatability）に関する情報不足からこの要求を満たすことができなか

った。その結果、The National Resources Defense Council（NRDC）に訴えられ、1976 年、下記を確

認する同意判決が出された 1
 

・削減すべき毒性（優先）汚染物質

・技術に基づく削減の対象となる主要産業（Primary industry）

・FWPCAの改正による権限を通じた毒性物質排出の規制方法
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この結果を受けて、1977 年 12月 27日に FWPCAが改正された。またこの改正以降、FWPCAは

水質浄化法（Clean water act, CWA）と呼ばれるようになった 1。1977 年の主要な改正点は下記の通

りである。 

〇毒性汚染物質（優先汚染物質） 

 毒性汚染物質が何を指すかが 307 条(a)に明確に記載された。これは、下院の公共事業交通委員会

（Committee on Public Works and Transportation）における議論をもとに決定されたものであり、65

の物質または物質クラスからなっていた 1。 

なお EPA は個別の物質に対応する必要性から 1979 年までに、129 物質の優先汚染物質からなる

リストを作成した 6。

〇技術に基づく排水基準 

POTW以外の直接排出点発生源について下記を規定した。（301 条(b)） 

・毒性汚染物質については、1984年 7月 1日以降、BATを適用（301条(b)、307 条(a)）

・新たにリストされた毒性汚染物質については、排水基準設定から 3年以内に BATを適用（301

条(b)）

・伝統的汚染物質については、1984 年 7 月 1 日以降、最良の伝統的汚染物質削減技術（Best

Conventional Pollutant Control Technology, BCT）を適用（301 条(b)）

・伝統的汚染物質/毒性汚染物質以外の汚染物質（非伝統的汚染物質、アンモニア、塩素、色彩、

鉄、全フェノール等）については、排水限度値設定から 3 年以内又は 1987 年 7 月 1 日のいず

れか早い日付までに BAT を適用（301条(b)）

また、毒性汚染物質が発生源から POTW に排出される場合の前処理基準については、直接排

水する場合に適用される排水基準や限度値と同等の毒性物質の除去が求められた（307 条(b)） 

④1987年の改正

1977 年の改正にもかかわらず、技術に基づく排水限度値の達成が遅れたため、1987 年に再度、

法改正が行われ、達成期限の延長が図られた。また、技術に基づく排水限度値のみでは、毒性物質

の水域への毒性量の放出を防止できないことが明らかになり、1987 年の改正では、水質基準からの

排出削減対策を目指した改正も行われた。 

〇技術に基づく排水基準 

・毒性汚染物質に対する BAT に基づく排水限度値達成期限を、排水基準設定から 3 年以内であ

るが、遅くとも 1989年 3月 31日までとする（301 条(b)）

・伝統的汚染物質に対する BCT に基づく排水限度値達成期限を、排水基準設定から 3 年以内で

あるが、遅くとも 1989年 3月 31日までとする（301 条(b)）

・非毒性汚染物質に対する BAT に基づく排水限度値達成期限を、排水基準設定より 3 年以内で

あるが、遅くとも 1989年 3月 31日までとする（301 条(b)）

〇水質基準 

州における水質基準の見直し・改定・新規策定に際しては、下記のような対応をとる。 

・各水域に指定された用途の達成に妨げになると考えられる汚染物質に対して EPAがクライテリ

アを策定している場合は、用途の達成に必要な場合、それらをすべて採用する（303 条(c)）。 

・クライテリアは、その毒性汚染物質に対する数値クライテリアとするが、数値クライテリアが

設定できない場合は、バイオモニタリングに基づくクライテリアや評価手法を採用する（303

条(c)）。

〇EPAによる手引きの作成 

・EPAは、毒性汚染物質に対する水質クライテリアを、生物モニタリングや評価法を含め、物質

ごとによらない方法により設定・測定する方法を公表する（304 条(a)）。1987 年の改正では、

さらに、非点発生源対策も導入している（402条(p)）。
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⑤WET導入の背景

表４－１－１に水質浄化法における毒性物質対策導入の経緯を前述含め、整理した。 

表４－１－１ 水質浄化法における毒性物質対策導入の経緯 

年代 出 来 事 

1972 

CWA改正。点発生源に対する排出許可制度（NPDES)導入。産業カテゴリーごとに点発

生源に対して排出抑制技術に基づく排水限度値（TBEL）を設定。TBEL でも水質基準

を達成できない場合は水質に基づく排水限度値（WQBEL）を設定。EPAに、毒性汚染

物質のリスト作成とこれらの物質に対する排水基準作成を求める。 

1974-77 36の産業カテゴリーに対する TBEL設定 

1977 

EPA の毒性汚染物質リスト作成が遅れ、毒性汚染物質対策が進まなかったことから、

CWA改正。毒性汚染物質（65物質群）をリスト化し、これらの物質に対する TBEL設

定を求めた。EPAは 65物質群から 129物質（優先汚染物質）をリスト化。 汚染物質対

策の焦点が毒性汚染物質に移る。 

1980 

NPDES 排出許可申請規則を制定。主要産業カテゴリー発生源の許可申請者に排水中の

優先汚染物質の分析を要求。EPAは、排水中の化学物質把握は発生源の責任とし、分析

データの毒性試験データによる代替は認めず。 

1980 
EPA が毒性汚染物質のクライテリア（推奨値）公表。（州が水質基準に取り入れると規

制値となる） 

1982-84 
EPA が、毒性試験による排水毒性評価手法（全排水毒性（WET）手法）の事例研究を

実施。 

1983 

水質基準規則を改定。水質基準（用途+クライテリア）の目的の一つが、WQBEL 設定

の法的根拠であることを明記。毒性物質に対して数値クライテリアが設定できない場合

は、記述クライテリア（例えば、毒性物質を毒性量含んではならない）を設定すべしと

規定。 

1984 

「水質に基づく許可限度値（permit limitations)設定に関する方針」公表。許可限度値設

定において、個別物質のクライテリアに基づく数値限度値と毒性に関する記述クライテ

リアに基づく生物学的方法（毒性試験を用いる方法）を併用する方針を示す。WET に

基づく許可限度値を導入する可能性に言及

1985 
水質に基づく毒性管理のための技術支援文書を公表。化学物質による許可限度値の算

出、WET試験の方法、WET 試験に基づく許可限度値算出の手引きを示す。 

1985-89 WET 試験法開発 

1987 

CWA 改正。EPA に対し、毒性汚染物質に対する水質クライテリアを、生物モニタリン

グ及び評価法を含め、物質ごとによらない方法により設定・測定する方法の公表を求め

る。 

1989 
NPDES の排水許可規則に WET を正式に位置付ける。WET に基づく許可限度値の設定

方法を規定。 

1991 

水生生物保護のために、環境生物調査、排水の毒性試験、化学分析のいずれかで水質基

準（毒性クライテリアを含む）を満たさないことが示された場合は、規制措置等、適切

な措置をとる（独立適用原則）。 

1991 水質に基づく毒性管理のための技術支援文書の改定版を公表。 

前述のように、1977年の CWAの改正において、法 307 条(a)(1)に、毒性汚染物質リストの基とな

るべきリストが指定され、1984年 7月 1日までにこれらの汚染物質に対する排水基準の策定が求め

られた。 

1979 年 6 月 14 日、EPA はこの要求に対応するために NPDES 規則の改定提案を行った 6。また、

この提案に先立ち、EPA内部では毒性汚染物質リストの中から 129 の個別物質（優先汚染物質）の

リスト*1を作成した 6。
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*1 このリストは 40CFR 423 の Appendix Aに収載されている。129 までの番号がふってあるが、当初

のリストから 17、49、50 が削除されている。

EPAは NPDES規則の改定提案で、NPDES許可申請の際に提出すべき最低限の情報を示し、その

中で、特定産業カテゴリーの製造業者に対して、許可申請の際に、全ての優先汚染物質の分析を求

める提案を行った。これは、排水の放出者は基本的に排水の性質（重要な汚染物質レベル）を知っ

ている義務がある、という考えに基づくものである。EPAはさらに、これらのリストされている毒

性物質以外にも排水には多数の毒性汚染物質が含まれている可能性があることから、提案前文の中

で、許可執筆者が状況（例えば、過去における魚のへい死、これまでの毒性試験にて毒性が示唆さ

れている等）により申請者に対してバイオモニタリング試験（毒性試験）を要求することを強く勧

め、規則本文案の中で、許可限度値を毒性で表現することも可能とすることを提案した 6。 

1980 年 5 月 19 日、EPA は NPDES 許可申請様式に関する規則を他の法の下での許可申請様式と

合わせて最終決定し、この中で、限度値が CWA の適切な要件（例えば、技術に基づく、あるいは

水質に基づく基準）を反映している場合は、排水限度値を毒性（例えば、排水のファットヘッドミ

ノーに対する LC50が 25%以上）で表現してもよいことが正式に決定された 7。しかし申請に際して

バイオモニタリングを義務付けるべきである、とするコメントに対しては、許可申請中に個別の毒

性汚染物質が確認されている場合は、バイオモニタリングは重複となることから、そのような試験

の要求はケースバーケースとすべきであるとした。また、限度値の遵守を確認するためのモニタリ
ングに関して、高価な化学分析を避けるために、化学モニタリングをバイオモニタリングで置き換

えてはどうか、とするコメントに対しては、EPAは、排水中に汚染物質が排出されているかどうか

を知ることは重要であり、多くの毒性汚染物質のように発がん性や生物濃縮性があるが急性毒性が

ない物質や、急性毒性レベル以下で放出される物質は、急性毒性試験ではモニタリングできないこ

とを挙げ、遵守を確認するためのモニタリングに毒性試験のみを用いることには反対した 8。しか

し、EPAは BATに基づく許可限度値により適切に毒性が低減され、fishable and swimmable という

CWA の目標が達成されていることを保証するためには毒性試験は有用であるとし、特定の排出源

に対して、BAT 施行後に毒性によるスクリーニング試験を義務付ける規則作りを開始する考えがあ

ることを表明した 8。

以上に示した経緯より、1977年の法改正による毒性汚染物質対策強化の流れの中で、排水管理へ

の毒性試験の利用が検討され始めたことがうかがえる。 

EPA はその後、1982 年 8 月から 1984 年 9 月にかけて、全米で 8 件の WET の事例研究を実施し

た 9。また、1984 年 3 月 9 日には、「水質に基づく毒性汚染物質に対する許可限度値策定に関する

方針」を官報に公示し、毒性汚染物質に対して化学的方法と生物学的方法を併用すること、WET

に基づく許可限度値を導入する可能性について言及した 10。この中で EPAはその背景として、排水

中には多数の毒性汚染物質が放出される可能性があるが、その分析が困難であること、排水中のそ

の他の成分と汚染物質が反応して毒性影響が変化する可能性があること、排水中の複数の汚染物質

への同時ばく露による影響の予測が困難であることを挙げている 10。 

EPA は 1985 年、この方針を実施するために必要な手引書として、水質に基づく毒性管理のため

の技術支援文書を作成した 11。WET に基づくアプローチについてはさらに、1985年から 1989年に

試験法の開発が行われ 12、1989 年には NPDES に関する連邦規則の中に WET 試験が明確に位置付

けられた 13。また、1991年には毒性物質対策において、生物調査(biological survey)、毒性試験、化

学分析のいずれかの評価で水質基準を満たさないことが示された場合には対策を行う、という独立

適用政策（independent application policy）が示され 14、1991 年には、水質に基づく毒性管理のため

の技術支援文書の改定版も作成された 15。 

その後、試験法の改定や訴訟等もあったが、米国における排水中毒性物質への対応には大きな変

更はない模様である。 
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２）米国における水質基準

本項では米国における水質基準の概要を記し、その例として、テキサス州における水質基準につ

いて記す。米国における水質基準は、我が国における水質基準とは概念が少し異なっており、水域

の用途とその用途を達成するためのクライテリア（水質項目と濃度基準）（定義を p.56 に示す。）

からなっている。 

①水質基準

 水質基準は水域ごとに指定された用途とクライテリアからなり、用途を考慮に入れて、人の健康 

や福祉を保護し、水質を高め、CWAの目的に資するものでなければならないとされている（CWA303

条(a)～(c)）。ここで、用途とは下記のようなものである。 

・市民への水の供給

・魚や野生生物の繁殖

・娯楽

・農業用水

・工業用水

・航行

また、水質基準の目的は下記とされている（40 CFR 131.2）。 

・個別の水域で達成すべき水質の目標を示す

・技術に基づく排水処理を超えた、水質に基づく排水処理及び管理の作成に法的根拠を与える

米国では水質基準は基本的に州が設定し、EPA の承認を受ける（州の水質基準が EPA の承認を

得られず、且つ両者の協議により合意に至らない場合は、EPA が水質基準を定める）。州は少なく

とも 3年ごとに水質基準を見直さなければならない（40 CFR 131.20）。また、水質基準に対して、

州は非劣化政策（Antidegradation policy）を採用しなければならず（303条(d)）、最低でも現状での

用途とそれに必要な水質の維持・保護が求められている（40 CFR 131.12）。 

州の設定した水質基準は EPAの承認を受けなければならない。協議によっても合意に至らず EPA

の承認を得られない場合には、EPAが直接水質基準を定める (法 303条(c))。 

②クライテリア（米国における、水質項目と濃度基準）

米国では水質基準は基本的には州が設定する。また、水質基準を構成する要素であるクライテリ

アは、「州の水質基準の要素であり、特定の用途を支える水質を表す成分の濃度あるいは記述とし

て表現される。クライテリアが満たされているとき、一般に水質は指定された用途を保護する。」

と定義されている。したがって、水質項目とその濃度レベルは、水域の用途を満たすように設定さ

れ、州によって異なっている可能性があり、さらに同じ州においてもその水域の用途により異なっ

ている可能性がある。

米国においては、水質クライテリア（水質項目及びその濃度レベル、我が国における水質基準に

相当すると思われる）は全国一律のものではない。 

米国では、水域とその水域に指定された用途、さらにその水域の特性に基づいて、水域毎に必

要な水質基準を設定している。米国の水質基準は、用途と、その用途の達成を満たすクライテリ

アよりなる。水質基準は基本的に州が所管している。

州は水域を区分し、その用途を満たすようにクライテリアを設定する。毒性汚染物質に対して

は、EPA が推奨クライテリアを示し、州は毒性汚染物質により影響を受ける可能性のある水域に

対して、推奨クライテリアを参考にしてクライテリアを設定する。毒性汚染物質に対する数値的

クライテリアが設定できない場合や数値クライテリアを補完する場合には記述クライテリアを設

定する。その場合は、クライテリア達成の評価を可能とする手法（例えば WET 試験手法）を示

す。

55



〇EPAのクライテリア 

CWA304 条(a)は EPA に対し、水質クライテリアを策定し、適宜見直すことを求めている。EPA

の作成するクライテリアとは、汚染物質の下記に関する最新の科学的知見を反映したものである。 

(A)プランクトン、魚、甲殻類、野生生物、植物、海岸線（shoreline）、海岸（beach）、美観、レク

リエーションを含め、ヒトの健康及び福祉に対する影響の種類と程度

(B) 生物学的、物理的及び化学的プロセスによる汚染物質またはその副産物の濃縮及び拡散

(C) さまざまな種類の受入水について富栄養化の速度・有機物及び無機物の沈降速度に影響を与え

る要因に関する情報を含む、生物多様性、生産性及び安定性に対する影響

これらのクライテリアは 304条 (a)クライテリア、304 条 (a)ガイダンスあるいは推奨クライテリ

ア（National recommended water quality criteria）と呼ばれ、規制的な意味合いを持たないものである。

EPAはこれらのクライテリアを州におけるクライテリア（水質基準の一部をなすクライテリア）設

定の手引きとして示している。 

EPAの推奨クライテリアには、人の健康を保護するためのもの、水生生物を保護するためのもの、

感覚影響（臭い等）に関するものがある。人の健康を保護するためのものには、水生生物の摂取を

対象としたものと、水生生物と水の両方の摂取を対象としたものがある。また、水生生物を保護す

るためのクライテリアには、一般に、淡水を対象としたものと、海水を対象としたものがある 16。 

〇州のクライテリア 

州は水質基準の一部として水域ごとに用途が達成できるよう、クライテリアを設定する。このク

ライテリアは規制に用いられるものである。クライテリアは、指定された用途を満たすのに十分な

水質項目を含み、複数の用途をもつ水域については最も感受性の高い用途を満たすものでなければ

ならない（40 CFR 131.12）。水質項目には、伝統的汚染物質*1、毒性汚染物質*2、非毒性／非伝統的

汚染物質*3がある。また、個別物質ではなく、「毒性」や「美観」を含めることができる。「毒性」

に関するクライテリアは、例えば、「毒性物質が毒性量（毒性影響を生じる量）存在しないこと」、

というように、記述で示される（記述クライテリア）。

*1伝統的汚染物質（conventional pollutants）とは法 304 条(a)(4)に定義されている汚染物質（BOD、

TSS、糞便性大腸菌、pH、オイル、グリース）
*2毒性汚染物質とは優先汚染物質とも呼ばれ、307 条(a)(1)に定義された汚染物質であり 126（当初

は 129物質）の金属及び人工有機化合物を含む。
*3非伝統的汚染物質（non-conventional pollutants）とは、上記のいずれにも含まれない汚染物質で

あり、塩素、アンモニア、窒素、リン、CODを含む。Permit Writer’s Manual(2010)にはWET を

含むと記されているが、連邦規則では非伝統的汚染物質は定義されていない。 

〇米国の水質基準規則におけるクライテリアの定義 

米国の水質基準規則ではクライテリアという言葉が二つの意味で用いられている。 

・クライテリア：州の水質基準の一部であり、特定の用途を支える水質を表す、成分の濃度あ

るいは記述。クライテリアが満たされているとき、一般に水質は指定された

用途を保護する。 

・CWA304条(a)クライテリア：成分の濃度と水生生物及び/または人健康への影響との関係に関

する最新の科学的情報に基づいて EPAが作成する、これ以下では有害な影響が生

じないと想定される濃度。この情報は定期的に手引きとして州に示され、州のク

ライテリア作成に用いられる。
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毒性汚染物質については、州は水質データ及び排水放出に関する情報を検討し、毒性汚染物質が

水質または用途の達成に有害な影響を与えている可能性のある水域、または毒性汚染物質のレベル

が懸念を与える水域に対して、用途の達成に十分な、毒性物質のクライテリアを設定しなければな

らないとされている（40 CFR 131.11）。したがって、毒性汚染物質については、州内の全ての水域

にクライテリア（水質項目と濃度レベル）が設定されている、というものではないようである。 

州は数値クライテリアを設定する場合は、a) EPAの推奨クライテリアをそのまま採用する、ある

いは b) EPAの推奨クライテリアをサイト特異的な条件を反映して改変して採用する、または c) そ

の他の科学的に正当化できる方法を用いて導出したクライテリアを採用する。また、数値クライテ

リアが設定できない場合や数値クライテリアを補完する場合は、記述クライテリアあるいはバイオ

モニタリングに基づくクライテリアを設定することとされている（40 CFR 131.12）。

州は上記のように、必ずしも EPAの推奨クライテリアをそのまま採用しているわけではなく、個

別の水域の用途や特性（例えば水の硬度等）に基づいてクライテリアを設定していることから、水

質項目や濃度レベルについても、米国内、あるいは州内で一律であるとは限らない。さらに、州に

よっては、冷水魚の保護等、その水域の用途に応じたものを定めている。 

③テキサス州における水質基準

州における水質基準の例として、テキサス州における表面水質基準の概要を以下に示す。 

テキサス州では、Texas Administrative Code の Title 30、Chapter 307 に表面水質基準（Texas Surface

Water Quality Standards, TSWQS）を定めている 17。表面水質基準は、用途やクライテリアの他に、

非悪化原則についても規定している。 

水質基準は水域に指定された用途（designated use）と、その用途を達成するのに必要なクライテ

リア（項目及び数値又は記述基準）からなっている。

〇用途 

テキサス州では用途として、水生生物用途（Aquatic life）、レクリエーション用途（Recreation）、

家庭給水用途（Domestic water supply）を指定している。 

水生生物用途では下記の５つのサブカテゴリーを指定している。 

・特別（Exceptional）

・高度（High）

・中等度（Intermediate）

・限定的（Limited）

・最低限（Minimal）

また、サイト特異的な用途として、カキ用水（Oyster water）が指定されている。

レクリエーション用途では下記の５つのサブカテゴリーを指定している。

・一次接触レクリエーション 1（Primary contact recreation 1）：水泳や急流でのカヤック等、水を

飲むリスクがかなり高いと考えられる活動

・一次接触レクリエーション 2（Primary contact recreation 2）：一次接触レクリエーション 1と同

様の活動であるが、これより身体接触の頻度が低いと想定されるもの

・二次接触レクリエーション 1（Secondary contact recreation 1）：釣り等の通常の活動であるが、

身体接触の機会が限定的であり、水を飲むリスクが一次接触レクリエーションより低いもの

・二次接触レクリエーション 2（Secondary contact recreation 2）：身体接触の機会が限定的であり、

水体の物理的特徴や人のアクセスが限られている等により、飲水の頻度が二次接触レクリエー

ション 1より低いもの

・無接触レクリエーション（Noncontact recreation）：水辺の鳥類観察等、身体接触の機会が限定

的であり水を飲むリスクがほぼない活動。または船舶による航行等、一次・二次接触レクリエ

ーションが起こりえない場合
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家庭給水用途では下記の 3つを指定している。 

・公共飲料用水（Public drinking water supply）：公共飲料水の原水となる水

・単一飲用表面水源（Sole-source surface drinking water supply）：公共飲料水の原水となる水で唯

一の供給源となる水

・サイト特異的な用途として、帯水層保護（Aquifer protection）

テキサス州では水体をセグメントに分け、主要なセグメントに対しては、水体を明確に定義し、

用途を指定して水質を管理している。これらは分類済みセグメントとよばれている。分類済みセグ

メント以外でも水体と用途が具体的に指定されている水体がある。

〇クライテリア 

テキサス州の水質基準では、一般クライテリア、毒性物質に対するクライテリア、サイト特異的

クライテリアの 3種のクライテリアを規定している。

●一般クライテリア

一般クライテリアは、州内の表面水全般に適用され、排水の放出や人の活動に帰せられる物質に

適用される。ただし、サイト特異的なクライテリアや、その他の規定のある場合は、それらが優先

される。一般クライテリアでは、下記について、表面水が満たすべき水質の状態が主に記述により

規定されている（このようなクライテリアを記述クライテリアという）。 

・審美的パラメータ（味、臭気、美観、濁り等）

・放射性物質

・毒性物質

・栄養素

・温度

・塩濃度

・水生生物用途に関連した溶存酸素

・水生生物用途に関連した生息環境

・水中レクリエーション

・pH

毒性物質についての記述クライテリアは、「表面水は、水の摂取、水生生物の摂取、皮膚との接

触により人に有毒であってはならない。または陸生または水生生物に有毒であってはならない。」

と規定している。 

温度については記述クライテリアの他に、河川、淡水湖、湾等で許容される温度幅を規定してい

る。 

水生生物用途に関連した溶存酸素については一般的な記述クライテリアの他に、サイト特異的な

数値クライテリアが付表 Aまたは Dに規定されている。付表 Aまたは Dに数値クライテリアが規

定されていない河川、湖沼、湾、汽水域についても、その状況に応じた用途カテゴリーの指定や要

求される溶存酸素濃度に関する規定がある。 

水中レクリエーションについては、一般的な記述クライテリアの他に、病原体に関するサイト特

異的な数値クライテリアが付表 G に規定されている。付表 G に列挙されていない水域に対する水

中レクリエーションカテゴリーについても規定がある。 

●毒性物質に対するクライテリア

毒性物質に対するクライテリアは、排水の放出や人の活動に帰せられる物質に適用される、毒性

物質については、一般的な事項として下記を規定している。 

・州内の水は水生生物に対して急性毒性を示してはならない

・州内の水で「限定的」より高レベルの水生生物用途が指定されている、あるいは現に存在する

水は、水生生物に対して慢性毒性を示してはならない。

・州内の水は、接触レクリエーション、水生生物の摂取、飲料水の摂取及びこの組合せにより人
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の健康に有害な毒性影響が生じないように維持されなければならない。 

・州内の水は、水生生物、陸上生物、家畜に、接触、水生生物の摂取、水の摂取及びこの組合せ

により有害な毒性影響が生じないように維持されなければならない。

毒性物質の水生生物に対する数値クライテリアは表 (本報告書別添６)に示されており、EPAの推

奨クライテリアと EPAの手引書をもとに、テキサス州に土着の水生生物に対する数値を再計算して

いる。急性クライテリアは 24時間平均値、慢性クライテリアは 7日平均値に適用される。 

なお、毒性物質の数値クライテリアに関しては、その他に下記のような規定がある。 

・アンモニア及び塩素の毒性はWET（後述）により対応する。

・金属及び半金属に対する数値クライテリアは溶存濃度に、非金属に対するクライテリアは別に

規定がない限り、全回収濃度に適用される。

・急性数値クライテリアは初期希釈域（zones of initial dilution, ZID）以外に適用される。ただし、

水流が極めて低い条件下（critical low-flow condition（臨界低水流）の 1/4以下）では超過も許

容される。ZIDを通過する水生生物に死亡が生じてはならない。

・毒性物質に対する慢性数値クライテリアは、混合域（mixing zone）及び臨界低水流（critical

low-flow condition）を除き、「限定的」より高レベルの水生生物用途が指定されているあるいは

現存する全ての州内の水域に適用される。

・表中に水生生物保護のための数値クライテリアが記載されていない物質については、EPAのガ

イドランを用いて算出を行うか、あるいは LC50値に規定されている係数をかけて算出する。

・毒性と水の pH や硬度との関係が明らかになっている物質については、数値クライテリアはこ

の関係に基づく数式で示してあり、サイト特異的な数値に基づいて算出する。

・ほとんどの金属に対するクライテリアは、場所ごとの水質の毒性に対する影響を考慮に入れる

ために、WER（water-effect ratio）で乗じて求める。WERは 1と推定するが、サイト特異的な

データがある場合はそのデータが用いられる。

・淡水中の銅に対するクライテリアは、場所ごとの水質の毒性に対する影響を考慮に入れるため

に、m という乗数を含んでいる。サイト特異的なクライテリアは、WER または生態毒性モデ

ル（Biotic Ligand Model, BLM）を用いて求める。その他、考慮すべきサイト特異的な要素につ

いての規定がある。

毒性物質の人健康に対する数値クライテリアも表（別添６）に示されている。水及び魚（Water and 

Fish）の欄の濃度クライテリアは、飲料水及び水生生物の摂取の安全性を確保するためのものであ

り、飲料水用途をもつ表面水に適用される。魚（Fish only）の欄の濃度クライテリアは水生生物の

摂取の安全性を確保するためのものであり、持続的な漁業は行うが、飲料水源としては使用しない

表面水に適用される。 

毒性物質の人健康に対する数値クライテリアについては、その他、適用範囲や数値クライテリア

がない場合の導出方法、サイト特異的な条件により、表に示したクライテリアが適当でないために

一時的な変更やサイト特異的なクライテリアの採用が認められる条件等についても規定されてい

る。 

●全排水毒性（whole effluent toxicity、WET）

WET については、下記を規定している。

・排水許可を受けた排水の WET は、初期希釈域（zones of initial dilution, ZID）、及び極めて水流

の低いときを除いて、急性毒性を生じないようにしなければならない。ZIDにおいては急性毒

性レベルを超過してもよいが、ZIDを通過する水生生物に有意な死亡を生じてはならない。

・排水許可を受けた排水の WET は、混合域、及び水流が臨界低水流以下の場合を除いて、水生

生物用途に使用されているあるいは「限定的」以上のレベルに指定されている水域で慢性毒性

を生じないようにしなければならない。混合域においては慢性毒性レベルを超過してもよいが、

混合域を通過する水生生物に対して有意な非致死的な毒性を生じてはならない。

・排水が受水域において毒性を示す有意な可能性のある排出者は、適切な希釈液で WET モニタ
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リング（バイオモニタリング）を実施しなければならない。

・州内の水域への排水は感受性の高い水生生物種に対して急性毒性を示してはならない。この目

的のための毒性試験は 100%排水で実施し、24時間暴露での死亡が 50%以上を毒性のクライテ

リアとする。ただし、排水に含まれる、表にリストされていない溶存無機塩類、あるいは元の

水中の溶存無機塩類の超過、欠乏、不均衡による死亡にはこの規定は適用されない。

・WET 試験は EPAの方法またはテキサス州当局が認めた方法で実施する。

・WET 試験の結果、排水が十分管理されていないことが明らかになった場合は、毒性の発生源

を取り除くことが要求され、許可手順に従った TRE を実施することが要求される可能性があ

る。また、毒性を除くための適切な規定（WET 限度値、個別化学物質に対する制限値、最善

管理手法等）を含むよう、許可証が改定される。

WETに基づく排出限度値を、サイト特異的な条件を考慮して設定することも許容されているが、

この場合、用途が損なわれることがあってはならず、用途が保護されていることを示すために、追

加の排水毒性試験、受入水のモニタリング等、追加の情報が必要となる可能性があるとしている。 

また、暫定的なクライテリアや、クライテリアのサイト特異的な変更が正当化されるための要素

として、受水域のバックグラウンドの毒性、WET に寄与する主要な毒性物質の残留性や分解率、

放流水の毒性に影響を与える可能性のあるサイト特異的な変動因子、WET 試験に用いた種に比較

した土着の水生生物の感受性のレベル、特定の毒性物質の処理可能性や、管理の技術的、経済的、

あるいは法的限界を挙げている。 

●サイト特異的な用途及びクライテリア

水質クライテリアはサイト特異的な用途とクライテリアを下記のように付表の A、B、D、E、F、

Gに規定している。 

・付表 A：分類済みセグメントに対するサイト特異的な用途及びクライテリア

・付表 B：唯一の飲料水源表面水（注：数値クライテリアの記載はない）

・付表 D：非分類水体に対するサイト特異的な用途及びクライテリア

・付表 E：サイト特異的な毒性クライテリア

・付表 F：いくつかの貯水池に対するサイト特異的な数値クライテリア

・付表 G：非分類水体に対するサイト特異的なレクリエーション用途及びクライテリア

 （付表 C：分類済みセグメントの説明） 

示されている数値クライテリアは網羅的なものではなく、付表ごとに異なっている。 

・付表 A：塩素イオン、硫酸イオン、TDS、DO、pH、バクテリア、温度のみ

・付表 D：水生生物用途のクラスと DOのみ

・付表 E：NPDES許可を受けている特定施設との関連で、特定パラメータ（施設ごとに、アルミ

ニウム、銅、鉛、亜鉛、セレンが指定されている）に対するサイト特異的な調整係数

を示す。

・付表 F：クロロフィル a のみ

・付表 G：バクテリアの指標のみ

〇基準の適用と達成の判定 

基準の適用に関連して、水量、混合域や ZIDの扱い、最低分析レベル、一過性冷却水の排出や雨

水放出に対する適用についても規定がある。また、基準達成の判定方法（サンプリング方法、分析

方法、試験方法、評価方法等）についても記述されている。 

③我が国と米国における、水質項目と濃度基準の比較

表４－１－２に人の健康保護を目的とした EPAの推奨クライテリア、我が国の環境基準、米国の

飲料水質基準 18、我が国の水道水質基準を比較して示した。なお、表には米国の飲料水質基準にの

み含まれている項目は含まれていない。 

EPAがクライテリアを示しており、我が国に全く基準のない物質には古い汚染物質のほかに、フ

タル酸エステル類、PAH類、フェノール類がある。また、発がん物質に関しては、EPAのクライテ
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リアの数値は、その物質へのばく露によりがんになる人が 100 万人に一人増加する濃度レベル（10
-6

過剰発がんリスクレベル）に対応するものであり、かなり低い。我が国で基準が設定されているが、

米国では全く基準のない物質に、ほう素、チウラム、チオベンカルブがある。

表４－１－３に水生生物保護を目的とした EPAの推奨クライテリアと我が国の環境基準、別添７

に EPAの推奨クライテリアとテキサス州のクライテリアを比較して示した。 

我が国の環境基準項目は EPA のものに比較して非常に少ないが、我が国のみのものとして LAS

がある。EPAとテキサスは項目、数値とも似ているが、テキサスには、アルミニウムとフェナント

レンのクライテリアがある。また、シアン化物のクライテリアはテキサスが EPAの 2倍程度と、違

いもみられる。

EPAの水生生物保護を目的とした推奨クライテリア及びテキサス州のクライテリアでは、硬度に

依存して毒性が変わる金属については、変換係数が示されている。 
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表４－１－２ 米国 EPAの人健康保護を目的とした推奨水質クライテリア等と我が国の人健康保 

護に関する環境基準等の比較① 

(P)= Priority Pollutant, 斜体・下線付きの数値は発がんリスクが 10-6乗に相当する濃度を示す。 

Pollutant
CAS

Number

EPAヒト健康

（飲水+水生生物摂取）

 (µg/L)

EPAヒト健康

（水生生物摂取）

 (µg/L)

我が国における

人の健康の保護

に関する環境基

準

米国飲料水質

基準MCL

 (µg/L)

我が国水道水質基準

Acenaphthene (P) 83-32-9 70 90

Acrolein (P) 107-02-8 3 400

Acrylonitrile  (P) 107-13-1 0.061 7.0

Aldrin (P) 309-00-2 0.00000077 0.00000077

alpha-Hexachlorocyclohexane (HCH) 

(P)
319-84-6 0.00036 0.00039

alpha-Endosulfan (P) 959-98-8 20 30

Anthracene (P) 120-12-7 300 400

Antimony (P) 7440-36-0 5.6 640 6

Arsenic (P) 7440-38-2 0.018 0.14 10 10
10（ヒ素の量に関し

て）

Asbestos (P) 1332-21-4 7 million fibers/L 7 MFL

Barium 7440-39-3 1,000 2000

Benzene (P) 71-43-2 0.58-2.1 16-58 10 5 10

Benzidine (P) 92-87-5 0.00014 0.011

Benzo(a)anthracene (P) 56-55-3 0.0012 0.0013

Benzo(a)pyrene (P) 50-32-8 0.00012 0.00013 0.2

Benzo(b)fluoranthene (P) 205-99-2 0.0012 0.0013

Benzo(k)fluoranthene (P) 207-08-9 0.012 0.013

Beryllium (P) 7440-41-7 4

beta-Hexachlorocyclohexane (HCH) 

(P)
319-85-7 0.0080 0.014

beta-Endosulfan (P) 33213-65-9 20 40

Bis(2-Chloro-1-methylethyl) Ether (P) 108-60-1 200 4,000

Bis(2-Chloroethyl) Ether (P) 111-44-4 0.030 2.2

Bis(2-Ethylhexyl) Phthalate  (P) 117-81-7 0.32 0.37 6

Bis(Chloromethyl) Ether 542-88-1 0.00015 0.017

ほう素 7440-42-8 1,000
1,000（ほう素の量

に関して）

Bromoform (P) 75-25-2 7.0 120

80(total 

trihalometha

nes）
90

Butylbenzyl Phthalate  (P) 85-68-7 0.10 0.10

Cadmium (P) 7440-43-9 3 5
3 (カドミウムの量に

関して）

Carbon Tetrachloride (P) 56-23-5 0.4 5 2 5 2

Chlordane (P) 57-74-9 0.00031 0.00032 2

Chlorobenzene (P) 108-90-7 100 800 100

Chlorodibromomethane (P) 124-48-1 0.80 21

80(total 

trihalometha

nes）
100

Chloroform (P) 67-66-3 60 2,000

80(total 

trihalometha

nes）
60

Chlorophenoxy Herbicide (2,4- D) 94-75-7 1,300 12,000 70

Chlorophenoxy Herbicide (2,4,5- TP) 

[Silvex]
93-72-1 100 400 50

Chromium (III) (P) 16065-83-1 Total
100(total 

chromium)

Chromium (VI) (P) 18540-29-9 Total 50
100 (total 

chromium)

50（六価クロムの量

に関して）

Chrysene (P) 218-01-9 0.12 0.13

0.2 

Benzo(a)pyre

ne(PAHs)

Copper (P) 7440-50-8 1,300 ̶ 1,300
1,000（銅の量に関

して）

Cyanide (P) 21-15-9 4 400
検出されないこ

と（全シアン）
200

10（シアンの量に関

して）
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表４－１－２ 米国 EPAの人健康保護を目的とした推奨水質クライテリア等と我が国の人健康保 

護に関する環境基準等の比較② 

(P)= Priority Pollutant, 斜体・下線付きの数値は発がんリスクが 10-6乗に相当する濃度を示す。 

Pollutant
CAS

Number

EPAヒト健康

（飲水+水生生物摂取）

 (µg/L)

EPAヒト健康

（水生生物摂取）

 (µg/L)

我が国における

人の健康の保護

に関する環境基

準

米国飲料水質

基準MCL

 (µg/L)

我が国水道水質基準

Dibenzo(a,h)anthracene (P) 53-70-3 0.00012 0.00013

Dichlorobromomethane (P) 75-27-4 0.95 27

80(total 

trihalometha

nes）

30

100（トリハロメタ

ン）

Dieldrin (P) 60-57-1 0.0000012 0.0000012

Diethyl Phthalate  (P) 84-66-2 600 600

Dimethyl Phthalate  (P) 131-11-3 2,000 2,000

Di-n-Butyl Phthalate  (P) 84-74-2 20 30

Dinitrophenols 25550-58-7 10 1,000

Endosulfan Sulfate  (P) 1031-07-8 20 40

Endrin (P) 72-20-8 0.03 0.03 2

Endrin Aldehyde (P) 7421-93-4 1 1

Ethylbenzene (P) 100-41-4 68 130 700

Fluoranthene (P) 206-44-0 20 20

ふっ素 7782-41-4 800 400
800（フッ素の量に

関して）

Fluorene (P) 86-73-7 50 70

gamma-Hexachlorocyclohexane 

(HCH) [Lindane] (P)
58-89-9 4.2 4.4 0.2

Heptachlor (P) 76-44-8 0.0000059 0.0000059 0.4

Heptachlor Epoxide (P) 1024-57-3 0.000032 0.000032 0.2

Hexachlorobenzene (P) 118-74-1 0.000079 0.000079 1

Hexachlorobutadiene (P) 87-68-3 0.01 0.01

Hexachlorocyclohexane (HCH) - 

Technical
608-73-1 0.0066 0.010

Hexachlorocyclopentadiene (P) 77-47-4 4 4 50

Hexachloroethane (P) 67-72-1 0.1 0.1

Indeno(1,2,3-cd)pyrene (P) 193-39-5 0.0012 0.0013

Isophorone (P) 78-59-1 34 1,800

鉛 7439-92-1  10 15
10（鉛の量に関し

て）

Manganese 7439-96-5
50 (不快影響：味覚、選

択汚れ）
100

50（マンガンの量に

関して）

総水銀 0.5
0.5（水銀の量に関

して）

Mercury (inorganic) 2

アルキル水銀
検出されないこ

と

Methylmercury (P) 22967-92-6 0.3 mg/kg

Methoxychlor 72-43-5 0.02 0.02 40

Methyl Bromide (P) 74-83-9 100 10,000

Methylene Chloride (P) 27639 20 1,000 20 5 20

Nickel (P) 7440-02-0 610 4,600

Nitrates 14797-55-8 10,000
10,000 (Nとし

て）

Nitrite
1000 (Nとし

て）

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10,000 10,000

Nitrobenzene (P) 98-95-3 10 600

Nitrosamines 0.0008 1.24

Nitrosodibutylamine 924-16-3 0.0063 0.22

Nitrosodiethylamine 55-18-5 0.0008 1.24

Nitrosopyrrolidine 930-55-2 0.016 34

N-Nitrosodimethylamine (P) 62-75-9 0.00069 3.0

N-Nitrosodi-n-Propylamine (P) 621-64-7 0.0050 0.51

N-Nitrosodiphenylamine (P) 86-30-6 3.3 6.0

Pathogen and Pathogen Indicators

Pentachlorobenzene 608-93-5 0.1 0.1

Pentachlorophenol (P) 87-86-5 0.03 0.04 1

pH 5 – 9
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表４－１－２ 米国 EPAの人健康保護を目的とした推奨水質クライテリア等と我が国の人健康保 

護に関する環境基準等の比較③ 

(P)= Priority Pollutant, 斜体・下線付きの数値は発がんリスクが 10-6乗に相当する濃度を示す。 

Pollutant
CAS

Number

EPAヒト健康

（飲水+水生生物摂取）

 (µg/L)

EPAヒト健康

（水生生物摂取）

 (µg/L)

我が国における

人の健康の保護

に関する環境基

準

米国飲料水質

基準MCL

 (µg/L)

我が国水道水質基準

Dibenzo(a,h)anthracene (P) 53-70-3 0.00012 0.00013

Dichlorobromomethane (P) 75-27-4 0.95 27

80(total 

trihalometha

nes）

30

100（トリハロメタ

ン）

Dieldrin (P) 60-57-1 0.0000012 0.0000012

Phenol (P) 108-95-2 4,000 300,000

5（フェノール類：

フェノールの量に換

算して）

Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (P) 0.000064 0.000064
検出されないこ

と
0.5

Pyrene (P) 129-00-0 20 30

Selenium (P) 778-49-2 170 4200 10 50
10（セレンの量に関

して）

Solids Dissolved and Salinity 250,000

Tetrachloroethylene (P) 127-18-4 10 29 10 5 10

Thallium (P) 7440-28-0 0.24 0.47

Toluene (P) 108-88-3 57 520 1000

Toxaphene (P) 8001-35-2 0.00070 0.00071 3

Trichloroethylene (P) 28-86-1 0.6 7 10 5 10

Vinyl Chloride (P) 27-39-8 0.022 1.6 2

Zinc (P) 7440-66-6 7,400 26,000
1,000（亜鉛の量に

関して）

1,1,1-Trichloroethane (P) 71-55-6 10,000 200,000 1,000 200

1,1,2,2-Tetrachloroethane (P) 79-34-5 0.2 3

1,1,2-Trichloroethane (P) 79-00-5 0.55 8.9 6 5

1,1-Dichloroethylene (P) 75-35-4 300 20,000 100 7

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3 0.03 0.03

1,2,4-Trichlorobenzene (P) 120-82-1 0.071 0.076 70

1,2-Dichlorobenzene (P) 95-50-1 1,000 3,000 600

1,2-Dichloroethane (P) 107-06-2 9.9 650 4 5

1,2-Dichloropropane (P) 78-87-5 0.90 31 5

1,2-Diphenylhydrazine (P) 122-66-7 0.03 0.2

Trans-1,2-Dichloroethylene (P) 156-60-5 100 4,000 100 40（cis+trans）

Cis-1,2-Dichloroethylene 156-59-2 40 70 40（cis+trans）

1,3-Dichlorobenzene (P) 541-73-1 7 10

1,3-Dichloropropene (P) 542-75-6 0.27 12 2

1,4-Dichlorobenzene (P) 106-46-7 300 900 75

1,4-Dioxane 123-91-1 50 50

2,3,7,8-TCDD (Dioxin) (P) 1746-01-6 5.0E-9 5.1E-9 0.00003

2,4,5-Trichlorophenol 95-95-4 300 600

2,4,6-Trichlorophenol (P) 32-29-6 1.5 2.8

2,4-Dichlorophenol (P) 120-83-2 10 60

2,4-Dimethylphenol (P) 105-67-9 100 3,000

2,4-Dinitrophenol (P) 51-28-5 10 300

2,4-Dinitrotoluene (P) 121-14-2 0.049 1.7

2-Chloronaphthalene (P) 91-58-7 800 1,000

2-Chlorophenol (P) 95-57-8 30 800

2-Methyl-4,6-Dinitrophenol (P) 534-52-1 2 30

3,3'-Dichlorobenzidine (P) 91-94-1 0.049 0.15

3-Methyl-4-Chlorophenol (P) 59-50-7 500 2,000

p,p′- Dichlorodiphenyldichloroethane 

(DDD) (P)
72-54-8 0.00012 0.00012

p,p′- 

Dichlorodiphenyldichloroethylene 

(DDE) (P)

72-55-9 0.000018 0.000018

p,p′- Dichlorodiphenyltrichloroethane 

(DDT) (P)
50-29-3 0.000030 0.000030

チウラム 6

シマジン 122-34-9 3 4

チオベンカルブ 28249-77-6 20
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表４－１－３ 米国 EPAの水生生物保護のためのクライテリアと我が国の生活環境保護のため 

の環境基準の比較 

1: CMC: Criterion Maximum Concentration ,  2：CCC: Criterion Continuous Concentration 

CMC1

(acute)

 (µg/L)

CCC2

(chronic)

 (µg/L)

 CMC1

(acute)

 (µg/L)

CCC2

(chronic)

 (µg/L)

河川 

(µg/L)

湖沼

 (µg/L)

海洋

(µg/L)

Acrolein (P) 107-02-8 3ug/L 3ug/L

Aldrin (P) 309-00-2 3.0 1.3

Alkalinity 20000

alpha-Endosulfan (P) 959-98-8 0.22 0.056 0.034 0.0087

Arsenic 7440-38-2 340 150 69 36

beta-Endosulfan (P) 33213-65-9 0.22 0.056 0.034 0.0087

Cadmium (P) 7440-43-9 1.8 0.72 33 7.9

Carbaryl 63-25-2 2.1 2.1 1.6

Chlordane (P) 57-74-9 2.4 0.0043 0.09 0.004

Chloride 16887-00-6 860000 230000

Chlorine 7782-50-5 19 11 13 7.5

Chlorpyrifos 2921-88-2 0.083 0.041 0.011 0.0056

Chromium (III) (P) 16065-83-1 570 74

Chromium (VI) (P) 18540-29-9 16 11 1,100 50

Copper (P) 7440-50-8 4.8 3.1

Cyanide (P) 21-15-9 22 5.2 1 1

Demeton 8065-48-3 0.1 0.1

Diazinon 333-41-5 0.17ug/L 0.17ug/L 0.82ug/L 0.82ug/L

Dieldrin (P) 60-57-1 0.24 0.056 0.71 0.0019

Endrin (P) 72-20-8 0.086 0.036 0.037 0.0023

gamma-BHC (Lindane) (P) 58-89-9 0.95 0.16

Guthion 86-50-0 0.01 0.01

Heptachlor (P) 76-44-8 0.52 0.0038 0.053 0.0036

Heptachlor Epoxide (P) 1024-57-3 0.52 0.0038 0.053 0.0036

Iron 7439-89-6 1000

Lead (P) 7439-92-1 65 2.5 210 8.1

直鎖アルキルベンゼンスル

ホン酸及びその塩
20-50 20-50 6-10

Malathion 121-75-5 0.1 0.1

Mercury (P)
7439-97-6,

22967-92-6
1.4 0.77 1.8 0.94

Methoxychlor 72-43-5 0.03 0.03

Mirex 2385-85-5 0.001 0.001

Nickel (P) 7440-02-0 470 52 74 8.2

Nonylphenol 84852-15-3 28 ug/L 6.6 ug/L 7 ug/L 1.7 ug/L 0.6-1 0.6-1 0.7-1

Parathion 56-38-2 0.065 0.013

Pentachlorophenol (P) 87-86-5 19 15 13 7.9

pH 6.5 – 9 6.5 – 8.5

Polychlorinated Biphenyls 

(PCBs) (P)
0.014 0.03

Selenium (P) 7782-49-2 --- 290 71

Silver (P) 7440-22-4 3.2 1.9

Sulfide-Hydrogen Sulfide 2148-87-8 2.0 2.0

Toxaphene (P) 8001-35-2 0.73 0.0002 0.21 0.0002

Tributyltin (TBT) 0.46 0.072 0.42 0.0074

Zinc (P) 7440-66-6 120 120 90 81 30 30 10-20

4,4'-DDT (P) 50-29-3 1.1 0.001 0.13 0.001

Saltwater

我が国の生活環境の保全に

関する環境基準

（水生生物の生存状況の適応Pollutant

(P = Priority Pollutant)

CAS

 Number

Freshwater
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Appendix A 

Conversion Factors for Dissolved Metals 

1: CMC: Criterion Maximum Concentration , 2：CCC: Criterion Continuous Concentration 

Appendix B 

Parameters for Calculating Freshwater Dissolved Metals Criteria That Are Hardness-Dependent 

1: CMC: Criterion Maximum Concentration ,  2：CCC: Criterion Continuous Concentration 

Hardness-dependant metals' criteria may be calculated from the following: 

CMC (dissolved) = exp{mA [ln(hardness)]+ bA} (CF) CCC (dissolved) = exp{mC [ln(hardness)]+ bC} 

(CF) 

Metal Freshwater CMC Freshwater CCC Saltwater CMC Saltwater CCC

Arsenic 1.000 1.000 1.000 1.000

Cadmium
1 136672-[(ln 

hardness) (0.041838)]

1 101672-[(ln 

hardness) (0.041838)]
0.994 0.994

Chromium III 0.316 0.860

Chromium VI 0.982 0.962 0.993 0.993

Copper 0.960 0.960 0 83 0 83

Lead
1.46203-[(ln 

hardness) (0.145712)]

1.46203-[(ln 

hardness) (0.145712)]
0.951 0.951

Mercury 0 85 0 85 0 85 0 85

Nickel 0.998 0.997 0.990 0.990

Selenium 0.998 0.998

Silver 0 85 0 85

Zinc 0.978 0.986 0.946 0.946

Cadmium 0.9789 -3.866 0.7977 -3.909

Chromium III 0.8190 3.7256 0.8190 0.6848

Lead 1.273 -1.460 1.273 -4.705

Nickel 0.8460 2.255 0.8460 0.0584

Silver 1.72 -6.59

Zinc 0.8473 0.884 0.8473 0.884

0.998 0.997

0.85 ̶

0.978 0.986

1.136672-[(lnhardness) 

(0.041838)]

1.101672-[(lnhardness) 

(0.041838)]

0.316 0.860

1.46203-[(lnhardness) 

(0.145712)]

1.46203-[(lnhardness) 

(0.145712)]

Chemical mA bA mC bC
Freshwater Conversion Factors (CF)

CMC CCC
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３）米国における排水基準

水質浄化法（Clean Water Act, CWA）はその目的達成のために、法に従わずに汚染物質を放出する

ことを禁じており（301 条(a)）、公共用水域に排水を放出する点発生源は、全国汚染物質放出削減

制度(National Pollution Discharge Elimination System, NPDES)の下で規制当局（多く場合は州等（州又

はその region）は EPA の承認の下で、規制権限を与えられている）から許可（NPDES 許可）を得

なければならない（401条、402条）。許可にあたっては、規制当局から一定の排水限度値（effluent 

limitations）が課せられ、許可を受けたものはこれを順守することが必要である。 

ここでは、NPDESの下での排水限度値、排水許可の申請と許可について、その概要を記す。 

①NPDESにおける排水基準－技術に基づく排水限度値 1

米国においては排水基準には特定技術の適用により達成できる排水限度値（technology based 

effluent limitations, TBEL）と水質に基づく排水限度値（water quality based effluent limitations, WQBEL）

とがある。TBELとは、EPA長官が法 304条(b)のもとで産業発生源カテゴリーごとに作成する排水

ガイドライン（effluent guidelines, EG）に示されるものであり、国レベルで同じ産業カテゴリーに対

しては同じものが適用されることになっている。 

 CWA は EPA に対して、排水ガイドラインを作成する際に、特定の制御技術を用いて達成できる

排出レベルを設定することを求めている。適用される制御技術は汚染物質のタイプ（伝統的汚染物

質、毒性汚染物質、非伝統的汚染物質）及び施設のタイプ（既存の直接排出者、新規の直接排出者、

既存の間接排出者、新規の間接排出者）により異なっている。 

直接排出する既存の発生源に対しては、BPT（best practicable control technology）、BCT（best 

conventional pollutant control technology）、または BAT（best available technology economically achievable）

が適用される。直接排出する新規発生源に対しては、長官が法 306条のもとで発生源カテゴリーご

とに作成する新規発生源性能基準（new source performance standards, NSPS）が適用される。また、

直接公共水域に排水せず。公共処理施設（public-owned treatment works, POTW）に排水する発生源

に対しては前処理基準（pretreatment standards, PS）が適用される。名称が示すように、既存の直接

排出者に対するものは州に対する「ガイドライン」であるが、それ以外の制御技術、すなわち、新

規の直接排出者及び間接排出者に対するものは、「基準」であり、EPA が示したものが直接適用さ

れる。これらは、NPDESの許可証を通じて執行される。 

〇概要 

米国では、排出源ごとに、排水の特性及び受入水の水域に指定された用途、さらにその水域の

特性に基づいて、必要な排水基準を設定している。米国では排水の放出に許可制度を採用してい

る。排水許可を得るためには、排出者は排水の詳細な分析データを含む許可申請を提出する。そ

の際、EPAが策定した技術に基づく排水限度値を満たさなければならない。 

技術に基づく排水限度値とは、直接排出する既存の発生源に対しては、BPT（best practicable 

control technology）、BCT（best conventional pollutant control technology）、または BAT（best available 

technology economically achievable）の適用により達成できる排水限度値である。州等の所管当局の

許可執筆者は、申請書に基づき、排水放出が受入水の水質に及ぼす影響を評価する（RP解析）。 

RP解析の結果、技術に基づく排水限度値を適用しても水質基準を達成できない可能性がある場

合は、許可執筆者により水質に基づく排水限度値が設定される。毒性汚染物質に対する水質クラ

イテリアはこの判断に重要な役割を果たす。水質に基づく排水限度値の設定に際して、WETにつ

いても排水限度値が設定される可能性がある。許可証には排水限度値のほか、遵守を確認するた

めのモニタリングの実施等、様々な条件が付され、排出者はその順守が求められる。
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・BPTは、既存の施設に適用される技術であり、1972 年の CWA改正の際に導入された最初のレベ

ルの制御技術である。最終的な法的な達成期限は 1977 年 7 月 1 日である。これは全ての汚染物

質（伝統的汚染物質、非伝統的汚染物質、毒性汚染物質）に対して適用される。EPA は BPT 基

準の策定に際して、汚染物質削減による便益と比較した、産業全体における実施コスト等を考慮

しなければならない。EPA は BPT 排出ガイドラインを、一般に各産業カテゴリー等において良

好に運営されている施設の最上の性能の平均値に基づいて設定している。

BCT は、1977 年の CWAの改定に伴って、伝統的汚染物質に求められる性能基準として新たに導

入された。最終的な法的な達成期限は 1989 年 5 月 3 日である。BCT 基準の策定に当たっては、

EPAは(1) 排出削減コストと排出削減便益の関係の妥当性、(2) POTW における汚染物質の削減コ

ストと削減レベルと、産業排出源における汚染物質の削減コストと削減レベルとの比較を考慮し

ている。

・BAT は、1972 年の改正の際に導入された、非伝統的汚染物質、毒性汚染物質に対して適用され

る制御技術である。最終的な法的な達成期限は 1989 年 5 月 3 日である。BPA は経済的に達成可

能なものでなければならず、EPAは汚染物質削減のためのコストを考慮することができるが、汚

染物質削減による便益とのバランスを考慮することは求められていない。EPA は BAT を、産業

カテゴリーが達成可能な最良の制御と処理手段による性能に基づいて定義している。BAT排出基

準については、施設における処理や運転の変更を行うことで達成できる排出削減に基づく場合も

ありうる。

・NSPS は最良の利用可能な立証された制御技術に基づく排出削減を反映しており、全ての汚染物

質（伝統的汚染物質、非伝統的汚染物質、毒性汚染物質）に対して最も厳しい制御を求めている。

EPA は NSPS の設定に際してコスト及びその他のインパクトを考慮する。施設は放出後 90 日以

内に NSPS基準を達成しなければならない。

・PSES（Pretreatment Standards for Existing Sources）は POTWを通過する、あるいは阻害する、あ

るいはその運転に適合しない汚染物質の放出を抑えることを目的としている。PSES は基本的に

BAT と同様の技術に基づくものである。

・PSNS（Pretreatment Standards for New Sources）も PSESと同様に、POTW を通過する、あるいは

阻害する、あるいはその運転に適合しない汚染物質の放出を抑えることを目的としており、基本

的に NSPSと同様、最良の利用可能な立証された制御技術に基づくものである。これらの関係を

表４－１－４に示す。

表４－１－４ CWAの技術に基づく削減レベルのまとめ 

・BPT：Best Practicable Control Technology Currently Available

・BCT：Best Conventional Pollutant Control Technology

・BAT：Best Available Technology Economically Achievable

・NSPS：New Source Performance Standards

・PSES：Pretreatment Standards for Existing Sources

・PSNS：Pretreatment Standards for New Sources 

規制されるサイトのタイプ BPT BCT BAT NSPS PSES PSNS 

既存の直接排出者 X X X 

新規の直接排出者 X 

既存の間接排出者 X 

新規の間接排出者 X 

規制対象物質 

伝統的汚染物質 X X X 

非伝統的汚染物質 X X X X X 

毒性汚染物質 X X X X X 
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排水ガイドラインの策定に当たって、EPAは経済的実施可能性や汚染低減の便益に対するコスト

を考慮しなければならない。排水ガイドラインには最良の管理手法（Best management practice, BMP）

を含めて、数値基準と記述基準が示されている。この基準は利用可能な技術の性能を反映したもの

であり、企業に対して EPAが基準とした特定技術の利用を求めるものではなく、その技術で達成で

きる排水基準自体の達成が求められる。 

 

これらの TBELは米国連邦規則の 40CFR Parts 400-471（40CFR Chapter 1 “Environmental Protection 

Agency”の Subchapter N “Effluent Guidelines and Standards)に記載されている。2018 年 12 月末現在、

40CFR Subchapter N に示されている 59の発生源カテゴリーを別添８に示す。各サブカテゴリーに

ついては、適用範囲、既存発生源に対する排水限度値（BPA、BCT、または BATの適用により達成

できるもの）、新規発生源に対する性能基準、POTW に排出する間接排出発生源に対する前処理基

準が記載されている。 

別添９に、有機化学物質、プラスチックス及び合成繊維カテゴリーのサブカテゴリー、及び特殊

有機化学品サブカテゴリーに対する BPT 排出限度値及び BAT限度値を示す。 

 

州の許可証執筆者は、EPAの示す排水ガイドラインを基に、サイト特異的な条件を加味して TBEL

を規定する。この際、最良の専門的判断（best professional judgement, BPJ）が適用される。また、

州法（SL）により、より厳しい規定がある場合がある。したがって許可証に記載されている排出限

度値には、排水ガイドラインの他に、最良の専門的判断、州法の規定が含まれている可能性があり、

更に水質に基づく排水限度値（WQBEL）が含まれている場合がある。 

 

②NPDESにおける排水基準－水質に基づく排水限度値 

TBEL を満たしても受水域に適用される水質基準を達成することができないときは、水質に基づ

く排水限度値である WQBELが課せられる（法 302 条）。 

水質基準は、水域ごとに指定された用途と、その用途を満たすために必要なクライテリアからな

る。クライテリアの項目には、伝統的な項目（DO 等）に加えて、その水域の水質データ及びその

水域への排出を勘案し、その水域の水質や用途の達成に有害な影響を与える可能性がある、あるい

は懸念を与えるレベルにある毒性汚染物質を含めなければならない（40 CFR 131.11）。したがって

毒性汚染物質に対する TBELを設定しても、受水域におけるその毒性物質の数値クライテリアを達

成できない場合は、その物質の数値クライテリアが達成できるように、WQBELが設定される。数

値クライテリアを設定することができない場合や、数値クライテリアを補完するために、記述によ

るクライテリア（例えば毒性物質が毒性影響を生じる量存在してはならない）を含めることができ

る（法 303 条(c)）。記述によるクライテリアを採用した場合は、この基準の執行に用いる生物モニ

タリングや試験（例えば WET 試験）の方法を示さなければならない（40 CFR 131.11）。 

このように、WETは水質基準に基づく排水基準に関係するものである。 

 

③排出許可の種類と申請 

NPDES規則の下での排出許可には、一般許可（general permit）と個別許可（individual permit）が

ある 1。 

 

〇一般許可 

一般許可というのは、特定の水域に排水する特定カテゴリーの複数の発生源をカバーする排出許

可である。特定カテゴリーの発生源とは、例えば、基本的に同じ操業（operation）を行う発生源、

同タイプの排水を排出する発生源、同じ排水限度値や運転条件が要求される発生源、同じモニタリ

ングが要求される発生源等である。特定の水域とは、例えば、指定された計画区域（designated 

planning area）や下水道区、市や郡等の行政区分、都市地域等である。 

一般許可は一つの許可で複数の施設がカバーできるため、行政的に効率的である 1。該当排出者

は、この許可でカバーされることを求める書類（notice of intent, NOI）を提出する 1。NOIに記載す

べき事項は、連邦規則に規定されている（40 CFR 122.21）。排出者が許可に規定された排出限度値

を順守しなくてはならないのは、個別許可の場合と同様である。 

 



 

 

〇個別許可 

一般許可対象排出源以外は全て個別許可を申請する。個別許可は、個別の発生源（施設）に向け

た許可である。個別許可の申請に必要な事項は連邦規則（40 CFR 122.21）に規定されており、EPA

はこれを満たす所定の様式を作成している。NPDES の権限を持つ州ではこの様式を使用しなくて

もよいが、要求される記載事項は同じである 1。 

様式 1はすべての申請に要求されるものであり、そのほかに既存の製造業施設の申請のためには

様式 2C、新規の製造業施設の申請には様式 2Dが用いられる。様式 1では下記に示す施設の一般的

な情報が要求される。 

・施設の住所、場所、連絡先等 

・産業分類及び事業のタイプの説明 

・取水及び排出システム（intake and discharge structure）の地理的位置を示す地図 

 

様式 2Cでは、下記の情報が要求される。 

(1) 排出口（outfall）の位置（緯度、経度、受入水の名称） 

(2) 流量（flow）の特性、汚染物質の発生源、処理技術 

施設内の水の流れを示す線画 

排水流に寄与する工程、流量、処理技術（排出口ごとに） 

(3) 製造に関する情報（該当する場合） 

EPAの技術に基づく排出基準に関するガイドラインの適用状況 

(4) 改善点（該当する場合） 

(5) 伝統的、非伝統的、及び毒性汚染物質に関する取水及び排水の特性（排出口ごとに） 

(6) 分析ではカバーされていない放出の可能性 

(7) 生物学的試験データ 

(8) 契約試験機関に関する情報 

(9) 証明と署名 

 

このうち、(5)の化学分析については、産業カテゴリーにもよるが、排出口ごとに非常に多岐にわ 

たる分析データが要求される。この情報を別添１０に示す。 

また、(7)生物学的試験データの項では、もし申請者が承知している、過去 3年間に実施された排 

水あるいは受水域に関する毒性試験がある場合は、その名称（identification）や目的を記載する。 

また、契約試験機関に関する情報については、化学分析に関する契約試験機関について記載する 2。 

申請書のレビューの過程で、所管当局から追加の情報（例えば排水の毒性試験データ等）を要求さ 

れることもある（40 CFR 122.21）。  

 

以上のように既存の製造施設については、排出許可申請に際して WET 試験結果の提出は一律に

義務付けられているものではないようである。 
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④水質に基づく排水限度値の必要性の判断 

NPDESの下で、WQBELを課す必要があるかどうかは、点発生源に対するTBELを適用しても 排

水により受水域の水質基準が超過するかあるいは超過また超過に寄与する可能性（reasonable 

potential）があるか、あるいは超過に寄与するかの解析「これを、RP解析(reasonable potential analysis)

と呼んでいる」の結果に依存する。40CFR 122.44(d)(1)は、下記のように規定している。 

 

「WQBEL は、州の水質に関する記述的クライテリアを含めて、州の水質基準を超過するあるいは

超過する可能性（reasonable potential）がある、あるいは超過に寄与するレベルで放出されるある

いは放出される可能性があると所管当局の長（Director）が判定する全ての汚染物質あるいは汚

染物質パラメータ（伝統的、非伝統的、あるいは毒性汚染物質*1のいずれも）を規制するもので

なければならない。」 

“Limitations must control all pollutants or pollutant parameters (either conventional, nonconventional, or 

toxic pollutants) which the Director determines are or may be discharged at a level which will cause, have 

the reasonable potential to cause, or contribute to an excursion above any State water quality standard, 

including State narrative criteria for water quality.”」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

したがって、所管当局が RP 解析に基づき、排水の放出により、受水域の水質基準が超過する、

あるいは超過する可能性がある、あるいは超過に寄与する、あるいはその可能性がある（以下、下

線部分を「水質基準を超過する可能性がある」、と略記する）と判断した場合は、水質に基づく排

水限度値が課せられる。 

 

RP 解析では、まず、排水流量、排水中の汚染物質濃度、受水域の流量、受水域におけるバック

グラウンド濃度の情報を用いてモデルにより受水域中の汚染物質濃度を推定し、これを受水域の水

質基準（受水域のタイプ及び指定された用途に基づく）と比較する。RP解析の詳細は後述する。 

WQBELの必要性については、これに加えて、排出源の産業のタイプ、既存の技術に基づく排水

基準（TBEL）、これまでのその発生源の許可条件の順守状況、受水域における毒性インパクトの有

無も考慮される。また、必要に応じて、施設に関する追加のデータ（モニタリングデータや WET

試験データ等）が要求されることもある。RP 解析で「水質基準を超過する可能性がある」と判定

された場合には、WQBEL が課せられる 1。 

 

 なお、NPDES の対象となる点発生源のうち、公共排水処理施設（public owned treatment works, 

POTW）等に対しては排出許可申請に際しての WET 試験の提出が義務付けられているが、産業発

生源に対しては、WET試験データの提出を一律に義務付ける規定はない（40 CFR 122.21）。 

しかし、RP解析の結果、WETに関する数値クライテリアを超過すると判定された場合は、WET

に対する排水限度値が課せられる。また、提出された毒性試験の結果等に基づき、水質基準の記述

クライテリアを超過する可能性があると判定された場合は、個別化学物質の制限により基準が達成

できる場合を除いて、WET に対する排水限度値を含まなければならないとされている（40 CFR 

122.44(d)）。 

以上のように、WET に関する排水限度値は、個別の排出施設について、排出状況、受水域の状

況、受水域の水質基準（用途及びクライテリア）等に基づく RP解析により、「水質基準を超過する

可能性がある」と判定された場合にのみ、課せられるものであり、一律に課せられているものでは

ない。また、産業発生源の排出許可申請に際しては、RP解析の際にWETデータが要求される場合

もあるが、常にWET 試験データが要求されるわけではない。 

〇伝統的汚染物質（conventional pollutants）とは法304条(a)(4)に定義されている汚染物質（BOD、

TSS、糞便性大腸菌、pH、オイル、グリース）である。毒性（優先）汚染物質とは法307条(a)(1)

に定義された汚染物質であり126の金属及び人工有機化合物を含む。非伝統的汚染物質

（non-conventional pollutants）とは、上記のいずれにも含まれない汚染物質であり、塩素、アン

モニア、窒素、りん、CODを含む。Permit Writer’s Manual(2010)
 1にはWETを含むと記されている

が、連邦規則では非伝統的汚染物質は定義されていない。 

 

71



⑤RP解析 1,20,21
 

RP解析(reasonable potential analysis)とは、NPDES において、点発生源に対して技術に基づく排

水基準（TBEL）を適用しても水質基準を超過する (will cause an excursion)か、超過を引き起こす

可能性がある (have the reasonable potential to cause an excursion)か、あるいは超過に寄与する 

(contribute to an excursion)か（以上をまとめて超過する可能性があるか、と略記する）を判定する

プロセスである。 

 

この RP 解析により水質基準を超過する可能性がある、と判定された場合は、水質基準を満たす

ために、水質に基づく排水限度値（WQBEL）を設定しなければならない。 

言い換えると、RP 解析は WQBEL 設定の必要性を判断するために実施されるものである。した

がって RP 解析は、個別の化学物質や BOD 等のパラメータに対する水質クライテリアと、WET に

関する数値的あるいは記述クライテリア（例えば、「毒性物質を毒性が生じる濃度含まない」）の両

方に対して実施され、その手法は基本的に同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１－１ RP解析の位置づけ 

 

RP 解析では、排水データ（排水中の汚染物質等の濃度及び排水量）及び受入水データ（排水の

希釈に寄与する受入水量及び汚染物質のバックグラウンド濃度）を用いてモデリング手法により受

入水中の汚染物質濃度を推定し、この濃度を水質クライテリアと比較する。したがって、一般的に

は、すでに排水データを取得していることが必要であるが、既存のデータがない条件下で RP 解析

が行われる場合もある。 
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〇既存のデータに基づき RP解析を行う場合 

 既に入手しているデータを用いて RP解析を行う場合は下記の 3つのステップによる。 

 

・ステップ 1：適切な水質モデルを選択する 

 RP 解析に用いうるモデルとしては、定常状態モデルとダイナミックモデルがある。EPA は、排

水データが少ない状況では、定常状態モデルを用いることを推奨している。 

定常状態モデルの中でどのモデルを使用するかは、汚染物質等が何か、また受入水中で急速かつ

完全な混合が起こるかどうかに依存する。毒性（優先）汚染物質や伝統的汚染物質では、急速かつ

完全な混合が想定される場合は、マスバランスモデルが用いられる（図４－１－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１－２ 単純なマスバランス式（文献 1より引用） 

 

・ステップ 2：最悪条件下で受入水に予測される濃度を推定する 

 RP解析では、通常、マスバランスモデルを用いて単一の最悪条件（critical condition）下で排水が

受入水に与えるインパクトを検討する。 

 ここで、最悪条件（critical condition）には主として下記がある。 

受入水に関するもの：上流域の流量（河川、水路）、汚染物質濃度（バックグラウンド）、 

 排水に関するもの：流量、汚染物質濃度 

 

 ・受入水流量 

一般に水質基準は最悪低水量を、慢性水生生物クライテリアに対しては 7Q10（10 年に 1 回生

じる低水量の 7日間平均値）、急性毒性クライテリアに対しては、1Q10（10年に 1回生じる低水

量）、人健康クライテリアに対しては、調和平均）と定義しており、水質クライテリアはこの最

悪低水量時においても達成されなければならないとされている。したがって最悪の受入水流量と

しては、上流域での最悪低水量を用いる。 

 

・バックグラウンド濃度 

  バックグラウンド濃度としては、EPAは実際の測定データ（平均値や最大値）を用いることを

勧めている。いずれにしてもどのような値をバックグラウンド濃度として用いるかは、州が方針

を決定する。 
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 ・最悪排水流量 

  排水の流量の最悪条件として、日間最大流量、月平均流量の最大値、施設の設計流量を用いる

ことができる。どの値を採用するかは、当局の方針や許可執筆者の判断による。 

 

 ・最悪排水中汚染物質濃度 

排水中の汚染物質濃度の最悪条件は、統計的な手法で求められる。通常、排水中の汚染物質濃

度は対数正規分布すると考えられており、その最悪条件としては排水中濃度の対数正規分布の 99

パーセンタイル値、あるいは 95パーセンタイル値が採用される（図４－１－３） 

 

 
図４－１－３ 排水中汚染物質濃度の対数正規分布と排水中の最悪濃度の推定（文献 1 より引用） 

 

この値は、得られている濃度データの数とデータの変動係数（CV）から推定される。EPA は排水

中の汚染物質濃度の 99 パーセンタイル値、あるいは 95 パーセンタイル値を求めるための係数

（reasonable potential multiplier factor, rpmf）を表に示している（表４－１－５、表４－１－６）。 

n＜10の場合は、変動係数を 0.6とし、n≧10の場合はデータの実際の変動係数を用いて、表か

ら係数を求め、観察された最高濃度に乗じて最悪排水中汚染物質濃度を求める。 
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表４－１－５、表４－１－６ 99パーセンタイル値（95パーセンタイル値）を求めるための係数 

   （reasonable potential multiplier factor, rpmf） 

 
（文献 20より引用） 

 このようにして得られた最悪条件下の数値を下記の単純なマスバランスモデル（図４－１－４）

に導入して、最悪条件下での受入水中の汚染物質濃度を推定する。 
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図４－１－４ 最悪条件下での受入水中の汚染物質濃度の推定（文献 1より引用） 

 

なお、EPAの WET実施ガイダンス 21では、上記の【Qr＝Qs +Qd】の代わりに【Qd+ (pmf)Qs】

を用いている。この pmf（partial mix factor）という係数は、Qsのうち、混合にあずかる割合であ

り、州が設定するものとされている。 

 

・ステップ 3：超過の可能性に関する判定 

  ほとんどの汚染物質については、上記のようにして推定された受入水中の汚染物質濃度が水質

クライテリアよりも高ければ、超過の可能性ありと判定され、WQBELを設定することになる。 

一方、受入水中濃度が水質クライテリア以下の場合は、WQBEL設定の必要はない。 

   

なお、不完全混合の場合は、放出点近傍で濃度が高く、放出点からの距離が離れるにつれて濃

度が低くなる。通常、水質基準は混合域（mixing zone）には適用されないため、モデルで得られ

たこのような分布に対して、次のステップで、規則で規定された混合域を重ね合わせ、規制上の

混合域の端での汚染物質推定濃度とクライテリアを比較して、水質クライテリアよりも高ければ、

超過の可能性ありと判定され、WQBELを設定することになる。 

 

このような RP 解析を全てのクライテリアについて実施し、いずれかで超過の可能性ありと判

定された場合は、WQBEL を設定しなければならない。 
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〇データがない場合の RP 解析 

データがない状況で RP解析が必要となる場合は、定性的な判断を行うことになる。この場合には、

下記のような情報が用いられる。 

排水の変動に関する情報、例えば、順守に問題があった、あるいは毒性インパクトがあった、と

いう歴史 

・処理技術、産業のタイプ、POTWの処理システム、用いられている最良管理規範（BMP） 

・受水域データを含む種の感受性データ、採用されている水質クライテリア、指定されている用   

 途 

・最悪の受入水量や混合域等の希釈に関する情報 

 

 得られたデータを吟味しても判定がつかない場合は、モニタリングを許可の条件とし、データを

集めることもできる。 

 

⑥個別許可の作成と公開 

①～④に記したことからも明らかなように、個別許可は申請書類及びその他の情報に基づき、所

管当局の許可執筆者（permit writer）により、施設の具体的排出状況や受水域の状況等を反映した形

で作成される。個別許可では、その施設に対する許可条件として、排水限度値の他、モニタリング

や報告も義務付けられる 1。WETを含め、排水限度値が設定されているパラメータに対しては、順

守確認のためのモニタリングが課せられている。 

所管当局の担当官によりこのようにして作成された排水許可のドラフトは、公開され、市民等か

らのコメントを受け付け、コメントを勘案して最終的な許可が作成され発行される 1。 

NPDESや水質基準は基本的に州等に所管されている。したがって、州等の規制の違い等により、

許可の詳しさはかなり異なっている可能性がある。米国における排水規制において、WET がどの

ように活用されているか、その実態を知るためには、各州における排水許可において、WET 試験

がどのように要求されているか、より具体的な情報を把握する必要がある。 

 

⑦排出許可証の概要 

 提出された NPDES 許可申請書は、許可執筆者がレビューし、許可可能と判断された場合は、許

可証のドラフトを作成する。許可証のドラフトには、下記の情報を含む。 

・排水限度値 

・モニタリング及び報告要件 

・許可条件（順守、汚染削減、適切な操業、情報提供、査察対応、報告等） 

 

また、主要施設や主要な活動が関与している場合や、一般許可、一般の関心が高い許可の場合は、

ファクトシート（施設の説明、排水のタイプと量、許可条件の根拠の要約、許可までの手順等）を

添付することが求められる 1。 

ドラフトは公開され、パブリックコメントを受け付け、その結果も踏まえて最終的な許可証が発

行される 1。 

排出許可証の例として、テキサス州ヒューストン地区の化学会社の許可証概要を別添１１に示す。

当該企業のプロセス排水に対しては、施設の性質上、排水限度値の設定されている項目はかなり多

い。また、急性、慢性の WET 試験による排水モニタリングも要求されている 22。 
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 米国における水環境の実態 （２）

 米国における水環境の実態を把握するために、米国における主要な水質調査（生物調査も含む）

の概要を紹介し、州による調査として、イリノイ州及びテキサス州における水質調査の結果を示す。

なお、州による調査は州の関心の高い地点に偏って実施されるため、全国的なトレンドを把握する

ために、EPAが全国規模で実施した全国河川評価についても簡単に紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）米国における主要な水質調査 

 米国で実施されている主要な水質調査には下記がある。 

A) National Water Quality Inventory Report to Congress（NWQR）（1984～）23
 

B) National Aquatic Resource Surveys 
24

 

・National Coastal Condition Assessment（NCCA)（2010～） 

・National Lakes Assessment (NLA)(2007～） 

・National Rivers and Streams Assessment (NRSA)(2008-2009～） 

・National Wadeable Streams Assessment（2004） 

C) National Water Quality Assessment Project (NAWQA) (1991～) 
25

 

 

・A) は水質浄化法（Clean Water Act, CWA）の 305 条(b)の要求に基づき実施されている水質調査

である。各州は法が要求する（クライテリアで示された）水質に対応する州内における水質及

びの状態が fishable and swimmable と一般に言われている水質を達成している程度について、2

年に一度、EPAに報告を行うことになっている。EPAは各州の報告書を整理して議会に報告し

ている。 

なお、各州の水質調査の結果は、CW303条(d)
 1の下での日間負荷総量（total maximum daily load, 

TMDL）の設定にも利用されており、近年は、州は両目的の報告書を合わせた統合報告書とし

て報告している 26。 

 

・B) は EPAが中心となって実施している調査である。A)の調査は州が主体となって実施されて

いるため、州ごとに方法が異なる、同じ州でも年度により測定項目や測定地点が異なる、年度

によっては EPAに報告を行っていない州がある等、全国的なトレンドの把握には不十分である。

このことから、全国的なトレンドを把握するために、統計学的なデザインにより代表性を確保

したサプリング地点で同一の方法により継続的に調査を行うことを想定した調査である。 

                                                      
1 ：CW303条(d)は州に対し、技術に基づく排出基準（technology-based effluent standards, TBEL）を施行しても水質基準

を達成できない水域（impaired water）を優先順位に従ってリストし、2年に一度、EPAに報告することを求めている。

impaired water に対しては優先順位に従い、日間負荷総量（total maximum daily load, TMDL）を設定することが求められて

いる。 

〇概要 

米国においては、様々な水質調査が行われているが、水質調査項目は伝統的汚染物質や富栄養

化物質、農薬に偏っている。 

州は CWA の下で水質基準の達成状況を、水質の化学的データのみでなく、生物的・物理的デ

ータも総合して判断している。また、その過程で、未達成の原因となった要因や、その要因の発

生源を解析し、水質管理に利用している。 

州の水質モニタリングでは、化学物質の分析項目は水質クライテリア設定項目に比較してかな

り少なく、毒性汚染物質の測定点数も少ない。州は、州内の同一測定地点で同一手法で継続的に

モニタリングを行っているわけではなく、州のモニタリングデータによるトレンドの解析は困難

であった。 

EPAは近年、トレンドの解析に役立てるために統計学的なデザインにより全国を代表できるよ

うに測定点を設置して、全国調査を行っている。2008 年に実施された河川の調査では、水中の化

学的な指標として、全りん、全窒素、塩濃度、酸性化を、生物学的指標として、魚及び底生無脊

椎動物のマルチメトリック指数（Multi-metric Index, MMI）を用いて河川の健全度を評価した。指

標に MMI を用いたとき、良好と評価された河川は、距離ベースで 30%弱、悪いと評価された河

川は 50%弱であった。 
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・C) は米国地質調査所（National Geological Survey, NCGS）が全国的に実施している調査である。 

 

 これらの調査及び関連した調査の概要を別添１２に整理した。 

 

 米国の様々な水質調査の生データが収録されているデータベースとして、Water Quality Portal
27が

ある。これは、EPA、USGS（United States Geological Survey）及び National Water Quality Monitoring 

Council が共同で運営しているデータベースであり、条件を入力すると、該当するデータを抽出す

ることができるようになっている。しかし、具体的な州についての情報を出力すると、毒性化学物

質のモニタリング項目は水質基準の設定されている項目に比較して少なく、データ数も測定が行わ

れている州内の地点数から推定される数に比較して少なかった。 

 

２）州における調査 

 

①イリノイ州における水質調査 

各州は水域モニタリングにより水環境の実態を評価し、2年に一度、EPAに報告することになって 

いる。モニタリングに関する連邦規則（40 CFR 130.4）によると、州は水質に関するデータを蓄積・ 

解析するために、適切なモニタリング方法と手順を作成しなければならない。また、州のモニタリ 

ングプログラムには、物理的、化学的、生物学的データの収集とデータの科学的な質を保証するた 

めの品質保証プログラムを含まなければならない。これらのデータは下記に利用されることになっ 

ている。 

 ・汚染削減の優先順位の決定 

 ・水質基準、TMDL、WLA（wasteload allocation）、LA（load allocation）の設定と見直し 

 ・放出者が NPDES許可証を順守しているかどうかの評価 

 ・CWA 305条(b)を通じた市民への水質情報の提供 

 

以下にイリノイ州が 2016 年に EPAに提出した報告書「Illinois Integrated Water Quality Report and  

Section 303(D) List, 2016」28の概要を記す。 

 

 上記の報告書から把握されるイリノイ州における水質調査のポイントは下記の通りである。 

・モニタリングには費用がかかるため、州外の機関によるモニタリング結果も可能な限り利用し

ている。 

・水生生物用途の水域のモニタリングでは、年度ごとに地域を決め、５年でモニタリングが一巡

するようにしている。 

・水生生物用途の水域のモニタリングでは生物モニタリングを行い、併せて化学分析や生息環境

の観察も行っている。 

・生物モニタリングでは、採取した生物（魚類、大型無脊椎動物）を調べ、分類学的な分布の広

さと、汚染に強い種、汚染に弱い種の割合に基づくIBI（Index of  Biological Integrityという指

標を用いている。 

・モニタリングの結果は、その水域の用途が満たされているかどうかの評価に用いられる。 

・ある水域の用途が未達成である場合は、その原因である可能性があるのは何か、また、その発

生源である可能性があるのは何かを示している。 

・水域に複数の用途（例えば水生生物保護、水泳等のレクリエーション、飲料水源）が指定され

ている場合には、全ての用途を満たしているかどうかを評価する。 

 

この調査結果から、イリノイ州では、河川における用途の達成度を表４－１－７に、全ての用 

途に関する未達成の潜在的原因を表４－１－８に、全ての用途に関する未達成の発生源を、表４－

１－９に整理している。 

 

・表４－１－７によると、河川における水生生物用途の完全達成率は距離ベースで57.8%であった。 

・表４－１－８によると、用途未達成の原因として最も影響が大きかった物質はDOであった。な

お、水銀やPCBも未達成の原因となっていたが、これは、魚の摂取用途の未達成に寄与している
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割合が高いと考えられた。 

 

・表４－１－９によると、用途未達成の原因の発生源として、最も影響が大きかったのは、毒性物

質の大気降下であった。都市点発生源（municipal point source discharge）はランキングの６位で、

1273マイルの未達成に寄与していた。一方、産業点発生源（industrial point source discharge）はラ

ンキングの19位で、４マイルの未達成に寄与していた。 

しかしながら、この報告書の基となった、イリノイ州における水質モニタリングの生データは  

WEBから入手することができなかった。 

 

 

表４－１－７ イリノイ州における水質調査結果－河川における用途の達成度（文献28より引用） 
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表４－１－８ イリノイ州における河川の全用途に関する未達成の原因と推定される物質等① 

（文献28より引用） 
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表４－１－８ イリノイ州における河川の全用途に関する未達成の原因と推定される物質等② 

（文献28より引用） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82



表４－１－９ イリノイ州における河川の全用途に関する未達成の原因と推定される発生源 

（文献28より引用） 
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②テキサス州における水質調査

テキサス州については、EPA に提出した

2014年版の水質評価報告書 29に付随して水

質調査の生データが入手できた。このデー

タは 2005 年 12 月から 2012 年 11 月までを

カバーしていた。

テキサス州はその水域を 24の流域（Basin）

に分けて管理している（図４－１－５）。こ

のうち、ヒューストンを含む Basin 10 のデ

ータについて解析した（図４－１－６）。 

Basin 10 には水系が 17ある。それぞれの

水系は支流について細分化され合計 83 の

セグメントに分類され、それぞれについて

用途が指定されている。

上記水系はさらに細かい評価単位

（Assessment unit, AU）に分けられている。

AU とは、河川等の水系内で水質がある程

度一定とみなしうる水域の範囲であり、AU

ごとにより詳細な用途指定がある。水質は、各 AU

の用途が満たされるように管理されることとな

っており、AU ごとに各種の測定/評価データが整

理されている。 

Basin 10には AUが 149ある。各 AUにはその用途がより細かく指定されている。用途の指定は、

一つの場合も複数の場合もある。Basin 10 の AUの用途指定の状況は表４－１－１０の通りである。 

表４－１－１０ Basin 10 の AUの用途指定 

用 途 AU 数 

全体 149 

水生生物用途（Aquatic Life Use） 144 

一般用途（General Use） 143 

レクリエーション用途

（Recreation Use）

122 

公共供給水 

（Public Water Supply Use） 

26 

魚摂食用途（Fish Consumption Use） 20 

〇水質調査 

Basin 10 の AU の用途ごとに水質の測定データを整理したものが表４－１－１１である。ヒュー
ストンでは 17 水系、149AU について合計 152,673 点の水質測定が行われていた。表４－１－１１
には生物調査である Macrobentic Community、Fish Community 及び毒性試験項目を網掛けしている。
測定地点、測定項目には偏りがあり、日本のように全環境基準点ですべての項目が測定されてい

るわけではない。PCB、農薬、有機塩素化合物などの有機化合物は全く測定されていない。また、

水生生物用途指定された AU のうち、生物調査データのある AU はわずか 8 か所、毒性物質の測定
データのある AU は 20 以下であった。 

図４－１－５ テキサス州の Basin 

（ 赤 色 が Basin 10 ） 

（文献 30より引用） 
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表４－１－１１ テキサス州ヒューストン水質測定結果（2014）（水質のみ、sediment は除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE Parameter SEGID AUID #Assd min max #exceed min max min max

Macrobenthic Community 8 8 21 13 39 0 22 29

Fish Community 7 7 24 30 55 0 31 42

Habitat 6 6 16 15 21 0 13 20

E. coli 6 6 750 114.13 1828.1 5 126 126

Enterococcus 2 3 340 18.08 89.45 0 168 168

Chlorophyll-a 4 4 143 8 19.3 28.4 14.1 21

Dissolved Oxygen 24hr Avg 14 19 84 29 0.87 4.53 1 5

Dissolved Oxygen 24hr Min 13 18 79 36 0.43 2.9 1 3

Dissolved Oxygen Grab 82 144 29818 1588 0.1 5.23 1 5

pH 4 5 1000 2 5.5 8.7 6 9

Temperature 4 5 511 0 32.2 35

Total Dissolved Solids 2 2 215 207.3 0 300 300

Ammonia 7 8 952 141 0.49 1.03 0.33 0.46

Nitrate 6 7 792 456 1.88 5.35 1.1 1.95

Total Phosphorus 6 7 908 400 0.91 2.61 0.66 0.69

Sulfate 2 2 179 3.92 12.8 0 50 50

Chloride 2 2 178 14.4 52.98 0 50 80

Aluminum 5 10 132 1 1114 991 991

Arsenic 8 17 574 0 78 340

Cadmium 8 17 572 0 0.14 40

Chromium 5 10 266 0 39.24 425.43

Copper 8 17 466 2 7 4.88 65.46

Lead 8 17 574 0 1.07 133

Nickel 8 17 594 0 13.1 346.27

Selenium 8 17 630 0 5 564

Zinc 8 17 594 0 51.62 92.7

Fish Consumption Use Cadmium 1 3 72 0.13 0 5 5

Chromium 7 15 345 1.94 3.75 0 62 502

Lead 7 14 309 0.14 0.8 0 1.15 3.83

Mercury 1 1 6 0.13 0 0.03 0.03

Nickel 7 15 345 2.46 6.38 0 332 1140

Enterococcus 2 12 1064 35.4 175.33 2 168 168

Chlorophyll-a 19 50 1449 294 14.93 111.79 14.1 26.7

pH 16 59 14186 147 5.3 9.53 6 9

Temperature 16 59 7291 46 32.3 35.08 32.2 35

Total Dissolved Solids 12 44 22742 75.56 425.53 0 300 1000

Ammonia 78 135 11255 2348 0.18 3.97 0.11 1.3125

Nitrate 79 137 12393 5619 0.54 13.65 0.37 10

Total Phosphorus 80 137 11677 5287 0.21 8.04 0.2 0.69

Sulfate 12 44 16128 3.92 45.4 0 50 150

Chloride 12 44 16223 14.4 78.55 0 50 150

Fluoride 4 7 1661 0.18 0.37 0 4 4

Cadmium 1 4 96 0.13 0 5 5

Chromium 3 9 317 1.94 3.75 0 62 502

Lead 3 10 331 0.14 0.46 0 1.15 3.83

Nickel 3 9 317 2.46 5 0 332 1140

Selenium 1 1 25 0 50 50

Nitrate 9 33 11293 0.04 4.58 0 10 10

Fluoride 8 28 7178 0.15 0.37 0 4 4

Arsenic 1 7 161 2.16 0 10 10

Cadmium 1 7 168 0.13 0 5 5

Lead 1 7 161 0.14 0 1.15 1.15

Nickel 1 7 175 2.46 0 332 332

Selenium 1 6 150 0.24 0 50 50

Recreation Use E. coli 73 115 9575 7.28 5086.68 92 126 630

Enterococcus 3 7 1178 12.53 237.64 1 35 35

83 149 152673 13839

Public Water Supply Use

Monitoring# Mean Exceed Criteria

Aquatic Life Use

General Use
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○生物調査 

Basin10において生物調査の行われている地点について、生物調査結果と水質測定結果を表４－

１－１２に示した。網掛けはクライテリアを超過している項目を示している。生物調査が実施され

ている地点で行われている水質調査項目は pH、DOなど一般水質項目であり、金属や有機化合物は

測定されていない。 

 

表４－１－１２ テキサス生物調査実施地点調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇水中毒性物質の測定 

Basin 10の AUのうち、水中毒性物質の測定を行っている AU、生物調査を行っている AUを図

４－１－６に示した。Basin 10 の 149の AUのうち、生物調査が実施されている 8の AUにおいて

は、水中毒性物質の測定は行われていなかったが、そのような測定が行われている AUは 17あり、

いずれも水生生物用途指定がある。これらの AUにおける水中毒性物質測定結果を表１－１０に示

した。 

測定項目は金属のみであり、有機化合物は測定されていなかった。いずれの AUにおいても水中

毒性物質のクライテリアは超過していなかった。 
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図４－１－６ 生物調査及び水中毒性物質測定地点（地図等は引用文献 31より入手） 

 

表４－１－１３ テキサス州 Basin 10において水中毒性物質の測定が行われた AUとその測定値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表中には慢性毒性クライテリアに対応する測定値とクライテリアを示している。超過はなかった。 

急性毒性クライテリアについては、測定値は示されていないが、超過はなかった。 

 

＊：底質中毒性物質の測定も実施されているが、スクリーニングレベルの超過はなかった。 

AU 1006_04 と 1007_05 については、底質の WET 試験が実施され、いずれも不合格であった。 

＊＊：数値に幅があるのは、サイトの水質の硬度に依存するため。 

＊＊＊：Copperの本来のクライテリアは 3.6。幅があるのは、サイト特異的な Water-effect ratio （サイトで

の毒性値と実験室での毒性値の比）を適用しているため。 
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水中毒性物質の測定を行っている AUのうち、AU 1006_04 の位置を排水の排出口の位置ととも

に図４－１－７示す。AU 1006_04 には 4つの大手化学企業が排水を排出している 32。 

排出許可証の例として、AU 1006_04 に排水を排出する企業（別添１１）に発行された排出許可

証より、排出許可の状況を調べた 22。 

排出許可証によると、排出口 001から 008 に対して、排出口によっても異なるが、30以上の金属

及び有機化合物に対する排出限度値の遵守とモニタリング（1回/年）が要求されていた。またプロ

セス排水を排出する排出口 001/008に対してはさらに金属、農薬や PCBを含む有機化合物の測定が

求められていた。さらに、排出口 001/008に対しては、海産の無脊椎動物（Mysidopsis bahia: アミ

類）及び魚（silverside: トウゴロウイワシ）を用いた WET 試験の実施が求められていた。排出口

001 に対しては、7 日間の慢性毒性試験（4 回/年、結果によって頻度は変更される）、及び 24 時間

急性試験（2 回/年）、排出口 008 に対しては 24 時間急性試験（2 回/年）の実施が要求されていた。

テキサス州における水生生物保護、人健康保護を目的とした水質クライテリアを別添６に示した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１－７ AU1006付近のMonitoring Stationと Outfall（地図等は文献 32より入手） 

 

テキサス州においては我が国のように全ての測定点で全ての水質基準項目の測定を行っている

分けはないようであり、水生生物調査を行っている地点はわずか 8か所、水中毒性物質の測定を行

っている AUの数は全体の 10%であった。また、水中毒性物質の測定を行っている場合も、金属の

測定が中心であり、有機汚染物質の測定は、少なくとも水質については行われていなかった。 

テキサス州における水質モニタリングの実態を把握するためには、さらに調査が必要であるが、

水質クライテリアは、常時、環境水を測定して基準の達成度を確認するためではなく、むしろ、排

水許可に際して、適切な排水限度値を設定するために主に用いられているようである。 

テキサス州における水質管理は、我が国のように環境水質を測定してその化学的清浄度を把握す

ることに重点をおくのではなく、排出者に排出する汚染物質の実態を詳細に測定、報告させ、排水

の清浄度をチェックすることに重点をおいて行われているようであった。 

 

 

 

 

 

88



３）全国規模での調査 

州による調査は州の関心の高い地点に偏って実施されるため、全国的なトレンドを把握すること

はできない。そのため、近年、EPAは全国的なトレンドを把握することを目的とした全国規模の水

質調査を実施している。EPAが実施している全国河川評価（National Rivers and Streams Assessment, 

NRSA)では、河川における生物の状態の健全性とそれに影響を与える要因（ストレッサー）を明ら

かにすることを目的に、全国規模で、標準化した方法で生物（底生無脊椎動物、藻類、魚）、化学

的、物理的ストレッサーの調査を行っている。この調査では米国の様々な場所の様々なサイズの河

川がバランスよくランダムに選択されるように河川を選択することとし、初回の調査である

2008-2009年の調査 33では、1924の地点が選択された（図４－１－８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１－８ 全国河川評価におけるサンプリングサイト（文献 34より引用） 

 

生物の状態の指標としては、底生無脊椎動物の MMI（Multi-metric Index）が用いられている。

MMIとは、下記の 6つの観点から得た数値を総合的に指標化したものである。 

 種の数 

 種の組成 

 分類学的多様性 

 摂餌グループ 

 生息環境 

 汚染物質耐性 

 MMI は底生無脊椎動物に関する幅広い有用な尺度を一つの指標にまとめたものであり、生物の

状態に関する強力な像を示すのものとして、広く使用されている。 

 化学的ストレッサーとしては、窒素、リン、塩濃度、及び酸性化の測定が行われてた。また、物

理的ストレッサーとしては、川底への過剰な堆積、河川中の魚の生息域、川辺の植生、川辺のかく
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乱が調査された。しかし、化学的ストレッサーについては、項目が少なく、また物理的ストレッサ

ーは我が国の調査では調べられていないため、ここでは生物の健全度の評価結果のみに注目した。 

 

生物の健全性は、各地点における底生無脊椎動物の MMI の値を、汚染物質等の影響を受けてい

ない清澄な河川（参照河川）における数値と比較し、good、fair、poor の 3 段階に分類した。 

 具体的には、エコリジョン（Ecoregion）ごとに参照河川での MMI 値の分布を求める。同じエコ

リジョンの評価対象河川についても MMI 値の分布を求め、参照河川の分布の上位 75%以内に含ま

れる場合は good、下位 5%に含まれる場合は poor、その中間は fair と分類した）図４－１－９）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１－９ MMI値に基づく河川の生物の状態の評価法（文献 34より引用） 

 

このような評価法に基づき、EPA は MMI 値から米国の河川の生物の状態を図４－１－１０、表

４－１－１４のように評価している。 
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図４－１－１０ 米国における生物の指標に基づく河川の健全度の評価（文献 34より引用） 

 

表４－１－１４ 米国における生物の指標に基づく河川の健全度の評価 

 全国 東部 中部 西部 

good 28.2 24.2 25.2 45.8 

fair 24.9 24.8 24.5 26.2 

poor 48.1 50.1 49.6 27.2 

 

 本調査では、米国の河川は、生物指標でみた健全度の高い河川は距離ベースで 30%弱であり、約

50%は健全度が低いと評価された。地域別では、西部の方が東部に比較して河川の健全度が高かっ

た。 
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４）まとめ 

本調査の結果、米国での水質調査では我が国と異なり、一律に同じ化学物質を同じ測定地点で継

続的に測定しているわけではないことが明らかになった。したがって、化学的水質のトレンドを把

握することは困難であった。しかし、生物調査の結果によると、2008 年の時点でも、米国全体では

健全度が高いと評価された河川は全体の 30%弱であり、約 50%は低いと評価された。 

 

 

 米国国内における WETの運用実態 （３）

米国で実施している WET 手法について、米国国内（州）における行政及びユーザーの運用実態

について、ヒアリングによる調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）米国州（行政）の運用実態について 

近年の米国における WET 手法への行政の対応実態については、水質基準や排水管理が主として

州政府により所管されている。例えば、WET の適用については、事業場の排水全てに対して必須

とは限らず、各州の規制の違いや、permit writer の判断による部分もあるため、州ごと（或いは地

域ごと）に厳格性が異なる可能性がある。そこで、連邦及び州の WET 手法適用にかかる法規制の

概要を調査するとともに、各州におけるWET 手法適用の特徴と実態について調査した。 

本調査ではテキサス州、イリノイ州、及びニュージャージー州を優先して調査した。調査方法は

担当窓口または担当者にメールで質問票を送り、電話及びメールにて回答をいただいた。表４－１

－１５ に各項目における州の回答を整理するとともに、以下に特徴を整理した。 

 

〇運用実態について 

WET 試験への対応は３州で異なり、州による厳格性の違いが見られた。WET モニタリングに

ついて、テキサス州、イリノイ州では主として EPAの分類「Rating System」*1により「重要施設」

と判定された企業に対し要求しているのに対し、ニュージャージー州では、全ての発生源に対し

て要求しているとのことだった。 

WET 限度値（WET limit）については、テキサス州では主として「RP解析（Reasonable Potential 

Analysis)」*2 を行い、受水域において有意な毒性を示す可能性があると判断された施設に対して

設定するが、イリノイ州では RP 解析を行わず、基本的に WET 限度値を設定していないとのこ

とだった。 

一方、州により共通している点もあった。いずれの州でも WET モニタリングに用いる種は２

種（魚と無脊椎動物）であり、藻類を含んでおらず、EPAとは異なっていた。藻類の試験を実施

してない理由については、本調査では解明できなかった。また、いずれの州でも WET モニタリ

ングが課せられた施設では、排水に関する大幅な変更がない限り、モニタリング要件は撤廃され

ないとしていた。さらに、資金的な援助を行っている州はなかったが、問い合わせ対応等の技術

的な支援は行われていた。 

 

〇WETの有効性について 

WET 試験の有効性について、いずれの州もWET 試験は有効であるとしていた。有効であると

する根拠として、個別の化学物質に対する排出基準ではカバーできない毒性があり（想定外ある

いは未知の毒性物質、相加、相乗作用の可能性）、その対応にはWET 試験が必要であるとしてい

た（なお、この回答は各州における WET担当者の個人としての意見である）。    

また、WET 試験を有用なものとする上で重要な点を尋ねたところ、テキサス州の担当者は、

WET 試験は十分熟している試験であり、EPA のやり方を学ぶことによりどの国でも容易に実施

テキサス州、イリノイ州、ニュージャージー州に対し、WET の実態についてヒアリングを行

った。WET 試験への対応は州で厳格性や頻度に違いが見られたが、企業に対して一律に同じ基

準でWETモニタリングや WET 限度値（WET limit）の設定がなされているものではなかった。

また、一度要求された WET モニタリングの要件を撤廃することは容易ではなく、さらに WET

試験と化学分析は独立したものであり、WET により化学分析が免除されることも、その逆もな

いとのことである。 
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できるとしていたが、イリノイ州の担当者は、企業に過度な負担をかけないことが重要であると

していた。 

 

〇WET試験と化学分析の関係性 

いずれの州も、WET 試験と化学分析はそれぞれ独立したものであるとし、WET 試験を行うこ

とで化学分析が免除されることも、化学分析により WET 試験が代替されることもないとのこと

であった。WET については、テキサス州では化学分析に基づくアプローチの追加的安全策であ

るとし、イリノイ州では化学分析を補完するもの、ニュージャージー州では両者は排水規制の車

の両輪であるとのことだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）米国内のユーザーの運用実態について 

本調査では、排出許可の実際の運用実態を州や地方レベルで調査すべく、前述した州政府への

ヒアリングと併せて、その州にある事業者にヒアリング調査を行った。 

 

テキサス州、イリノイ州、ニュージャージー州に工場を有する日系企業に対して調査を依頼し

た。調査に当たっては、業界団体及び現地の商工会にご協力をいただき、対象となる州の企業（工

場等）担当者に働きかけをいただいた。 

調査はメールでのヒアリングにより実施し、メールで回答をいただいた。調査項目は、州政府

への質問と対照となる質問を加え、現状を確認できる内容とした。 

 

本調査では 16 社（３団体を含む）から回答をいただいた。テキサス、イリノイ、ニュージャー

ジーの３州においては、化学メーカーの１社を除き、すべて WETの実施がないとの回答だった。 

テキサス州に工場を有する当該企業はWET試験のみ実施しているが、WET試験未実施企業では、

は「州から要請されていない」または「排水処理を外部に委託しているため自社は対象外」などの

回答があり、これらより同じテキサス州にある化学メーカーでも WET 試験の対象になるかは、取

り扱う化学物質、排水の特徴、排出先河川の特徴等から判断されるようである。 

また、WET試験実施の企業は、年２回のWET試験（急性と慢性）を行っているが、TIE/TREの

実施はなく、試験（魚類及び甲殻類）のみで年間約 4000 ドルを自社負担している。当該企業より、

WET はビジネスに有益と考えているが、現在の水環境下における WETの有益性については規制当

局によって要求されているので意見する側にないとのコメントをいただいた。なお、WET 試験で

最も大事なことは、信頼性及び代表性の高いサンプリング（Quality sampling）であるとのことであ

った。 

 

 

 

 

*1「Rating System」とは、環境インパクトが大きい「重要施設（Major facility)」であるかどうか

を判定する EPA の分類方法である。ある点発生源が「重要施設」であるかどうかの判断には、

その発生源に特異的な排出情報と、実際の排出先の特性情報が用いられている。 

具体的には、①毒性汚染物質排出可能性、②排水流量及び放流先河川の流量、③伝統的汚染物質

排出量、④公衆衛生上のインパクト（飲料水源の近さや人に対する毒性物質の排出可能性から判

断）、⑤排出先の水質基準達成度、⑥沿岸域への近さについて、用意されたワークシート（全４

ページ）に細かくチェックしていき、定められた採点方法により採点する。合計 80 点以上の場

合には「重要施設」と判断される。 

*２「RP解析（Reasonable Potential Analysis)」では、個別汚染物質（化学分析）または全排水毒

性（WET）について、水質基準をクリアするために必要となる排出限度値（WQBEL、WET限度

値を含む）設定の必要性を判断する。最悪のシナリオにて排水が排出先で希釈・混合された結果、

ミキシングゾーンの外側において水質基準を超過する可能性がある場合は、より厳しい排出限度

値を設定する。 
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表４－１－１５ 各州におけるWET の実施の実態 

  

ヒアリング及び州行政から出されている手順書等の情報、を収集し、各州におけるWET の実態について整理 （参考：EPAの手順書を併記） 

内容 テキサス州 イリノイ州 ニュージャージー州 EPA（参考） 

WET の適用

に関する 

手順書 

Procedures to Implement the Texas Surface Water 

Quality Standards (IPs, RG-194) June 2010
 

https://www.tceq.texas.gov/assets/public/permitting/wa

terquality/standards/docs/june 2010 ip.pdf 

ない 無回答（ない模様） National Whole 

Effluent toxicity 

(WET) 

Implementation 

Guidance Under the 

NPDES program. 

Draft. November 2004
 

https://www3.epa.gov/

npdes/pubs/WET draf

t guidance.pdf 

①NPDES 許可申請時の対応 

申請に際す

るWET試験

の要求 

初回申請：要求しない 

更新申請の際は、前回の許可期間中のデータを提

出する。 

要求しない 

更新申請の際は、前回の許可期間

中のデータを提出する。 

要求しない 

更新申請の際は、前回の許可

期間中のデータを提出する。 

要求してもよい。 

RP解析の 

対象施設 

下記に対して実施 

重要施設（EPAの rating systemによる） 

十分な流量の処理済みプロセス排水を継続的に排

出する施設 

WET については、RP 解析を実施

しない 

一般許可対象の排出源も含め

て全ての排出源に対して実施 

重要施設 

②WETモニタリング 

要求対象 

施設 

 

重要施設 

十分な流量の処理済みプロセス排水を継続的に排

出する施設 

受水域において毒性を示す可能性のある放出があ

る（RP 解析による）。 

水処理用化学品や殺生物剤を使用する小規模発生

源（discharger）も対象となりうる。 

断続的排出を行う発生源や追加の懸念がある場合

に、24時間急性試験のみ要求する場合がある。 

 

重要施設 

 

一般許可対象の排出源も含む

全ての排出源 

RP 解析を行ったす

べての施設 
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件数 件数は無回答 

10年間でほぼ同じ 

年間約 70件（約 350件/5年）の個

別許可のうち 約 5件（約 25件/5

年）。10年間で増加/減少の傾向な

し 

100件強の個別許可及び約 70

件の一般許可のすべてに要求 

 

試験内容 ＜生物種＞ 

淡水：ファットヘットミノーとニセネコゼミジン

コ(急性ではミジンコ（Daphnia pulex）も可) 

海水：甲殻類（Americamysis bahia）と inland 

silverside（Menidia beryllina） 

＜急性 vs慢性＞ 

受水域のタイプにより 48時間急性または 7日間慢

性のいずれか 

＜頻度＞ 

初年度は 3か月に 1回、成績により頻度は増減。

WET 限度値が設定されている場合は 3か月に 1

回、3年間。 

＜生物種＞ 

淡水：ファットヘットミノーとニ

セネコゼミジンコ 

＜急性 vs慢性＞ 

基本的に急性試験（慢性試験実施

施設は 2-3施設のみ） 

＜頻度＞ 

1回/年 

試験法は EPA と同じ 

植物（藻類）の試験は、WET 試験

が開始された40年前には実施され

ていたが、少なくとも 2006年以降

は実施されていない。ただし、必

要に応じて試験生物種の変更は可

能である。 

 

＜生物種＞ 

淡水：ファットヘットミノー

またはニセネコゼミジンコ 

海水：甲殻類（Americamysis 

bahia） 

＜急性 vs 慢性＞ 

排出の持続時間、希釈の程度、

排出物の性質により決定 

＜頻度＞ 

得られるデータの量、排出が

毒性を示す可能性により決定 

試験法は EPA と同じ 

植物の使用が強く推奨された

ことはない。 EPAはこれを要

求したことは一度もない。ま

た、無脊椎動物試験は排水中

の毒性の検出に十分に敏感で

あると考える。将来再検討の

可能性がある。 

 

＜生物種＞ 

脊椎動物、無脊椎動

物、藻類 

最初に 3種で 3回試

験を実施後、最も感

受性の高い種で継

続。 

＜急性 vs慢性＞ 

ケースバイケース 

＜頻度＞ 

ケースバイケース 

 

24時間急性試験（100%排水を使用） 

＜生物種＞ 

淡水：ファットヘットミノーとニセネコゼミジン

コ(ミジンコ（Daphnia pulex）も可) 

海水：甲殻類（Americamysis bahia）と inland 

silverside（Menidia beryllina） 

＜頻度＞ 

６か月に 1回 

魚と無脊椎動物が EPAの地区 9の要求する試験種

である。植物種を要求しない理由は不明。あくま

で本調査での推測だが、この地区にふさわしい種

がないためと考察する。 

これらの試験は議会により「公布」された試験で

あるため、規則と同じ効果を持ち、従う必要があ

る。追加で、合格基準のような要件を加えること

ができ、テキサス州はそうしている。 
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合否の数値

基準 

48時間または慢性試験：混合域末端の濃度で有意

な毒性を示す 24時間急性試験：50%死亡 

> 20%の急性毒性（100%排水で）

（排水の混合が起こる排出源の場

合は原因が不明な場合のみ） 

最小措置レベル*：LC50> 50%

排水 

*：施設が原因を調査し、改善

の選択肢を探索すべきレベル 

 

試験頻度の

増減 

最初の 1年間に有意な影響がない場合は、無脊椎

動物は 1回/6 か月、脊椎動物は 1回/1 年に頻度減

少。 

有意な影響が見られる場合は、試験頻度増加。 

数値基準を超えなくても頻度の変

更なし 

数値基準を超える場合は、再試験。

６回の再試験で毒性が認められな

ければ通常の頻度に戻る。 

直近の許可サイクルで提供さ

れた結果の質に基づいてテス

ト頻度を変更。 

合格点多い場合は頻度減少。 

毒性を示したり、限度値の遵

守が困難であることを示す場

合は、頻度増加。 

不合格となった場合

は不合格となった生

物種を用いて加速試

験（すなわち、頻度

を増加）。 

不合格への

対応 

24時間急性試験で不合格の場合、2週間連続で 2

回試験を行い、1回でも不合格の場合は TREが義

務付けられる。 

48時間試験、慢性試験においても持続的に有意な

影響が見られる場合は、TREの実施が推奨される。 

排出源で排水の混合が起こらない

場合は再試験を要求する。 

排出源で排水の混合が起こり原因

が不明な場合は、毒性物質が何か

を明らかにするために追加試験を

要求。 

毒性が再確認され、毒性物質が不

明の場合は TIE/TREを実施。 

毒性の原因を評価し、改善す

るために、TREを実施する。 

不合格となった種を

用いて加速試験。 

加速試験期間中に、

継続的な毒性を示す

場合は、TREを実施。 

WET モニタ

リング要件

撤廃の可能

性 

発生源が大規模な改変を行い、発生源がこの要件

の撤廃を要求し、連邦の「反バックスライディン

グ」要件を満たすことができる場合のみ、撤廃が

ありうる。 

通常、特定の廃液流の除去、または連続排出から

断続排出への排水流の減少等の大幅な変更が必

要。 

毒性に関連する排水流が除かれた

場合にのみ、撤廃可能。 

WET モニタリング要件が許可証

にある場合、頻度を減らすことは

あるが、撤廃することはめったに

ない。 

ない。 

頻度が減少し、許可期間（5

年）に 1回になることはある。  

ない。 

自 主 的 な

WET モニタ

リングの 

実施 

ありうる。 

完全に自発的なものであり、結果を報告する必要

はない。 

 

 

承知していない。 TRE 目的以外には承知してい

ない。 

 

③WET限度値 
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対象施設及

び件数 

RP 解析の結果、受水域において毒性に関する水質

クライテリアを超過する、あるいはその可能性が

ある、あるいはそれに寄与する可能性があると判

定された施設。 

前回の許可期間中に 3年間で 3つの亜致死的な不

合格（基準未達）が起きる。 

報告義務のある WET 限度値を要

求していない。 

約 5つの施設に対して特別条件で

TUa（急性毒性単位）を規定 

この 10年間で増加/減少の傾向な

し 

すべての許可には少なくとも

WET モニタリングがあり、か

なりのパーセンテージに限度

値がある 

RP 解析の結果、受水

域において毒性を示

す可能性があると判

定された施設。 

猶予期間 ある 設定しない ある。猶予期間の長さは、多

くの場合、施設が新しい限度

値を順守できる可能性によっ

て決まる。 

1年から 4.5年の範囲で設定。

大半は 1 年または 3年。 

ある 

限度値不合

格の場合 

不合格の場合は試験を毎月行い、2回不合格の場

合は違反となり、執行措置の対象となる。 

毒性物質が同定されない限り、よ

り多くの試験を要求 

罰金が徴収される。 

6回の連続した試験中に複数

回超過が発生した場合、TRE

の実施の義務づけ。 

不合格となった種を

用いて加速試験。 

加速試験期間中に、

継続的な毒性を示す

場合は、TRE を実施 

限度値とモ

ニタリング

合否数値基

準の違い 

限度値違反の場合は執行措置の対象となる。 異ならない。 最小措置レベルは措置を取る

べきレベルであるが、罰金の

対象とならない。 

限度値違反の場合は罰金の対

象となる。 

 

④TRI/TRE 

TRI/TRE を

要求する条

件 

持続的に有意な死亡がある場合 無回答 

 

WET モニタリングで最小措

置レベルを超過した場合。 

限度値の超過が複数回発生し

た場合。 

加速試験期間中に継

続的な毒性を示す場

合 

TRI/TRE を

要求する割

合 

現在テキサス州でTREを実施している発生源はお

そらく 4件 

2011年の規制改正後、減少した。 

15〜20%程度 

この 10年で増加/減少傾向なし。 

明確ではないが、割合は低い。  
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低減できた

事例の割合 

有害物質を同定できる可能性は非常に高い。 

ほとんどの発生源では毒性物質を特定し、あるい

は毒性を減らす手段を特定することができる。 

大部分は毒性を解消できる。 

石油精製業者では、事業の性格及

び水質浄化法の前に建設された施

設が多く、毒性の完全除去に困難

がある。 

ほぼ全ての毒性の低減または

排除に成功している（成功す

るまで TREを実施する。） 

 

原因が特定

できない場

合の対応 

28か月の TRE期間中に毒性物質の同定に失敗し

た場合、猶予期間を与えられ、その後 WET 限度値

を要求される。 

WET 限度値が有効になった後に WET試験で不合

格となった場合（まれではあるが）は、執行措置

の対象となる。 

引き続き稼働している。  

古い産業の多くは、排水中に含ま

れるより多数の汚染物質を規定す

る「現場固有の」基準によってカ

バーされている。 

TRE を継続。 TRE を継続。 

費用及び期

間 

正確な費用は不明。  

コストはおそらく 100,000 ドル前後。 

TRE の完了の期限は 28ヶ月 

 

 

状況による。 

単一種（ニセネコゼミジンコまた

はファットヘッドミノー）の急性

第 I相 TIEは約 1,500〜2,750ドル、 

単一種の慢性 Phase I TIE は、およ

そ 2,500〜9000ドル 

程度や期間によるが、当局と

しては把握しておらず、推計

できない。 

24か月以内に達成す

る 

⑤違反状況、産業への支援、州の態勢 

許可条件へ

の違反 

許可要件の違反率は低い（試験結果を報告しなか

った場合、執行担当部局から違反通知が出される

ため） 

 

許可要件（モニタリング頻度や報

告要件）の違反がどれほどかは不

明。 

報告が不適切なことはまれ。 

 

正確には見積もれない。 

違反は、遵守に問題のある履

歴を持つ施設に関連すること

が多く、非常に限られている。 

 

WET 実施へ

の資金援助

プログラム 

ない。 ない ない。  

技術サポー

トプログラ

ム 

特別な技術支援プログラムはないが、電話や電子

メールで許可要件や試験結果の解釈等についての

支援を提供。 

排出源はWET 試験ラボやコンサルタントに頼っ

ている。 

プログラムはないが、WET プログ

ラム専従の州政府スタッフの相談

が受けられる 

当局が可能な限り施設への指

導と支援を提供している。 
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州における

WET 関連人

員 

5名 

WET プログラムのすべての側面（データ入力、許

可における勧告、順守の監督、許可取得者に対す

る技術支援を含む）を担当 

手引書の作成、改訂、及び更新も担当。 

1名 

WET データレビュー、NPDES 許

可でのWETに関する規定の起案

を担当 

許可証執筆者（permit 

writer）：約 10名（RP 評価、

WET を含むすべてのパラメ

ータの限度値計算） 

毒物学ユニット：2名（スタ

ッフ 1名、スタッフ科学者（限

度値計算、TREレビュー等）1

名） 

 

⑥WET手法を用いた水質管理に対する考え（回答者個人の考え） 

WET モニタ

リングは水

質管理に有

効か 

非常に有用。  

相加作用及び相乗効果に対応できる。 

水生生物クライテリアに含まれるが許可証の排水

限度値に含まれない汚染物質に対応。 

クライテリアが作成されていない汚染物質に対

応。 

非常に有用。 

WET の要求により排水毒性が検

出された数多くの事例がある。（洗

車からの殺虫剤、回転円盤処理装

置のシール破損による水銀、凝集

剤/凝固剤や殺生物剤に由来する

毒性等） 

排水中に見出される可能性のある

全ての物質に対する基準/クライ

テリアはない。 

毒性物質を有害量排出するのを禁

ずるための包括的な方法。 

非常に有用。 

広範なモニタリングを行い限

度値を遵守しても、排水毒性

示す事例があり、相加・相乗

作用の可能性がある。 

WET 試験は排水中の成分が

協働作用により毒性を生じて

いないことを確認できる唯一

の方法である。 

 

WET 限度値

は水質管理

に有効か 

有用である。 

許可取得者が毒性を持つ排水の放流をやめること

を確実にできる。 

WET 限度値に従わない場合は、執行措置の対象と

なる。 

必要とは考えない。 

WET モニタリングでも同じ保護

を提供できる。 

有用である。 

パラメータに注意を向けさ

せ、それを適切なレベルに維

持することの重要性を感じさ

せる。 

 

WET 手法の

適用は、費用

対効果が高

いと考える

か 

費用対効果の高い方法である。 

相加的及び相乗効果に対応可能 

許可証に含める排出限度値を限定できる。 

クライテリアを持たない毒性物質に対応。 

排水限度値を補完する役割を果たす。 

費用効果の高い方法だと考える。 

年一回の試験費用はさほど大きく

ない。 

許可証に規定する化学分析の量を

増やすことは、施設（特に有機物

を排出すると思われる排出源）に

重要なツール。 

化学物質固有のパラメータと

組み合わせて使用することに

より、排水の質についてかな

りの情報が得られる。 
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とってより高価になる可能性があ

る。 

WET 手法が

有効な手段

として機能

していく上

で重要な点 

この技術は、十分研究され、洗練されている。米

国の方法に従うことによって、他の国の産業界で

も容易に実施できる。 

WET 試験では試験に用いる種が重要。受水域に存

在する水生生物種の感受性を代表できる種を選択

すべき。 

WET 試験の種類と量によって排

出者に過度の負担をかけないこと 

イリノイ州では試験をフェイルセ

ーフとして単にモニタリングに使

用している 

直接的回答なし。 

 

 

生物試験に

より排水の

全毒性を評

価する手法

の排水管理

における有

効性及び必

要性 

有用かつ必要。 

この方法論は堅固なものであり、テストされ、実

際に 30年間使用されている。 

将来、細菌のような微生物を使用する方法が生ま

れるかもしれないが、すぐにはそうはならないで

あろう。 

今後も有用かつ必要。 

WET 試験は USEPAが要求するも

のであり当面の間、WET試験を使

用し続けることになる。 

非常に重要。 

排水が環境に及ぼす影響の評

価に非常に価値がある。WET

試験は排水の毒性を評価する

上で最も貴重なツールであり

続ける。 

 

 

WET アプロ

ーチと個別

化学物質に

対するアプ

ローチの関

係 

EPA の独立適用方針や、TSDの「生態学的強度」

の概念に沿うと、これらはほぼ独立のものである。

しかし、TRE や RP の判定後、許可申請者が順守

猶予期間のついたWET 限度値を課せられた場合

は、40 CFR § 122.44(d)(v)に従って、州の数値ある

いは記述水質基準を達成し維持するのに十分な場

合、WET 限度値を個別化学物質の限度値で置き換

えることができる。 

WET 試験は個別化学物質の限度値に対する追加

的安全策である。クライテリアが策定されたこと

のない化学物質は何千もある。さらに、個別化学

物質の限度値は相加性や協働性のような相互作用

や反応を考慮に入れていない。 

 

個別の化学物質に対する排水限度

値（あるいは分析の要求）と WET

モニタリングは独立である。ただ

し、WET試験で未知の汚染物質が

同定された場合は、その化学物質

をモニタリングの要求に加える。 

WET 試験が個別の化学物質に対

する限度値を代替することはな

い。 

WET 試験は個別化学物質に対す

る限度値を補うものである。WET

試験は主として、排水中に未知の

汚染物質が存在し、個別の化学物

質に対する排水限度値では規制さ

れていない場合の安全策として用

個別化学物質の限度値と

WET の組み合わせを通じて

規制している。 個別化学物質

のパラメータが排水中に見つ

かると予想される場合は、

WET のみによって規制され

ることはない。常に個別化学

物質についての水質と毒性の

両方の見方を介して規制を行

っている。 

個別化学物質の分析も WET

もそれぞれ長所と短所があ

る。 例えば、個別化学物質の

分析では、排水中に特定の汚

染物質が一定量、含まれてい
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いられる。WET試験を通じて汚染

物質が同定されれば、その化学物

質に対して限度値を要求する。 

ることはわかるが、その量が

もつ影響についての情報は得

られない。そのことは水中の

全ての可能な成分について、

同じである。 一方、WET で

は特定の汚染物質を試験する

ことはできないが、相加的ま

たは相乗的な影響を与える可

能性がある複数の汚染物質か

らの毒性を説明することがで

きる。 

WET では、分析物中に存在し

得る未知の未試験の汚染物質

の存在を暗示することもでき

る。 WET は、排水規制の車

の両輪のうちの一方であり、

追加の安全保護手段ではな

い。 効果的な規制のために

は、両方の種類の試験が必要

である。 

 

 

101



 

引用文献  

 
1. EPA: Permit writers manual 2010 

2. Robert L. Glicksman and Matthew R. Batzel, Science, Politics, Law, and the Arc of the Clean Water Act: The 
Role of Assumptions in the Adoption of a Pollution Control Landmark, 32 Wash. U. J. L. & Pol’y 099 (2010), 

http://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol32/iss1/5 (2019.3.17) 

3. Winston Harrington: Regulating industrial water pollution in the United States. April 2003．Resources for the 

Future 

4. William L. Andreen: Success and backlash:The remarkable (continuing) story of the Clean Water Act. Journal 

of energy and environmental law. Winter 2013, 25-37. 

5. William L. Anderen Water quality today – Has the Clean Water Act been a success? 55 Ala. L. Re. 536-594, 

2003-204. 

6. 44 FR 34393-34416, June 14, 1979 

7. 45FR 33290-33513, May 18, 1980 

8. 45FR 33516-33583, May 18, 1980 

9. EPA NPDES Whole Effluent Toxicity(WET) (https://www.epa.gov/npdes/whole-effluent-toxicity-WET) WET 

Guidance Case Studies (2019.3.17) 

10. 49 FR 9016. March 9, 1984 

11. EPA: Technical Support Document for Water Quality-based Toxic Control.  EPA-440/4-85-032. September 

1985 

12. EPA: Methods for measuring acute toxicity of effluents to freshwater and marine organisms. March 1985. 

EPA/600-4-85-013 

EPA: Short-term methods for estimating the chronic toxicity of effluents and receiving waters to marine and 

estuarine organisms. May 1988. EPA/600-4-87-028. 

EPA: Short-term methods for estimating the chronic toxicity of effluents and receiving waters to freshwater 

organisms. March 1989. EPA/600-4-89-001 

13. 54 FR 23868, June 2, 1989 

14. EPA: Policy on the use of biological assessment and criteria in the water quality program. May 1991 

15. EPA: Technical support document for water quality-based toxics control. March 1991. EPA/505/2-90-0012 

16. National recommended water quality criteria. https://www.epa.gov/wqc (2019.3.17) 

17. Texas commission on Environmental quality Chapter 307 – Texas Surface Water Quality Standards  

18. National Primary Drinking Water Regulations. 

https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations 

(2019.3.17) 

19. EPA: application Form 2C – Wastewater discharge information. Consolidated permits program. EPA Form 

3510-2C Revised August 1990. 

20. EPA: Technical Support Document for Water Quality-based Toxics Control. EPA/505/2-90-001. March 1991 

21. EPA: National Whole Effluent toxicity (WET) Implementation Guidance under the NPDES Program DRAFT. 

EPA 832-B-04-003. November 2004 

22. Texas Commission on Environmental Qualityのウェブページ（http://www14.tceq.texas.gov/epic/eCID/）
より検索により入手 

23. https://www.epa.gov/waterdata/national-water-quality-inventory-report-congress（2019.3.17） 

24. https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/history-national-aquatic-resource-surveys（2019.3.17） 
25. https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/national-water-quality-assessment-nawqa?qt-sci

ence_center_objects=0#qt-science_center_objects（2019.3.17） 

26. https://www.epa.gov/tmdl/identifying-and-listing-impaired-waters-under-clean-water-act（2019.3.17） 

27. https://www.waterqualitydata.us/（2019.3.17） 

28. Illinois Integrated Water Quality Report and Section 303(d) List, 2016, Clean Water Act Sections 303(d), 

305(b) and 314. Water Resource Assessment Information and List of Impaired Waters 

https://www2.illinois.gov/epa/Documents/iepa/water-quality/watershed-management/tmdls/2016/303-d-list/i

wq-report-surface-water.pdf（2019.3.17） 
29

. 2014 Texas Integrated Report for Clean Water Act Section 305(b) and 303(d) 

https://www.tceq.texas.gov/waterquality/assessment/14twqi/14txir（2019.3.17） 

30. https://www.tceq.texas.gov/assets/public/comm_exec/pubs/gi/gi316/gi-316_intro.pdf 

31. TCEQ Geographic Data Viewers. https://www.tceq.texas.gov/gis/tceq-geographic-data-viewersから Surface 

Water Quality Viewerにアクセス 

32. TCEQ Geographic Data Viewers. https://www.tceq.texas.gov/gis/tceq-geographic-data-viewersから
Wastewater outfalls Viewerにアクセス 

33. https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-03/documents/nrsa_0809_march_2_final.pdf（2019.3.17） 
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４.２ 我が国の排水規制の枠組みと水環境の実態について 

 本項では我が国における排水規制の枠組みを整理するとともに、水環境の実態について水質基準

と生物調査の両面から調査した。 

 

 我が国の排水に係る規制の枠組み （１）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）環境基本法と環境関連法 1
 

 環境基本法は、環境保全に向けた枠組みを示した基本的な法律であり、環境に関する全ての法律

の最上位に位置する。環境の保全に向けて、環境法の基本理念を明らかにし、社会の構成員それぞ

れ（国、地方公共団体、事業者、国民）の役割を定め、環境保全のための施策の基本となる事項や

方法を定めることで、現在だけでなく、将来の国民の生活の確保、更には人類の福祉に貢献するこ

とを目的としている。 

環境基本法における基本理念として、①健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と継承、②環境負荷

の少ない持続的発展が可能な社会の構築、③国際的協調による地球環境保全の積極的推進の３つを

掲げている。 

環境の保全に関する多様な施策を総合的・計画的に推進する中心的な手段となるのが、環境基本

計画であり、政府全体としての環境保全の政策の基本的方向を示している。 

 公害規制法は、環境汚染の原因となる事業活動その他、人の活動を規制し、制限し、禁止する法

である。具態的には、大気汚染、水質汚濁などの公害の発生の原因となる一定の施設等について排

出基準を定め、基準遵守のための規制手続きを定めている。 

 

 

２）公共用水域に係る水質環境基準 2
 

環境基本法第 16 条では、環境基準の設定に関する規定が置かれている。環境基準は、人の健康

を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準をいい、環境保全施策を実施

していく上での行政の目標として定められるものである。 

 

 

 

 我が国では、環境基本法において、人健康保護・生活環境保全上で維持することが望ましい河

川水の水質基準として環境基準（健康項目、生活環境項目）を設定している。 

水質汚濁防止法によって、特定事業場は、全国一律の排水基準（環境基準のある項目について

は環境基準の 10 倍を目安）を遵守するよう測定している。また、都道府県による上乗せ基準、

総量規制による規制も行われている 

国や自治体によって、環境基準項目を中心に、要監視項目、農薬、生物調査等も含め、日本の

水環境の実態は、基本的に同一地点、同一頻度、同一項目で全国一律に調査されている。我が国

の水環境の改善の様子と課題は、行政モニタリングの結果により全国において常に明らかにされ

ている。 
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（参考）水質関係各種法規制の体系 
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表４－２－１ 人の健康の保護   表４－２－２ 生活環境の保全に関する環境基準  

に関する環境基準  河川ア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２－３ 生活環境の保全に関する環境基準 河川イ 
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表４－２－４ 生活環境の保全に関する        表４－２－５ 生活環境の保全に関する 

環境基準 湖沼ア                  環境基準 湖沼イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２－６ 生活環境の保全に関する           表４－２－７ 生活環境の保全に関する 

環境基準 湖沼ウ                               環境基準 湖沼エ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２－８ 生活環境の保全に関する           表４－２－９ 生活環境の保全に関する 

環境基準 海域ア                               環境基準 海域イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２－１０ 生活環境の保全に関する         表４－２－１１ 生活環境の保全に関する 

環境基準 海域ウ                環境基準 海域エ    
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３）水質汚濁防止法 2
 

 

①目的 

工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下水への浸透を規制するとともに、

生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、

もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚

水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について

定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 

 

②排水規制 

水質汚濁防止法では、水質汚濁防止法施行令で指定された「特定施設」を設置している「特定事

業場」からの公共用水域への排出、及び地下水への浸透を規制している。 

 

③特定施設 

有害物質（カドミウム、シアン化合物等 28 物質）を含む汚水等、又は生活環境項目に関して生

活環境を阻害するおそれがある程度の汚水等を排出する施設で、具体的には施行令第 1 条・別表第

1 に指定されている。 

 

④指定地域特定施設 

総量規制が適用される地域に設置され、生活環境に係る被害を生じるおそれがある程度の汚水又

は廃液排出する施設をいう。 

 

表４－２－１３ 水質汚濁防止法の排水規制 
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⑤指定施設 

有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は指定物質（ホルムアルデヒド、ヒドラジン等 56 物質）

を製造し、使用し、若しくは処理する施設をいう。 

 

⑥一律排水基準 

有害物質に関する基準と生活環境項目に関する基準が定められている。これらの基準は、全国一

律に適用されることから、一律排水基準と呼ばれている。 

 

⑦有害物質に関する排出基準 

28 の物質についての許容濃度が定められており、これは公共用水域に排出される排出水の量に大

小にかかわらず適用される。 

 

４－２－１４ 有害物質に関する排水基準 

 有害物質の種類 許容限度 

1 カドミウム及びその化合物 0.1mg/L 

2 シアン化合物 1mg/L 

3 有機燐化合物（パラチオン、メチル パラチ
オン、メチルジメトン及び EPN に限る。） 1mg/L 

4 鉛及びその化合物 0.1mg/L 

5 六価クロム化合物 0.5mg/L 

6 砒素及びその化合物 0.1mg/L 

7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L 

8 アルキル水銀化合物 検出されないこと 

9 ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L 

10 トリクロロエチレン 0.3mg/L 

11 テトラクロロエチレン 0.1mg/L 

12 ジクロロメタン 0.2mg/L 

13 四塩化炭素 0.02mg/L 

14 1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 

15 1,1-ジクロロエチレン 1mg/L 

16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 

17 1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 

18 1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 

19 1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L 

20 チウラム 0.06mg/L 

21 シマジン 0.03mg/L 

22 チオベンカルブ 0.2mg/L 

23 ベンゼン 0.1mg/L 

24 セレン及びその化合物 0.1mg/L 

25 ほう素及びその化合物 海域以外 10mg/L 
海 域 230mg/L 

26 ふっ素及びその化合物 海域以外 8mg/L 
海 域 15mg/L 

27 アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合 
物及び硝酸化合物 100mg/L 

28 1,4-ジオキサン 0.5mg/L 
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⑧生活環境項目に関する排出基準 

１日当たりの平均的な排出水の量が 50m
3以上の特定事業場に適用される排出基準である。 

 

表４－２－１５ 生活環境項目に関する排水基準 

 生活環境項目 許容限度 

1 水素イオン濃度（pH） 海域以外 5.8-8.6、海 域 5.0-9.0 

2 生物化学的酸素要求量（BOD） 160mg/L（日間平均 120mg/L） 

3 化学的酸素要求量（COD） 160mg/L（日間平均 120mg/L） 

4 浮遊物質量（SS） 200mg/L（日間平均 150mg/L） 

 
5 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5mg/L 

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30mg/L 

6 フェノール類含有量 5mg/L 

7 銅含有量 3mg/L 

8 亜鉛含有量 2mg/L 

9 溶解性鉄含有量 10mg/L 

10 溶解性マンガン含有量 10mg/L 

11 クロム含有量 2mg/L 

12 大腸菌群数 日間平均 3000 個/cm
3
 

13 窒素含有量 120mg/L（日間平均 60mg/L） 

14 燐含有量 16mg/L（日間平均 8mg/L） 

 
 

⑨都道府県条例で定める排水基準 

都道府県は、その都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判

断して、一律排水基準によっては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと

認められない区域があるときは、条例で、一律排水基準に代えて適用すべき、より厳しい排水基準

（上乗せ排水基準）を定めることができる。 

 

⑩総量規制 

東京湾、伊勢湾のように人口、産業等が集積集中し、水質の汚濁が著しい閉鎖性水域であり、か

つ、排水の濃度規制のみでは水質環境基準の確保が困難な広域な水域を対象とし、これに流入する

内陸部からの負荷、生活排水による負荷等を含め、汚濁負荷量の総量を効率的に削減しようとする

制度である。 

全体の仕組みは、国による総量削減基本方針の策定、関係都道府県知事による総量削減計画の策

定・計画事業の推進、総量規制基準の設定、総量規制基準の遵守、汚濁負荷量の総量の削減のため

の指導等からなる。 

 

⑪特定施設の設置等の届出 

工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、以下

の事項を都道府県知事等に届け出なければならない。 

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

・工場又は事業場の名称及び所在地 

・特定施設の種類 

・特定施設の構造 

・特定施設の設備 

・特定施設の使用の方法 

・汚水等の処理の方法 

・排出水の汚染状況及び量 

・排出水に係る用水及び排水の系統 
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特定施設の設置の届け出を要するのは、排水の量の大小を問わず全ての工場、事業場である。ま

た、特定施設の構造、設備、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状況及び量、排出水

に係る用水及び排水の系統を変更しようとするときは、その旨を都道府県知事等に届け出なければ

ならない。 

 

⑫排出水の汚染状態の測定等 

排出水を排出する者は、排出水の汚染状況を測定し、その結果を保存しなければならない。 

 

・測定項目及び測定頻度 

排出水の汚染状況の測定は、排出基準に定められた事項のうち、届出書の別紙４（排出水の

汚染状態及び量）により届け出たものについては 1 年に 1 回以上、その他のものについては

必要に応じて行う。すなわち、一律排出基準は全ての工場又は事業場からの排出水に適用さ

れるが、全ての項目を測定する義務があるわけではなく、測定する項目は届け出たものに限

られる。 

 

・測定方法 

排出水の汚染状況の測定は、排水基準の検定方法により行わなければならない。 

 

・測定の時期 

測定のための試料は、排出水の汚染状況が最も悪いと推定される次期及び時刻に採取する。 

 

・測定結果の記録及び保存 

測定の結果は「水質測定記録表」により記録する。測定結果の記録は、測定に伴い記録した

チャートその他の試料又は証明書ととともに 3 年間保存しておかなければならない。 

 

⑬生活排水対策 

生活排水とは、「炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水」であって、排

水規制が適用されないものをいう。 

公共用水域の汚濁の一要因である生活排水対策を一層推進するための制度的枠組みが規定され

ている。その構成は以下のとおりである。 

・国及び地方公共団体の責務 

・国民の責務 

・生活排水を排出するものの努力 

・都道府県知事による生活排水対策重点地域の指定等 

・生活排水対策推進市町村による生活排水対策推進計画の策定及び計画の推進 
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４）水質汚濁関係の法規制と産業界の対応 3 

 水質汚濁関係の法規制の歴史的経緯と産業界の対応を表４－２－１６に示した。 

 

表４－２－１６ 水質汚濁関係の法規制と産業界の対応 

 

時期 法令の制定、改正等 産業界の対応 

昭和 42 年 
(1967) 

公害対策基本法制定 （法律 132 号） 
水俣病、第二水俣病（新潟水俣病）、四日市
ぜんそく、イタイイタイ病の発生を受け制定
された。水質関係では、水質等の環境基準、
排出等に関する規制、公害防止のための施設
の設置・整備等。 

 

昭和 45 年 
(1970) 

下水道法の改正 
水質汚濁防止法制定 (法律 138 号） 
工場及び事業場から公共用水域への排出及び
地下水へ浸透する水質の汚濁の防止を図り、
国民の健康、生活環境を保全すること。人の
健康に被害が生じた場合における事業者の損
害賠償の責任を定める。 

・この頃から、水質の富栄養化を進
める窒素、リン、有機物を除去す
る処理技術が開発された。 

・好気性流動床処理方法について、
昭和 45 年代から昭和 55 年まで
は、処理速度の向上、維持管理の
容易化のために、主として装置構
造、流動担体の改良から解決を図
っている。 

昭和 46 年 
(1971) 

水質汚濁防止法施行令制定 （政令 188 号）  
公共用水域への排出水に対し、一律排水基準
を設定した。また汚濁の改善されない地域に
対しては上乗せ基準（ 各自治体）を設定。 
＜規制対象項目＞ 
・健康項目 
①カドミウム及びその化合物、 ②シアン化
合物、③有機燐化合物、④鉛及びその化合
物、⑤六価クロム、⑥砒素及びその化合物、
⑦水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 
・生活環境項目 
①水素イオン濃度、 ②生物化学的酸素要求
量及び化学的酸素要求量、③浮遊状物質、④
ノルマルヘキサン抽出物質含有量、⑤フェノ
ール類含有量、⑥銅含有量、⑦亜鉛含有量、
⑧溶解性鉄含有量、⑨溶解性マンガン含有
量、⑩クロム含有量、⑪ふっ素含有量、⑫大
腸菌群数 

環境庁設置 
排水基準を定める省令 （総理府令 35 号） 
施行令で規定された健康物質、生活環境物質
の排水基準を定めた。 
＜規制対象項目・基準値＞ 
・健康項目 8 項目の許容限度 

 

昭和 47 年 
(1972) 

水質汚濁防止法改正 
無過失賠償責任の導入 

 

昭和 48 年 
(1973) 

瀬戸内海環境保全臨時措置法制定 （法律 110 
号） 
排出水規制強化（COD を昭和 47 対比半
減）、上乗せ基準。特定施設の届出厳格化、
違反に対する措置命令 

 

昭和 49 年 
(1974) 

12 月に水島で油流出事故発生  

昭和 51 年 
(1976) 

 ・石油業界では、排水処理設備に最
高の約 228 億を投資し、その後
も、断続的に 10～30 億の投資を
行っている。 
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昭和 53 年 
(1978) 

瀬戸内海環境保全特別措置法制定 （法律 68 
号） 
昭和 48 年旧瀬戸内法が時限立法であったた
め、恒久法とした。 
COD 総量規制の導入、りんその化合物を指
定。 
水質汚濁防止法改正 
閉鎖性海域における総合的な対策の導入、汚
濁負荷量による総量規制の導入 

昭和 55 年 
(1980) 

・この頃、好気性活性汚泥処理水質
の向上や処理コスト低減のための
技術開発が行われた。

・1980 年代前半は、処理水質（りん
除去率）の向上、及び処理の安定
性向上を目的に、処理プロセス並
びに運転制御の面から技術開発が
行われた。

昭和 56 年 
（1981） 

・循環式硝化脱窒法装置の開発(荏原
インフェルコ)

昭和 57 年 
(1982) 

水質汚濁に係る環境基準について （環境庁告
示 140 号） 
湖沼における窒素・りんにかかる環境基準の
設定 

・生物膜ろ過装置の開発（荏原イン
フェルコ）

昭和 59 年 
(1984) 

湖沼水質保全特別措置法の制定 （法律 61 
号） 
湖沼における総合的な対策、汚濁負荷量によ
る総量規制等の導入 

・生物膜法や関与微生物の変更
など、生物学的な視点から技術
開発が行われている。

・微量有機塩素化合物除去装置
の開発（オルガノ）

昭和 60 年 
(1985) 

湖沼水質保全特別措置法施行令 (政令 37 
号） 
湖沼にかかる窒素・りんの規制基準の設定、
水質悪化が進んでいる湖沼を指定。 

・生物的脱りん装置の開発(栗田工業) 
・製鉄所の循環水量は、1970 年度の

80%から徐々に上昇し、1987 年度
では 90%近くになっている。ちな
みに、排出水量は 1970 年度と比
較して、1987 年度は約 40%の削減
がなされている。

昭和 61 年 
(1986) 

・キレート状重金属含有排水の再
生処理システムの開発（東レエ
ンジニアリング）

昭和 63 年 
(1988) 

・高効率嫌気性処理装置の開発（栗
田工業）

平成元年  
(1989) 

水質汚濁防止法改正 (環水規 188 号） 
地下水浸透規制、事故時措置の導入 

・排水規制の強化に対応するため
に、再び処理水質の向上とそのた
めのコスト上昇を抑えることが注
目されてきている。

平成２年 
(1990) 

水質汚濁防止法改正 
(環水規 216,217 号）生活排水対策の導入 

・1990（平成  2）年代に入って
からは、法規制の強化を背景
に、再びリン除去水質の向上を
目的とした技術開発が行われて
いる。

・さらに、装置のコンパクト化、
発生汚泥処理の容易化、発生量
の削減、コスト低減については
特に1990（平成  2）年代に入っ
て注目され、従来の活性汚泥と
は異なる生物膜や微生物を用い
ることや、排水から飼料などの
有用物質を副産物として得る技
術開発が行われていている。

・紫外線酸化技術について、処理
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性能向上、省エネルギーの課題
に再び装置構造あるいはオゾン
併用面から取り組んでいる。  

平成５年 
(1993) 

環境基本法制定 （法律 91 号） 
環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な
社会構築と地球環境保全の推進を目的に、
環境に係る取組について規定したもの。 

水質汚濁に係る環境基準について （環水管 
20 号） 
健康環境基準 15 項目追加(全 23 項目へ） 
ジクロロメタン（ 0.02mg/L) 、四塩化
炭素 (0.002)、1,2-ジクロロエタン(0.004)、
1,1-ジクロロエチレン(0.02)、シス-1,2-ジク
ロロエチレン (0.04) 、1,1,1- トリクロロエ
タン (1) 、1,1,2-トリクロロエタン(0.006)、
トリクロロエチレン (0.03)、テトラクロロ
エチレン(0.01)、1,3- ジクロロプロペン
(0.002) 、 チウラム(0.006)、シマジン
(0.003)、チオベンカルブ (0.02)、ベンゼン
(0.01)、セレン(0.01)

水質汚濁防止法改正 (環水規 255 号） 
海域における窒素・りんに係る環境基準の
設定  
窒素含有量：max120mg/L、日間平均60mg/L、 
りん含有量：max16mg/L、日間平均 8mg/L 

・鉄鋼業界は 1973～95 年の間に排
水処理として2,878 億円を投じた。

・フロン・エタン代替用プリント基
板部品洗浄水再利用装置（オルガ
ノ）

平成８年 
(1996) 

水質汚濁防止法改正 (環水管 275 号） 
地下水汚染に対する浄化措置命令の導入、流
出事故時における措置の拡充(応急措置、届
出、罰則規定など 

・下水汚泥溶融装置の開発（荏原製作
所）

平成９年 
(1997) 

地下水の水質汚濁に係る環境基準について 
(環境庁告示 10 号）  
地下水の汚染に係る環境基準の設定。カドミ
ウムから 1,4-ジオキサンまで全 28 項目につ
いて基準値が示された。

・ふっ素及び重金属高度安定処理装置
の開発

（ヘルディ・システム）

環境アセスメント法制定 

平成 11 年 
(1999) 

水質汚濁防止法改正 (環境庁告示 14 号） 
①有害物の追加（ほう素及びその化合物、ふ
っ素及びその化合物並びにアンモニア、アン
モニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合
物） ②ほう素化合物追加に伴い、石炭を燃
料とする火力発電施設の排ガス洗浄施設を特
定施設に追加

ダイオキシン類対策特別処置法制定 

・水中のダイオキシン類分解装置の開
発（クボタ）
・汚泥減量処理装置（栗田工業）

平成 12 年 
(2000) 

・製紙業界生産量が 3,200 万トン、
米国に次いで世界第２位となった。

平成 13 年 
(2001) 

環境省発足 ・高効率・余剰汚泥抑制の新活性汚
泥システムの開発（環境エンジニア
リング）
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平成 15 年 
(2003) 

水質汚濁防止法改正 (環境省告示 123 号） 
水生生物保全に係る環境基準の設定全亜鉛を
追加 
要監視物質 3 項目追加（クロロホルム、フェ
ノール、ホルムアルデヒド）

・窒素・リン除去型高度処理槽の開発
（フジクリーン工業）

平成 16 年 

・MAP 法によるりん回収資源化シス
テムの開発
（JFE エンジニアリング）

平成 17 年 
（2005） 

湖沼水質保全特別措置法改正 (法律 69 号） 
流入水の地域指定・削減設定、既設含む特定
事業所へ汚濁負荷削減を設定 

平成 21 年 
（2009） 

水質汚濁に係る環境基準について＆地下水の水
質汚濁に係る環境基準について改正 (環境省 
091130004） 
水質環境基準に 1,4-ジオキサン（≦0.05mg/L)
を追加。 
地下水環境基準に塩化ビニルモノマー（≦
0.002)、1,2-ジクロロエチレン（≦0.04)、1,4-
ジオキサン（≦0.05)を追加。 

・地下水揚水 VOC 浄化設備の開発
（月島環境エンジニアリング）

平成 23 年 
（2011） 

・りん酸回収装置を開発（栗田工業）
・下水再生システムを開発（東京都下
水道局）

平成 24 年 
（2012） 

水質汚濁防止法施行令改正 （環境省 
120525002） 
有害物質に追加（トランスｰ 1,2-ジクロロエ
チレン、塩化ビニルモノマー及び 1,4-ジオキ
サン）
事故時の措置が必要な指定物質として、クロ
ム及びその化合物、マンガン及びその化合
物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、
亜鉛及びその化合物及びフェノール類及びそ
の塩類を新たに追加。

水質汚濁に係る環境基準について改正 （環境
省 1280822001)  
水生生物保全環境基準にノニルフェノールを
追加 

平成 25 年 
（2013） 

水質汚濁に係る環境基準について改正 （環境
省 1303272)  
水生生物保全環境基準に、直鎖アルキルベン
ゼンスルホン酸及びその塩を追加 

平成 26 年 
（2014） 

水循環基本法の制定 （法律 16 号） 
健全な水循環の維持と回復を図るため、水循
環施策の基本理念や、国、地方自治体、事業
者及び国民の責務を定めた基本法。 

平成 25 年度産業公害防止対策等調査事業 

（我が国の産業公害の克服に活用された技術に関する調査）を基に作成 
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 我が国の水環境の実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）全国的に実施されている水質調査及び水生生物調査 

 

①公共用水域水質測定（環境省）4 

1971（昭和 46）年から、環境基準項目について、河川、湖沼、海域について全国調査が行われて

いる。 

 

②全国一級河川の水質現況（国土交通省）5 

全国一級河川について環境基準項目、農薬、新しい水質指標、水生生物調査、微量化学物質等の

調査が行われている。新しい水質指標の章に、(a)人と河川の豊かなふれあいの確保、(b)豊かな生態

系の確保、(c)利用しやすい水質の確保、(d)下流域や滞留水域に影響の少ない水質の確保、の４項目

がそれぞれの指標を用いて評価されている。 

 

③河川水辺の国勢調査（国土交通省）6 

「魚介類調査」「底生動物調査」「植物調査」「鳥類調査」「両生類・爬虫類・哺乳類調査」「陸上昆

虫類等調査」「河川環境基図作成調査」「河川空間利用実態調査」が一級河川 98 水系、二級河川 6 水

系、ダム湖について実施されている。結果は、(a)種の多様性、(b)河川環境の多様性、(c)河川の自然

度・健全度、(d)絶滅危惧種等の確認状況、(e)分布に着目した在来種、(f)国外外来種の分布状況が図

表でまとめられている。 

 

④全国水生生物調査（環境省・国土交通省）7 

サワガニ、カワゲラ等、河川に生息する水生生物のうち、全国各地に広く分布し、分類が容易で、

水質に係る指標性が高い 29 種を指標生物とし、水質を４段階に分類している。調査は小中学校、

市民団体等が行い、調査地点数は 2004 地点（平成 29 年度）である。一級河川とその他の河川の水

質階級構成比の推移グラフもある。ただし、調査地点と調査地点数は毎年異なり、公共用水水質測

定の基準点とも一致していない。 

 

⑤緑の国勢調査（環境省）8 

植生、特定植物群、植物目録、動物分布、身近な生き物調査、鳥類分布、両生類・爬虫類分布、

昆虫類分布、表土改変状況、自然景観、優れた自然、自然度、湿地調査、沿岸調査、環境寄与度、

種の多様性、生態系多様性、遺伝的多様性等が調査されている。 

水生生物調査は、日本全体を網目（メッシュ）に分けて、メッシュ内で確認された日本産淡水魚

類 343 種、淡水産貝類 1236 種について、分布図と、県ごとに確認されたメッシュ数が 2002 年に報

告されている。指標生物は指定されておらず、水環境の評価が行われているわけではない。 

 

⑥海域における生物調査 

緑の国勢調査として実施した海域の魚類、水生生物についての全国調査は、1980 年代に行われた

調査のみで、それ以降は行われていない。海域での生物調査は、東京都、横浜市、大阪府、広島県

等で実施されているが、指標生物や評価方法は統一されていないため、各調査結果を比較すること

はできない。 

表４－２－１７に、日本で実施されている水環境実態調査の概要を、表４－２－１８に、日本の

我が国の水環境の実態は、基本的には同一地点・同一頻度・同一項目で、全国一律で調査され

ている。環境基本法において、河川水の水質基準として環境基準が設定され、環境基準項目を

中心として、要監視項目・農薬・生物等についての調査が国や自治体により実施されている。 

環境基準健康項目の基準値達成率は 99.1%（2015 年）とほとんどの地点で達成している。同

生活環境項目は、有機汚濁の代表的な水質指標である河川の BOD 又は湖沼及び海域の COD の

環境基準の達成率は、2016（平成 28）年度は、全体で 90.3%、河川 95.2%%、湖沼 56.7%%、海

域 79.8%であった。河川の BOD は経年的に改善が進んでいるが、湖沼の環境基準達成率は、経

年的に向上しているものの、依然として低くなっている。 



水環境実態調査項目の変遷を示した。 

 

表４－２－１７ 日本で実施されている水環境実態調査の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 調査主体 調査名称 目的 調査項目 調査地点 調査者 データ数等

1 環境省 公共用水域水質測定

水質汚濁防止法に規定に基づく、環境基準項目

の測定

水道水源法に基づくトリハロメタン生成能

①健康項目（カドミ、シアン等）２７項目

②生活環境項目（BOD、COD、ｐH等）９項目

③人の健康の保護に係る要監視項目２６項目

④水生生物保全に係る環境項目３項目、要監視

項目６項目

⑤トリハロメタン生成能

河川、湖沼、海域 5395

地点（H28)

地方自治体

国交省

毎年実施（平成10年度以降の報告が閲覧可）

環境基準達成状況・水質の推移(BOD,COD,全窒

素,全燐）・底層溶存酸素量濃度、トリハロメタン

生成能濃度と濃度推移、要監視項目指針値超

過状況・健康項目環境基準値超過地点一覧、

BOD/COD/全窒素/全燐水域毎データ

2 国交省 全国一級河川の水質現況

昭和42年に公害対策基本法、昭和43年に水質汚

濁防 止法が制定される中、昭和44年からは河川

浄化事業が開始され、昭和50年には ダム周辺

環境整備事業が開始された。また昭和55年には

河川環境管理基本計画 が策定され、河川環境

管理の基本的な考え方が確立されていった。本

調査では、全国一級河川の水質現況について調

査する。

①生活環境項目 ９項目

②健康項目 ２７項目

③要監視項目 ２６項目

④農薬項目 ２６２項目

⑤トリハロメタン生成能

⑥水生生物の保全 環境項目３ 要監視項目６

⑦新しい水質指標（豊かな生態系の確保など４

つの視点）

⑧水生生物調査（指標生物を使って水質を４段

階に分類）

⑨身近な水環境の全国一斉調査（COD)

⑩微量化学物質（ダイオキシン類、ベンゾ(a)ピレ

ン、内分泌かく乱化学物質６項目）

⑪水質事故

全国一級河川109水系

①～⑥,⑩,

⑪国交省

⑥⑦⑧小中

高校生、一

般市民も協

働調査

毎年実施（平成10年度以降の報告が閲覧可）

①生活環境項目満足度(BOD,CODは河川ごと

データ、図あり）、②健康項目基準超過地点数、

③要監視項目指針値超過地点数、④ゴルフ場

農薬指針値超過地点数、⑤トリハロメタン生成能

濃度、⑥全亜鉛環境基準超過割合推移、ノニル

フェノール・LASランク別割合、要監視項目指針

値超過地点数、⑦各ランク地点数、⑧水質分類

地点割合、地点ごとの結果図、⑨COD結果割

合、⑩ダイオキシン環境基準・要監視濃度超過

地点数、ベンゾ(a)ピレン検出地点数、内分泌かく

乱化学物質重点調査濃度超過地点数、⑪水質

事故件数推移、原因

3
環境省

国交省
全国水生生物調査

水生生物を指標として河川の水質を総合的に評

価するため、また、環境問題への関心を高めるた

め、環境省と国土交通省では、一般市民等の参

加を得て全国水生生物調査を実施している。

サワガニ、カワゲラ類等、河川に生息する水生

生物のうち、①全国各地に 広く分布し、②分類

が容易で、③水質に係る指標性が高い、 29種を

指標生物として調査。

2004地点（平成29年度）

小中学校、

市民団体等

54981人（平

成29年度）

昭和59年度から毎年実施されている。

水質階級Ⅰ（きれいな水）、Ⅱ（ややきれいな

水）、Ⅲ（きたない水）、Ⅳ（大変きたない水）分類

結果が地域別にまとめられている。一級河川、そ

の他の河川の水質階級構成比の推移グラフもあ

る。

4 国交省 河川水辺の国勢調査

河川水辺の国勢調査は、「魚介類調査」「底生動

物調査」「植物調査」等6項目の生物調査、河川

の瀬・淵や水際部の状況等を調査する「河川環

境基図作成調査」、河川空間の利用者などを調

査する「河川空間利用実態調査」の計8項目を調

査している。このうち生物調査は、全国109の一

級水系河川すべてについて、同一年度に同一の

調査項目を一斉に実施するのではなく、例えば

毎年各項目を全国109水系の1/5程度で実施し、

5ヵ年で各調査が一巡するようなローテーションで

実施している。

「魚介類調査」「底生動物調査」「植物調査」「鳥

類調査」「両生類・爬虫類・哺乳類調査」「陸上昆

虫類等調査」「河川環境基図作成調査」「河川空

間利用実態調査」

一級河川109水系のうち

一級河川９８水系、二級

河川６水系について調

査。

ダム湖についても調査し

ている。

国交省

平成2年から、①魚介類調査、②底生動物調査、

③植物調査、④鳥類調査、⑤両生類・爬虫 類・

哺乳類調査、⑥陸上昆虫類等調査 を5年（項目

によって10年）に一度実施。

1.種の多様性、2.河川環境の多様性、3.河川の自

然度・健全度、4.絶滅危惧種等の確認状況、5.分

布に着目した在来種、6.国外外来種の分布状況

が図表でまとめられている。各地点ごとのデータ

も検索できる。

5
環境省

生物多様

性センター

自然環境保全基礎調査

（緑の国勢調査）

陸域、陸水域、海域 の各々の領域について国土

全体の状況を調査している

植生、特定植物群、植物目録、動物分布、身近

な生き物調査、鳥類分布、両生類・爬虫類分

布、昆虫類分布、表土改変状況、自然景観、優

れた自然、自然度、湿地調査、沿岸調査、環境

寄与度、種の多様性、生態系多様性、遺伝的多

様性等

国土全体 環境省

昭和48年度から平成24年度まで合計7回調査さ

れている。調査内容は多岐にわたり、基本的に

は動植物の分布等の調査結果のみが公開され

ている。指標生物を用いた汚染度の評価などの

応用等は利用者に任せられている。

6 環境省 水環境総合情報サイト
全国や地域の水環境の状況について、地理情報

システム（GIS）を用いて情報提供する。

①健康項目（27項目）

②生活環境項目（8項目）

③全窒素・全燐（2項目）

④トリハロメタ ン生成能（5項目）

⑤要監視項目（水生生物項目）（3項目）

⑥要監視項目(26項目)

⑦特殊項目（6項目）

全国約9000地点
環境省

国交省

資料No.1の公共用水域水質測定データをもと

に、S46(1971)以降の、健康項目、生活環境項

目、全窒素・全燐、トリハロメタ ン生成能、要監

視項目（水生生物項目）、要監視項目、特殊項目

のデータが収録され、地理情報システム(GIS)で

日本地図上に表示できる。各測定点のデータも

確認することができる。

H21（2009)以前は、国立環境研が環境GISとして

公開していたが、それらの内容のうち、水環境関

連が移行され、運用されている。

116



表４－２－１８ 日本の水環境実態調査項目の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省

水道水関連項目 農薬項目 全国水生生物調査 新しい水質指標 水辺の国勢調査 緑の国勢調査

水生生物の保全

健康項目

1971 S46

カドミウム、全シアン、 鉛、
六価クロム、砒素、総水銀、
アルキル水銀、有機リン

・河川：pH、BOD、 SS、DO、
大腸菌群

・海域：pH、COD、DO、
大腸菌群、n-ヘキサ

ン抽出物質
・湖沼：pH、COD、 SS、DO、

大腸菌群

1972 S47

1973 S48 第1回

1974 S49

1975 S50 PCB 追加

1976 S51

1977 S52

1978 S53 第2回

1979 S54

1980 S55

1981 S56

1982 S57 (湖沼)窒素、燐 追加

1983 S58 第3回

1984 S59
水生生物を指標
とした簡易水質調
査

1985 S60

1986 S61

1987 S62

1988 S63 第4回

1989 S64

1990 H2 21項目 水辺の国勢調査

1991 H3
30項目（9項目追
加）

1巡目*1*2

1992 H4 1巡目*1*2

1993 H5

ジクロロメタン、四塩化炭素、1 2-ジ
クロロエタン、1,1-ジクロロエチレ
ン、シス-1,2-ジクロロエチレン、
1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリク
ロロエタン、トリクロロエチレン、テト
ラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロ
ペン、チウラム、シマジン、チオベン
カルブ、ベンゼン、セレン 追加
有機リン 削除

(海域)窒素、燐 追加 クロロホルム、ｔ-1 2-ジクロロエチレ
ン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロ
ロベンゼン、イソキサチオン、ダイア
ジノン、フェニトロチオン（ＭＥＰ)、イ
ソプロチオラン、オキシン銅（有機
銅）、クロロタロニル（ＴＰＮ)、プロピ
ザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス（ＤＤＶ
Ｐ）、フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）、イプ
ロベンホス（ＩＢＰ）、クロルニトロフェ
ン（ＣＮＰ）、トルエン、キシレン、フタ
ル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、
モリブデン、アンチモン、硝酸性窒素
及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

1巡目*1*2

1994 H6
トリハロメタン生
成能

1巡目*1*2 第5回

1995 H7 1巡目*1*2
1996 H8 2巡目*1*2

1997 H9
35項目（5項目追
加） 2巡目*1*2

1998 H10 2巡目*1*2

1999 H11
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、
ふっ素、ほう素 追加

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、
ふっ素、ほう素 健康項目に移行 2巡目*1*2 第6回

2000 H12 2巡目*1*2

2001 H13
45項目（10項目
追加） 3巡目*1*2

2002 H14 3巡目*1*2

2003 H15

全亜鉛 クロロホルム、
フェノール、ホル
ムアルデヒド

3巡目*1*2

2004 H16

塩化ビニルモノマー、エピクロロヒド
リン、1,4-ジオキサン、全マンガン、
ウラン 追加

3巡目*1*2

2005 H17 3巡目*1*2 第7回

2006 H18

①人と河川の豊
かなふれあい
②豊かな生態系
③利用しやすい
水質
④下流域や滞留
水域に影響の少
ない水質の確保

4巡目*1*2

2007 H19 4巡目*1*2

2008 H20 4巡目*1*2

2009 H21 1,4-ジオキサン 追加 1,4-ジオキサン 健康項目に移行 4巡目*1*2

2010 H22
74項目（29項目
追加） 4巡目*1*2

2011 H23
5巡目*1,
4巡目*2

2012 H24
ノニルフェノール
追加

大幅追加 5巡目*1,
4巡目*2

第8回

2013 H25

LAS 追加 4-t-オクチルフェ
ノール、アニリン、
2,4-ジクロロフェ
ノール 追加

262項目

5巡目*1,
4巡目*2,

2014 H26
5巡目*1,
4巡目*2

2015 H27
5巡目*1,
4巡目*2

2016 H28
底質DO 追加 6巡目*1,

5巡目*2

2017 H29
6巡目*1,
5巡目*2

2018 H30
6巡目*1,
5巡目*2

①人と河川の豊かな
ふれあい
②豊かな生態系

③利用しやすい水質
④下流域や滞留水域
に影響の少ない水質
の確保
についてA～Dに分

類。

*1 魚介類、
 底生動物

*2植物、鳥類、
 両生類、

   爬虫 類、
   哺乳類、

陸上昆虫
  類等

陸域、陸水域、海域
の各々の領域につい
て国土全体の状況を

調査。 調査結果は
自然公園等の指定・
計画等の自然保護行
政、地域計画、環境
調査等に活用されて

いる。

生活環境項目

環境省・国交省 国交省

環境基準 要監視項目

人の健康の保護

人の健康の保護 水生生物の保全

水道原水水質保
全事業の実 施の
促進に関する法
律

ゴルフ場で使用さ
れる農薬による
水質汚濁の防止
に係る暫定指導
指針

水生生物を指標
として水質をⅠ～
Ⅳに分類。
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２）公共用水域の水質の現状 

水質環境基準項目は、カドミウム、全シアンなどの人の健康保護に関する項目（健康項目）と、

有機汚濁の代表的指標である生物化学的酸素要求量（BOD）又は化学的酸素要求量（COD）などの

生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）に大別される。 

我が国における近年の水質汚染状況は、総体的には改善傾向にあり、特に健康項目については大

幅な改善がみられる。なお、BOD、COD については改善傾向はみられるものの、湖沼や内湾等の

閉鎖性水域や都市部を流れる中小河川においては、一部問題が残されている。 

 

①健康項目 

健康項目は、公共用水域の水質測定が開始された 1971 年には 8 項目であったが、現在では 27 項

目になっている。 

①健康項目： 

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタ

ン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-

トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-

ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、１，４−ジオキサン 

 

図４－２－１から図４－２－３に、健康項目の環境基準値超過検体率の推移を示した。環境基準

値を超過した検体数は経年的に減少し、2015（平成 27）年度における環境基準の達成率は 99.1%と、

ほとんどの地点で達成している。環境基準を超過した測定地点数は 46 地点、超過した物質は、カ

ドミウム、鉛、砒素、1,2-ジクロロメタン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の 7 項

目であった。環境基準値超過の主な原因としては、自然由来が最も多く、その他休廃止鉱山廃水、

農業肥料や家畜排泄物が原因となっている。 

 

 

図４－２－１ 健康項目に関する環境基準超過検体率の推移(1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省公共用水域水質測定結果をもとに作成 
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図４－２－２ 健康項目に関する環境基準      図４－２－３ 健康項目に関する環境基準 

超過検体の推移(2)                          超過検体の推移(3) 

 

②生活環境項目 

生活環境項目は、河川、湖沼、海域に区分し、1971 年には pH、BOD、COD 等 7 項目であったが、

その後全窒素、全りん、全亜鉛等 6 項目が追加された。 

 

②生活環境項目： 

・河川：水素イン濃度（pH）、生物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質量（SS）、 

溶存酸素量（DO）、大腸菌群数、全亜鉛、ノニルフェノール、 

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 

・湖沼：水素イン濃度（pH）、化学的酸素要求量（COD）、浮遊物質量（SS）、溶存酸素量（DO）、 

大腸菌群数、全窒素、全りん、全亜鉛、ノニルフェノール、 

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、底層溶存酸素量 

・海域：水素イン濃度（pH）、化学的酸素要求量（COD）、溶存酸素量（DO）、大腸菌群数、 

    n-ヘキサン抽出物質、全窒素、全りん、全亜鉛、ノニルフェノール、 

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、底層溶存酸素量 

 

有機汚濁の代表的な水質指標である河川のBOD又は湖沼及び海域のCODの環境基準の達成率は、

2016（平成 28）年度は、全体で 90.3%、河川 95.2%、湖沼 56.7%%、海域 79.8%であった。 

湖沼の環境基準達成率は、経年的に向上しているが、依然として低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図４－２－４ 公共用水域の環境基準     図４－２－５ 河川における類型別水質の推移 

（BOD 又は COD）達成率の推移 4       （BOD 年間平均値）4
 

 

全窒素、全りんの環境基準達成率は、2016（平成 28）年度は、湖沼については 49.6%と依然とし

て低い水準で推移している。海域については 90.1%であった。 
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図４－２－６ 湖沼における全窒素及び全りんの環境基準達成率の推移 4
 

 

水生生物保全に係る環境基準として設定された、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸及びその塩についての、2016（平成 28 年）年度環境基準達成率は、全亜鉛が 98.3%

（河川 98.1%、湖沼 100.0%、海域 100.0%）、ノニルフェノールが 100.0%、直鎖アルキルベンゼン

スルホン酸及びその塩が 99.6%（河川 99.6%、湖沼 100.0%、海域 100.0%）であった。 

 

③要監視項目 

要監視項目は、公共用水域等における検出状況等からみて直ちに環境基準とはせず、引き続き知

見の集積に努めるべき物質として設定されたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人の健康にかかわる要監視項目の 2016（平成 28）年度における指針値超過は、アンチモン、エ

ピクロロヒドリンが河川、全マンガンが河川と湖沼、ウランが河川と海域で見られた。水生生物保

全に係る要監視項目については、指針値の超過は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③要監視項目（人の健康の保護）： 

クロロホルム、トランス-１，２-ジクロロエチレン、１，２-ジクロロプロパン、ｐ-ジクロロ

ベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン（ＭＥＰ）、イソプロチオラン、

オキシン銅（有機銅）、クロロタロニル（ＴＰＮ）、プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス（ＤＤ

ＶＰ）、フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）、イプロベンホス（ＩＢＰ）、クロルニトロフェン（ＣＮＰ）、

トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビ

ニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン 

 

③要監視項目（水生生物の保全）： 

クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジ

クロロフェノール 
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３）我が国における水生生物調査と水質調査の情報整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇調査目的と手法 

本調査は、我が国の水環境の実態を明確にすることを主眼に置き、生態系、すなわち水生生物の

情報を中心に整理し、その生息環境としての水質等の情報を重ねてとりまとめた。また、水環境の

実態の記述方法は、可能な限り GIS（地理情報システム）を利用して表示することとした。 

調査対象地点は、国土交通省全国一級河川の水質現況(2016 年)で水生生物調査が実施された地点

とした。環境省水環境総合情報サイト GIS マップに 2016 年 BOD（75%値）を表示させ、そのマッ

プ上に国土交通省全国一級河川の水質現況生物調査の結果である水質階級Ⅰ～Ⅳのデータ、及び国

土交通省河川水辺の国勢調査水生生物調査 BMWP 法合計スコア（５巡目）を重ね合わせ整理を実

施。 

以上の３つの情報が全て得られた調査地点について、水質測定データと生物調査結果を比較検証

を実施。 

水質測定結果は、対象地点の全測定物質データをダウンロードし、そのうち比較的検出率が高く

水質の比較に使うことができそうな項目として、①BOD（75%値）、②COD（75%値）、③SS、④大

腸菌群数、⑤全窒素、⑥全燐、⑦全亜鉛、⑧鉄(溶解性)、⑨全マンガン、⑩鉛、⑪銅、⑫ニッケル、

⑬ふっ素（平均値）、⑭ほう素（平均値）及び⑮砒素（平均値）を選択した。 

〇調査目的と手法（概要） 

本調査は、我が国の水環境の実態を明確にすることを主眼に置き、生態系、すなわち水生生物

の情報を中心に整理し、水生生物調査と水質調査の関連を調べるため、国土交通省が全国一級河

川で底生動物を用いて実施している生物学的水質環境評価（以下、BMWP 法）結果 5と、環境省

水環境総合情報サイト 9で公開されている水質測定データを、GIS マップ上での重ね合わせによ

り、それぞれの調査結果の比較検証を実施。比較は、関東地方、関西地方、中部地方について行

った。 

〇結果総括（概要） 

全国(90 地点)における水質調査結果と BMWP 法(生物学的水質環境評価)を軸に整理を実施

した結果、BMWP 法(生物学的水質環境評価)と水質調査結果は、一定の関連が認められた。 

なお、各地方別のトピックスを以下①②③に記載する。 

 

①関東地方の 37 か所で生物調査で自然度・多様性良好と評価された５地点における、水質環境

の指標の一つである BOD（75%値）は全て 1mg/L 以下で、生活環境の保全に関する環境基準

（河川）に当てはめると類型は AA であり、きれいな水であると判断された。 

一方、自然度・多様性が悪いと評価された５か所における、BOD（75%値）はすべて 1mg/L

を超えていた。 

②関西地方も同様に、自然度・多様性良好と評価された６か所における BOD（75%値）はすべ

て 1mg/L 以下であった。自然度・多様性が悪いと評価された 14 か所における BOD（75%値）

は、９か所が 1mg/L を超えており、残りの５か所も大腸菌群数が高く、全地点の類型は B 以

下であった。 

③中部地方も、関西地方と同様の結果であった。 

 

・1 回のみの試験であるが、全国一級河川環境基準点 28 か所にて、水生生物３種を用いた短期

慢性毒性試験が過去に実施されており、その結果 10と BMWP 法(生物学的水質環境評価)及び

及び水質調査項目の関連性について比較検証を実施。 

水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験が行われた 27 か所のうち、BMWP 法で自然度・多

様性良好と評価された４地点については、水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験の結果、最

大無影響濃度（NOEC）は全て 100%であり、毒性は認められなかった。 

一方、自然度・多様性が悪いと評価された 16 か所における水生生物３種を用いた短期慢性

毒性試験の結果は、NOEC100%（毒性なし）が 10か所、NOEC25%（毒性中）が２か所、NOEC>25%

（毒性大）が４地点となり、生物調査結果との関連は、本調査の範囲では確認されなかった。 

 

121



なお、本調査における水質測定値の情報整理手法は、水質測定値を項目間等での比較が容易とす

るために、値が最大で 10 付近になるように、表４－２－１９に示した係数（ファクター）設定し、

図４－２－７、図４－２－８の事例に示すように、レーダーチャート上にて水質評価項目を整理し

た。 

なお、レーダーチャートは水質が悪いほどグラフが外側に広がる。 

水質測定結果は、レーダーチャートと生活環境の保全に関する環境基準（河川）を用いて評価し

た。なお、この重ね合わせは、関東地方（東京湾）、関西地方（大阪湾）及び中部地方（伊勢湾）

について行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇河川水辺の国勢調査（国土交通省）BMWP 法（生物学的水質環境評価）概要 

BMWP 法とは、河川に生息する生物の種数や個体数、種組成等を用いて、総合的な水質環境

を評価する手法のひとつとして科レベル平均スコアを求める手法である。この調査で用いてい

るのは、イギリスにおいて生物学的水質評価法を標準化するために作られたワーキンググルー

プ（Biological Monitoring Working Party）が提唱した BMWP 法を日本向けに改良したものである。 

 

「科レベル平均スコア値」 

底生動物の各科（Family）に対して水質汚濁への耐忍性の弱いものから強いものへ順に 10

から 1 までのスコアを与え、出現したすべての科のスコアの合計値を科数で割ったもの。 

ASPT=ΣSi／ｎ 

Si：i 番目の科（Family）のスコア 

ｎ：出現した科（Family）の総数 

 

「合計スコア値」 

底生動物の各科（Family）に与えられたスコア値の合計値。 

  平均スコア値は 1～10 の値をとり、10 に近いほど汚濁の度合いが少なく自然状態に近  

いなど人為影響も少ない河川環境であり、1 に近いほど汚濁の程度が大きく、周辺開発が進

むなど人為影響が大きい河川環境であることを示している。 

平均スコア値が河川の水質を示すよい指標になるのに対し、合計スコア値は河川の自然度

や多様性を示すよい指標となる。 

・合計スコア高い（150 以上） 自然度・多様性良好 

・合計スコア平均（76~149）  自然度・多様性中   

・合計スコア低い（75 以下）  自然度・多様性悪い 
 

これら、BOD の高い地域（水質環境の悪い地点）では平均スコア値が低く、BOD の低い地域

（水質環境の良好な地点）では平均スコア値が高い傾向がみられ、平均スコア値が水質環境の

状況をよく反映していることが確認されている。 

〇全国水生生物調査（環境省・国土交通省）概要 

サワガニ、カワゲラ等、河川に生息する水生生物のうち、全国各地に広く分布し、分類が容

易 

で、水質に係る指標性が高い 29 種を指標生物とし、水質を４段階に分類している。 

・水質階級Ⅰ（きれいな水） 

・水質階級Ⅱ（ややきれいな水） 

・水質階級Ⅲ（きたない水） 

・水質階級Ⅳ（大変きたない水） 
 

122



 

 

 

 

 

 

 

表４－２－１９ レーダーチャートによる水質評価項目 

項目 Factor 項目 Factor 

BOD（75%値） 

COD（75%値） 

SS 

大腸菌群数 

全窒素 

全燐 

全亜鉛 

鉄(溶解性)  

5 

2 

1 

0.001 

2 

20 

500 

50 

全マンガン 

鉛 

銅 

ニッケル 

ふっ素（平均値） 

ほう素（平均値） 

砒素（平均値） 

－ 

100 

1000 

1000 

1000 

50 

100 

1000 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２－７ きたない水質の例     図４－２－８ きれいな水質の例 

（レーダーチャート）                （レーダーチャート） 

 

表４－２－２０ 生活環境の保全に関する環境基準（河川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇本調査における水質測定値の情報整理手法 

本調査においては、水質測定値を項目間等での比較が容易とするために、値が最大で 10 付

近になるように、表４－２－１９に示した係数（ファクター）設定し、図４－２－７、図４

－２－８の事例に示すように、レーダーチャート上にて水質評価項目を整理した。 

なお、レーダーチャートは水質が悪いほどグラフが外側に広がるように記載している。 
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①関東地方の結果 

関東地方の地点番号を、表４－２－２

１記載の整理を行い BMWP 法(生物学的

水質環境評価)を軸に整理を実施。 

・結果として、BMWP 合計スコアが高い

（自然度・多様性良好）地点は５か所で

あり、それらの地点における BOD（75%

値）は 1mg/L 以下であった。また、BOD

についての環境基準に当てはめると類

型 AA できれいな水であると判断される。 

・BMWP 合計スコアが低い（自然度・多

様性悪い）地点は５か所であり、いずれ

の地点の BOD（75%値）も 1mg/L を超え

ていた。また、大腸菌群なども高く、環

境基準に当てはめると類型はB以下であ

り、きれいな水ではないと判断される。 

総論として、全測定地点の BMWP 合計スコアと BOD 

を比較すると、BMWP 合計スコアが悪い地点は BOD が高く、 

BMWP 合計スコアが良好な地点は BOD が低いという一定の 

関連があることが認められた。 

 

表４－２－２１ 関東地方における地点番号の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２－２２ BMWP 合計スコアと BOD    表４－２－２３ BMWP 合計スコアと 

の関係（関東）                水域類型の関係（関東） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地点番号 地点名 地点番号 地点名 地点番号 地点名 地点番号 地点名

E01 1-1 山田川東橋下流 E11 3-9 利根川若草大橋 E21 4-4 高麗川戸口橋 E31 5-10 多摩川新二子橋

E02 1-3 里川機初橋下流 E12 3-11 渡良瀬川赤岩用水取水口 E22 5-1 多摩川調布橋 E32 5-11 多摩川とどろき水辺の楽校

E03 1-5 久慈川富岡橋付近 E13 3-12 渡良瀬川葉鹿橋 E23 5-2 多摩川拝島橋 E33 6-1 鶴見川亀の子橋

E04 2-1 那珂川新那珂橋付近 E14 3-13 渡良瀬川田中橋下流左岸 E24 5-3 多摩川永田橋 E34 7-1 相模川神川橋

E05 2-2 那珂川那珂川大橋下流 E15 3-14 神流川神流川橋 E25 5-4 多摩川高幡橋 E35 7-2 相模川馬入橋

E06 3-1 男鹿川坂本沢合流後 E16 3-15 碓氷川高松 E26 5-5 多摩川鶴巻橋 E36 8-1 中村川南部橋

E07 3-2 鬼怒川氏家大橋 E17 3-16 神流川本郷 E27 5-6 多摩川中央公園横 E37 8-2 富士川浅原橋

E08 3-3 鬼怒川川島橋 E18 3-17 神流川下戸塚 E28 5-7 多摩川大丸堰下 － －

E09 3-4 小貝川成田橋 E19 3-18 烏川岩倉橋 E29 5-8 多摩川多摩川原橋 － －

E10 3-5 利根川小見川大橋 E20 4-2 都畿川東松山橋 E30 5-9 多摩川多摩水道橋 － －

↑水質
悪い D

C E33

B

A
E01, E02, E09, E14,

E16, E19, E29, E30
E10, E11, E31, E32

↓水質
良い

AA
E04, E12, E13, E20,

E21

E03, E05, E06, E07,

E08, E15, E17, E18,

E22, E23, E24, E25,

E26, E27, E28, E34,

E35, E36, E37

高 中 低

←水質良い 水質悪い→

BOD

BMWP合計スコア

↑水質
悪い D

C E20, E21

E01, E02, E07, E08,

E09, E16, E19, E28,

E29, E30, E36, E37

E31, E32, E33

B E04, E12, E13

E03, E05, E14, E15,

E17, E18, E23, E24,

E25, E26, E34, E35

E10, E11

A E06, E22, E27

↓水質
良い

AA

高 中 低

←水質良い 水質悪い→

水域
類型

BMWP合計スコア
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〇BMWP 合計スコアが高い（自然度・多様性良好）地点の水質測定結果（関東） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２－９  BMWP 合計スコアが高い（自然度・多様性良好）地点の水質測定結果 

 

 

〇BMWP 合計スコアが低い（自然度・多様性悪い）地点の水質測定結果（関東） 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２－１０  BMWP 合計スコアが低い（自然度・多様性悪い）地点の水質測定結果 

 

 

〇BMWP 合計スコアが平均地点の水質測定結果（関東） 
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図４－２－１１ BMWP 合計スコアが平均地点の水質測定結果 
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②関西地方の結果 

関西地方の地点番号を、表４－２－２４

記載の整理を行い BMWP 法(生物学的水質

環境評価)を軸に整理を実施。 

・結果として、BMWP 合計スコアが高い（自

然度・多様性良好）地点は６か所であり、

それらの地点における BOD（75%値）は

1mg/L 以下であった。また、BOD について

の環境基準に当てはめると類型 AA できれ

いな水であると判断される。 

・BMWP 合計スコアが低い（自然度・多様

性悪い）地点は 14 か所であった。うち９か

所では BOD（75%値）は 1mg/L を超えてい

た。残りの５か所は、BOD（75%値）は 1mg/L

以下であったが、大腸菌群などが高く、環

境基準に当てはめると類型は B以下であり、

きれいな水ではないと判断される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２－２４ 関西地方における地点番号の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２－２５ BMWP 合計スコアと BOD  表４－２－２６ BMWP 合計スコアと 

の関係（関西）               水域類型の関係（関西） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地点番号 地点名 地点番号 地点名 地点番号 地点名

W01 1-6 九頭竜川天池河川公園前 W11 3-13 桂川西大橋 W21 5-1 大和川御幸大橋

W02 2-1 北川三宅橋 W12 3-15 桂川宮前橋 W22 5-2 大和川藤井

W03 2-3 北川高塚橋 W13 3-16 淀川楠葉砂州 W23 5-3 大和川河内橋

W04 3-5 大石川高橋下流 W14 3-17 淀川鳥飼大橋 W24 5-4 大和川浅香

W05 3-6 木津川恭仁大橋 W15 3-18 淀川城北 W25 6-1 円山川府市場

W06 3-7 木津川玉水橋 W16 3-21 淀川伝法大橋 W26 7-1 加古川加古川大堰下流

W07 3-8 木津川御幸橋 W17 3-24 猪名川こんにゃく橋 W27 8-4 揖保川新香橋

W08 3-10 宇治川隠元橋 W18 3-25 猪名川 ドラゴンランド W28 8-6 揖保川龍野新大橋

W09 3-11 宇治川宇治川御幸橋 W19 3-27 猪名川桑津橋 W29 9-2 紀伊丹生川丹生橋

W10 3-12 桂川渡月橋 W20 4-2 上林川有安橋 － －

↑水質
悪い D W21

C W22

B W24

A
W08, W09, W13, W16,
W23, W26

↓水質
良い

AA
W03, W04, W10, W11,
W20, W25

W01, W02, W05, W06,
W17, W18, W27, W28,
W29

W07, W12, W14, W15,
W19

高 中 低

←水質良い 水質悪い→

BOD

BMWP合計スコア

↑水質
悪い D W21

C W11, W20 W18
W07, W12, W13,

W14,W22

B W03, W04, W10, W25
W01, W02, W05, W06,
W17, W27, W28, W29

W08, W09, W15, W19,
W24, W26

A W16, W23

↓水質
良い

AA

高 中 低

←水質良い 水質悪い→

水域
類型

BMWP合計スコア
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〇BMWP 合計スコアが高い（自然度・多様性良好）地点の水質測定結果（関西） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２－１２  BMWP 合計スコアが高い（自然度・多様性良好）地点の水質測定結果 

 

 

 

〇BMWP 合計スコアが低い（自然度・多様性悪い）地点の水質測定結果（関西） 
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図４－２－１３  BMWP 合計スコアが低い（自然度・多様性悪い）地点の水質測定結果 

 

 

 

〇BMWP 合計スコアが平均地点の水質測定結果（関西） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２－１４  BMWP 合計スコアが平均地点の水質測定結果 
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③中部地方の結果 

中部地方の地点番号を、表４－２－２

７記載の整理を行い BMWP 法(生物学的

水質環境評価)を軸に整理を実施。 

 

・結果として、BMWP 合計スコアが高い

（自然度・多様性良好）地点は６か所で

あり、それらの地点における BOD（75%

値）は 1mg/L 以下であった。また、BOD

についての環境基準に当てはめると類型

AA できれいな水であると判断される。 

・BMWP 合計スコアが低い（自然度・多

様性悪い）地点は４か所であった。うち

２か所の BOD（75%値）は 2mg/L を超え

ており、BOD についての環境基準に当て

はめると類型 B であった。残りの２か所

は、BOD（75%値）は 1mg/L 以下であっ

たが、大腸菌群などが高く、環境基準に

当てはめると類型は A 又は B であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２－２７ 中部地方における地点番号の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４－２－２８ BMWP 合計スコアと BOD  表４－２－２９ BMWP 合計スコアと 

の関係（中部）               水域類型の関係（中部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地点番号 地点名 地点番号 地点名 地点番号 地点名

C01 6-5 豊川江島橋 C11 9-5 長良川藍川橋 C21 11-1 雲出川雲出川ラブリバー公園

C02 6-8 豊川吉田大橋 C12 9-8 揖斐川岡島橋 C22 11-3 雲出川小野江頭首工

C03 7-1 矢作川明治頭首工 C13 9-10 揖斐川鷺田橋 C23 12-2 櫛田川櫛田橋

C04 7-2 矢作川岩津天神橋 C14 9-11 牧田川 広瀬橋 C24 13-1 宮川度会橋

C05 7-3 矢作川藤井 C15 10-1 鈴鹿川塩浜 － －

C06 8-1 庄内川みずとぴぁ C16 10-2 鈴鹿川庄野橋 － －

C07 8-2 矢田川子供の水辺（北） C17 10-3 鈴鹿川亀山橋 － －

C08 8-3 矢田川矢田川橋緑地 C18 10-4 鈴鹿川山下橋 － －

C09 9-2 木曽川犬山頭首工 C19 10-5 内部川河原田橋 － －

C10 9-4 木曽川東海北陸自動車道南派川橋 C20 10-7 安楽川和泉橋 － －

↑水質
悪い D C08

C C07

B C06

A C09

↓水質
良い

AA
C01, C04, C12, C14,
C22, C24

C02, C03, C11, C13,
C15, C16, C17, C18,
C19, C20, C21, C23

C05, C10

高 中 低

←水質良い 水質悪い→

BOD

BMWP合計スコア

↑水質
悪い D C08

C C01, C14, C22 C02, C13, C17 C07

B C04
C03, C09, C11, C15,
C16, C19, C20, C21

C05, C06

A C12, C24 C18, C23 C10

↓水質
良い

AA

高 中 低

←水質良い 水質悪い→

BMWP合計スコア

水域類
型
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〇BMWP 合計スコアが高い（自然度・多様性良好）地点の水質測定結果（中部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２－１５  BMWP 合計スコアが高い（自然度・多様性良好）地点の水質測定結果 

 

 

〇BMWP 合計スコアが低い（自然度・多様性悪い）地点の水質測定結果（中部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－２－１６  BMWP 合計スコアが低い（自然度・多様性悪い）地点の水質測定結果 

 

 

 

〇BMWP 合計スコアが平均地点の水質測定結果（中部） 
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図４－２－１７ BMWP 合計スコアが平均地点の水質測定結果 

④水生生物調査と水質調査の各地点情報のまとめ

全地点（90 地点）について、BMWP 法(生物学的水質環境評価)を軸に整理を実施し、表４－２

－３０、表４－２－３１にデータを整理。 

・結果として、BMWP 合計スコアが高い（自然度・多様性良好）地点は 17 か所であり、それら

の地点における BOD（75%値）は 1mg/L 以下であった。また、BOD についての環境基準に当て

はめると類型 AA できれいな水であると判断される。

・一方、BMWP 合計スコアが低い（自然度・多様性悪い）地点は 23 カ所であった。その内 16 か

所では、BOD（75%値）は 1mg/L を超えていた。

その他の７か所については BOD（75%値）が 1mg/L 以下であったが、BOD 以外の水質環境指

標である大腸菌群等の値が高く、環境基準に当てはめると、類型は B 以下が６か所、A が 1 か所

であった。 

以上より、水生生物調査と水質調査結果は、一定の関連性が認められた。 

表４－２－３０ BMWP 合計スコアと BOD  表４－２－３１ BMWP 合計スコアと 

の関係（全地点）   水域類型の関係（全地点） 

 

 
↑水質
悪い D C08 W21

C E33, W22, C07

B W24, C06

A
E01, E02, E09, E14,
E16, E19, E29, E30,
C09

E10, E11, E31, E32,
W08, W09, W13, W16,
W23, W26

↓水質
良い

AA

E04, E12, E13, E20,
E21, W03, W04, W10,
W11, W20, W25, C01,
C04, C12, C14, C22,
C24

E03, E05, E06, E07,
E08, E15, E17, E18,
E22, E23, E24, E25,
E26, E27, E28, E34,
E35, E36, E37, W01,
W02, W05, W06, W17,
W18, W27, W28, W29,
C02, C03, C11, C13,
C15, C16, C17, C18,
C19, C20, C21, C23

W07, W12, W14, W15,
W19, C05, C10

高 中 低

←水質良い 水質悪い→

BOD

BMWP合計スコア

↑水質
悪い D C08 W21

C
E20, E21, W11, W20,
C01, C14, C22

E01, E02, E07, E08,
E09, E16, E19, E28,
E29, E30, E36, E37,
W18, C02, C13, C17

E31, E32, E33, W07,
W12, W13, W14,W22,
C07

B
E04, E12, E13, W03,
W04, W10, W25, C04

E03, E05, E14, E15,
E17, E18, E23, E24,
E25, E26, E34, E35,
W01, W02, W05, W06,
W17, W27, W28, W29,
C03, C09, C11, C15,
C16, C19, C20, C21

E10, E11, W08, W09,
W15, W19, W24, W26,
C05, C06

A C12, C24
E06, E22, E27, C18,
C23

W16, W23, C10

↓水質
良い

AA

高 中 低

←水質良い 水質悪い→

水域類
型

BMWP合計スコア

C17 
C19 C20 

C21 
C23 

C18 



⑤水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験と水生生物調査及び水質調査の情報整理

全国一級河川環境基準点 27 か所

にて、水生生物３種を用いた短期慢

性毒性試験が過去に実施されていた

ことより、その結果 10と、BMWP 法

(生物学的水質環境評価)及び水質調

査項目の関連性について比較検証を

実施した。 

・水生生物３種を用いた短期慢性毒

性試験が行われた 27 か所のうち、

BMWP 合計スコアが高い（自然度・

多様性良好）地点は４か所あり、そ

れらの地点の BOD（75%値）は３か

所が 2mg/L 以下であり、環境基準に

当てはめると類型 A、残り１か所は

類型 C であった。また、これら４か

所の水生生物３種を用いた短期慢性

毒性試験は最大無影響濃度（NOEC）

が 100%であり、毒性は認められな

かった。すなわち、BMWP 合計スコ

アが高い（自然度・多様性良好）地

点は水生生物３種を用いた短期慢性

毒性試験結果共に、毒性が認められ

なかった。

表４－２－３２ 水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験の実施か所 10
 

・水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験が行われた 27 か所のうち、BMWP 合計スコアが低い（自

然度・多様性悪い）地点は 16 か所であった。そのうち３か所の BOD（75%値）は 1mg/L 以下であ

り、環境基準に当てはめると類型 AA、その他の５か所の BOD（75%値）は 2mg/L 以下であり、環

境基準に当てはめると類型 A であった。しかし、それらの地点は大腸菌群等の値が高く、環境基準

に当てはめると類型は B 以下であった。残りの８地点についても類型は B 以下であり、16 か所は

きれいな水ではないと判断されていた。 

これら BMWP 合計スコア及び水質調査結果から、きれいな水ではないと判断された地点におけ

る水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験の結果は、NOEC が 100%で毒性が認められなかった地

点が 10 か所、NOEC が 25%で毒性が確認された地点が２か所、NOEC が 25%以下で毒性が大きか

った地点が４か所であった。すなわち生物調査及び水質調査による結果と水生生物３種を用いた短

期慢性毒性試験結果の関連は、本調査の範囲では認められなかった。 

地点番号 地点名 地点番号 地点名 地点番号 地点名

① 石狩川石狩大橋 ⑪ 多摩川田園調布堰 ㉑ 那賀川那賀川橋

② 茨戸川樽川合流地点 ⑫ 庄内川枇杷島橋 ㉒ 吉野川高瀬橋

③ 北上川狐禅寺 ⑬ 木曽川濃尾大橋 ㉓ 土器川丸亀橋

④ 吉田川鹿島台 ⑭ 矢作川米津橋 ㉔ 重信川出合橋

⑤ 阿武隈川黒岩 ⑮ 野洲川服部大橋 ㉕ 遠賀川日の出橋

⑥ 広瀬川三橋 ⑯ 桂川宮前橋 ㉖ 筑後川瀬の下

⑦ 利根川栗橋 ⑰ 淀川枚方大橋 ㉗ 緑川上杉堰

⑧ 利根川水郷大橋 ⑱ 猪名川利倉 － －

⑨ 綾瀬川内匠橋 ⑲ 太田川玖村 － －

⑩ 荒川笹目橋 ⑳ 芦田川山手橋 － －
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・なお、今回検証した、水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験は１回だけの結果であり、必ずし

もその地点の水質を代表しているとは言えない。また、水生生物３種だけを用いた毒性試験であり、

その結果が必ずしもその地域の生態系と関連があるわけではなく、水生生物３種を用いた短期慢性

毒性試験は実際の生態系に対して過大保護や過小保護になることがあるとの報告もされており、今

回の調査結果だけでは水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験の有効性は評価できなかった。

表４－２－３３ BMWP 合計スコアと 表４－２－３４ BMWP 合計スコアと 

BOD の関係  水域類型の関係 

 

 

 

表４－２－３５ BMWP 合計スコアと水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験の関係 

↑水質
悪い D ⑱

C ㉓ ②⑨⑩

B ⑧⑫⑳㉔

A ③④⑥ ⑯⑰ ⑦⑪⑰㉖㉗

↓水質
良い

AA ⑤⑭⑲㉑㉒ ①⑬⑮

高 中 低

←水質良い 水質悪い→

BMWP合計スコア

BOD

↑水質
悪い D ⑨⑱

C ④⑥㉓ ⑯㉕
②⑦⑩⑪⑫
⑮⑰⑳㉔㉖
㉗

B ③ ⑤⑭⑲㉒ ①⑧⑬

A ㉑

↓水質
良い

AA

高 中 低

←水質良い 水質悪い→

水域
類型

BMWP合計スコア

↑水質
悪い 低

⑧⑪⑫⑬⑮
⑰⑳㉔

⑦⑱ ①②③⑩

中 ⑤⑭⑲㉑ ⑯㉒ ㉕

↓水質
良い

高 ③④⑥㉔

100 25 <25

←毒性小 毒性大→

BMWP
合計ス

コア

WET NOEC
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〇BMWP 合計スコアが高い（自然度・多様性良好）地点の水質測定結果（27 か所のうち） 

・水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験：毒性小（NOEC 100%）

図４－２－１８ BMWP 合計スコアが高い－WET 毒性小（NOEC100%） 

・水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験：毒性中（NOEC 25%）

該当なし

・水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験：毒性大（NOEC ≦25%）

該当なし

〇BMWP 合計スコアが低い（自然度・多様性悪い）地点の水質測定結果（27 カ所のうち） 

・水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験：毒性小（NOEC 100%）

図４－２－１９ BMWP 合計スコア低い－WET 毒性小（NOEC100%） 

㉖ ㉗ 

⑮ ⑰ ⑳ ㉔ 

⑬ ⑫ ⑪ ⑧ 

③ ④ ⑥ ㉓ 
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・水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験：毒性中（NOEC 25%）

図４－２－２０ BMWP 合計スコア低い－WET 毒性中（NOEC25%） 

・水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験：毒性大（NOEC ≦25%）

図４－２－２１  BMWP 合計スコア低い－WET 毒性大（NOEC≦25%） 

〇BMWP 合計スコアが平均地点の水質測定結果（27 か所のうち） 

・水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験：毒性小（NOEC 100%）

図４－２－２２ BMWP 合計スコア平均－WET 毒性小（NOEC100%） 

・水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験：毒性中（NOEC 25%）

図４－２－２３ BMWP 合計スコア平均－WET 毒性中（NOEC25%） 

・水生生物３種を用いた短期慢性毒性試験：毒性大（NOEC ≦25%）

図４－２－２４ BMWP 合計スコア平均－WET 毒性大（NOEC≦25%） 

⑦ ⑱ 

㉕ 

⑯ ㉒ 

⑤ ⑭ 
⑲ 

㉑ 

① ② ⑨ ⑩ 
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我が国における生物応答試験を用いた排水評価手法の活用事例（３）

本調査では、生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）をキーワードに「排

水」に関する事例を中心に、我が国の行政及びユーザーの取組み実態について、情報開示及びリス

クコミュニケーション等の事例を収集・調査した。また、CSR 等に関するユーザーの自主的取組の

実態についても収集・調査した。

以下の文章において、CSR 報告書等と書かれているものは、CSR 報告書、環境報告書、サステイ

ナビリティ報告書を含む。

１）我が国の地方自治体における取組事例について

地方自治体における生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）関連の取組

について実態を調査し、住民等との双方向性を持つコミュニケーション事例についても調査した。 

〇調査手法 

行政の取組について、地方自治体における本手法への取り組み事例を入手し、①情報開示を含む

コミュニケーション手法（ゼロリスク論等含む）、②広報事例、③ユーザー（事業者）の意見反映

実態、④規制インパクト分析の有無について実態を調査し、整理・分類するとともに、その特徴に

ついて解析を行った。

なお、（国研）国立環境研究所において実施されている、「地方環境研究所等との共同研究：WET

手法を用いた水環境調査のケーススタディ」（http://www.nies.go.jp/kenkyu/chikanken/kadai/h30.html）

〇結果総括（概要） 

・生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）を研究レベルではなく、住民

とのリスクコミュニケーションに活用している自治体は滋賀県などわずかであった。また、本

手法を排水の管理または評価手法として実施している事例は確認されず、行政の規制等に関わ

る活動事例も確認されなかった。

・ユーザーにおける活用事例を企業の CSR 報告書等から収集した。定期的かつ継続して本手法

を実施している企業は 14 社中４社で確認された（このうち３社は製薬メーカー）。また、本手

法について記載している企業は減少傾向にあることがうかがえた。さらに、本手法に関する記

載は他の環境項目に比べて非常に少ないことが確認された（最大で６%）。さらに、水リスク

の観点よりも生物多様性の項目に記載されている事例が多いことが確認された。

・CSR 報告書等に生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）を記載してい

るユーザーに対し、ヒアリングを行った。実施のきっかけはそれぞれであるが、法令遵守＋α

の部分に本手法を用い、自社の排水の生態影響を「確認」するために用いている。また、全体

的に試験費用が高額である点を課題としていた。

・本調査の範囲では、本手法を実施した際に仮に影響ありとの結果が出た場合であっても、すぐ

に対応するわけではなく、継続的に問題がある場合に対応を検討するとしていた。

・生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）を住民とのコミュニケーショ

ンに積極的に活用している企業はなかった（説明が難しい等が理由）。

・少なくとも全業種・業態での一律の規制化や強制化には反対であり、賛成とする１社も内部へ

の説明のしやすさからの賛成であった。

・ヒアリングした４社は一度確認して問題がなければ、製造ライン等で変更がない限り WET 試

験は１回で終了としている。

・海外の売り上げ割合が非常に高い企業の場合、生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる

WET 手法など）を「共通言語」として海外ステークホルダーへの説明に活用する例があった。 
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に参加している地方自治体（17 機関）に名古屋市環境科学調査センターを加えた 18 機関を調査対

象とし、各自治体等の HP から情報を収集・整理し、情報開示やコミュニケーションのレベルにつ

いて分類した。 

具体的な調査方法は、以下のとおりである。 

＜HP の検索方法＞ 

１．各地方自治体の HP トップにアクセスする。 

２．HP 内の検索窓（サイト内検索）に「WET」の検索語として入力し結果を得る。 

３．結果が得られた場合は、その概要を読み Whole Effluent Toxicity の意味で用いられている 

結果のページにアクセスして確認する。検索結果の記述と URL をコピーしリスト化する。 

４．サイト内検索に「WET」を入力しても Whole Effluent Toxicity の意味の結果が得られない場合、

「“生物応答”」を検索語として入力し結果を確認する。 

新たな排水管理・評価手法に関係する場合は、３．と同様の処理を行う。 

＜コミュニケーションレベルの分類＞ 

 HP の記載内容を調査し、その情報の開示方法や事業者や一般市民との双方向性など考慮し、自

治体のコミュニケーションレベルを以下のように分類した。 

・レベル１ 生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）に関する検索結果が

０件であった。 

・レベル２ 研究機関の年報などにケーススタディへの参加、もしくは協力の記載のみがある。

・レベル３ 研究機関の年報などにケーススタディへ等の研究結果、発表結果などが記載されてい

る。 

・レベル４ 地方自治体の HP や機関誌に生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手

法など）の記載説明がなされ、一般向けに発信している。 

・レベル５ 事業評価や各種の説明会、セミナーなどで生物応答試験を用いた排水評価手法（いわ

ゆる WET 手法など）が話題となっており、最低限の双方向性が見られる。 

・レベル６ 自治体の事業計画として記載があり、パブコメの実施等による自治体と住民との双方

向性が確立されている。 

＜調査対象＞ 

岩手県環境保健研究センター、宮城県保健環境センター、山形県環境科学研究センター、埼玉

県環境科学国際センター、千葉県環境研究センター、静岡県環境衛生科学研究所、さいたま市

健康科学研究センター、川崎市環境総合研究所、滋賀県琵琶湖環境科学研究センター、地方独

立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所、奈良県景観・環境総合センター、和歌山県環境

衛生研究センター、広島県立総合技術研究所保健環境センター、福岡県保健環境研究所、佐賀

県環境センター、熊本県保健環境科学研究所、大分県衛生環境研究センター、名古屋市環境科

学調査センター 
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〇調査結果 

 地方自治体の HP を検索して得られた WET、生物応答に関する取り組み事例は 88 件（ただし、

２件の検索なしを含む）だった。得られた事例について、コミュニケーションレベルにて分類し

た結果は以下のとおりである。 

・レベル１ 山形県、熊本県、大分県、さいたま市（情報を持っている年限のみ記載）

・レベル２ 静岡県、大阪府（講師派遣のみ記載）、和歌山県、広島県、福岡県、佐賀県、

（宮城県※） 

・レベル３ なし

・レベル４ 岩手県、千葉県、名古屋市

・レベル５ 埼玉県、川崎市、奈良県、（宮城県※）

・レベル６ 滋賀県

※宮城県は、「第 25 回村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場 生活環境影響調査評価委員会 議

事録」において、委員長から生態影響試験の国際的な標準試験の例として WET 試験の発言があり、

これを事例と取り上げているが、同じレベル５の事例に比べると内容に差があるため、本調査では

レベル２として分類した。

本調査で分類した地方自治体のコミュニケーションレベルについて、その分類例を「別添１３」

に示す。 

調査した自治体のコミュニケーションレベルを見ると、レベル２以下とレベル４以上に大きく分

類されているが、大きな違いはレベル４とレベル５以上に見られ、それは地方自治体とそのステー

クホルダーで双方向性コミュニケーションがなされているかである。本調査では、双方向性のコミ

ュニケーションの有無に重点を置き分類した。

生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）の活用に先進的で、双方向性の

コミュニケーションを有する自治体は、埼玉県、川崎市、奈良県、滋賀県であるが、滋賀県の関心

は他に比べて高く、本調査で抽出した URL の 20%以上が滋賀県の取組事例である。この理由とし

て琵琶湖の存在が挙げられ、各自治体に特有の事情によって本手法への関心度も異なると考えられ

る。

 滋賀県においては、生物応答を用いた化学物質の生態影響試験が「平成 24 年の滋賀県琵琶湖環

境科学研究センター報告書第 10 号」に「琵琶湖における新たな水質指標に関する研究」として報

告されている。ここでは難分解性溶存有機物の生物への影響評価が行われており、琵琶湖フルボ酸

を用いた試験が藻類、ニセネコゼミジンコ、ヒメダカ、グラミドモナスを用いて行われた。その結

果、影響はほぼ認められないとされている。 

上記の研究は、当該センターの第３期中期計画（2011 年～2013 年）として行われており、さら

に第 4 期中期計画（2014 年～2016 年）及び第５期中期計画（2017 年～2019 年）では、それぞれ「化

学物質の影響把握と総量リスク評価手法の検討（調査解析３）」及び「化学物質の影響把握と緊急

事故対応のための基盤構築（調査解析４）」として、本手法の技術確立と有効活用方法の検討が記

載されていた。 

上記の研究に基づいて平成 26 年から環境省の進める生物応答試験を用いた排水評価手法（いわ

ゆる WET 手法など）の技術を確立するための生態影響試験に関する研究が継続的に行われている。

試験方法の確立と琵琶湖の水を評価することに重点が置かれ、いわゆる事業所の排水管理やモニタ

リングについては研究の直接的な目的ではないようである。

埼玉県では、西武環境管理事務所において生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET

手法など）に関する理解を深めるために、「水環境に係る特別セミナー」が開催されており、双方

向のコミュニケーションが取られていると考えられる。企業が埼玉県の要請を受け、事例等を発表

したものであることが確認できた。なお、セミナー受講者は、埼玉県内の事業者と自治体関係者で

ある。埼玉県のこの他のコミュニケーション事例においては、研究発表や実施項目の年報への記載

以上のものは確認できなかった。 

 名古屋市では、名古屋市環境科学調査センターの HP にこれからの課題に関する調査として本手

法の記載がある。また、環境科学調査センターの広報誌にも生物応答試験を用いた排水評価手法（い
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わゆる WET 手法など）の記述があるとともに、名古屋市の環境白書にも記載がある。この中で、

特に環境白書においては工場、事業所排水を用いてとあるが、国立環境研究所や地方研究所との共

同研究との記載があり、独自で排水を調達し試験したかどうかは現時点で不明である。一方、平成

26 年度の調査研究発表会の中で一般向けに研究成果を公表しており、双方向性が認められる。また、

「水生生物を用いた排水試験方法」という一般向けと思われる資料があるがいつどこで使用された

か不明である。なお、名古屋市環境局の平成 30 年度事業計画では、環境科学調査センターにおい

て生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）の調査が継続されると明記され

ている。 

以上の調査の結果、コミュニケーションレベルの高い滋賀県においても、実際の WET 試験は研

究レベルでの実施であり、今回調査した範囲において、自治体が規制のために本手法を検討してい

る事例、または排水の管理・評価手法に生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法

など）を取り入れている自治体は、認められなかった。 

２）ユーザーの取り組み実態に関する調査

CSR 情報を掲載する我が国のユーザー（事業者）が、一般市民に向けてどのような取組みを行っ

ているか、理解を得るための情報開示を含む、コミュニケーション手法（ゼロリスク論等含む）に

ついて調査するとともに、広報事例についても情報を収集し、ユーザーにおける生物応答試験を用

いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）の取組事例を整理した。 

調査は、以下の①WEB による検索と、②直接 WET を実施している企業へのヒアリングによって

行った。 

①WEB による検索及び CSR 報告書等の記載内容の調査

WEB 調査により、生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）について取り

組んでいる以下の事業者を候補とし、各社 CSR 報告書等を確認するとともに WET について HP 等

で言及している内容を調査した。インターネット上の検索エンジン（Google）で “WET、排水管理、

水質、生物応答” を含むキーワードを用いて検索し、民間事業者から WET 等の実施について記載

しているページを抽出し、整理するとともに、各 CSR 報告書等を入手した。 

最初に生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）に関する記載の割合が各

報告書でどの程度の割合を占めるのか、記載の内容（位置づけ）とともに整理した。また、水に関

する項目や生物多様性に関する項目についての割合も調査解析した。調査結果を「別添１４」に示

す。 

生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）に関して最新の CSR 報告書等に

記載がある企業は 14 社中８社だった。最新の CSR 報告書等に記載の無かった６社については、過

去に実施・記載していた企業であり、このうち昨年度の報告書に本手法に関する記載が、最新のも

のになかった企業は２社確認された。このため、各企業の 2010 年度から 2018 年度までの CSR 報

告書等を調査し、いつ頃どの程度 WET に取り組んでいるのかを確認した。別添１４に示す表中の

１と表記のある年度が WET の記載のある CSR 報告書の発行年度である。 

記載年度が１～２年と少なく、同一の内容である６社は WET の実施は、１回だけであろうと推

定できる。近年、記載が継続的にある４社（そのうち１社は過去から記載がある）は、継続的に本

手法を実施していると考えられる。それ以外の企業については、事業内容が変化した１社を除き、

本手法の実施回数が１回だけかどうかは CSR 報告書等からは判断できなかった。 

また、本手法に関する記載割合は、報告書の環境部分に対する割合として、多くの場合１%前後

であるが、５%前後とやや重きを置いている企業も確認された。総じて、本手法に関する記載は全

体の中のわずかであり、他の環境項目に比べて少ないことが確認された。 

また、生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）がどの環境項目に記載さ

れているか調べたところ、水リスクの項目よりも生物多様性の項目に記載されている場合が多い。

その書きぶりとして、前者が「自主的に現状の規制以上のことをする」とし、後者が「生態系への

影響がほぼないことの確認」としている場合が多い。 

140



なお、本調査の範囲では、生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）を環

境目標と実績の項目に取り上げ、継続的な評価として記載しているのは１社のみであった。 

②ヒアリングによる聞き取り調査

環境報告書等への生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）に関する記載

割合が多い企業、本手法について関心の高い企業及び調査の結果特徴のある企業に対して本手法実

施の目的や適用状況などをヒアリングし、その実態を調査した。具体的には、業種等を考慮した 11

社に対して、本手法の取組事例のヒアリングを依頼した。依頼は各社の CSR に関する問い合せ窓

口から行った。 

その結果、８社から聞き取り調査可能との回答を受領、電話、訪問等によるヒアリング調査を行

った。以下に聞き取り調査の結果を整理した。 

＜本手法実施の目的＞ 

〇業種や自社の方針により、本手法に対する考え方や地域住民に対する対応等がやや異なるが、自

社の排水に責任を持つために法令遵守＋αとして実施しているという企業がほとんどであり、本

手法が自社の目的に合っていることが理由である。 

〇本調査の範囲では、自社の排水の生態影響を「確認」する手法として本手法を利用している。ま

た、公共用水域に対して影響を及ぼすとされる試験結果は見受けられないが、影響有りとの結果

が出た場合、すぐに対応するのではなく、継続的に問題がある場合に対応を検討するとしていた。 

＜本手法実施の契機＞ 

〇本手法を実施した経緯は個社様々だが、多くは自社の排水に影響がないか一度確認することであ

り、少数ではあるが法規制化されるための準備とした企業もあった。また、１社であるが CSR

に寄せられた第三者意見がきっかけになった企業もあった。 

＜本手法実施の利点・課題の把握等＞ 

〇本手法は、生物の影響は生物を指標とする方が現時点で最も有効である点、法規制以下の微量の

濃度、法規制にない物質に対し、個別に分析することは効率的でないとする点を挙げる企業が多

かった。 

〇本手法は排水そのものの変動、試験精度、試験期間の長さ、費用等の課題があるため、影響に対

してすぐに対応が必要な評価手法としては期待してないものの、継続的に長期的な影響を考えた

際に、本手法に用いている生物に影響のない排水であれば絶対とまでは言えなくとも、生態系に

も影響は出にくいという安心材料として活用している傾向がある。試験の課題を認識しつつ、そ

れに合わせた使い方をしている。 

○本手法の課題については、試験費用を自己負担している企業では「試験費用が高い」との意見が

多く、中には、生物調査との因果関係が不明確であるとする意見もうかがえた。

＜住民とのコミュニケーション＞ 

〇住民とのコミュニケーションに本手法を活用することは、時期尚早であるとし、その理由は説明

が難しく、混乱を引き起こす可能性があるとしている。 

＜生物多様性との関連＞ 

○CSR 報告書等に生物多様性保全として記載している企業の多くは、一般にわかりやすく説明する

ために適切な項目であったとの意見が多くあった。しかし、実際に生物多様性と関連付けること

ができるのかについては、賛否意見が分かれた。
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＜自主的取組としての有効性＞ 

○本手法は、技術的な課題や限界はあるが、世界的に見て確立された手法として認知されているた

め、海外においてステークホルダーに説明する際に共通言語として有効であると感じている会社

があった。

○CSR 評価、ESG 投資評価で本手法は評価されるが、水リスクや生態系保全において、本手法はそ

の中の一つでしかない。WET を外部評価に積極的に活用するかは企業の目的や業種によるため、

必ずしも「CSR に WET を」が良い選択とは限らない（他を伸ばすことが評価される企業もある）。 

○WET の規制は望まれておらず、仮に規制、強制する場合は一律ではなく業種等を考える必要が

あるとの意見が多数であり、特に、TRE/TIE までやるとなると非常に高額となることが予想され

るため、そこまで規制化してほしくはないとの意見が多い。

○定期的かつ継続して試験を実施していくとした企業は７社中３社で確認された（２社は製薬企

業、１社は試験費用が国の事業によるもの）。そのほかの企業は一度確認して問題が無ければそ

こで WET は終了している。
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10.水生生物 3 種を用いた全国一級河川の短期慢性毒性試験, 山本裕史ら, 土木学会論文集 G(環境),

68(2012)

142

http://www.env.go.jp/water/suiiki/
http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kankyo/kankyou/suisitu/index.html
http://mizukoku.nilim.go.jp/ksnkankyo/index.html
https://www.env.go.jp/press/105544.html
https://www.biodic.go.jp/kiso/fnd_f.html
https://water-pub.env.go.jp/water-pub/mizu-site/mizu/kousui/dataMap.asp


４.３ 日米における水環境の実態と排水管理の特徴 

我が国と米国における排水関連規制の枠組みを整理し、両国の水環境の実態と合わせてその特徴

を整理した。 

                                   

〇米国（概要） 

米国では、水域の水質基準を守れるように設定された排出許可限度値を遵守するために、事

業者が排水の管理を行う。州は水質基準、排出許可限度値を、水域ごと、排出施設ごとに個別

に定める。また、州は水域水質の化学的・物理的・生物的手法による調査項目・地点を、一律・

網羅的な手法ではなく、水質項目を全ての測定地点で一律に継続的に測定しているわけではな

く、測定地点、項目、頻度は、排水の状況と水域の状況、水の用途に応じて合理的に選定、課

題を把握している。 

・【水質基準】 水質浄化法の下で、EPA が汚染物質等に対する推奨クライテリアを策定。水質

基準は基本的に州が所管し、州は水域ごとに、用途とクライテリア（水質項目と濃度基準）

から水質基準を設定する。 

・【モニタリング】 EPA は、基本的な水質項目について全国的な水質調査と生物調査を行って

いる。州は州内の水質の状態を化学的・物理的・生物的にモニタリングしている。しかし、

州は、水質項目をすべての測定地点で一律に継続的に測定しているわけではなく、測定地点・

項目・頻度は、排水の状況や水域の状況、目的に応じて合理的に決定されている。 

・【排水規制】 排水は許可制で、事業者は施設ごとに、その産業カテゴリー別に定められた規

制物質及びその事業者が排出する可能性のある物質の排水分析データ等を提出、申請する。

排水許可は州により個別施設ごとに与えられる。州の許可執筆者は施設ごとに申請された情

報及び排出先の情報に基づき排水基準、排水の測定項目及び頻度を設定する。 

〇日本（概要） 

日本では全国的に定められた水質環境基準項目について、毎年、同一地点で行政がモニタリ

ング・評価を行い、排水者はその水質環境基準に基づき設定された、全国一律の排水基準を遵

守すべく、モニタリングを行っている。我が国の水環境の改善の様子と課題は、行政モニタリ

ングの結果により全国において常に明らかにされている。

・【環境基準】 環境基本法において、人健康保護・生活環境保全上で維持することが望ましい

河川水の水質基準として環境基準を設定している。 

・【モニタリング】環境基準項目を中心として、要監視項目、農薬、生物等についての調査が国

や自治体によって実施され、日本の水環境の実態は、基本的に同一地点・同一頻度・同一項

目で全国一律に把握されている。 

・【排水規制】 水質汚濁防止法によって、特定事業場は、全国一律の排水基準（環境基準のあ

る項目については環境基準の 10 倍を目安）を遵守するよう定められている。また、都道府県

による上乗せ基準、総量規制による規制も行われている。 
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 日米における排水管理の特徴 

米国における排水管理の特徴と国、州、事業者の役割を表４－３－１に、日本における排水管理

の特徴と国、地方自治体、事業者の役割を表４－３－２に示した。 

 

〇水質基準 

・米国では、水質浄化法の下で、EPA が汚染物質等（126 の優先毒性汚染物質を含む）に対する

推奨クライテリアを策定する。州は水域ごとに、用途（Public Water Supply, Aquatic Life Use 等)

とクライテリアから水質基準を設定する。このように、米国の水質基準は、州ごと、水域ごと、

用途ごとに異なり、全国一律ではない。 

 

・日本では、環境基本法によって、健康項目については全国一律の水質環境基準、生活環境項目

について河川では、利用目的によって６類型、水生生物の生息状況で４類型等に分類され、そ

れぞれに水質環境基準が設定されるなど、基本的に全国一律の水質環境基準が設定されている。 

 

〇排水規制 

・米国における排水規制は、EPA が水質浄化法（Clean Water Act）の下で産業カテゴリー（現在

59 の産業カテゴリー）に対して排水ガイドラインを定め、.産業カテゴリーごとに排水削減技

術に基づく排水基準(TBEL)を規定している。個別施設に対する排水規制は州が所管しており、

個別施設ごとに EPA が設定した排水ガイドライン及び事業者が提出した排水特性等に基づき、

排水により水質基準の未達成が生じないように排水基準を定める。 

規制対象物質は、産業カテゴリー及び個々の施設により異なる。伝統的汚染物質（BOD、TSS、

pH、オイル/グリース）は共通であるが、優先毒性汚染物質（126 種類の汚染物質）、その他非

伝統的/非毒性汚染物質や排水中に含まれるその他の毒性、有害物質も規制対象となりうる。以

上のように、米国においては、EPA が全国共通のクライテリアと排水ガイドラインを設定する

が、排水基準は、個々の事業者ごとに州が決めるため、事業者ごとに大きく異なる。 

 

・日本における排水規制は、水質汚濁防止法によって事業者が届出を行うが、排水基準は基本的

には全国一律である。ただし、水質汚濁が懸念される地域では、総量規制や都道府県による上

乗せ規制がある。このように、米国においては、行政が個々の企業の排水をきめ細かく管理す

ることに注力するのに対し、日本では、全国一律基準で排水を規制している。 

 

〇水質調査 

・米国における環境実態調査は、EPA が、基本的な水質項目について全国的な水質調査と生物調

査を行っている。州は州内の水質の状態を、化学的・物理的・生物的にモニタリングしている。

しかし、州は、水質項目をすべての測定地点で一律に継続的に測定しているわけではなく、測

定地点、項目、頻度は、排水の状況と水域の状況、目的に応じて合理的に決定されている。 

 

・日本では、全国的に定められた水質環境基準項目を、毎年、同一地点で行政がモニタリングし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表４－３－１ 米国における排水管理の特徴 

事項 国 州 事業者 

クライテリ
ア 

（水質項目
と濃度基
準） 

水質浄化法（CWA: Clean 

Water Act） 

126 の優先毒性汚染物質
を含む汚染物質に対する
推奨クライテリアを策定
（基準の科学的根拠とし
て） 

  

水質基準  水域ごとに、用途（Public 

Water Supply, Aquatic 

Life Use 等)とクライテリ
アから水質基準を設定 

 

排水規制 水質浄化法（CWA: Clean 

Water Act） 

59 の産業カテゴリーに対
して排水ガイドラインを
定め、産業カテゴリーご
とに排水削減技術に基づ
く排水基準(TBEL)を規
定。TBEL は下記に基づ
く。 

・利用可能な最善の技術
の採用(BPT: Best 

Practicable Control 

Technology Currently 

Available) 

・最善の汚染管理技術
(BCT: Best 

Conventional 

Pollutant Control 

Technology) 

・経済的に利用可能な最
善の処理技術の利用
(BAT: Best Available 

Technology 

Economically 

Achievable) 

・新規排水設備からの排
水基準(NSPS: New 

Source Performance 

Standards) 

水質浄化法（CWA: Clean 

Water Act） 

個別施設に対する排水規
制は州が所管しており、
個別施設ごとに EPA が
設定した排水ガイドライ
ン及び事業者が提出した
排水特性等に基づき、排
水により水質基準の未達
成が生じないように排水
基準を定める。排水基準
には下記がある。 

1. TBEL 

2.TBEL の採用では水質
基準が達成できない場合
は水質に基づく排水基準
（WQBEL）を採用 

排水基準及び排水のモニ
タリング報告等の許可条
件を規定した排水許可証
を発行し、排出を許可す
る。 

- 

対象施設 公共水域に排水を排出す
る点発生源。産業施設、
公共下水処理場等 40万を
超える施設 

  

排水許可 

申請 

  申請書の主要な記載事項 

・施設の所在地 

・管理責任者 

・施設の SIC 番号 

・運転条件 

・既存の環境許可 

・地図 

・事業の性質 

・排水口の位置 
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・排水量・汚染物質発生
源・排水処理技術 

・排出する汚染物質の種
類と分析値 

・排出される可能性のあ
る汚染物質 

規制対象 

物質 

産業カテゴリーごとに
TBEL の対象が異なる 

 

産業カテゴリー及び個々
の施設により異なる。 

・伝統的汚染物質（BOD、
TSS、pH、オイ 

ル/グリース） 

・優先毒性汚染物質（126

種類の汚染物質） 

・その他、非伝統的/非毒
性汚染物質や排水中に
含まれるその他の毒
性、有害物質も規制対
象となりうる 

 

排水の測定   ・分析項目：排水基準項  

 目 

・分析頻度：分析項目及
び個々の施設により異
なる。 

上乗せ規制  日間最大排出量規制
（Total Maximum Daily  

Load Program） 

（水質基準未達成の水域
汚染物質の総量規制制
度） 

 

補足事項   ・環境影響低減のための
施設運用に際する留意
事項 

(Best Management 

Practice) 

・事故時の報告 

許可証有効
期限 

  ５年 

違反時の 

対応 

 違反通知、行政命令（設
備、運営の改善勧告）、
業務停止命令、罰金刑（最
高 2500 万ドル）、懲役刑 

 

モニタ 

リング 

（河川） 

National Rivers and 

Streams Assessment 

（EPA) 

National Water Quality 

Inventry Report to 

Congress 

 

調査地点数 1924 地点 

（2008-2009 年の調査） 

州によって異なる  

調査内容 大型無脊椎動物、魚、り
ん、窒素、塩濃度、酸性
化、堆積物、魚の生息環
境、川岸の植生、魚体中
の水銀、腸球菌 

水質基準項目をすべての
測定地点で一律に継続的
に測定しているわけでは
なく、測定地点、項目、
頻度は、排水の状況と水
域の状況、目的に応じて
合理的に決定 

・化学的データ 

（汚染物質濃度、pH、 
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DO 等） 

・物理的データ 

（温度、濁度、懸濁物質
濃度等） 

・生物学的データ 

（水生生物種の数等）、
生息環境 

（土地利用等） 

 

表４－３－２ 日本における排水管理の特徴 

事項 国 地方自治体 事業者 

環境基準 環境基本法 

 健康項目 27 項目 

 生活環境項目 9 項目 

  

基準値 健康項目は一律 

生活環境項目は類型分けで設定 

  

排水規制 水質汚濁防止法 

1.工場及び事業場から公共用水
域に排出される水の排出の規
制 

2.地下に浸透する水の浸透の規
制 

3.生活排水対策 

4.事業者の損害賠償の責任 

  

対象施設 特定施設 

1.有害物質を排出する施設 

2.pH、BOD、COD、SS、n-ヘ
キサン抽出物質量など 12 項目
について、生活環境に係る被害
を生じるおそれがある程度
（50m3/日以上）の汚水又は廃
液を排出する施設 

  

特定施設
の届出 

  ・設置の届出 

・使用の届出 

・構造等の変更の届出 

・氏名の変更等の届出 

・使用廃止の届出 

規制対象
物質 

一律規制 

・有害物質：カドミウム、 

シアン化合物、鉛、 

六価クロム等 28 項目 

・生活環境項目：pH、 

BOD、COD、浮遊物質量等
12 項目 

  

排水の 

測定 

  排水基準に定められ
た事項のうち、特定施
設の設置時に届け出
たものについて 1年に
1 回以上、その他のも
のについては必要に
応じて行う 

上乗せ 

規制 

総量規制 都道府県条例で定める排
水基準 

 

補足事項   事故時の措置 

事業者の責務 
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許可証有
効期限 

   

違反時の
対応 

 計画変更命令、改善命令、
実施の制限 

 

モニタ 

リング 

国及び地方自治体が環境基準項目を中心に、基本的に同一
地点・同一頻度・同一項目で全国一律で調査されている。 

1.公共用水域水質測定(環境省)  

2.全国一級河川の水質現況(国土交通省) 

3.全国水生生物調査(環境省・(国土交通省) 

4.河川水辺の国勢調査((国土交通省)  

 

調査地点
数 

1. 4578地点（河川・生活環境項目） 

2.全国一級河川 109 水系 

3. 2004地点(2016 年) 

4.一級河川 98 水系、二級河川 6 水系 

 

調査内容 1.健康項目 27 項目、生活環境項目 9 項目等 

2.1.に加えて農薬 262 項目、水生生物調査等 

3.29 種類の指標生物を使った調査 

4.魚介類、底生動物、植物、鳥類、河川環境基図 

 

 

 日米の排水管理における特徴の比較検証 （２）

日米における排水管理の特徴を比較し、表４－３－３に示した。 

米国の水質基準は、州ごと、水域ごと、用途ごとに個別に設定され、排水基準は、個々の事業者

ごとに、排水により水質基準が未達成にならないように個別に設定される。環境実態調査も、全国

一律で行うのではなく、水質基準が確認されていることを確認するために、地点によっては重点的

に多くの項目、頻度で調査するが、別の地点では限られた項目でしか調査しないなど合理的に実施

されている。 

日本では、基本的に全国一律の環境水質基準を設定し、事業者は環境基準項目と同じ項目の排水

規制を守るよう規制され、国や地方自治体によって全国一律で環境実態調査が行われているという

仕組みの中で、全国的に水環境の実態は常に明らかにされている。 

 

表４－３－３ 日米排水管理の比較 

事項 日本 米国 

根拠法令 ・環境基本法 

・水質汚濁防止法 

・水質浄化法（CWA: Clean Water Act） 

基準値 ・水質環境基準 

1.健康項目は一律、生活環境項目は類型分

けで設定 

2.農薬は指針値など 

3.水質を 4 段階に分類 

4.底生動物は BMWP 法など 

・クライテリア（水質項目と濃度基準） 

EPA は人健康保護のためのクライテ

リア 122 項目、水生生物保護のための

クライテリア 42 項目を推奨値として

示している。 

・水質基準 

州は EPA の承認の下で、水域の用途

等により項目、レベルとも異なるもの

を採用することが許容されている。 

排水規制

対象物質 

・有害物質：カドミウム、シアン化合物、

鉛、六価クロム等 28 項目 

・生活環境項目：pH、BOD、COD、浮遊

物質量等 15 項目 

・伝統的汚染物質：BOD、TSS、pH、

オイル/グリース 

・その他の物質：産業カテゴリーごとに

規制対象物質が異なる。 

・EPA は 59 の産業カテゴリーに対して

排水基準を設定している 

・産業カテゴリーによる規制対象物質の

ほかに、排水中での存在実態によりそ
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の他の汚染物質が規制対象になるこ

とがある 

対象施設 ・特定事業場（263,000 施設：2016 年) 

1.有害物質を排出する施設 

2.生活環境項目については、50m3/日以上

の汚水又は廃液を排出する施設 

・公共用水域に排水を排出する点発生源

産業施設 

・公共下水処理場等 40 万を超える施設 

許可 

（届出） 

記載事項 

・届出 

工場名称、所在地、特定施設の種類、構

造、設備、使用方法、汚水等の処理の方

法、排出水の汚染状況及び量、排出水に

係る用水及び排水の系統 

・許可申請 

施設名称、所在地、SIC 番号、既存の

環境許可、事業の性質、排水口の位置、

排水量・汚染物質発生源・排水処理技

術、排出する汚染物質の種類と分析

値、排出する可能性のある汚染物質、

排出する水域の情報 

 

排水基準 ・一律排水基準（全国一律） 

・総量規制 

・都道府県条例による上乗せ規制 

個別施設ごとに排水により水質基準の

未達成が生じないように規制が行なわ

れる。排水基準には下記がある。 

1.産業カテゴリーごとに排出削減技術

に基づく排出基準(TBEL)を規定。 

2.TBELの採用では水質基準が達成でき

ない場合は水質に基づく排出基準

（WQBEL）を設定。WET もこれに含

まれうる。 

排水測定

及び報告

に関する

事項 

・排水基準に定められた事項のうち、特定

施設の設置時に届け出たものについて 1

年に 1 回以上。 

・その他のものについては必要に応じて行

う。 

 

・個別施設ごとに異なる 

（例 BOD、TSS 等：2 回/週、有機物質：

1 回/年、金属：1 回/月、WET：4 回/

年 

モニタ 

リング 

 

1.公共用水域水質測定（環境省） 

2.全国一級河川の水質現況（国土交通省） 

3.全国水生生物調査（環境省・国土交通省） 

4.河川水辺の国勢調査（国土交通省） 

1.National Rivers and Streams 

Assessment （EPA) 

2.National Water Quality Inventory 

Report to Congress 

調査 

地点数 

1.4578 地点（河川・生活環境項目） 

2.全国一級河川 109 水系 

3.2004 地点 

4.全国一級河川 98 水系、二級河川 6 水系 

1.1924 地点(2008-2009 年調査） 

2.州によって異なる 

調査内容 1.健康項目 27 項目、生活環境項目 9 項目

等 

2.1.に加えて農薬 262 項目、水生生物調査

等 

3.29 種類の指標生物を使った調査 

4.魚介類、底生動物、植物、鳥類、河川環

境基図 

1.大型無脊椎動物、魚、りん、窒素、塩

濃度、酸性化、堆積物、魚の生息環境、

川岸の植生、魚体中の水銀、腸球菌 

2.化学的データ（汚染物質濃度、pH、

DO 等）、物理的データ（温度、濁度、

懸濁物質濃度等）、生物学的データ（水

生生物種の数等）、生息環境（土地利

用等） 

 

 

 日米の水質実態調査 （３）

日米における水質調査の実態を比較するため、都市部の水質調査結果として、日本での 2016 年

水質調査の結果（東京、神奈川、千葉、埼玉）、及び米国での 2014 年テキサス州ヒューストン水質
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調査結果を表４－３－４に示した。 

 

〇結果総括（概要） 

・米国ヒューストンでは、水系ごとに水質基準は設定されているが、すべての地点で水質調査が

行われているわけではない。ジクロロメタンや四塩化炭素などの有機塩素化合物も水質基準はあ

るが水質調査は実施されていない。カドミウム、鉛、クロムが検出されている地点もあるが、調

査地点数は限られており、特定の地点を重点的に調査しているものと考えられる。 

水質基準は、水系、目的によって異なるので基準値には幅がある。pH、DO、大腸菌群数など

が 0.9%～6.6%水質基準を超過していた。基準値超過が多いのは nitrate（23.4%）及び全りん（40.1%）

であった。これら基準値を超過している項目については測定地点、測定頻度も多い。ただし、基

準値は日本と異なるので、基準値超過数が多いと言って、日本より水質が悪いとは言い切れない。 

 

・日本では、水系、調査地点、試料数は基本的に一律で調査されている。健康項目で環境水質基

準を超過している項目はふっ素及びホウ素であるが、自然由来と考えられる。鉛、砒素が検出さ

れているが、廃鉱山などの影響と考えられる。 

生活環境項目では、pH、DO、BOD 及び SS が 2%～6%基準値を超過している。最も基準値超

過が多いのは大腸菌群数の 3%であった。日本では、同一地点を毎年調査しているので、水環境

のトレンドを追うのは容易である。 

このように、日米で水環境調査の考え方は大きく異なる。 
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 我が国における生物応答試験を用いた排水評価手法の在り方 第５章

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生物応答試験を用いた排水評価法（いわゆる WET手法）の特徴と限界 （１）

総合的な毒性把握手法としてのWET 試験には特徴と限界がある。Chapman 氏は、WET 試験が環

境中の毒性影響を把握するための有用なツールであることに違いないが、いくつかの問題があると

指摘している。特に、WET 試験には生物学的及び人為的要因の両方に起因する試験の本質的な「変

動性（ばらつき）」があるとし、規制に用いる場合、WET 試験の結果が基準値の上か下かで合否

を判断せず、変動幅を考慮する必要があると述べている。また、生物応答試験を用いた排水評価法

（いわゆる WET 手法）の限界の例として、塩素を含んでいる排水を正確に評価できないことも挙

げられる。 

したがって、排水中の影響起因物質を同定していくのは、予め使用している材料あるいは金属や

塩類等が起因しない限り、極めて困難であると考えられる（例えば複合影響や未知の起因物質によ

る場合）。水質や状態が常に変化する排水において、本手法での１回の結果で排水の毒性の有無を

評価することは適切ではない。 

一方、例えば新たに製造ラインが導入され、排水が公共用水域に放出する前に水生生物への毒性

を把握する目的として、あるいは、組成が複雑な排水について排水処理法を変更したような場合に、

その処理法が適切であるかを診断する等、目的を限定し本手法を用いるということはあり得る。事

業者が自主的に生物応答試験を用いた排水評価法（いわゆる WET 手法）を実施し、対策まで考え

るのであれば、コストを踏まえ、自社の環境目標等を考えて検討することが望ましい。 

 

 

 

 

〇結果総括（概要） 

生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆるWET 手法など）は、排水の性質を個別の化学

分析によらず把握しようとする、一つの評価手法であって、直接的な管理手法には成り得ないと

考える。海外では規制の一部においてWET が排水の管理手法として活用される事例はあるが、

これは化学分析と併用して用いられている。また、生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆ

るWET 手法など）には信頼性等を含むいくつかの問題を有し、試験結果を排水処理の改善に利

用する（原因物質を特定して適した対策を講じる）ことは大きな困難を伴うものであり、持続可

能かつ合理的な手法とは言いえない。 

国内の生物環境と、水域の水質の実情を対比させると、日本における個別物質を対象にした排

水管理で、良好な水環境が維持されているとも判断できる。 

事業者が必要に応じて自主的に生物応答を用いた手法を活用することを妨げるものではない

が、利活用するのであれば、生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）の

特徴と限界を十分に理解した上で、自社の排水における生物への影響を確認する手法の一つであ

ることを認識する必要がある。 

なお、生物応答試験だけでは排水の評価はできても対策まではできないことから、仮に影響が

あると判断された場合でも、自社の排水プロファイル等から工程管理や化学分析等で原因を特定

する必要がある。対策まで考えるのであれば、コストを踏まえ、自社の環境目標等を考えて検討

することが望ましい。 
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 米国における排水管理に対する考え方と WET手法の位置付け （２）

米国では、水域の水質基準を守れるように設定された排出許可限界値を遵守するために、事業者

が排水の管理を行っている。行政（州）は水質基準、排出許可限界値を、水域ごと、排出施設ごと

に個別に定めており、水域の水質調査を、化学的・物理的・生物的手法により網羅的ではなく重点

的に行い、合理的に課題を把握している。 

一方、我が国では、全国的に定められた水質環境基準項目を、毎年、同一地点で行政がモニタリ

ング・評価し、水質環境基準を守るために設定された、基準と同一項目の全国一律の排水基準を遵

守すべく、事業者がモニタリング（排水濃度を管理）している。このように、米国と我が国では、

環境基準及び排水基準に違いが見られる。 

米国では、1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて、水質汚濁が大きな環境問題として取り上

げられ、人に対する毒性物質のみならず、水生生物等への毒性物質についても、毒性影響を生じる

量の公共用水への放出を禁ずるべきとする、強力な法改正が行われた。また、排水管理に許可制度

が導入され、各企業の排水が行政により個別に管理されるようになった。 

このような状況下にあり、かつ分析機器や技術も十分に普及していない時期に、排水中の毒性汚

染物質に対して個別に対応するのではなく、排水中の毒性を総合的に評価する手法（未知の毒性物

質の存在の把握、排水中の汚染物質の相互作用や複合作用の把握）を利用しようという動きが生じ

てきた。しかしながら、米国では、排水中の毒性物質の分析を WET 試験により代替する、という

考えは当初から否定されており、現時点においても、力点の置き方は州により異なるものの、化学

分析と毒性試験は、いわば車の両輪のようにして排水管理に利用されているようである。 

 

 

 我が国における排水管理と水環境の現状 （３）

我が国は公害を経験し、国と業界が一体となって水質改善に向けた取組を推進してきたが、我が

国の水質汚濁防止法を例とすれば、環境基準の評価に用いる指標は健康項目（有害物質）27項目と

生活項目である BOD、COD 等によるもので、水生生物保全に関する環境基準は亜鉛、ノニルフェ

ノール、LAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）の３項目が対象となる。 

生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆるWET 手法など）の利活用の在り方として、例え

ば、本手法を自社の排水が水生生物へ影響を及ぼすかどうか確認する一つの手法として捉え、国が

指定する水域、又は水生生物への影響が懸念される水域で活用するのも一つの考え方である。 

我が国では、国による全国一律の環境基準の設定が定められ、環境基準を達成するため事業者は

全国一律の排水基準を遵守し、水環境の実態を把握するために、国や地方自治体は、全国一律で水

質調査、水生生物調査等、きめ細かい調査を継続的に実施してきた。このような、国、地方自治体、

事業者が一体となって水質保全に取り組んできた結果、日本の水質は経年的に改善してきたことが

確認され、課題も明らかにされてきた。 

現在、水環境調査は、環境基準項目を中心とする化学分析と、生物調査は個々に行われ、統合し

て解析されてはいない。今後、それらの情報を統合し我が国の水環境の実態をより詳細に把握する

ことで、課題を明確にすることができるとも考える。 
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 自主的な取組の中での生物応答試験を用いた排水評価法の位置付け （４）

 

１）生物多様性への取組と生物応答試験を用いた排水評価手法の利用可能性 

現在、生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）を実施している企業の中

には、医薬品等の生理活性の高い化学物質を取り扱う製薬業界や毒性の強い化学物質を取り扱う企

業等が、自社の排水が水生生物（生物応答試験を用いた排水評価手法で用いられている生物種）に

影響を与えるかどうかを確認する手段として、本手法を用いた試験を自主的に行っている。本手法

を実施している企業のＣＳＲ報告書等によると、生物多様性保全の一環で取り組んでいる企業が目

立つ。 

Chapman 氏は、WET 試験は確かに有用であるが、受水域の環境に及ぼす影響の有無について信

頼できる予測ツールではないとし、WET 試験はリスクアセスメントの第１段階に過ぎず、ハザー

ドを確認する場合に適していると述べている。また、WET 試験単独では、目的（放流水の水資源

に対する毒性影響の評価、影響物質の特定及びその排除）を達成することはできないと主張してい

る（「２.１ WET 試験の技術的な課題及び利点と限界に関する調査」を参照）。 

生態系に影響を与えるのは水環境中の化学物質だけではなく多くの要因があるため、生物応答試

験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）の目的と生物多様性保全を関連付けるために

は、受水域の環境と試験の結果との関連性が明確でなければならず、本手法のみを積極的に活用す

ることは難しいと思われる。また、排水中の化学物質による水生生物への悪影響を、本手法で事前

に把握し、受水域における水生生物への負荷を軽減することが目的であるならば、本手法の結果だ

けでなく、受水域に生息する水生生物の調査や化学分析などと併せて総合的に評価することが必要

である。 

また、守るべき水域があるのであれば、その水域や目的に見合った方法があると思われる。例え

ば、受水域に生息している水生生物の保護が目的であるならば、その地域で生息している生物種を

用いた調査・評価手法が有効であろう。一方、水生生物全般の健全性を保全することを目的として、

例えば、生態系の実態を示す公共用水域を定め、化学物質による生態影響をスクリーニングするた

めに、生物応答試験を用いた手法を実施することは有用となる場合もあると考える。そのような場

合、希釈後を想定している他の環境基準と同様に、バックグランウンドとその水域で希釈された実

態を考慮して評価する必要がある。 

 

２）費用対効果 

企業に生物応答試験を用いた排水評価手法（いわゆる WET 手法など）の継続的な活用を促すの

であれば、本手法の技術的限界や特徴（何ができて何ができないか、自社に必要であるか否か）を

周知させるだけでなく、費用対効果も重要な課題の一つと言える。一般に、我が国では生物応答試

験を用いた排水評価手法（生物試験だけ）の費用は 1 試験 100 万円～150 万円と言われているが、

仮に影響が出た場合、本手法だけでは直接原因を把握できないため、直接的には対策につながらな

い。TIE/TREまで対応し、必要な試験頻度が多い場合や TIEで原因特定が困難な場合、更に時間的、

労力的な負担が大きくなると予想され、かかる費用は数千万円とも言われている。原因が特定でき

ず、改善ができない場合も報告されている。生物応答試験を用いた排水評価手法の結果と排水改善

の必要性について、合理的でコストベネフィットのある判断が求められると考える。 
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 今後求められる新たな水環境モニタリング手法について 第６章

 

 米国でWET が検討され 40年近くが経過した。その間、排水等の水処理技術や化学分析における

前処理技術、一斉分析技術、分析結果の解析技術などは劇的に進歩した。一方、生物応答を利用し

た毒性試験も、欧州を中心に、試験生物（動物実験）の削減のため in vitro 試験への代替や in silico

解析の利用が進められ、化学物質の毒性データも蓄積されつつある。また、生物応答試験を用いた

排水評価手法（いわゆる WET 手法など）の生物種およびエンドポイントでは不十分とする研究が

傾向として確認されており、工場排水の新たな排水処理技術に関する研究や WET 手法とは異なる

生物種及びエンドポイントによる毒性評価や削減効果等の研究報告がなされている。特に、生態影

響や生物応答試験（バイオアッセイ）に関する文献については、WET 手法以外の生物種（哺乳類、

植物種、底生生物を含む）を用いた排水の毒性試験、排水中の化学物質による内分泌かく乱・変異

原性・遺伝毒性・細胞毒性・生殖腺への影響等に関する研究が進められている。 

  

近年、排水中の化学物質の一斉分析により、ある程度は定量的に評価することが可能となった。

したがって、排水や環境水の一斉分析の結果から、水生生物に悪影響を及ぼす可能性のある化学物

質を抽出し、その濃度と毒性試験等で得られた既知の毒性値を比較して生物影響が予測できるよう

な、合理的でコストベネフィットのある診断法の開発が期待される。 

生態毒性試験についても、生物を使わない（生物の使用とならない）試験法、迅速かつ多検体の

同時解析が可能な技術（ハイスループットスクリーニング）の開発や ECOSAR（生態毒性予測 QSAR

モデル）の活用、AOP（作用メカニズムより暴露から生物への悪影響までを予測する一連の経路：

Adverse Outcome Pathways）の概念に基づく毒性評価等、これまで蓄積された様々な化学物質の毒

性試験データ等を排水に対して活用できるかを含め、新たなモニタリング手法や研究動向について

も比較・調査することは今後有用であると考える。 

 

近年、SDGｓに生態系保全がうたわれ、事業者による化学物質の自主管理がますます重要になっ

てきている。我が国も例外ではなく、水生生物に対して影響の大きい排水を公共用水域に放出しな

いという社会的責任を含め、企業の環境経営として水環境保全への取組がより重視されると思われ

る。 

また、環境保全の重要性が世界的な潮流になる中、従来の、全国一律の排水規制だけでなく、将

来に向けた取組が求められるようになりつつある。我が国の優れた排水管理の仕組みを維持しつつ、

将来的にどのような管理が求められるのか、そしてその中にどのような形で生物応答試験を用いた

排水評価手法やその他の新たな技術などを組み込むことが必要であるのか、科学的に模索する時期

に来ているとも考える。例えば、既存の知見及び今後蓄積される様々な化学物資の試験データ及び

排水等の化学分析データ・毒性データ・水環境に関するデータ等に対して、AI（人工知能）等を用

いて評価等に活用する手法は、水環境保全のための最適解を求める手法として将来的に有効活用で

きる可能性がある。また、過去と現時点での各種評価法のコストベネフィット、そして水環境保全

への作用効果及び将来予測も評価の対象になると考えられる。 
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別添１

項目 課題（コメント）に対する提案 課題に対するEPAの対応 EPA文書
・2倍程度の変動は許容されているため規制で明確に線引
きすることは適当でない

・NPDESでWET試験結果を用いる場合は、認可制限値を
平均値として表すか、より変動の小さい試験を用いる

・標準物質試験と同じようにControl chartを用いて管理し、
許容可能な反応レベル及び変動レベルを決めて許容でき
る（変動の）下限値を決める

①

・1つの試験結果ではなく、非達成率に基づくべき
②

・結果表記にEcxを用いるか仮説検定（NOEC）を用いるか
③

・試験生物と受水域に生息する生物の感受性が異なる
・試験生物間でも感受性や耐性が異なる ④
・試験生物の遺伝系統による差がある
・受水域では環境条件や生物の状態によって影響を受けるが、実験室では制
御されている。
・特に餌の影響を受ける。 ③
・個別ばく露と集団ばく露では違いが出ることがある ⑤
・WET試験がワーストケースを想定した過大保護となる場合がある。
①試験環境が生息環境と異なる
②ばく露や毒性を低減させる環境プロセスが存在しない
③生物の馴化や適応がない
④必須元素が不足している可能性がある（感受性が高くなる可能性がある）
・自然由来の汚染域での評価を想定していない
（受水域の上流よりも低いレベルでもラボの試験で影響が出る）
・非汚染物質以外の要因に弱い恐れがある（例えば硬度）
・WET試験が過小保護となるケースもある
①最も感受性の高い生物は飼育・試験できない
②ラボでは受水域における環境ストレスを受けない
③水経由のみのばく露が想定されている（餌経由が重要の場合がある）
④行動異常など全てのエンドポイントを見ていない
WET試験では保護レベルが過大なのか過小なのかはっきりしない可能性があ
る。
①生物的及び非生物的要因 ⑤
②間欠ばく露
③環境州の混合物との様々な反応が生じる可能性 ③
④環境中での適応（エネルギー消費、忌避行動）
⑤ホルミシス（NOECよりも低濃度で影響が生じる可能性）
・排水の生物影響について、ラボの結果と実環境の生物相への影響に相関が
みられたケースが、河川の毒性が高く下流の生物相への影響が明らかな事例
に限られていた（1980年代）。

・河川水の毒性が十分高くない場所での定量的な比較はあまりない（WET試験
そのものや野外での生物調査の結果の不確実性により複雑になる）。

・WETと河川の生物調査の結果は、排水濃度80％以上で影響が明確であると
きに一致する（相関がある）。それ以下だと両者は一致しない。

WET試験の課題（コメント）

特になし

・野外調査の結果から推測した排水の影響は、実験室で
得られた排水の影響よりも大きく、野外への外装には安全
係数が必要（欧州では8程度） ・
In situ毒性試験又は生態系レベルの試験は長期に行えば
実環境に最も近い条件を提供できる

保護の
レベル

有効性

・環境中での影響は野外生物モニタリング
によって評価する（USEPA, 2010）
・濃度依存性のない結果に関する解釈ガイ
ドラインを提供（USEPA, 2000）

特になし

実環境との
比較

WET試験の利点と問題点についての整理

特になし

過小保護

保護レベルの
不確実性

過大保護

・WET試験には試験内変動、試験機関内及び試験機関間の変動がある変動性

ガイダンス等を改訂し、排水の変動を考慮
した「リミット（Limit）」や「トリガー（Trigger）」
※の設定方法や直近10回の結果の「Limit」
から逸脱を評価する等、"Step-wise
approach"の評価方法やPMSD等を用いた
制度基準等を記載
（運用評価方法関連）
・USEPA, EPA 832-B-04-003, 2004
（試験法関連）
・Federal register 40 CFR Part 136.3, 2002
・USEPA, EPA-821-B-00-004, 2000

生物種による
違い

実験室と受水域
の違い

・複数の種を利用する等

・希釈に実験室の飼育水を用いる場合、水
質（pHや硬度）を受水域の水に合わせても
良い（USEPA, 2000)
・生物調査との併用（USEPA, 2010)

・ニセネコゼミジンコの試験では厳しく標準化されている



別添１

項目 課題（コメント）に対する提案 課題に対するEPAの対応 EPA文書WET試験の課題（コメント）

WET試験の利点と問題点についての整理

・WETは生態リスク評価の第一段階のハザード評価に当たる
・1つのWET試験が基準を超過したからといって環境影響の潜在的可能性が大
きいわけではない。
・WETだけではハザードは特定できてもリスクは特定できない ①

・USEPAの「毒性試験、化学分析、野外群集」をそれぞれ独立にハザード評価
に使いリスク評価に移行しないのは誤った使い方である。 ①

リスク評価

・試験生物へのリスクは定量化できても実環境の情報なしに、直接、受水域の
環境リスクにつなげることはできない。

・リスク評価は独立でなく協同で適用すべきである

・WETは問題のある排水を特定し描出するのに適切なものである
（ハザードランキング）

・正式なリスク評価のスクリーニングとして使う場合、一度
詳細試験で排水の特徴が分かれば、その後は限度試験
（例えば100％排水と対照区のみ）を多く実施する方が良
い

・WET試験は将来の低水量時での排水毒性を予測し、確実な予防方法
（TIE/TRE）を提供するものである

・受水域におけるワーストケースの希釈濃度より採水・試
験時の希釈濃度を使うべきである ①

・WET試験は意思決定の証拠の重み付けアプローチの一
部であり、化学分析と受水域における生物調査とを併用す
べきである

⑥

※「トリガー（Trigger）」及び「リミット（Limit）」について
EPAのガイドライン等では「モニタリングトリガー」及び「ＷＥＴリミット」として使い分けられている。「モニタリングトリガー」は試験の頻度に関する基準で「試験の毒性閾値」とされ、この閾値を超えるかどう
かで試験の頻度が変わるようである。一方、「ＷＥＴリミット」については、ＲＰ（reasonable potential）の検討の結果、決められた制限値を指すようである。同じ「基準」の意味でも使い分けされていることが
「平成24年の環境省主催ＷＥＴセミナー資料」に記載されている。なお、米国では州ごとに「トリガー」を用いる場合と「リミット」を用いる場合があるようだが、具体的な使い方については調査できていな
い。

リスク
評価

有害性（ハザー
ド）評価と
リスク評価

特になし

特になし

・WET試験、化学分析、生物調査の結果
は、原則、独立に評価する（どれか1つでも
非遵守なら非順とする）が、以下のような場
合に例外もある
①化学物質のLimitで基準が十分達成でき
る場合、WET試験のLimitを化学物質の
Limitで代替して良い        （USEPA, 2004)
②深刻な生態影響が起きるかもしれない前
に予測・防止するため、排水を管理する方
法としてWET試験を用いる（USEPA, 2004）

・3種の生物で試験後、最も感受性の高い
種で継続モニタリングして良い（USEPA,
2004） ・限度試
験での適切な統計手法の開発（USEPA,
2010）

適切でない
WET試験の
使い方

適切な
WET試験の
使い方
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毒性削減方
法

の規模
WET必要性 文献

1

米国EPA-WERLは、バージニア州の水質管理委員会の
勧告に基づいてTREベースを実施した最初の場所（サイ
トNo.1）としてバージニア州の多目的特殊化学工場を選
択した。

A Multipurpose
Speciality
ChemicalPlant (MSCP)
in Virginia

ヴァージニア州 1985年～1986年前半
多目的化学工場
（高機能物質、農薬、アミン化合物等
の製造、研究所等）

0.09% オオミジンコ（D. magna)（急性） 分画 GC/MS Ⅲ ○
農薬（ジクロルボス、製造
工程で使用）

ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ:10ug/L
0.07ug/L
(ｵｵﾐｼﾞﾝｺ)

発生源作業プロセス停止 1年 △ 1

2

施設の種類、規制対象の限度、既存の排水処理システ
ムの設計、及び最終及び内部流出物流に関する既存の
化学物質及び毒物学的モニタリングデータに関する施
設固有の情報を調査する。

Tosco Corporation's
Avon Refinery

カリフォルニア州

1986年6月頃～
(1989年の出典文書と
りまとめ当時、調査未
了)

精油所
（ガソリン、ディーゼル燃料などを精
製）

海域 0.58％ 発光バクテリア試験 分画 GC/MS Ⅱ △
中性有機化合物（具体的
な原因物質は不明）

GC/MSでは特
定できなかった

中性有機化合物除去方
法検討中

3年(未了） ○ 1

3
強化された排水規制に対応するため、施設内の排水に
ついて広範な化学的及び毒物学的研究を行う。

Martinez Manufacturing
Complex, ShellOil
Company

カリフォルニア州
1976年～1985年
（調査は数次に分か
れる）

精油所
（ガソリン、ディーゼル燃料、潤滑油、
グリースなどを精製・製造）

河川
（河口域）

<100%
・急性毒性試験：魚類（トゲウオなど６種）
・慢性毒性試験３種

なし

ナフテン酸、
アンモニア、
ポリエチレン
イミン

Ⅲ ○
油・グリース（主にナフテ
ン酸）、アンモニア、有機
アミン化合物

装置改良、アンモニア硝
化処理追加、ポリエチル
イミン使用禁止

9年 ○ 1

4
ノースカロライナ州環境管理部は、WWTP廃液が有毒で
あると判断したため、Glen Ravenに水生毒性モニタリン
グプログラムを実施させた。

A North Caro ina
Text le Mill(Glan Raven
Mi ls)

ノースカロライナ
州

1985年初頭～1987年
前半

繊維工場（染色等） 河川 38.1% ミジンコ（D. pulex)（急性） なし
金属、界面
活性剤

Ⅲ ○ 界面活性剤

非イオン界面活
性剤：20.7mg/L
陰イオン界面活
性剤：1.6mg/L

非イオン界面活性
剤：5.360mg/L
陰イオン界面活性
剤：19.870mg/L
(ｵｵﾐｼﾞﾝｺ)

生分解性界面活性剤へ
代替、排水流入量の均等
化

2年 △ 1

5

ノースカロライナ州環境管理部門（NCDEM）が実施した
排水のバイオアッセイの結果、試験生物に有毒であるこ
とが確認されたため、ハルステッド社に対して排水のバ
イオアッセイ監視プログラムの実施と改善を要求した。

A North Caro ina Metal
ProductMnufacturer(Ha
lstead Metal Products)

ノースカロライナ
州

1985年6月頃～1987
年
（毒性削減は未了）

金属製品製造工場
（銅製パイプの成型など）

河川 <5% ミジンコ（D. pulex)（急性） キレート剤
銅、亜鉛、
COD

Ⅲ ○ 銅、塩素
Cu: 1.931mg/L
Cl: 0.32mg/L

Cu: 0.007mg/L
Cl: 0.028mg/L

排水処理運転条件変更 2年(未了） △ 1

6

マサチューセッツ州テキサス・インスツルメンツの施設
が、国立汚染物質排出削減制度（NPDES）許可証の更
新申請を提出したが、Attleboroの施設は既存の技術で
は新しい水質基準を満たすことができなかったため、TI
は水生毒性試験を用いて毒性の原因を特定し、その発
生源を減らす手段を特定することとした。

Texas Instruments
Facility in Attleboro

マサチューセッツ
州

1984年～1985年前半
（毒性削減は未了）

河川 0.1%
・ミジンコ（D. pulex)（急性）
・ミジンコ（C.affinisldubia)（慢性）

なし 重金属他 Ⅰ ○ 金属（銀、銅、鉛）
Ag: 0.068mg/L
Cu: 0.046mg/L
Pb: 0.043mg/L

不溶（鉄）硫化物沈殿処
理追加導入検討

1年(未了） △ 1

7

1985年7月1日に発効した許可条件は、
①Mysidopsis bahia毒性試験を実施する（暫定改善レベ
ルも指定された）、
②TREを1年以内に実施し、最終毒性限界を達成できる
技術を特定する、
③ 毒性を低減するための技術的進歩についての四半
期報告書を作成する、ものであった。

Chemical Plant I 西海岸 1985年～1986年

化学工業
（有機染料（中間生成物を含む）、
エポキシ樹脂、紡績・製紙・プラスチッ
ク産業に用いる化学製品を製造）

海域 5% アミ（M. bahia）（急性）
ばっ気、有機化合
物分離、活性炭、
沈殿・ろ過

GC/MS,
TOC

Ⅲ △ 非生分解性有機化合物
GC/MSでは特
定できなかった

粉末活性炭処理 1年 ○ 1

8
この施設には、排出許可要件として、mysidopsis bahia
毒性試験の実施、3年以内にパイプエンド96時間LC5o値
を50％とする遵守スケジュールが要求された。

Chemical Plant Ⅱ
化学工業（界面活性剤及びその誘導
体、合成有機化合物等を製造）

3% アミ（M. bahia）（急性）
パイロットプラント
反応器

ノニルフェ
ノール、
ノニルフェ
ノールエトキ
シレート

Ⅲ ○
ノニルフェノール及びノニ
ルフェノールエトキシレー
ト

粉末活性炭処理 不明 △ 1

9 NPDESの許可要件を満たすため、TRE,TIEを実施する。 I.T.T. Rayonier Plant フロリダ州 1985年～1986年前半 パルプ製造業 河川 32%

・ファッドヘッドミノー短期慢性毒性試験
・ニセネコゼミジンコ急性毒性試験
・ミジンコ（C. reticulata)短期慢性毒性試験
・ウキクサ慢性毒性試験（海産生物試験）
・魚類（シルバーサイドミノー、シープスヘッ
ドミノー）急性・慢性毒性試験
・ウニ急性・慢性毒性試験
・アミ急性・慢性毒性試験
・紅藻急性・慢性毒性試験

キレート剤、
pHシフト

アンモニア、
金属

Ⅲ ○ アンモニア 156mg/L
エアーストリッピングによ
るアンモニア除去、中和
処理、硝化処理

1年 △ 1

site1
化学製造プラント排水
（有機及び無機成分の多くを含む比較
的複雑な混合物）

Ⅲ ○ アンモニア 300mg /L
陽イオン交換樹
脂通過駅から
未知の毒性

不明 不明 △

site2

化学製造プラント排水
（雨水、冷却水排水路。藻類、微生物
の発生を防ぐために六価のクロム、塩
素、殺生物剤が使用されている）

Ⅲ ○ 六価クロム 200ug/L 20〜212ug/L
六価クロム使用禁止によ
り毒性削減された

不明 △

site3

化学製造プラント排水
（多数の無機及び有機物質を含む複
雑な化学混合物。流出液が非常に高
い導電率を有する）

79% Ⅲ ○ カルシウム、塩化物
Ca: 3000mg/L
Na: 1020mg/L
Cl: 7310mg/L

Ca: 2766mg/L
(ﾌｧｯﾄﾍｯﾄﾞﾐﾉｰ)

不明 不明 △

11

2007年から国内の主力工場において排水の調査してい
る。生物影響が認められる1 つの工場について、 US
EPAが公表している排水の毒性削減評価/ 毒性同定評
価のマニュアルを参考にしながら、生物影響の日内変
動、排水経路別の影響評価や実地及び実験室レベルで
排水処理条件の検討を行い、毒性要因の推定と排水改
善に資する知見が得られた。

T社 日本 2007年～2012年 化学工業 河川 TU64

・ゼブラフィッシュ
・ニセネコゼミジンコ
・ムレミカヅキモ
・発光バクテリア

C18-SPE 一般水質 Ⅰ
○
×

次亜塩素酸ナトリウム
有機化合物

・残留塩素定量
未実施
・有機化合物未
確認

次亜塩素酸ナトリウム削
減

5年 ○ 2

アラモ川～インペリアル
バレー

カリフォルニア州 1993年～1995年 農業排水 河川 7.0% ニセネコゼミジンコ(急性）

EDTA、チオ硫酸
ナトリウム、pHシフ
ト、C8-SPE、PBO
（ピペロニルブトキ
シド）、F3（抗体媒
介プロセス）

化学分析 Ⅲ ○
クロルピリフォス、ダイア
ジノン、代謝活性化された
有機リン農薬

行政、栽培者による削減
計画

2年(未了）

△
農薬の影響を確
認するための調

査研究

3

サクラメント川 カリフォルニア州 1986年 水田排水 河川 ニセネコゼミジンコ(急性） なし 化学分析 Ⅲ ○
カルボフラン、マラチオ
ン、メチルマラチオン

3

CBD（排水路） カリフォルニア州 1989年～1990年 水田排水 河川
・N.mercedis（固有種ミシド）(急性）
・ストライプバス仔魚(急性）

C18-SPE 化学分析 Ⅲ ○

カルバリル、カルボフラ
ン、メチルパラチオン、
MCPA、モリネート、ブフェ
ンカルブ

4年 3

サクラメント市 カリフォルニア州 1993年～1994年 ストーム後の都市排水 河川 ニセネコゼミジンコ PBO 化学分析 Ⅱ ○ ダイアジノン 3.3ug/L 3

サクラメント市 カリフォルニア州 1994年～1995年 ストーム後の都市排水 河川 ニセネコゼミジンコ なし
化学分析、
ELISA

Ⅱ ○
ダイアジノン
クロルピリフォス

1.332ug/L
0.137ug/L

3

Shasta鉱山 カリフォルニア州 1988年～1992年 鉱山 河川 藻類成長阻害
C8-SPE、Chelexイ
オン交換樹脂

化学分析 Ⅲ ○ 銅、亜鉛 石灰中和プラント建設 4年 △ 3

TIE実施例

カリフォルニア州農薬基
準改定、田面水保持時間
延長

△
農薬の影響を確
認するための調

査研究

△
発生源は特定さ

れていない

別添２

10
モンサントの環境科学センター（ESC）は、いくつかの廃
棄物中の有害化合物の同定に成功した毒性同定評価
（TIE）プロトコルを開発、試験、改良した.

米国カリフォルニア州では、1986年以来、淡水毒性試験
を実施するためのUS EPAのプロトコールが使用されて
いる。
毒性の分布を評価するための広域調査を行い、化学的
な原因を特定するための詳細な調査を実施した。
毒性同定評価（TIE）及び化学分析に関連した3つの全排
水毒性試験手法が、土地利用に関係する毒性物質の同
定に有効であることが明らかである。

12

アメリカ 1980年代 不明
オオミジンコ（急性）
ファットヘッドミノー（急性）

活性炭、チオ硫酸
ナトリウム、陽イオ
ン交換樹脂、陰イ
オン交換樹脂、ゼ
オライト、通気、
NTA

TOC、ICP、
アンモニア

1
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TIE実施例 別添２

13

サンタマリア川河口は多くの海洋河川魚類にとって重要
な水生生息地となっていたが、河川水にニセネコゼミジ
ンコに対して急性毒性が認められた。毒性同定評価
（TIEs）を実施し、河川水及び堆積物中の毒性物質を調
査した。

サンタマリア川 カリフォルニア州 2002年～2003年 農業排水 河川
TU208.

8
・ニセネコゼミジンコ（7d生存、繁殖）
・H.azteca（ヨコエビ）

通気、EDTA、pHシ
フト、C18-SPE、
PBO、Ambersorb
563

GC/ECD、
GC/NPD、
ICP-MS、
ELISA、
環境生物調
査

Ⅲ ○
クロルピリフォス、ピレスロ
イド系農薬

2.5ug/L
(ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾌｫｽ)

カリフォルニア州農業監
視プログラム実施。農薬
と栄養塩の流出を減少さ
せる。

1年(未了）

△
農薬の影響を確
認するための調

査研究

4

14

非金属鉱業採掘施設から排出される排水の毒性は評価
されていない。この調査の目的は、WETとTIEを使用し
て、韓国にある非金属鉱業採掘施設から排出される排
水の毒性を評価することである。

非金属鉱業採掘施設 韓国 2016年頃 非金属鉱業採掘施設 河川 27％ オオミジンコ（急性）

C18-SPE、EDTA、
チオ硫酸ナトリウ
ム、通気、pHシフ
ト、イオン交換樹
脂、ろ過（グラスろ
紙、C）

IC、ICP-OES Ⅲ ○
塩化物イオン
(カリウム、マグネシウム、
ナトリウム、硫酸イオン）

15302.5mg/L 5348mg/L
イオン交換処理プロセス
を推奨

不明 △ 5

15

環境汚染物質としての医薬品は関心が高いが、製薬業
界からの排水を調査するためのWETとTIEの適用はほと
んど例がない。 本研究では、WETとTIE試験を韓国にあ
る医薬品工業団地の排水に適用した。

医薬品工業団地 韓国忠南省 2015年頃 工業団地排水処理場 河川 <1.6% オオミジンコ（急性）

C18-SPE、EDTA、
チオ硫酸ナトリウ
ム、ろ過（グラスろ
紙、C）

GC-MS、
LC-MS、
IC、
ICP-OES、
ICP-MS、
ECOSAR

Ⅱ ○

ノニルフェノール、TBP等
アルカン化合物。銅、亜
鉛、微粒子は部分的に寄
与。

・定性分析のみ
で、定量していな
い

104ug/L
(ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ)

活性炭処理を推奨 不明 △ 6

16

シドニーにあるセントメアリー下水処理場（STP）から採
取した流出物サンプルは、ニセネコゼミジンコに対して急
性毒性を示した。US EPAが推奨する毒性同定評価
（TIE）を実施するためのガイドラインに基づいて、毒性の
原因を調べる調査が開始された。

下水処理場 シドニー 2003年頃 都市下水処理場 河川 31.9% ニセネコゼミジンコ（急性）
EDTA, PBO, C8-
SPE, ろ過, 通気

GC/MS、
 GC/NPD

Ⅲ ○ クロルフェンビンフォス 0.95ug/L 0.40ug/L

発生源は単一のペットグ
ルーミング事業。シドニー
市が中止要請し、改善さ
れた。

1年 ○ 7

17 繊維及び染色工場 繊維及び染色工場 河川 61%* Ⅱ ○

有機化合物（4-
NP,NPEO,PAE,アニリン）
毒性寄与50%以上。金属、
酸化性、揮発性物質に寄
与は小さい。

4-t-OP:17.0ug/L
4-NP:86.6ug/L 記載なし 不明

○
個々の毒性物質
の確認未実施

18 パルプ及び製紙工場 パルプ及び製紙工場 河川 56%* Ⅱ ○

有機化合物（4-NP、
BPA、PAE及びステロー
ル誘導体）58～62%毒性
寄与。
一部、ろ過で毒性除去。

4-NP:6.63ug/L
BPA:1.4ug/L
TCS:5.57ng/L

記載なし 不明
○

個々の毒性物質
の確認未実施

19 都市下水処理場 都市下水処理場 河川 50%* Ⅱ ○

有機化合物（PAEs、ステ
ロール誘導体、トリクロサ
ン）毒性寄与31～44%。金
属（銅、鉛）、酸化性物質
も毒性に寄与。

TCS:132ng/L 記載なし 不明
○

個々の毒性物質
の確認未実施

20
電子及び電気めっき工
場

電子及び電気めっき工場 河川 33%* Ⅱ ○

金属（銅、ニッケル、亜
鉛）が主な毒性。洗浄剤
（NPEO,4-NP）も毒性が認
められた。

Cu:455ug/L
Ni:469ug/L
Zn:1150ug/L

Cu:490ug/L*
Ni:2750ug/L*
Zn:620ug/L*

記載なし 不明 ○

21 ファインケミカル工場 ファインケミカル工場 河川 65%* Ⅱ ○
有機化合物（PAEs、
NPEOs、BPA及び4-NP）
が最も毒性に寄与。

4-NP:58.5ug/L
BPA:0.71ug/L

記載なし 不明
○

個々の毒性物質
の確認未実施

22

トリニダード・トバゴの油田、石油精製施設からの排水
は、環境へ大きな負荷を与えている。
現在、排水中の油分含有量を規制しているが、それで
は不十分なため、新たに毒性試験の導入と点源排出シ
ステムの許可を盛り込んだ環境規制が策定された。
この研究は、石油産業排水の毒性と原因物質を調査す
る目的で実施された。

石油精製所
トリニダード・トバ
ゴ

2001年頃 石油精製所 河川 0.09%
Metamysidopsis insularis（熱帯性のマイシ
ド）(急性）

通気、EDTA、チオ
硫酸ナトリウム、ろ
過、C18-SPE

一般水質分
析、AA

Ⅰ △

主に無極性有機物
アンモニア、揮発性化合
物、イオン不均衡、水中
油型エマルション

個々の化学物
質は未同定

活性炭処理を提言 不明 × 9

23

オイルサンドプロセス水（OSPW）毒性は、従来、高分解
能分析の欠如、非標準的毒性試験方法の使用、及び
OSPWサンプル間の変動によって明らかでなかった。
我々は、OSPWのニジマスに対する急性毒性の主要な
原因を定量的に同定するために、超高分解能質量分析
法を毒性同定評価（TIE）アプローチと統合して実施し
た。

アサバスカ地方オイル
サンド鉱業事業

カナダ、アル
バータ州

2015年～2016年
オイルサンドプロセス水
（OSPW）

河川 35% ニジマス仔魚（急性）
通気、EDTA、pHシ
フト、ろ過、C8-
SPE

超高分解能
オービトラッ
プGC-MS

Ⅱ ○ ナフテン酸（C17以上）
分画ごとに詳細
に分析している

分画ごとにTUを求
めている

未実施（研究段階） 未実施
○

排水の成分分析
に力点

10

ダルソン鉱山
韓国テグ 2012年

銅・タングステン鉱山
(閉鎖）

河川 1.8% Ⅱ ○

・カドミウム、銅、マンガン
及び亜鉛などのカチオン
金属と強酸性

Cd: 0.17mg/L
Cu: 5.1mg/L
Mn: 53.9mg/L
Zn: 14.5mg/L

不明 不明

△
金属が原因であ
ることを確認する

ための調査

11

サムタン鉱山
韓国チョンソン

2012年 炭鉱（閉鎖） 河川 6.9% Ⅱ ○
・銅、マンガン及び酸性pH

Cu: 0.52mg/L
Mn: 49.8mg/L
Zn: 4.94mg/L

不明 不明

△
金属が原因であ
ることを確認する

ための調査

11

25

カリフォルニア州ロサンゼルスの都市化が進んだ3つの
ハイウェイ・サイトから収集した3種の淡水種と2種の海
洋種を用いて試験した。
従来、実施された毒性試験は、単一の生物、暴風事象、
及び単一の雨期に基づいているものであったが、本研
究では、複数の暴風雨事象及び季節について道路流出
物の毒性を評価することを目的とした。

都市化が進んだ3つの
ハイウェイ・サイト

カリフォルニア州
ロサンゼルス

2002年～2006年
ロサンゼルス西部3つの高速道路サイ
ト
（コンポジット及びグラブ）

河川
10.3%
(ウニ）

・ニセネコゼミジンコ(慢性）
・ファットヘッドミノー(慢性）
・緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitatum
・紫ウニStrongylocentrotus purpuratus
・発光バクテリア（マイクロトックス）

EDTA、チオ硫酸
ナトリウム、pHシフ
ト、C18-SPE、通
気、ゼオライト

ICP-MS Ⅲ ○
主として銅、亜鉛。一部界
面活性剤

Cu: 560ug/L
Zn: 4490ug/L

Cu:9.5ug/L
Zn:95ug/L
(ﾆｾﾈｺｾﾞﾐｼﾞﾝｺ)

未実施 未実施 △ 12

26

米国EPAのRegion9,10ではWET放出許可にファットヘット
ミノー、ニセネコゼミジンコ、緑藻の試験を要求している。
本排水はファットヘッドミノー、ニセネコゼミジンコには毒
性を示さなかったが緑藻に対して毒性を示した。
これに基づきTIEを行い原因物質を明らかにした。

工場排水

米国、アリゾナ、
カリフォルニア、
オレゴン、または
ワシントン州

2006年～2010年 不明 不明
・緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitatum
96時間増殖阻害試験(EPA 2002)

ろ過、C18-SPE、
pHシフト、EDTA、
チオ硫酸ナトリウ
ム

ICP-MS、
イオンクロマ
ト

Ⅲ ○ オルトリン酸塩 7.5 mg/L

本研究の結果、下
記が示された。
IC25：3.4 mg/L
最大許容濃度：
4.8mg/L

未実施 未実施

○
通常のTIEプロセ
スを超えて検討
を加え、予想外
の原因物質であ
ることが明らか
になった事例

13

IC、ICP-OES

通気、EDTA、チオ
硫酸ナトリウム、ろ
過、C18-SPE

珠江デルタ地域の様々な工業排水の急性毒性を、発光
バクテリア、ウキクサ、藻類、甲殻類、ゼブラフィッシュを
用いて調査した。 工業排水中の潜在的な有毒物質を、
発光細菌バイオアッセイ及び化学分析によって同定、評
価した。

中国珠江デルタ 2010年頃

24

酸性鉱床（AMD）は、硫化鉱物の酸化によって鉱山地域
から発生する酸性の硫黄に富む廃水である。
AMDの影響を評価するために、化学測定が適用されて
いるが、多数の有害な因子が相互作用する、AMDの負
の効果を推定する際の使用には限界がある。
本研究の目的は、ミジンコを用いた生物学的評価による
AMDの負の効果を評価することである。

8

ICP-MS、
GC-NCI-
MS、
GC/MS

・発光バクテリア*
・ウキクサ
・藻類
・ニセネコゼミジンコ
・ゼブラフィッシュ

Cd :0.7mg/L
Cu: 0.13mg/L
Mn: 43.2mg/L
Zn: 14 1mg/L
(ｵｵﾐｼﾞﾝｺ)

オオミジンコ（急性）

pHシフト、通気、ろ
過、陽イオン交換
樹脂、陰イオン交
換樹脂、EDTA
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27
エスク川流域

スコットランドとイ
ングランドの国
境にあるラング
ホルム近郊

・町の下水処理場からの排水
（町からの下水と工場下水（繊維会社
等）とその河川
・下水道に排水している工場由来の排
水から2社が候補に絞られるも発生源
は不明。

河川/流
入下水

下水サ
ンプル
のベー
スライ
ンとし
て：

オオミ
ジンコ
(EC50
＝4-
5％）

 ・オオミジンコ48時間急性遊泳阻害試験
（淡水）

・下水は生分解性
の炭素と細菌が多
く吹くため、固定化
従属栄養細菌を含
有する加熱された
バイオリアクター
に試料を通すこと
によって前処理
・TIE  Phase1：前
処理は活性炭素
処理、エアレーショ
ン、F ltration、pH
調整、チオ硫酸ナ
トリウム処理、
C18、EDTA処理

・アンモニア
性窒素、
BOD、COD、
TOC、微量
金属、有機リ
ン及び有機
塩素系農薬
を測定
・GC-MS、

I △

・河川本流から農薬が検
出されるも生態毒性の影
響は軽微。一方、下水処
理場からの最終排水にお
いて高い生態毒性が確認
され、下水網へ流入する
工場排水が汚染源である
ことが示唆される。
・下水処理場までの下水
網の複数地点からサンプ
リングされた排水で
TRE/TIEを実施した。最も
有望な毒性物質は有機リ
ン系農薬ジアジノンで、よ
り少ない程度でプロペタム
ホス及び界面活性剤（例
えばノニルフェノール）が
原因物質として示された

・Diazinon
（3000およ1500ng
/L ）

・EPA文献値
（EC50)：840ng/L）

・殺虫剤単独で
は全排水生態
毒性を説明す
ることはできな
いが、界面活性
剤の存在は相
乗的な方法で
毒性効果を高
める可能性が
ある（複合影響
を示唆）。

pH調整及びC18固相抽
出、曝気

2年

△
年2回の測定

/TIEで2回目の
ジアジノン分析

結果が生態毒性
を十分に説明で
きない（他の化
学物質が関連し

ている）

28 ティーズ川河口
イングランドの北
東海岸

・産業界や国内のさまざまな源泉から
大量の複雑な廃棄物
（受水域に重大な生態毒性をもたらす
ことが示されていた複雑な排水）
L：河口に流入する前の最終の集合下
水
L1:最終合流前の下水
L2:化学コンビナート（a chemical
processing complex）からの排水
L3:sewage maceratorからの排水
L1-3:上流からL1にくる下水（下水処理
プラントを通らない）
L1-5:上流からL1にくる下水
L1-5(a) L1-5に集まる下水

流入下水
（希釈水
は海水）

L1-3の
排水で
はカキ
胚・幼
生発生
試験(海

水)
で有害
性あり
（数値
の記載
はな
い）

・珪藻類72時間成長阻害試験（海水)
・カキ胚・幼生発生試験(海水)

TIE  Phase1 にお
け前処理。
なお、測定におけ
る妨害を回避する
ために、試験溶液
及び希釈水を調製
前に0.2umでのフィ
ルターで処理

・TIE  Phase1
で行う分析/
測定

I △

・最終流出液中のかなり
の毒性が、未処理工業廃
液と関連
・塩濃度による影響では
ないことは確認済み
（同定された物質）
・シアン化合物(L1-3)
・非極性有機物（L1-5a)
・カチオン（L1-5a)
・揮発性化合物（L1-5a)

L1-3:シアン化合
物（強力な候補と
して）300-
392mg/L

日本の有害性評
価書より
「無脊椎動物に対
する急性毒性は、
甲殻類では
0.083
～
2.326 mg CN/L
の範囲」

・下水全体で生
態毒性に寄与
する小さな排出
物がたくさんあ
る（同定できて
ない）
・

・C18固層抽出、pH調整、
エアレーション、活性炭処
理、EDTA処理、脱塩素
⇒削減効果が見られたあ
るいは示唆された方法は
各排水サンプルで異なる
・降雨後に集水域の排水
量が増えたことで採水時
におけるサンプルの毒性
が低下した。
・L3における生態毒性は
下水処理施設の拡張で
対応できると示唆

2年 △

29 エア川流域

イングランドの
ヨークシャー州ブ
ラッドフォード市
近郊

ブラッドフォード地区の繊維産業及び
化学産業からの生態毒性貿易廃液を
含む下水と産業廃棄物の複雑な混合
物

河川

農薬な
どの濃
度は上
昇した
が、無
脊椎動
物に対
する短
期ばく
露毒性
は示さ
れな

かった

実施せず 実施せず
近年の処理プロセスの改
善の結果として改善によ
るもの

○
水質の改善を生
態影響試験（バ
イオアッセイ）で

評価

30

漂白作業からの排水に対して生物学的影響を評価する
ために、WETテスト、in situバイオアッセイ、大型無脊椎
動物のコミュニティ構造及び機能、及びTIE手順の組み
合わせを使用した。
この研究で使用された4段階アプローチは、個々の段階
で使用される方法の有用性だけでなく、いくつかのアプ
ローチの統合がどのようにリスク評価への証拠の重み
付けアプローチのための貴重な情報を提供するかを示
している。

英国ダービーシャー川
のゴイト川の一部

a single
consented
discharge from a
bleaching works

1997-1998
英国ダービーシャー川のゴイト川の一
部から2点
（上流は農地、下流は住宅地）

河川
(EC50)

30%

・オオミジンコ48時間急性遊泳阻害試験（in
situ)
⇒生存率上流：90％＞下流：0％
・ヨコエビ feeding rate test（in situ）
⇒生存率：上流＞下流, 摂食率率：上流＞
下流
・底生大型無脊椎動物の群集構造及び機
能
⇒分類数の低下、生物指標の低下

・pH調整
・pH調整+エアレー
ション
・pH調整+エアレー
ション+フィルトレー
ション
・pH調整+エアレー
ション+フィルトレー
ション+C18 SPE
・チオ硫酸ナトリウ
ム

・GC/MS
・遊離及び全
残留塩素含
量を測定

I-III ○ chlorine

塩素の濃度は不
明
（0.88g / Lのチオ
硫酸Naの添加で
毒性が完全に除
去された。
また、次亜塩素
酸Naの0.89ｍｇ/L
で100%行動不能
になる）

【塩素酸】オオミジ
ンコ遊泳阻害試験
EC50値
599mg ClO3-/L

流出液の曝気及びチオ
硫酸ナトリウムの添加は
毒性を除去し、揮発性で
ありチオ硫酸ナトリウム
によって減少し得る化合
物によって毒性が引き起
こされたことを示唆した。
流出物のpHを調整し、そ
れを濾過すること（操作
1-2及び6-8）は、その後
の毒性に有意な影響を
及ぼさなかった

△
原因がわかって
た可能性があ
る。様々な生物
試験の組み合わ
せで評価してい

る

16

・英国DTA（Direct Toxicity Assessment)デモンストレー
ションプログラムで実施された。
・排水由来の生態毒性が主な要因として明確に定義さ
れた水質問題を伴う集水域において、水質改善を実現
するために設計された一連のバイオアッセイと7段階の
改善プロトコールを試行した。
・この試みは、英国の環境規制当局と水と製造業の共
同ベンチャーとして実施された（財政支援もここから）。
・このプログラムでは３つの河川を対象に実施された。
・この成果は、英国の複雑な排水の評価と管理にバイオ
アッセイをどのように最善に活用するかについて、規制
当局に推奨するために使用され、実施方法や規制上の
意思決定のためのデータ使用方法に関するガイダンス
が作られた。

また、規制する側と規制される側が環境問題に取り組
み、効果的かつ実行可能な解決策を提供するためにど
のように協力し合うかを実証された。

本プログラムの各詳細はUKWIRが２００１年に報告書を
掲載している（全7編）
・現在の化学物質排出免許の制限があるにもかかわら
ず、選択された排水に関連する受水域で同じ生態毒性
が確認された。
・プログラムの進捗状況は地域のステークホルダーに伝
えられ、プログラムの間に設定されたステークホルダー
ミーティングによってフィードバックされた。
・受水域に重大な生態毒性をもたらすことが示されてい
た複雑な排水についてTREの完了を目指した。

14,151998～1999
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化学製造工場の排水 論文が1989年

高い伝導率の排水
（Na+, Ca2+, Cl-が主成分：Na+, 1,020
mg/L; Ca2+, 3,000 mg/ L; and Cl-,
7,310 mg/L)

①排水
②合成排
水（井戸
水に塩を

添加：
Ca2+,3,00
0mg / L;
及びCl-
,7,310mg

/ L）

（LC50）
40-
80％

FHM 96ｈ急性毒性試験

塩分/導電率、イ
オン交換樹脂、活
性炭、及びシリカ
ゲル

・TOC, ICP I-III ○

・TIEの第一段階で毒性を
削減できた
・Ca2+が一部の製造現場
の排水の毒性の原因であ
り、廃水中のCa2 +の大部
分は、製品回収及び植物
流入中性化に使用された
石灰（酸化カルシウム）に
由来

①Ca 2+濃度の分
析により、P.
promelas 96時間
LC50レベル
（すなわち、
2,400mg / L）

カルシウム急性毒
性
・D.pulex 48時間
EC50, 499mg / L
・アミ96時間LC50,
927mg / L
 ・P. promelas96時
間LC50, 266mg /
L

生成物回収プロセス及び
廃水中和において水酸
化ナトリウムを石灰の代
わりに使用する苛性コン
バージョンプロジェクトを
実施した。 これにより、排
出物中に塩化ナトリウム
が生成され、これは塩化
カルシウムよりも著しく毒
性が低い。 この変化の
結果、流出物の毒性は排
除された。

イオンのバラ
ンス調整、除
去、または処
理が安価であ
れば、最小限
に抑えられる

△
生物試験の結果
に対し、製造工
場の特性と導電
率で概ね原因が

判明

化学品製造工場の排
水

論文が1993年
（LC50）
61.2-
66.0％

ニセネコゼミジンコ48時間毒性試験
（この排水の状況からニセネコゼミジンコで
はreciving systemを反映していないため
FHMがその後使われた）

TIEの第一段階の
手順、イオンス
キャン

I ○

・イオンスキャンによりNa
+及びCl-が主要なイオン
と判明。同じイオン種の合
成排水を変化させても毒
性が変わらないことから、
毒性の原因はTDSによる
浸透圧調整への影響とさ
れた。塩濃度が高い原因
は高塩濃度の内陸部に
排水されていたためと述
べている

-

この排水を ニセネコゼミ
ジンコでは評価できない
のでFHMを使うことになっ
た（浸透圧調整における
種の感受性の問題かの
記載はない）

数か月に及ぶ・
TIEの第一段階
では毒性が除去
できなかった。

△
（このレビューの
参考資料文献に

よると）
排出状況によっ
ては、TDSだけ
に起因する排水
毒性は、毒性レ
ベル以下で急速
に希釈され、人

間の健康や生物
濃縮問題がない
ため、規制上の
問題が少なくな
る可能性があ

る。

1 Generalized Methodology for Conduction Industrial Toxicity Reduction Evaluation (TREs), EPA/600/2-88/070, 1989

2 WET 法を活用した工場排水管理：化学工業における排水改善の取り組み, 富川 恵子, 入江 俊行, 内田 弘美, 渡部 春奈, 鑪迫 典久, 環境化学 Vol. 25 (2015) No. 1 

3 VLAMING et al , APPLICATION OF WHOLE EFFLUENT TOXICITY TEST PROCEDURES TO AMBIENT WATER QUALITY ASSESSMENT, Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 19, No. 1

4 ANDERSON et al., EVIDENCE OF PESTICIDE IMPACTS IN THE SANTA MARIA RIVER WATERSHED, CALIFORNIA, USA, Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 25, No. 4 

5 Sungjong Lee et al.,  Toxicity ident fication and evaluation for the effluent from a nonmeta lic mineral mining faci ity in Korea using D.magna, Toxicology and Industrial Health 2017, Vol.33

6 Jin-Sung Ra et al., App ication of toxicity identification evaluation procedure to toxic industrial effluent in South Korea, Chemosphere 143 (2016)

7 BAILEY et al., IDENTIFICATION OF CHLORFENVINPHOS TOXICITY IN A MUNICIPAL EFFLUENT IN SYDNEY, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA , Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 24, No. 7

8 Fang et al., Use of TIE techniques to characterize industrial effluents, Ecotoxicology and Environmental Safety 76(2012) 

9 SAMLALSINGH et al.,  APPLICATION OF TOXICITY IDENTIFICATION EVALUATION PROCEDURES FOR CHARACTERIZING PRODUCED WATER USING THE TROPICAL MYSID, Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 23, No. 5(2004) 

10 HUGHES et al.,  USING ULTRAHIGH-RESOLUTION MASS SPECTROMETRYANDTOXICITY IDENTIFICATION TECHNIQUES TO CHARACTERIZE THE TOXICITY OF OIL SANDS PROCESS-AFFECTED WATER: THE CASE FOR CLASSICAL NAPHTHENIC ACIDS, Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 9999, No. 9999, 2017

11 Lee et al.,  Ecological assessment of coal mine and metal mine drainage in South Korea using Daphnia magna bioassay , SpringerPlus (2015)

12 Kayhaniana et al.,  Toxicity of urban highway runoff with respect to storm duration, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT (2008)

13 Naddy et al.,  Identifying the cause of toxicity in ana algal whole effluent toxicity study - An u anticipated toxicant. Chemosphere, 85 (2011) 1026-1032.

14 Tinsley et al. (2004). The Use of Direct Toxicity Assessment in the Assessment and Control of Complex Effluents in the UK: A Demonstration Programme. Ecotoxicology, 13, 423–436.

15 Hutchings et al. (2004). Toxicity Reduction Evaluation, Toxicity Identification Evaluation and Toxicity Tracking in Direct Toxicity Assessment. Ecotoxicology, 13, 475–484.

16 Maltby et al.  (2000). Using single-species toxicity tests, community-level responses, and toxicity identification evaluations to investigate effluent impacts. Environ. Toxicol. Chem. 19, 151-157.

17 Goodfellow et al. (2000). Major ion toxicity in effluents: A review with permitting recommendations. Environ. Toxicol. Chem. 19, 175-182.

※１ 文献の中で水質の基準等が記載されている場合（TU等）はその値（例えば最大値）を記入
※２ 複数の毒性原因の寄与が考察されている場合 （複合影響） とコメントした。
※３ 文献中に記載がある場合に記録する。
※４ 文献中に記載がある場合に記録する。
※５ ○WETでしか分からないもの ×WETでは分からないもの △WETでなくてもできるもの

（例えばm環境基準値や文献値をはるかに上回る毒性値や分析値の場合、WETでなくても評価可能とした

31

塩分又はイオンの不均衡が排水の毒性の原因であるこ
とに対し、高い導電率を有する排水が生態毒性を引き起
こす可能性や、TDSが原因となる事例を紹介している。
また、費用対効果を考えた削減プロセスについても提案
している。
このレビューは事業所排水の改善あるいは生態系保全
を目的としたTIEではなく、水生毒性試験におけるイオン
の不均衡の役割をより良く理解し、これらの問題に対処
する際に考慮すべき様々な提案事項
（recommendations）を提供することを目的としている。

17
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32

繊維産業の盛んなブラジル、サンタカタリーナ州において、排水規
制は一般的な物理化学的測定に基づくものであるが、当該排水の
化学的複雑性に鑑み、安価な方法として毒性試験の義務付けを検
討している。
これに関係して、排水処理手法としてのオゾン処理の有効性を毒性
試験により調べた。

ブラジルの繊維産業
ブラジル、サンタ
カタリーナ州

1999年頃 繊維産業排水
河川

(詳細不
明)

・発光バクテリア
・藻類（イカダモ増殖阻害）
・オオミジンコ（遊泳阻害）
・グッピー（急性）
・高等植物（イネ、ダイズ、コムギの発芽・成
長、酵素活性（カタラーゼ、ペルオキシダー
ゼ））
・ソラマメ小核試験

オゾン処理

・発光バクテリア（TU：18.5→3.0）
・藻類（イカダモ増殖阻害）（TU：16.1→4.0）
・オオミジンコ（遊泳阻害）（TU：4.0→NT）
・グッピー（急性）（TU：2.0→NT）
・高等植物（イネ、ダイズ、コムギの発芽・成長）
（ダイズの成長のTU:4.0→1.0以外、TU:NT～4.0→NT）
・カタラーゼ（TU：4.0→NT）
・ペルオキシダーゼ（TU：16.7→NT）
・ソラマメ小核試験）（TU：NT→NT）

1

33

カナダにおいてパルプ工場排水が野生魚類の生殖指標に変化を
生じていることが明らかにされていることから、その原因追究のた
めに、漂白クラフトパルプ工場のどの排水経路が原因となっている
かをファットヘッドミノーの生物試験を用いて調べた。

漂白クラフトパルプ工場
カナダ、テラスベ
イ

2003年7-8月 漂白クラフトパルプ工場 湖水

ファットヘッドミノー(短期生殖試験）
・個体エンドポイント（生殖腺指数、コンディ
ションファクター、肝臓重量指数、体重増加）
・産卵
・卵産生
・雌性性徴の発現(産卵管発生）
・雄性性徴の発現
・生化学的組織学的分析
・F1のエンドポイント

〇原因追究方法

以下の排水について生物
試験を実施し、有意な生殖
影響を生じる排水流を特定
した
・最終排水（生物処理後）
・統合工場排水（CME）
・統合アルカリ排水（CALK）
・統合酸排水（CACID）
・統合ストリッピング濃縮排
水（CSC)

〇原因追究成果

有意な生殖影響を生じた排水流は下記の通り
・産卵の減少（CALK***）
・卵産生（CALK**）
・雄における産卵管発達(CALK**）
・雌における雄性性徴の発現(最終排水*、CALK*）
・テストステロン産生レベル
（雌：最終排水***、CALK*、CACID*)
  (雄：CACID**、CSC**、CME*）
   ***：p<0.001、**：p<0.01、*：p,0.05

2

34

有機化学工業排水中の有機炭素は残留性及び生態毒性を示す可
能性がある。通常、様々な廃水処理によりTOCやWETは除去される
ものと考えられるが、個別の処理方法について、これらの除去効果
を検証した事例は少ない。
しかし、このような情報は、プロセスの最適化や新たな製品分離プ
ロセスの導入により廃水処理システムを変更した場合には特に価
値がある。
ここでは、事例研究として実験室内で二つの製品分離プロセス廃水
の活性炭吸着及び/又は生物処理を行い、有機炭素および毒性除
去効果を比較した。

蛍光漂白剤製造工場
（Ciba Specialty Chemicals)

ドイツ、グレン
ザッハ

2005年
(詳細不明)

有機化学工業（蛍光漂白剤製造）廃水
1. End-of-pipe system
（製品分離はフィルタープレス）：

廃水処理には活性炭吸着+生物処理
を使用
2. Process-integrated system
（製品分離は膜分離）：

廃水処理には生物処理を使用

河川 藻類増殖阻害試験（OECD 201）
1.活性炭吸着+生物処理
2.生物処理

１のシステムでは活性炭吸着でTOCはあまり低下しないが毒
性は40%低下。

生物処理ではTOCは80%低下したが、毒性は約3倍上がっ
た。
２のシステムでは生物処理によりTOCは低下していたが、毒性
は約2倍上がった

生物処理により、より毒性の強い代謝物の産生が疑われた。
TOCと化学分析、毒性試験を組み合わせることがプロセスの
最適化に重要。

3

35
中国において、ニトロ芳香族を含む排水の処理の流れと有機汚染
物質除去及び毒性の関係を調べた。

ニトロ芳香族排水 中国 2010年
ニトロ芳香族を含む排水

湖水
・発光バクテリア
・魚類（ゼブラフィッシュ）初期生活段階試験

ニトロ芳香族を含む排水。
ラボスケールで上級処理を
行いその効果を化学分析
及びバイアッセイにより調べ
た。

〇従来処理
・生物処理
〇上級処理。従来処理に下
記を加える
・凝集処理
・酸化+凝集処理
・凝集+吸着処理
・酸化+凝集+吸着処理
・吸着処理（活性炭、MIEX、
高クロスリンク樹脂）

酸化凝集処理までのプロセスによりDOCは低下したが、急性
毒性は酸化凝集処理を行うことによりむしろ増加した（450%）。
これは未処理排水に比較しても30%増であり、毒性副生物の生
成によるものと考えられた。
酸化凝集処理に更に吸着処理を加えたところ、活性炭又は樹
脂による吸着はDOC、および急性毒性、慢性毒性を減少させ
るのに有効であった。

4

1 Rosa et al., Toxicity-based criteria for the evaluation of textile wastewater treatment efficiency. Environmental toxicology and Chemisty, 20, 839-845, 2001.

2 Rickwood et al., Use fo parired fathead minnow (Pimephales promelas) reproductive test. Part 2: Source identification of biological effets at a bleached kraft mill. Environmental toxicology and Chemisty, 25, 1847-1856, 2006.

3 Koehler et al., Organic pollutant removal versus toxicity reduction in industrial wastewater treatment: The example of wastewater from fluorescent whitening agent production. Environ. Sci. Technol. 2006, 40, 3395-3401.

4 Lu et al., Toxicity reduction in an industrial nitro-aromanic wastewater plant: an assessment and a proposed improvement. Water Science & Technology, 66, 415-421, 2012.
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Ｎｏ． 関連性 Title WETアプローチ WET試験と生態毒性評価 TIE/TRE毒性の同定・削減 生物試験と毒性評価 処理技術の性能評価 年

1 A

An International Perspective on the Tools and Concepts
for Effluent Toxicity Assessments in the Context of
Animal Alternatives: Reduction in Vertebrate Use.

排水規制と排水試験のアプローチについての概要。開発
中の代替方法論、および各国や地域の要件に合わせて
選択できる規制上のアプローチに対する制限および障壁
について説明

2018

8 C

Exposure to a Brazilian pulp mill effluent impacts the
testis and liver in the zebrafish.

ブラジルのパルプ製紙工場からの排水の影響を調べるた
め、ゼブラフィッシュの肝臓および精巣における形態学並
びに生理学的解析を行った。本研究から、ゼブラフィッシュ
の精巣と肝臓の生理学と生化学解析により、パルプ工場
からの排水が短期的な影響を及ぼす証拠を示した。

2018

9 C

Association of textile industry effluent with mutagenicity
and its toxic health implications upon acute and sub-
chronic exposure.

複雑な産業排水は、生態系に一定のリスクをもたらす。こ
の研究は、繊維産業廃水の急性および亜慢性の毒物学
的影響を特定することを目的として実施した。化学分析と
変異原性試験（コメットアッセイ、エイムス試験）、および
ラットを用いた生理学的・行動学的変化を観察した。この
研究では、繊維産業排水が遺伝毒性や変異原性を引き
起こし、急性曝露時に生理学的および行動的変化をもた
らし、亜慢性曝露時に様々な病理学的病変を引き起こす
可能性があると結論した。

2018

14 B

Investigation of a Brazilian tannery effluent by means of
zebra fish (Danio rerio) embryo acute toxicity (FET) test.

ブラジルの皮なめし工場排水中の化合物とその影響を検
出するためにFETテスト（144時間）を実施。ゼブラフィッ
シュの胚に対してD。rerio胚において、受精卵の凝固等の
急性毒性を生じたことを示した。、これらの影響は金属に
起因するのではなく、染料、顔料、殺生物剤、担体、界面
活性剤、またはこれらの複雑な混合物中に存在し得る他
の有機化合物などの他の検出されない成分に起因し得る
ことを実証した。ＦＥＴ試験は皮なめし排水の潜在的な急性
毒性を評価するための生態毒性試験への追加ツールとし
て有用である。

2017

16 C

Bioassessment of the Effluents Discharged from Two
Export Oriented Industrial Zones Located in Kelani River
Basin, Sri Lanka Using Erythrocytic Responses of the
Fish, Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).

工業プロセスから発生する排水は、細胞毒性/遺伝毒性
の危険をもたらす可能性があり、従来のモニタリング方法
では明らかにできない。魚の赤血球反応を用いる試験を
提案している。

2017

17 A

Toxicity identification and evaluation for the effluent
from a nonmetallic mineral mining facility in Korea using
D. magna.

韓国。工場の廃水からの未知の化学物質や従来の汚染
物質の毒性を監視するために、全排水試験が一般的に使
用されている。この研究は、オオミジンコに毒性を有する
非金属鉱物採鉱施設の廃水の急性毒性を決定するため
の同定評価（TIE）を行った。TIEフェーズIの後、全溶解固
形物の化学分析（TIEフェーズII）を実施し、塩化物イオン
の濃度（15,302.5 mg / L）が予測EC 50値より実質的に高
いことを示した。確認ステップ（TIEフェーズIII）では、塩化
物イオンがこの排水の主な毒物であることが実証された。
なお、カリウム（317.5 mg / L）、マグネシウム（970.5 mg /
L）、ナトリウム（8595.3 mg / L）、および硫酸塩（2854.3 mg
/ L）の濃度は、毒性を引き起こすのに十分なほど高くはな
かった。この研究では、塩化物が非金属鉱物採掘施設の
排水中の主な毒物であると結論した。これらの結果に基づ
いて、イオン交換や逆浸透技術などの高度な処理プロセ
スは、このような状況で廃水を処理するために推奨されて
いる。原因物質の同定と様々なタイプの廃水処理施設の
排水評価のための技術的支援を提供するためにはさらな
る研究が必要であるとしている。

2017

18 C

Uranium mining wastes: The use of the Fish Embryo
Acute Toxicity Test (FET) test to evaluate toxicity and
risk of environmental discharge.

魚類胚急性毒性試験（FET）を用いて、鉱山廃水および不
活性化されたウラン鉱山からのスラッジ溶出物の遺伝毒
性および催奇形性の可能性を評価した。本手法により、溶
出物と排水の両方が遺伝毒性であること、そして鉱山排水
が低濃度で催奇形性であることを決定することが可能であ
ることを示した。

2017

19 A

The toxicity of oil sands process-affected water (OSPW):
A critical review.

このレビューは、オイルサンドプロセス影響水（OSPW）の
タイプ、および異なる分類群の生物を用いたin vitroおよび
in vivo曝露試験から得られた毒物学的データをまとめたも
のである。一般に、OSPWの毒性は、OSPWの種類と濃
度、暴露期間（急性対慢性）、および研究対象の生物に依
存することがわかったとしている。

2017

24 C

In vitro and in vivo investigation of the genotoxic
potential of waters from rivers under the influence of a
petroleum refinery

ブラジル最大の石油精製所から発生する廃水の遺伝毒性
および変異原性の可能性、製油所で使用される処理の有
効性、およびその廃水が廃棄される河川の水質を損なう
かどうかを評価している。

2017

25 B

Aneugenicity and clastogenicity in freshwater fish
Oreochromis niloticus exposed to incipient safe
concentration of tannery effluent.

従来の排水毒性試験では、遺伝毒性等を調べることがで
きないので、ＷＥＴ試験の手順に遺伝毒性反応をなどアプ
ローチを加えるべきと強調している。

2017

26 B

The Effects of Elevated Specific Conductivity on the
Chronic Toxicity of Mining Influenced Streams Using
Ceriodaphnia dubia.

人間活動の結果としての淡水生態系の塩類化は近年著し
く増加している。本研究では、鉱山の排出物は実験室試
験生物にとって有毒であり、さらにその毒性は導電性に
よって示されるようにイオン濃度に関連するという仮説を
検証するため、ニセネコゼミジンコに対する流入河川水の
全排水毒性試験を行った。 伝統的な毒性試験のエンドポ
イントを用いて、鉱業の影響を受けた河川におけるニセネ
コゼミジンコの生存率と導電率の間には関係がないことを
示した。しかし、データセット全体を検討すると、導電率と
産仔数との間に有意な逆相関があることが明らかになっ
た。

2016

①キーワード： toxicity testing industry effluent (and/or) ：ヒット数：99件、一次スクリーニングで 22件を調査（他の検索との重複を除く）
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31 B

Toxicity evaluation of wastewater collected at different
treatment stages from a pharmaceutical industrial park
wastewater treatment plant.

中国の製薬工業団地における廃水処理施設から異なる
処理段階で集められた廃水の毒性評価。デヒドロゲナー
ゼ活性（DHA）と生物発光細菌（V. qinghaiensis）の試験を
通して、従来の廃水の汚染パラメータと今回の毒性試験を
評価することを目的とした。DHAとV.qinghaiensis試験を用
いて得られた毒性値の間には有意に正の相関があること
を示した。 DHA測定と比較して、V. qinghaiensis試験はよ
り速くそしてより感度が高かった。一方、毒性指標はTSS、
TN、TPおよびCOD濃度と有意にそして正に相関してい
た。

2016

37 A

Comprehensive Toxicity Evaluation and Toxicity
Identification Used in Tannery and Textile Wastewaters

中国。なめし革工場及び繊維製品工場の排水の毒性評
価。バイオアッセイは、Microtox試験、魚類胚仔魚期短期
毒性試験および藻類試験を採用。TIEの結果、繊維流出
物の主な有毒物質は非極性有機汚染物質であり、続いて
濾過可能な化合物、重金属、酸化性物質および揮発性成
分であることを示した（Article in Chinese)。

2015

43 A

Source identification of toxic wastewaters in a
petrochemical industrial park.

石油化学工業団地における有害廃水の発生源の特定、
石油化学工業団地における生産廃水の毒性を評価する
ために、活性汚泥の酸素消費の抑制効果をテストしまし
た。毒性データを標準毒性物質３，５−ジクロロフェノール
の各日の濃度 - 効果関係に従って標準化した。さらに、
対応する標準毒性物質の品質排出量（QEL）は、対応する
3,5-ジクロロフェノール濃度と廃水流量を掛け合わせて算
出し、各廃水の廃水処理施設への毒性排出寄与を示した
（Article in Chinese)。

2014

44 A

Oil refinery experience with the assessment of refinery
effluents and receiving waters using biologically based
methods.

ヨーロッパの製油所からの石油関連物質の排出の傾向
は、1969年に最初に測定されて以来、一貫して排出量が
減少している。この減少は、内部回収またはリサイクル手
順の強化と物理的および生物学的処理の利用の増加と
一致する。同時に、立法の推進力に部分的に応じて、排
出物の品質を評価するための慢性（長期）毒性試験およ
び代替方法の使用が増加している。全排水評価（WEA）ア
プローチはまた、排水成分の動態（運命）に取り組む研究
の実施の増加を推進している。そのような研究は、潜在的
に生物蓄積性物質（ＰＢＳ）に取り組むための生分解およ
び固相マイクロ抽出 - バイオミメティック抽出（ＳＰＭＥ −
ＢＥ）方法の使用を含んでいた。このようにして排水中のＰ
ＢＳ成分の残留性および毒性に対処することが可能であ
る。さまざまなケーススタディで収集されたデータは、製油
所の排水が環境に影響を与える可能性を評価するために
生物ベースの方法を使用することの利点と落とし穴を強調
している。

2015

56 A

Identification of toxicity variations in a stream affected
by industrial effluents using Daphnia magna and Ulva
pertusa.

韓国。オオミジンコとアオサを使用した包括的な毒性モニ
タリング調査が実施され、繊維製品と皮革製品製造施設
から産業排水が流れる河川の毒性の原因が特定された。
ＴＩＥの結果、CuとZnの両方が排水中の主要な毒性物質
だった。特にアオサは下流での毒性を検出するのに十分
な感度であり、重要な毒性物質としてZnを同定するのに有
用だった。一連のバイオアッセイを用いたTIE手順は、排
水および河川水中の急性および亜急性毒性の原因を特
定するのに効果的だった。

2013

80 A

A comparative study on toxicity identification of
industrial effluents using Daphnia magna.

韓国。工場排水中の原因物質（毒性の）を同定するため、
オオミジンコの急性毒性試験モニタリングとＴＩＥを実施し
た。金属メッキ工場とゴム製品工場からの排水はオオミジ
ンコに対して急性毒性があり、毒性は異なるサンプリング
イベント（それぞれ2.9-5.9と1.7-7.6 TU）で変化した。ゴム
製品工場の排水に関して、亜鉛が、加硫促進剤として用
いられた亜鉛2-メルカプトベンゾチアゾールおよび亜鉛ジ
エチルジチオカルバメートに由来すると思われる主な毒性
原因であることが確認された。金属めっき工場の排水につ
いては、還元剤および酸化剤由来の高濃度の塩化物イオ
ンと硫酸イオンが原因として特定された。

2011

85 A

A comparative study of toxicity identification using
Daphnia magna and Tigriopus japonicus: implications of
establishing effluent discharge limits in Korea.

韓国では、オオミジンコ急性毒性試験に基づく産業排水の
新たな許可基準が2011年から徐々に実施される予定であ
る。この研究では、海洋種（シオダマリミジンコ）および淡
水種（オオミジンコ）を用いた試験と同定の比較を行った。
金属メッキ工場からの排水（塩化物イオンが原因と同定）
は、オオミジンコに対して急性毒性を示したが、シオダマリ
ミジンコに対しては毒性を示さなかった。海水に排出され
る産業排水の毒性評価には淡水種よりも海洋種のほうが
望ましいことが示唆された。

2011

86 B

Toxicity assessment of dye containing industrial effluents
by acute toxicity test using Daphnia magna.

インド。皮なめし、織物、染料および紙パルプ産業の染料
含有排水の毒性が、オオミジンコを用いた急性毒性試験
で評価された。全体で66.67％の排水が有毒、33.33％が
無毒であることがわかった。一般に、なめし工場および染
料工場の排水よりも、なめし工場および染料の排水はより
高い毒性を示した。

2011

93 A

Whole effluent assessment of industrial wastewater for
determination of bat compliance: Part 1: Paper
manufacturing industry.

2010

94 A

Whole effluent assessment of industrial wastewater for
determination of BAT compliance. Part 2: metal surface
treatment industry.

2010

95 B

The fish embryo toxicity test as an animal alternative
method in hazard and risk assessment and scientific
research.

ＴＧ２１２の代替としてＦＥＴが有用であるかを含め、動物愛
護の関連で、ハザードの評価にＦＥＴを代替試験とすること
に関するレビュー。

2010



Ｎｏ． 関連性 Title WETアプローチ WET試験と生態毒性評価 TIE/TRE毒性の同定・削減 生物試験と毒性評価 処理技術の性能評価 年

1 C

Multiple lines of evidence of sediment quality in an urban Marine Protected
Area

Sediment Quality Triadアプローチ（SQT）を用いて底質化
学、毒性、底生生物群集記述子について分析した。堆積物
全体の毒性同定評価（TIE）を実施。

2018

7 A

Ecological assessment of coal mine and metal mine drainage in South
Korea using Daphnia magna bioassay.

酸性鉱山排水の生態学的影響を評価するために、韓国の
金属鉱山（Dalsung）および石炭鉱山（Samtan）排水を収
集。全排水毒性試験（オオミジンコの急性毒性試験）および
毒性同定評価（TIE）により調査。TIEの結果から、酸性pHと
銅（Cu）が両方の鉱山排水で主要な毒物になり得ることが
明らかになった。

2015

18 B

Screening analysis of hundreds of sediment pollutants and evaluation of
their effects on benthic organisms in Dokai Bay, Japan.

北九州市洞海湾。底生生物に対する産業及び都市排水中
の微量汚染物質の影響を評価。約900の有機化学物質と
重金属の発生についてスクリーニングし、さらに底生動物
の密度とバイオマスを定量化した。化学分析には、GC-MS
データベースを備えた自動識別定量システムを使用して、
新しく開発された包括的な分析方法を使用。工業用化学
品、残留物ならびに家庭用化学品、糞便および下水等に
特徴的な汚染物質が確認された。底生動物の種の豊富さ
と個体数は、金属、PAH、その他の有機汚染物質の濃度が
高い地域で最も低く、湾の底生動物に悪影響を及ぼしてい
ることを示唆している。

2013

19 B

Identification of multi-level toxicity of liquid crystal display wastewater
toward Daphnia magna and Moina macrocopa.

液晶ディスプレイ（LCD）廃水処理施設（WWTP）からの排水
をオオミジンコとタマミジンコを用いて急性毒性、摂食速度
阻害および酸化ストレスを含む多段階毒性を定期的に調
べた。未処理廃水はD. magnaとM. macrocopaの両方に対
して急性毒性であったが、処理が進むにつれて毒性は最
終流出液（FE）で1 TU未満に達した。 FEでは急性毒性は
観察されなかったが、ミジンコの摂餌量は有意に抑制され
た。TIEにより、オオミジンコの毒性は凝固・凝集プロセスで
十分処理できなかった銅によるものと示された。さらに、凝
固剤に由来するAlはFEの毒性を増加させるように思われ
た。

2012

20 A

Identifying the cause of toxicity in an algal whole effluent toxicity study -
an unanticipated toxicant.

淡水藻類Pseudokirchneriella subcapitataを用いた全排水
毒性（WET）試験で、3か月の連続した試験で毒性が観察さ
れた（NOEC = 50-75％）。ニセネコゼミジンコまたはファット
ヘッドミノーに対する毒性は観察されなかった。原因物質を
特定するために毒性特定評価（TIE）試験を実施した。排水
中の過剰なオルトリン酸によるものであることが確認された
が、直接毒性によるオルトリン酸の９６時間２５％阻害濃度
（ＩＣ２５）は３．４ｍｇ ／ Ｌであり、最大許容毒濃度は４．８ｍ
ｇ ／ Ｌであった。この研究は複数のテストを行うことの価値
を例証し、また予期しない毒物を同定するために藻類を
使った効果的なTIEの例を提供した。

2011

②キーワード：effluent toxicity identification evaluation (and/or)：ヒット数：29件、一次スクリーニングで 5件を調査（他の検索との重複を除く）

別添４WETに関する文献調査②



Ｎｏ． 関連性 Title WETアプローチ WET試験と生態毒性評価 TIE/TRE毒性の同定・削減 生物試験と毒性評価 処理技術の性能評価 年

15 B

Biological Toxicity Evaluation of Domestic Wastewater Based on A(2)/O
Treatment Processes Using a Battery of Bioassays.

中国。生活排水の包括的な生態毒性と様々な処理プロセス
の毒性低減効率を正確に評価するために、Vibrio fischeri、
SOS / umuテストと酵母のエストロゲンスクリーニングに焦点
を当てたアッセイを実施。同時に、雄ゼブラフィッシュを用いて
廃水と中水道の内分泌攪乱作用のMOAについても取り組ん
だ。結果は、流入水に急性毒性、遺伝毒性およびエストロゲ
ン作用が観察された。二次処理後、毒性は著しく減少し、水質
が改善されたが、エストロゲン作用は検出され、依然として水
生生物に潜在的なリスクをもたらしていた。水生生物に対す
る廃水の悪影響について、より包括的な情報を得ることがで
きるように、評価は異なる組織または器官において分析され
るべきであるとしている。

2017

19 C

Ecotoxicity evaluation of a WWTP effluent treated by solar photo-Fenton at
neutral pH in a raceway pond reactor.

一部汚染物質は廃水処理に耐性があるため、一般的に見ら
れる非常に低い濃度でも、水生生物と陸生生物にリスクが生
じる。三次処理は微量汚染物質除去に使用されているが、処
理された排水の生態毒性についてはほとんど知られていな
い。この研究では、都市の二次排水について微量汚染物質
除去の前後で生態毒性を評価した。二次排水からは主に医
薬品が同定され、処理後は９９％の微小汚染物質に分解され
た。生態毒性の減少に関しては、例えばオオミジンコに対して
阻害率が20％→5％に低下した。

2017

20 C

Acute toxicity and chemical evaluation of coking wastewater under
biological and advanced physicochemical treatment processes.

極性の高い有機化合物は、coking wastewateにおける急性
毒性の主な原因である。生分解性が低く、毒性が高い、コー
キング廃水中の芳香族タンパク質様物質が、生物学的に処
理された廃水の急性毒性の残存の主な原因である。酸化プ
ロセスから発生する塩素は、フェントン酸化後の急性毒性増
加の原因である。したがって、適切で高度な物理化学的処理
プロセス、例えば活性炭吸着の組み込みは、より厳しい排出
基準を満たしかつ環境に対してより安全であるために生物学
的処理プロセスの後に実施されるべきである。

2016

24 B

Are combined AOPs effective for toxicity reduction in receiving marine
environment? Suitability of battery of bioassays for wastewater treatment
plant (WWTP) effluent as an ecotoxicological assessment.

3種類の廃水処理施設（WWTP）からの排水の生態毒性学的
評価を、高度酸化プロセス（AOP）の組み合わせを用いた三
次処理の前後に行った。ヨーロッパヘダイ、ウニ、イソクリシス
および. ビブリオ・フィッシェリをバイオアッセイに用いた。試験
した各WWTP廃水中に異なる急性毒性効果が観察された。ウ
ニ幼虫の発育と死亡率が最も敏感な評価項目だった。バイオ
アッセイは、海洋環境のためのWWTP排水の急性毒性につい
て予備的評価のために推奨できる。

2016

29 B

Evaluating the treatment of a synthetic wastewater containing a
pharmaceutical and personal care product chemical cocktail: compound
removal efficiency and effects on juvenile rainbow trout.

医薬品およびパーソナルケア製品（PPCP）は、慢性的に環境
中に排出される可能性があり、これらの生物活性を持つ化学
物質にさらされる可能性がある水生生物、野生生物、および
人間に対する懸念を引き起こす。合成排水を用い、実験室規
模の処理プラントによる実験では、物質によっては半分程度
しか除去できず、幼若ニジマスに暴露した実験では、血中ＶＴ
Ｇ濃度が上昇した。排水中にエストロゲン様活性を持つ物質
は保持されており、汚染物質負荷の一層の低減がホルモン
活性剤に取組むために必要であるとしている。

2014

55 C

Exposure and risk assessment of zinc in Japanese surface waters. 水生生物相に対する亜鉛の影響について日本の表流水中の
亜鉛の包括的な暴露とリスク評価。河川水中の亜鉛濃度に
対する雨水流出の影響を評価したところ、河川水中の亜鉛濃
度は、河川に流入する道路排水から大幅に増加することが示
された。費用対効果分析により、亜鉛全国排水基準の実施
は、日本の公共用水域に一定のレベルで有効である可能性
があることが実証されたが、有効性の程度は、流域の特性に
大きく依存している。現実的かつ適切な亜鉛の生態学的リス
ク管理を発展させるためには、費用対効果分析とともに排出
量およびばく露評価が不可欠である。生態系における損害と
人間の活動における利益との間のトレードオフを考慮して、よ
り強固な枠組みを開発することが重要である。

2010

57 C

Removal of pharmaceuticals during wastewater treatment and
environmental risk assessment using hazard indexes.

下水処理場での従来の廃水処理では研究中のほとんどの医
薬品を完全に除去できないことが示唆された。大多数の医薬
品について観察された高い半減期は、化合物の分解を促進
するために、より長い水力学的滞留時間が必要とされるべき
であることを示唆している。さまざまな水生生物（藻類、ミジン
コ、魚）に対して評価しました。感受性の全体的な相対的順序
は藻類>ミジンコ>魚であると推定された。

2010

Ｎｏ． 関連性 Title WETアプローチ WET試験と生態毒性評価 TIE/TRE毒性の同定・削減 生物試験と毒性評価 処理技術の性能評価 年

1 Ａ

In situ aquatic bioassessment of pesticides applied on rice fields using a
microalga and daphnids.

ポルトガル。米の生産地域に隣接する排水路に対する一時
的な汚染の影響をi評価した。評価にはa）物理化学的分析、
b）Pseudokirchneriella subcapitataを用いた全排水毒性
（WET）アッセイ、c）微細藻類（P. subcap tata）の成長を評価
するためのin situバイオアッセイを実施した。in situバイオアッ
セイとＷＥＴ試験の結果から見て、WET試験は栄養素の制限
がL1の藻類の成長に影響を及ぼしている可能性があることを
示した。

2011

別添４
③キーワード：effluent toxicity reduction evaluation (and/or)：ヒット数：57件、一次スクリーニングで 7件を調査（他の検索との重複を除く）

④キーワード：effluent toxicity Bioassessment (and/or)：ヒット数：2件、一次スクリーニングで1件を調査（他の検索との重複を除く）

WETに関する文献調査③④



Ｎｏ． 関連性 Title WETアプローチ WET試験と生態毒性評価 TIE/TRE毒性の同定・削減 生物試験と毒性評価 処理技術の性能評価 年

9 Ｃ

Efficacy of Allium cepa test system for screening cytotoxicity and
genotoxicity of industrial effluents originated from different industrial
activities.

スリランカ 4種類の産業活動（2つの繊維産業、3つのゴム
系産業、2つの工業地帯の一般処理場、および2つの水処
理場）に由来する処理済み廃水の細胞毒性および遺伝毒
性のスクリーニングに対するAllium cepaテストシステムの
有効性を評価。

2015

11 Ｃ
COD removal and toxicity decrease from tannery wastewater by zinc
oxide-assisted photocatalysis: a case study.

酸化亜鉛支援光触媒による皮なめし工場廃水からのCOD
除去と毒性の減少事例研究 アルテミアを用いた研究。 2014

19 B

Assessment of the toxicity of waste water from a textile industry to
Cyprinus carpio.

繊維工業からの排水（異なる濃度の流入水と流出水）を用
いて鯉（Cyprinus carpio）への96時間急性毒性試験を行っ
た。そこから得られたデータが水生動物による許容限界を
設定するのに非常に有用出ることを示している。有効な環
境上の安全限界の観点から排水の品質を確認し、水生環
境の完全性を確保するための毒性評価試験を導入する必
要性を強調。

2012

21 Ｃ

Assessing acute toxicity of effluent from a textile industry and nearby river
waters using sulfur-oxidizing bacteria in continuous mode.

韓国。連続方式の硫黄酸化細菌を用いた繊維産業と近隣
の河川水からの排水の急性毒性の評価。繊維工場排水お
よび工場下流の河川水の水生毒性を、硫黄酸化細菌バイ
オセンサーを用いて連続モードで評価した。

2011

24 Ｃ

Examining the effects of metal mining mixtures on fathead minnow
(Pimephales promelas) using field-based multi-trophic artificial streams.

メソコスム手法により、共通の受け入れ環境に排出され、
同じ規制の下で規制されている3つの処理済み金属鉱山
廃水（MME）の個々の影響を評価す。ファットヘッドミノー
（Pimephales promelas）の２１日繁殖試験を実施し、雌の
組織からの元素を分析。排水の出所が異なることから、水
質への影響を評価するために、累積放流環境における
treatment streamsを分けることの重要性を示唆。

2011

26 Ｃ

Enhanced nitrogen removal from pharmaceutical wastewater using SBA-
ANAMMOX process.

製薬廃水からの効率的な生物学的窒素除去がに関する
研究。嫌気性アンモニア酸化（ANAMMOX）による硫酸コリ
スチンおよびキタサマイシン製造廃水の処理を行い、発光
細菌（Photobacterium phosphoreum（T3変異））に対する生
物毒性試験によりその有効性を評価した研究。

2011

別添４
⑤キーワード：effluent toxicity Bioassey industry (and/or)：ヒット数：27件、一次スクリーニングで 6件を調査（他の検索との重複を除く）

WETに関する文献調査⑤



Ｎｏ． 関連性 Title WETアプローチ WET試験と生態毒性評価 TIE/TRE毒性の同定・削減 生物試験と毒性評価 処理技術の性能評価 年

1 Ｂ

Effects of municipal wastewater on aquatic ecosystem structure and
function in the receiving stream.

生態系の健全性に対する潜在的なリスクにもかかわら
ず、生態系機能に対するさまざまな廃水の希釈の可能性
について、その影響に関する知識は不足している。淡水
生態系を保護するための高度な廃水処理技術の適用、ま
た気候変動シナリオによって予測されるように河川の水
量の減少の可能性を考慮する必要がある。

2013

Ｎｏ． 関連性 Title WETアプローチ WET試験と生態毒性評価 TIE/TRE毒性の同定・削減 生物試験と毒性評価 処理技術の性能評価 年

8 Ｂ

Proposal to optimize ecotoxicological evaluation of wastewater treated by
conventional biological and ozonation processes.

この研究は、標準化されたバイオアッセイは廃水の生態
毒性学的評価に対して十分な感度を保っていない。そし
て処理された廃水の潜在的な残留毒性を適切に特徴付
けるためには適切かつ敏感なバイオアッセイの開発が必
要であることを示唆。

2016

9 Ｂ
Evaluation of acute ecotoxicity removal from industrial wastewater using a
battery of rapid bioassays.

処理された排水の毒性除去についての研究。迅速なバイ
オアッセイを使った生態毒性評価を実施。 2014

10 Ａ

Assessment of the ecotoxicological risk of combined sewer overflows for
an aquatic system using a coupled "substance and bioassay" approach.

カナダ。表面水生生態系に対する合同下水道越流
（CSO）の生態毒性リスクを評価。（Pimephales promelas、
Ceriodaphnia dubia、Daphnia magna、および
Oncorhynchus mykiss）についても4つのバイオアッセイを
実施。

2015

13 Ｃ

Study of the variation of ecotoxicity at different stages of domestic
wastewater treatment using Vibrio-qinghaiensis sp.-Q67.

バクテリアから見た生活排水における生態毒性の変動の
歴史。

2011

14 Ｂ

Assessment of toxicological profiles of the municipal wastewater effluents
using chemical analyses and bioassays.

クロアチアのザグレブ市の廃水処理プラント。調査したサ
ンプルの生態毒性プロファイリング（細胞毒性、慢性毒性
およびEROD活性）。

2011

16 Ｃ

Ecotoxicity assessment of lipid regulators in water and biologically treated
wastewater using three aquatic organisms.

生物学的処理を行った廃水中の脂質調節剤の生態毒性
評価を実施。発光性のバクテリアの遺伝子を染色体上に
組み込んで作ったAnabaena（藻類）CPB4337株を用いた
バイオアッセイの有効性を確認。

2010

Ｎｏ． 関連性 Title WETアプローチ WET試験と生態毒性評価 TIE/TRE毒性の同定・削減 生物試験と毒性評価 処理技術の性能評価 年

2 C

Diversity of cutaneous microbiome of Pelophylax perezi populations
inhabiting different environments.

無尾両生類減少。環境ストレス要因がこのコミュニティに
どのように作用するか。皮膚のバクテリアと化学的汚染物
質の関連について研究。

2016

3 Ｃ

Wastewater recycling in Antarctica: Performance assessment of an
advanced water treatment plant in removing trace organic chemicals.

チュニジア。再利用のために処理された都市下水が土壌
および食用作物の健康に与える影響を研究。処理技術の
研究により成果が農業に再利用できる可能性を示唆。 2016

別添４
⑥－1キーワード：ecotoxicity effluent Integrity  (and/or)：ヒット数：1件を調査（他の検索との重複を除く）

⑥－3キーワード：ecotoxicity effluent biological diversity (biodiversity) (and/or)：ヒット数：2件を調査（他の検索との重複を除く）

⑥－2キーワード：effluent  ecotoxicity  bioassay (and/or)：ヒット数：21件、一次スクリーニング後に6件を調査（他の検索との重複を除く）

WETに関する文献調査⑥



別添４

Ｎｏ． 関連性 Title WETアプローチ WET試験と生態毒性評価 TIE/TRE毒性の同定・削減 生物試験と毒性評価 処理技術の性能評価 年

1 Ｃ
The potential reproductive toxicity of tannery effluent to the estrous cycle
and ovarian follicular dynamics of female Swiss mice.

なめし産業労働者に対するなめし工場廃水（TE）の毒
性影響。マウスを用いた女性の生殖毒性に関する研
究。

2018

3 Ｃ

Wastewater recycling in Antarctica: Performance assessment of an
advanced water treatment plant in removing trace organic chemicals.

高度水処理プラントの性能評価に関する研究。例え
ばレポータージーンアッセイによる水生生物への影響
を調べている。

2018

4 Ｃ

Comparative Life Cycle Assessment of Advanced Wastewater Treatment
Processes for Removal of Chemicals of Emerging Concern.

contaminants of emerging concern (CECs) の健康影
響に関する研究。高度なCEC除去プロセスに関連す
るライフサイクルアセスメント。

2018

5 Ｃ

Pretreatment technologies for industrial effluents: Critical review on
bioenergy production and environmental concerns.

排水の排出前における前処理技術について。 再生
可能エネルギー生産と製品/資源回収のためのさま
ざまな前処理技術を採用することの考えられる環境
上の利点と懸念をレビュー。

2018

8 Ｃ

The use of time-averaged concentrations of metals to predict the toxicity
of pulsed complex effluent exposures to a freshwater alga.

緑藻類を使った銅の連続暴露と単一パルス暴露による
毒性の比較。生長阻害試験を実施。パルス曝露がある
場所における水質指針値の導出に特に重要であること
を示し、ガイドライン値の導出に通常使用される連続暴
露よりも毒性が強いことが示された。

2018

12 Ｃ
Ecophysiological perspectives on engineered nanomaterial toxicity in fish
and crustaceans.

ナノ材料の水生生物に対する毒性。廃水処理プラン
ト。成魚および甲殻類での試験を実施。 2016

13 Ａ

Integrating chemical analysis and bioanalysis to evaluate the contribution of
wastewater effluent on the micropo lutant burden in small streams.

スイス。地表水に含まれる微量の汚染物質の発生源
の特定と負荷の軽減および水生生物への悪影響の軽
減に関する研究。化学分析とバイオアッセイをじっつ
し。バイオアッセイはAhRの転写活性とエストロゲン、ア
ンドロゲン作用、酸化ストレス応答、遺伝毒性などがエ
ンドポイント。影響の大部分は除草剤によるもので化学
物質はわずか。廃水処理施設の改良は完全に負荷削
減を達成できるわけではないが発生源コントロールは
必要であるとしている。

2016

17 Ｃ
Chemical avoidance responses of fishes. 魚の忌避行動に関する研究。

2016

25 Ｃ

Novel test procedure to evaluate the treatability of wastewater with ozone. 特定の下水処理場をアップグレードするための選択
肢としてオゾン処理の実現可能性をテスト。医薬品、
エストロゲン、農薬などの有機微量汚染物質に対して
オゾン処理を実施し、バイオアッセイで毒性を評価。
比較的安価で直接的な方法論を表している。

2015

27 Ａ

An adaptive, comprehensive monitoring strategy for chemicals of emerging
concern (CECs) in California's Aquatic Ecosystems.

カリフォルニア州政府が科学諮問委員会を招集し、都
市下水処理場（WWTP）からの排水や雨水の流出を受
ける水系内の新たに懸念される化学物質（CEC）のモ
ニタリングを勧告。

2013

29 Ｃ

Characteristics of THMFP increase in secondary effluent and its potential
toxicity.

淡水ルミネセンス細菌Vibrio-qinghaiensis sp.-Q67を用
いたバイオアッセイ。生活排水処理施設（WWTP）から
の二次流出物の塩素化は、トリハロメタン（THM）の形
成による毒性影響。

2013

30 Ｂ

Influence of elevated alkalinity and natural organic matter (NOM) on tissue-
specific metal accumulation and reproductive performance in fathead
minnows during chronic, multi-trophic exposures to a metal mine effluent.

金属鉱山廃水（MME）への慢性ばく露を行った（２１日
間）ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）の組織特
異的金属蓄積および繁殖に対する影響を調べた。 2013

31 Ｃ

The influence of food quantity on metal bioaccumulation and reproduction in
fathead minnows (Pimephales promelas) during chronic exposures to a metal
mine effluent.

金属鉱山廃水への慢性曝露により、魚類の金属蓄積
と繁殖能力に影響を及ぼし得るかどうかを評価。ファッ
トヘッドミノー（Pimephales promelas）の２１日試験。組
織特異的金属蓄積および繁殖に対する影響を調べた。
食物の存在量の減少が、金属鉱山排水にさらされる環
境に生息する魚の繁殖能力に、標的組織における金
属蓄積よりも大きな影響を及ぼし得ることを示唆。

2013

33 Ｂ

Chronic effects of exposure to a pharmaceutical mixture and municipal
wastewater in zebrafish.

都市下水に排出された医薬品およびパーソナルケア製
品（PPCP）の環境影響。ゼブラフィッシュ（Danio rerio）
を用いた慢性影響試験。廃水中に放出された医薬品に
さらされている魚の個体群が生殖能力と健康に悪影響
を及ぼす危険性があることを示唆。

2013

36 Ｃ

Do historical sediments of pulp and paper industry contribute to the
exposure of fish caged in receiving waters?

紙パルプ工場から5-17キロ離れた地点でブラウントラ
ウトをケージに入れ野外実験。ＤＮＡマイクロアレイによ
る肝臓のEROD活性、HSP70タンパク質、および遺伝子
発現プロファイルを測定することによって、起こり得る毒
性を調べた。

2011

37 Ｃ

The use of field-based mesocosm systems to assess the effects of uranium
milling effluent on fathead minnow (Pimephales promelas) reproduction.

カナダ。ウラン粉砕作業の排水の毒性についてファット
ヘッドミノーの２１日試験により影響を評価。

⑦キーワード：direct toxicity effects effluent   (and/or)：ヒット数：37件、一次スクリーニング後に16件を調査（他の検索との重複を除く）

WETに関する文献調査⑦



別添５

年 主要な法改正 水質基準及び優先汚染物質に関する動き 排水基準に関する動き WETに関する動き 文献

1948
連邦水質汚染防止法FWPCA
（Federal Water Pollution Control Act）

U.S. EPA NPDES Permit Writer's
Manual 2010 EPA-833-K-10-001

1965

WQA(Water Quality Act) 1967年までに、州際水域の用途を指定し、その用途を達成できる水
質基準を策定し、各排出源が水質基準に違反することなく放出でき
る汚染物質負荷量を策定することを州に義務付け。
用途を達成できる水質基準を設定するための科学的情報の欠如、
水質基準から排出基準を設定するための科学的情報の欠如、罰則
の欠如から、対策はあまり進まず。

U.S. EPA NPDES Permit Writer's
Manual 2010 EPA-833-K-10-001
Glicksman, RL and Batzel, M.
(2010) Science, Pol itics, law, and
the arc of the Clean Water Act:
the role of assumptions in the
adoption of a pollution control
landmark. Washington University
Journal of law & Policy, 32, 99-
138.

1970

Refuse Act Permit Program (RAPP) を制定 1899年Rivers and Harbor Actの13条（この条はRefuse Actとも呼ば
れていた）の下に大統領令により制定。
工業排水に焦点を当て、排水許可システムを導入。
EPAが22の発生源に対し排水水質ガイドランを定めること、米国工
兵部隊（U.S. Army Corp of Engineers）が排水許可を与えることと
なっていた。

U.S. EPA NPDES Permit Writer's
Manual 2010 EPA-833-K-10-001

1971
控訴裁判所の判決によりRAPPは無効とされる。 U.S. EPA NPDES Permit Writer's

Manual 2010 EPA-833-K-10-001

1972

FWPCA amendment of 1972によりFWPCAを改定
米国の水域の化学的、物理的、生物学的強度(integrity)の回復を目
的として法改正。
1983年7月1日までに、達成可能な限り、魚介類及び野生生物の保
護及び繁殖、水辺での娯楽を提供する水質を達成すること（fishable
and swimmable）、1985年までに可航水域への汚染物質の放出をなく
すことを目標とする。
毒性物質を毒性影響を生じる量放出することを禁止することを国の
方針とした。
州に対して水質基準の見直し、州際のみならず、州内の水域全体に
対する水質基準の設定を求めた。
許可ない限り、可航水域への汚染物質の放出を禁止。
汚染物質を公共用水域に放出する発生源は所管当局（州又はEPA）
から許可を得なければならないとするNPDES許可プログラムを導
入。
全国的に適用される技術に基づく排出く基準をEPAが公布することと
し、具体的には、1977年7月1日までに既存発生源のBPT（Best
Practicable Control Technology）に基づく排出基準、1983年7月1日
までにBAT（Best Available Technology Economica ly Achievable）に
基づく排出基準の達成を求めた。
また、EPAに対し,1972年10月18日より90日以内に排出基準を決める
べき毒性汚染物質をリストすることを求めた。
汚染防止の基本を排出基準とし、水質基準は執行の手段ではなく、
プログラムの有効性を判断する手段とした。
市民による訴訟の権利も付与。監視と参加の役割を付した。

Glicksman, RL and Batzel, M.
(2010)
U.S. EPA NPDES Permit Writer's
Manual 2010 EPA-833-K-10-001

1974

25の産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・乳製品製造加工（40 CFR Part 405）
・穀性製粉（40 CFR Part 406）
・果物及び野菜の缶詰および保存加工（40 CFR Part 407）
・魚介類の缶詰および保存加工（40 CFR Part 408）
・砂糖製造（40 CFR Part 409）
・セメント製造（40 CFR Part 411）
・石鹸及び界面活性剤製造（40 CFR Part 417）
・肥料製造（40 CFR Part 418）
・リン酸製造（40 CFR Part 422）
・フェロアロイ製造（40 CFR Part 424）
・ガラス製造（40 CFR Part 426）
・アスベスト製造（40 CFR Part 427）
・ゴム製造（40 CFR Part 428）
・木材製造（40 CFR Part 429）
・石油精製（40 CFR Part 419）
・蒸気力発電（40 CFR Part 423）
・革なめしと仕上げ（40 CFR Part 425）
・鉄鋼業（40 CFR Part 420）
・無機化学物質製造（40 CFR Part 415）
・織物工場（40 CFR Part 410）
・有機化学品製造（40 CFR Part 414）
・プラスチック及び合成繊維製造（40 CFR Part 414）
・パルプ・紙・板紙（40 CFR Part 430）
・飼育場 (feed lot)（40 CFR Part 412）
・食肉及び家禽加工品（40 CFR Part 432）

39 FR 18597, May 28, 1974
39 FR 10513, Mar. 20, 1974
39 FR 10864, Mar. 21, 1974
39 FR 23140, June 26, 1974
39 FR 4037, Jan. 31, 1974
39 FR 6591, Feb. 20, 1974
39 FR 13372, Apr. 12, 1974
39 FR 12836, April 8, 1974
39 FR 6582, Feb. 20, 1974,
39 FR 6809, Feb. 22, 1974
39 FR 2565, Jan. 22, 1974
39 FR 7527, Feb. 26, 1974
39 FR 6662, Feb. 21, 1974
39 FR13942, April 18, 1974
39 FR 16560,may 9, 1974
39 FR 36186, Oct. 8, 1974
39 FR 12958, April 9, 1974
39 FR 24114, June 28, 1974
39 FR 9612, march 11, 1974
39 FR 24739, July 5, 1974
39 FR 14676, April 25, 1974
39 FR 12502, April 5, 1974
39 FR 16578, May 9, 1974
39 FR 5704, Feb. 145, 1974
39 FR 7894, Feb. 28, 1974

1975

4つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・金属採掘加工(40 CFR Part 436)
・舗装及び屋根材（タール及びアスファルト）(40 CFR Part
443)
・塗料調剤40 CFR Part 443()
・インク調剤(40 CFR Part 447)

40 FR 48657, Oct. 16, 1975
40 FR 31191, July 24, 1975
40 FR 31725, July 28, 1975
40 FR 31727, July 28, 1975

1976

6つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・爆発物製造 (40 CFR Part 457)
・ゴム及び木材化学物質製造（Gum and Wood Chemicals）
(40 CFR Part 454()
・病院 (40 CFR Part 460)
・写真 (40 CFR Part 459)
・医薬品製造 (40 CFR Part 439（暫定))
・集中動物給餌（CAFO) (40 CFR Part 412)

41 FR 10184, Mar. 9, 1976
41 FR 20511, May 18, 1976
41 FR 18777, May 6
41 FR 29079, July 14, 1976
41 FR 50676, Nov. 17, 1976
41 FR 11458, March 17, 1976

1977
1つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・石炭鉱業 (40 CFR Part 434)

42 FR 21380, Apr l. 26,1977

1977
アルドリン/ディルドリン、DDT（DDD, DDE）、エンドリン、トクサフェン
に対する排出基準を設定（40 CFR Part 129）。

42 FR 2613, Jan. 12,1977

1977

Clean Water Act of 1977によりFWPCAを改定、以後、水質浄化法と
呼ばれる（Clean Water Act, CWA）
EPAによる毒性を持つ汚染物質のリストが遅れ、排出基準の策定が
進まなかったことから、訴訟が起き、その訴訟の和解に基づき法改
定に至った。
65物質群よりなる毒性（toxic）汚染物質を指定
主要産業カテゴリーについて、1984年7月1日までに65の毒性汚染物
質に対してBAT排出基準を、工場敷地等からの毒性汚染物質の
runoff等に対してBMPを、伝統的汚染物質に対してBCTの達成を求
め、非毒性/非伝統的汚染物質に対しては遅くも1989年5月3日まで
にBATの達成を求めた。
EPAは内部的に65物質群の129物質を、優先汚染物質とした。
汚染物質対策の焦点が毒性汚染物質に移った。

U.S. EPA NPDES Permit Writer's
Manual 2010 EPA-833-K-10-001

1978

65物質群よりなる毒性（toxic）汚染物質リストを官報に公示
65物質群および群の中の化学物質の例示はあるが、129物質全体
のリストはない。

43 FR 4108, Jan. 31, 1978

1978

2つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・カーボンブラック製造（40 CFR Part 458）
・農薬化学品製造（CFR Part  455）

43 FR 1343, Jan. 9, 1978
43 FR 17776, Apr. 25, 1978

1979

NPDESにおける許可申請規則の提案
前文において、排出者が何を排出しているかを承知していることは
排出者の義務であると言及。
EPAがすべての優先汚染物質の分析法を開発中であるとした。
提案規則では、特定産業カテゴリーの申請者に対して、申請にあ
たって、プロセス排水の排出孔について、シアン化物、アスベスト、
TCDDを除くすべての優先汚染物質の定量的なデータを求めること、
また既存のバイオモニタリングデータがある場合はこれも提出するこ
とを提案した。

NPDESにおける許可申請規則提案の前文中でバイオモニタリング
（WET試験）に言及。
WET試験プロトコールを近日中に公表する予定であると記載。
また、下記の要素に基づいて、申請に際してバイオモニタリングを求
めることを強く進めた。
・過去に魚のへい死があった
・過去のバイオモニタリングで毒性を示した
・申請者の産業カテゴリー
また、規則提案において、排出限度値として毒性に基づく限度値（例
えばLC50）を設定することも可能と提案した。

44 FR 34393, June 14, 1979

1979

伝統的汚染物質を規定するのと同時に、毒性汚染物質リストも再度
官報に公示し、これらをそれぞれ、40 CFR 401.16, 40 CFR 401.15に
収載。
伝統的汚染物質として、従来のBOD、TSS、PH、糞便性大腸菌に加
えてオイルとグリースが加わった。
毒性汚染物質リストは1978年に官報公示されたものと同じ。

44 FR 44501, July 30, 1979

1979

2つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・オイルおよびガス抽出（40CFR Part  435）
・電気メッキ（40 CFR Part 413、1981年に大幅改定）

44 FR 22075, Apr. 13, 1979
44 FR 52590, Sep. 7, 1979

米国における水質および排水規制の歴史



年 主要な法改正 水質基準及び優先汚染物質に関する動き 排水基準に関する動き WETに関する動き 文献

1980

EPAの統合的許可申請規則の前文中に下記の記載がある。
・すべての州が「毒性物質を毒性を示す量、排出してはならない」と
いうことを意味する水質基準を持っている。
・カリフォルニア州およびアリゾナ州には水質基準として毒性に関す
る水質基準（LC50等）がある。

EPAの規制プログラムにおける許可申請を統合する統合的許可規
則、および統合的許可申請様式を策定。
また、この中で、NPDES許可申請に関する規則を最終化。
申請に際して提出すべき情報を明確化。排水の特性としては下記を
要求
・34の主要産業を規定し、これらの産業カテゴリーの排出者はプロセ
ス排水中の毒性金属、シアン化物およびフェノール（全15物質）の定
量的データ、113の有機毒性汚染物質のうち、指定された特定グ
ループ（揮発性、酸性、塩基性/中性、農薬）の物質の定量的データ
を提出
・すべての排出者は、毒性汚染物質（128物質）および24の伝統的/
非伝統的汚染物質のうち排水中に存在すると考えられる物質の定
量的データを提出
・すべての排出者は、79の有害物質よびアスベストについて、排水
中に存在すると考えられる物質の名称を提出
・特定物質を使用あるいは製造する排出者等はTCDDの定性的デー
タ
・排水の生物毒性データがある場合はそのデータ
技術に基づく排出限度値として、BATを反映している場合には、毒性
に基づく限度値や指標物質（伝統的汚染物質等）の限度値を利用す
ることも可能とした。

EPAの統合的許可申請規則作成時のコメントへの対応として、EPA
は、現時点では化学物質の限度値の利用を毒性削減の中心とし、
化学物質の限度値が不適当である場合にのみ毒性に基づく限度値
を利用するとしている。
また、化学物質の分析の代わり毒性試験を用いることを許容しては
どうかというコメントに対しては、EPAはバイオモニタリングは毒性の
有無の情報を提供するが、毒性を表している汚染物質の同定ができ
ないことから、化学分析の代替とはならないとしている。
また、主要産業の申請に対してはバイオモニタリングデータの提出を
義務付けてはどうかというコメントに対し、EPAは、BAT基準により、
毒性の原因物質に対して追加の排水処理が行われると考えられ、そ
の場合、毒性の原因物質が同定されれば、毒性試験そのものはあ
まり意味がなくなるとして、現時点では、バイオモニタリングは、ケー
スバイケースでしか求めないとしている。
ただし、EPAは、将来は毒性試験が大きな役割を演じるであろうとし
ている。
また、BAT基準以降、排水の急性毒性の問題はあまり生じなくなり、
慢性毒性、残留性、蓄積性が関係する問題が大きくなるとしている。

45 FR 33290, May 19, 1980
45 FR 33516, May 19, 1980

1980

65の毒性汚染物質群のうちTCDDを除く64の毒性汚染物質に対する
クライテリアの作成及びクライテリア作成のためのガイドラインを官
報公示
なおEPAは、クライテリアには二つの意味があり、ここで示したクライ
テリアは、水質基準の一部をなすクライテリア（規則としてのクライテ
リア）ではなく、ガイダンスとしてのクライテリアであるとしている。

45 FR 79318, Nov 28, 1980

1981

優先汚染物質リストより下記を削除
・ジクロロジフルオロメタン
・トリクロロフルオロメタン
・ビス（クロロメチル）エーテル
二つのフルオロメタン化合物については、水溶解度が低く揮発性が
高いことおよびヒトに対する毒性が低いことから削除
ビス（クロロメチル）エーテルについては20℃での半減期が38秒と短
いことから削除
それぞれ、毒性汚染物質リストの38番（ハロメタン）、37番（ハロエタ
ン）の一員であることからリストそのものの変更はない

46 FR 2266, Jan. 8, 1981
46 FR 10723, Feb. 4, 1981
Toxic and priority pollutants
under the clean water act
(https://www.epa.gov/eg/toxic-
and-priority-pollutants-under-
clean-water-act)

1981

2つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準を改定
・電気メッキ（大幅改定）（40 CFR Part  413）
・木材製造（改定）（40 CFR Part  429）

46 FR 9467, Jan. 28, 1981
46 FR 8285, Jan. 26, 1981

1982

6つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準改定
・鉄鋼業（改定）（40 CFR Part  420）
・無機化学物質製造（改定）（40 CFR Part  415）
・織物工場（改定）（40 CFR Part  410）
・石油精製（改定）（40 CFR Part  419）
・蒸気力発電（改定）（40 CFR Part  423）
・革なめしと仕上げ（改定）（40 CFR Part  425）
3つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・ほうろう加工（40 CFR Part  466）
・鉱石採鉱及び選鉱（40 CFR Part  440）
・コイルコーティング（40 CFR Part  465）

47 FR 23284, May 27, 1982
47 FR 28278, June 29, 1982
47 FR 38819, Sept. 2, 1982
47 FR 46446, Oct. 18, 1982
47 FR 52304, Nov. 19, 1982
47 FR 52870, Nov. 23, 1982
47 FR 53184, Nov. 24, 1982
47 FR 54609, Dec. 3, 1982
47 FR 54244, Dec. 1, 1982

1982

126物質よりなる優先汚染物質リストを公表
蒸気力発電カテゴリーに対する排出基準設定の官報公示に際して、
その付属資料として公表

47 FR  52309, Nov. 19, 1982

1982
~1984

全排水毒性（WET）の事例研究を開始
8件の事例研究を実施。WETと淡水系への生物学的インパクトの関
係の評価

 EPA NPDES Whole Effluent
Toxicity(WET)
(https://www.epa.gov/npdes/who
le-effluent-toxicity-wet) WET
Guidance Case Studies

1983
1980年に策定された統合的許可規則の改定。
・許可申請の統合を解消。

48 FR 14146, Apr l 1, 1983

1983

１つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準改定
・医薬品製造（改定）（40 CFR Part  439）
4つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・アルミニウム成形（40 CFR Part  467）
・金属表面処理（40 CFR Part  433
・銅成形（40 CFR Part  468）
・電気・電子部品（40 CFR Part  469）

48 FR 49821, Oct. 27, 1983
48 FR 49149, Oct. 24, 1983
48 FR 32485, July 15, 1983
48 FR 36957, Aug. 15, 1983
48 FR 15394, Apr. 8, 1983

1983

水質基準規則の改定を官報公示。主要な改定点は下記
・目的条項を新設。水質基準の目的を下記の二つと規定
・個々の水域に対する水質の目標を設定すること
・技術に基づく排出処理レベルを超えた処理による削減と戦略の設
定に規制上の基礎を与えること
・クライテリアの条項の改定
・水質データおよび排出情報に基づき、毒性汚染物質が水質又は指
定用途の達成を害している水域、あるいは毒性汚染物質が懸念を
生じるレベルとなっている水域を確認し、その水域の指定用途を保
護するのに十分な毒性汚染物質のクライテリアを採用しなければな
らない。
クライテリアとしては数値クライテリア、数値クライテリアが設定でき
ない場合やこれを補完する場合は記述クライテリアまたはバイオモ
ニタリングにもとづくクライテリアを設定する。
・数値クライテリアは、EPAのガイダンスあるいはそれをサイトの条件
に合わせて改変したもの、あるいはその他の科学的に正当化できる
ものとする。
記述的クライテリアを設定した場合は、州は記述クライテリアに基づ
いて毒性汚染物質を排出する点発生源を規制しようとする方法を明
らかにしなければならない。
・水質基準は3年毎に見直すこと。

改正された水質基準規則の中で、数値クライテリアが設定できない
場合やこれを補完する場合は毒性汚染物質に対する記述クライテリ
アやバイオモニタリングに基づくクライテリアを設定することとし、記
述的クライテリアを設定した場合は、記述クライテリアに基づいて排
出源を規制する方法を明らかにしなければならないとした。

48 FR 51400, November 8, 1983

1984

3つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・プラスチック成型（40 CFR Part  463）
・非鉄金属製造（40 CFR Part  463）
・バッテリー製造（40 CFR Part  461）

49 FR 49047, Dec. 17, 1984
49 FR 8790, Mar. 8, 1984
49 FR 9134, Mar. 9, 1984

1984

毒性汚染物質に対する水質に基づく許可限度値の策定に関する方
針を公表
毒性汚染物質対策に化学分析と生物学的手法の統合的利用を勧
告。
NPDES許可申請者に対して化学的及び毒性学的、並びに排水先水
域の生物学的データを要求する可能性、排水先水域に有意な毒性
影響を生じる可能性がある場合は、排水の毒性に基づく許可限度値
（permit limits）を導入する可能性に言及。

毒性汚染物質に対する水質に基づく許可限度値の策定に関する方
針を公表
毒性汚染物質対策に化学分析と生物学的手法の統合的利用を勧
告。
NPDES許可申請者に対して化学的及び毒性学的、並びに排水先水
域の生物学的データを要求する可能性、排水先水域に有意な毒性
影響を生じる可能性がある場合は、排水の毒性に基づく許可限度値
（permit limits）を導入する可能性に言及。

49-FR 9016, March 9, 1984

1985

水質計画及び管理規則を官報公示。この中で、水質基準は、州の
個々の水域に対する目標であり、法の下での削減に関する決定
（control decision）に法的根拠を与えるものであるとしている。
また、水質モニタリングは、州の水質の現状を判定し、汚染の発生
源を確認するために化学的、物理的、生物学的データを提供するも
のであるとしている。
州は、この規則の下で、水質の分析データを蓄積するために適切な
モニタリング方法と手順（生物モニタリングを含む）を設定しなければ
ならない。
このようにして得られたデータは、削減の優先順位の決定、水質およ
びTMDL等の検討、排出源のNPDES許可順守の評価,305(b)報告
書、個々のサイトのモニタリングの見直しに用いられる。

50 FR 1774, Jan 11, 1985

1985

下記の9つの汚染物質のクライテリアドキュメントが入手可能である
ことを官報公示
・アンモニア、ヒ素、カドミウム、塩素、クロム、銅、シアン、鉛。水銀
いずれのクライテリアドキュメントもすでに公表されていたものを改定
したもの。
これ以降、EPAは適宜見直しおよび新規作成をおこなっている。

50 FR 30784, July 29, 1985

1985

1つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準改定
・石炭鉱業（改定）（40 CFR Part  434）
2つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・金属鋳造（40 CFR Part  464）
・非鉄金属成形（40 CFR Part  471）

50 FR 41305, Oct. 9, 1985
50 FR 45247, Oct. 30, 1985
50 FR 34270, Aug. 23, 1985

1985

水質に基づく毒性管理のための技術支援文書を公表
一般にTSDと呼ばれている。1984年3月の方針に呼応するもの。
個別化学物質アプローチ、全排水アプローチ、生物学的クライテリア
/生物評価および生物調査アプローチについて解説。

水質に基づく毒性管理のための技術支援文書を公表
一般にTSDと呼ばれている。1984年3月の方針に呼応するもの。
個別化学物質アプローチ、全排水アプローチ、生物学的クライテリア
/生物評価および生物調査アプローチについて解説。

Technical Support Document for
Water Quality-based Toxics
Control. EPA-440/4-85-032.
September 1985.

1985
排水の毒性試験法の公表
「淡水及び海洋生物に対する排水の急性毒性測定法)」

EPA/600-4-85-013. March 1985.

1986

毒性汚染物質に対する水質クライテリアドキュメント（ゴールドブック）
を公表
これまでにクライテリアドキュメント集として、下記が公表されてきた。
グリーンブック：1968年、ブルーブック：1973年、レッドブック：1976年
これ以降、EPAは時々、クライテリアのアップデート結果を整理して
公表している。

Quality Criteria for Water 1986.
EPA 440/5-86-001, May 1, 1986
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1987

Water Quality Act of 1987により水質浄化法改正
州による毒性汚染物質に対するクライテリアの採用が進まなかった
ことから、毒性汚染物質対策として、点発生源に対する水質に基づく
対策及び技術に基づく対策を強化。
また、非点発生源（nonpoint sources）に対する汚染対策プログラム
を導入。
EPAは、1987年水質浄化法の発効後2年以内に、バイオモニタリング
や評価方法を含めて、個別物質のクライテリアに基づかない水質ク
ライテリアの設定方法および測定方法を開発して公表すること。
州に対し技術基準を順守しても州の水質基準を満たすことができな
い水域をリストし、上記水域の水質に影響を与える個別発生源に対
し、排水基準を課すことを求める。
都市及び産業由来の雨水（storm water)排出に対するNPDES許可
制度を導入。
既存の排水基準の見直し、新規の排水基準設定のスケジュール作
成を求める。

U.S. EPA NPDES Permit Writer's
Manual 2010 EPA-833-K-10-001
1990年のReport to congess

1987
下記の産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準改定
・有機化学品およびプラスチックおよび合成繊維（40 CFR Part  414）

52 FR 42568, Nov. 5, 1987

1988

排水の毒性試験法の公表
「海洋及び汽水生物に対する排水及び排水流入水の慢性毒性を推
定するための短期試験法」

排水の毒性試験法の公表
「淡水生物に対する排水及び排水流入水の慢性毒性を推定するた
めの短期試験法)」

EPA/600-4-87-028, May 1988.

1989

表面水毒性物質管理規則を官報公示
NPDES規則を改定。
WET（Whole effluent toxicity）を「Aggregate toxic effect of an
effluent measured directly with a toxicity test」と定義。
排水の放出が州のWET水質クライテリア（州による数値基準）の未達
成を生じる可能性がある場合、WETに基づく排水限度値(effluent
imit）を設定しなければならない。
排水の放出が州のWET水質クライテリア（州による記述基準）の未達
成を生じる可能性がある場合は、個別化学物質に対する排水限度
値によりWET水質クライテリアが達成できる場合を除いて、州はWET
に基づく排水限度値(effluent imit）を設定しなければならない。

54 FR 23868, June 2, 1989

1990

産業施設及び都市雨水集水システム（MS4)からの雨水放出許可規
則を官報公示
雨水を通した有害物質等の公共用水域への放出に対する対策強化

55 FR 47990

1991

「水質に基づく毒性管理のための技術支援文書」を改訂
1985年に公表したTSDの改訂版1985年に公表したTSDの改訂版

「水質に基づく毒性管理のための技術支援文書」を改訂
1985年に公表したTSDの改訂版1985年に公表したTSDの改訂版

Technical Support Document for
Water Quality-based Toxics
Control EPA/505/2-90-0012.
March 1991.

1991

「水質プログラムにおける生物評価及びクライテリアの利用に関する
方針」を公表
水質基準達成/未達成の判断においては、化学的クライテリア、毒
性試験、生物評価のいずれも根拠を提供することができる。
いずれかの評価で水質基準を満たさないことが示された場合には、
規制措置を含め、適切な措置を取る。
（independent application policy）

「水質プログラムにおける生物評価及びクライテリアの利用に関する
方針」を公表
水質基準達成/未達成の判断においては、化学的クライテリア、毒
性試験、生物評価のいずれも根拠を提供することができる。
いずれかの評価で水質基準を満たさないことが示された場合には、
規制措置を含め、適切な措置を取る。（independent application
policy）

Po icy on the use of biological
assessment and criteria in the
water qua ity program. May 1991

1992

EPAが執行する優先汚染物質に対する水質基準値規則を官報に公
示。
EPAにより水質基準の承認が得られていない州に対し、EPAが執行
する優先汚染物質に対する水質基準値を、40  CFR 131.36に示す。

 57 FR 60848, Dec. 22, 1992

1994

「NPDES許可に水生生物保護のためのWET管理を目的とした排水
限度値(effluent limit)を作成するための方針」を策定
NPDES許可者は、WET水質クライテリア（州による数値基準）の達成
の有無を急性WETに関しては急性混合域、慢性WETに関しては慢性
混合域で評価し、より厳しいクライテリアに基づいてWET排水限度値
（effluent limitations）を作成する。
州における主要な放出者について、WET水質クライテリアの超過を
引き起こす可能性があるかどうかをレビューする。
この評価には、WET試験データ及びその他の情報を利用する。
WET水質クライテリアの超過を引き起こす可能性が認められた場合
は、WET管理のために排水限度値を課す。

July 1994. EPA 833-B-94-002

1995

「汚染物質の分析のための試験手順を定めるガイドライン；全排水毒
性試験法;最終規則」を制定

part 136）のリストIAにWET試験法を、EPAが承認した方法として含め
る（40CFR part 136.3）

1Aに掲載された方法によらなければならない。

の短期試験法．第3版

定するための短期試験法．第2版
いずれの試験法にも信頼性保証及び日常的な品質管理活動の手引
が示されている。

Guidelines establishing test
procedures for the analysis of
pollutants; Whole effluent toxicity
test methods; Final rule. 60 FR
53529. 1995.10.16
・Methods for measuring the
acute toxicity of effluents and
receiving waters to freshwater
and marine organisms (Fourth
edition)（August 1993,
EPA/600/4-90/027F
・Short-term methods for
estimating the chronic toxicity of
effluents and receiving waters to
freshwater organisms (Third
edition)（July1994、EPA/600/4-
91/002）
・Short-term methods for
estimating the chronic toxicity of
effluents and receiving water to
marine and estuarine organisms
(Second edition)（July1994、
EPA/600/4-91/003）

1996
Edison Electric社等、EPAを提訴
EPAのWET試験法(慢性試験)の妥当性について控訴裁判所に提訴

1998
下記の産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準を大幅改定
・パルプ・紙・板紙（40 CFR Part  430）

63 FR 18635, Apr. 15, 1998

1998

Edison Electrics社等との間で調停に合意
EPAが手引書を作成すること、EPAが機関間変動性研究を実施する
ことが条件となっている

 Edison Electric Institute et al. v.
EPA, Settlement Agreement, July
24, 1998

2000

4つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・廃棄物焼却炉（40 CFR Part  444）
・埋立て（40 CFR Part  445）
・集中廃棄物処理施設（40 CFR Part  437）
・輸送用機器（transportation equipment）洗浄（40 CFR Part  442）

65 FR 4381, Jan. 27, 2000
65 FR 3048, Jan. 19, 2000
65 FR 81300, Dec. 22, 2000
65 FR 49700, Aug. 14, 2000

2000

下記の二つの文書を公表
・「NPDESシステムの下でのWETの適用における方法の変動性の理
解と説明」
・「全排水毒性試験(40 CFR part 136)のための方法の手引及び助
言」を公表
Edison Electric Institute等との裁判の調停の要件への対応の一部。
1988年～1999年に終了した75の研究所の23の方法に基づく試験
データを集め、変動の潜在的な原因の確認、これを最小化する方法
の検討、NPDES許可プログラムの中での対応の検討を行っている。
1991年のTSDに示された手引の変更は不要と判断。

Understanding and accounting for
method variability in whole
effluent toxicity applications
under the  National Pollutant
Discharge Elimination System
program. 65 FR 44528, July 18,
2000
Method guidance and
recommendations for whole
effluent toxicity (WET) testing (40
CFR part 136). July 2000. EPA
821-B-00-004

2001

「EPAの短期慢性および急性全排水毒性試験法の機関間変動性研
究：最終報告書」を公表
 Edison Electric Institute等との裁判の調停の要件への対応の一
部。
ニセネコゼミジンコの急性試験及び生存及び繁殖試験、ファットヘッ
ドミノーの急性試験及び幼生生存・成長試験、Selenastrum
capricornutum（緑藻）の増殖試験、アミの生存・成長・繁殖能試験、
シプスヘッドミノーの急性試験及び幼生生存・成長試験、シルバーサ
イドの急性試験及び幼生生存・成長試験について、7-35の試験機関
の参加を得て、下記を調べた。
機関間変動性、試験の成功率、偽陽性（false positive）発生率

Final report: Interlaboratory
variability study of EPA short-
term chronic and acute whole
effluent toxicity test methods.
Vol.1. September 2001. EPA 821-
B-01-004

2002

EPA、「汚染物質の分析のための試験手順を定めるガイドライン；全
排水毒性試験法;最終規則」を官報公示
WET試験法のガイドライン（40 CFR Part 136.3）の見直しを官報に公
示。
WET試験の仮説検証に基づく非致死エンドポイントについては特定
の変動規準（variability criteria）を満たすことを義務付け。
WET試験の機関内変動性に関する研究において、精度の検証がで
きなかった2種の試験を取り下げ

Guidelines establishing test
procedures for the analysis of
pollutants; Whole effluent toxicity
test methods; Final rule. 67 FR
69951. 2002.11.19

2003

1つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準改定
・集中動物給餌（CAFO)（改定）（40 CFR Part  412）
1つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・金属製品・機械（40 CFR Part  438）

68 FR 7269, Feb. 12, 2003
68 FR 25735, May 13, 2003



年 主要な法改正 水質基準及び優先汚染物質に関する動き 排水基準に関する動き WETに関する動き 文献

2003

Edison Electric社等により審理(review)の請求
2002年に定められたEPAの試験法に関して、EPAが試験の科学的
有効性を確保するための手順に従っていない等と指摘。

United States Court of Appeals
for the District of Columbia
Circuit. Argued October 15, 2004
decided December 10, 2004. No.
96-1062 Edison Electric Institute,
et al., Petitioners v.
Environmental Protection Agency,
et al., Respondents

2004 裁判所、Edison Electric社等による申し立てを棄却 同上

2004

「NPDESプログラムの下での国家全排水毒性（WET）実施ガイダンス
草稿」を公表

National whole effluent toxicity
(WET) implementation guidance
under the NPDES program. Draft.
November 2004

2004

1つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・集中水生生物養殖（40 CFR Part  451）
1つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準改定
・食肉及び家禽加工品（改定）（40 CFR Part  432）

69 FR 51927, Aug. 23, 2004
69 FR 54541, Sept. 8, 2004

2005

Western Coalition of Arid States (WESTCAS) 等による再審
（rehearing）請求却下

John Hall et al.: Ruling on wet
methods leaves resolution of
critical issues to permitting.
http://www.iawea.org/sites/defau
lt/f les/Ruling%20on%20WET%20M
ethods.pdf

2009
1つの産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・建設及び開発（40 CFR Part  450）

74 FR 63057, Dec. 1, 2009

2010

「NPDESにおける有意な毒性の検定の実施文書」を公表
 WETの仮説検証試験データの解析に推奨される追加の統計学的手
法

Final National Po lutant Discharge
Elimination System Test of
Significant Toxicity
Implementation Document. June
2010、EPA 833-R-10-003

2012
下記の産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・空港の除氷（40 CFR Part  449）

77 FR 29203, May 16, 2012

2017
下記の産業カテゴリーの点発生源に対する排出基準設定
・歯医者（40 CFR Part  441）

82 FR 27126, June 14, 2017

注：排出基準は最初に設定された年及び主要な改定が行われた年を示した。



別添６

Freshwater Acute Criteria Freshwater Chronic Criteria
Saltwater Acute

Criteria

Saltwater Chronic

Criteria

A

Water and

Fish

B

Fish Only

Acrolein 107-02-8 3 0 3 0 --- ---

Acrylonitrile 107-13-1 1 0 115

Aldrin 309-00-2 3 0 --- 1 3 ---

Aluminum (d) 7429-90-5 991w --- --- ---

Anthracene 120-12-7 1,109 1,317

Antimony 7440-36-0 6
 4 1,071

Arsenic (d) 7440-38-2 340w 150w 149w 78w 10 
4 ---

Barium (d) 7440-39-3 2,000 
4 ---

Benzene 71-43-2 5 
4

581

Benzidine 92-87-5 0 0015 0 107

Benzo(a )anthracene 56-55-3 0 024 0 025

Benzo(a )pyrene 50-32-8 0 0025 0 0025

Bis(chloromethyl)ether 542-88-1 0 0024 0 2745

Bis(2-chloroethyl)ether 111-44-4 0 60 42 83

Bis(2-ethylhexyl)phthalate 117-81-7 6
 4 7 55

Bromodichloromethane 75-27-4 10 2 275

Bromoform 75-25-2 66 9 1,060

Cadmium (d) 7440-43-9

(1 136672-

(ln(hardness)(0 041838)))

(we
(1.0166(ln(hardness))-2.4743)

)

(1 101672-

(ln(hardness)(0 041838)))

(we
(0.7409(ln(hardness))-4.719)

)

40 0w 8 75w 5 
4 ---

Carbaryl 63-25-2 2 0 2 0 1 6 ---

Carbon Tetrachloride 56-23-5 4 5 46

Chlordane
57-74-9 and

12789-03-6
2 4 0 004 0 09 0 004 0 0025 0 0025

Chlorobenzene 108-90-7 100 
4 2,737

Chlorodibromomethane 124-48-1 7 5 183

Chloroform 67-66-3 70 
4 7,697

Chlorpyrifos 2921-88-2 0 083 0 041 0 011 0 006

Chromium (Tri)(d) 16065-83-1 0 316we
(0.8190(ln(hardness)) 3.7256)

0 860we
(0.8190(ln(hardness)) 0.6848) --- ---

Chromium (Hex)(d) 18540-29-9 15 7w 10 6w 1,090w 49 6w 62 502

Chrysene 218-01-9 2 45 2 52

Cresols 5 1,041 9,301

Copper (d)
1,4 7440-50-8 0 960me

(0.9422(ln(hardness))-1.6448)
0 960me

(0.8545(ln(hardness))-1.6463) 13 5w 3 6w

Cyanide
2

   (free) 57-12-5 45 8 10 7 5 6 5 6 200 
4 ---

4,4'-DDD 72-54-8 0 002 0 002

4,4'-DDE 72-55-9 0 00013 0 00013

4,4'-DDT 50-29-3 1 1 0 001 0 13 0 001 0 0004 0 0004

2,4-D 94-75-7 70 
4 ---

Danitol 39515-41-8 262 473

Demeton 8065-48-3 --- 0 1 --- 0 1

Diazinon 333-41-5 0 17 0 17 0 819 0 819

1,2-Dibromoethane 106-93-4 0 17 4 24

m -Dichlorobenzene 541-73-1 322 595

o -Dichlorobenzene 95-50-1 600 
4 3,299

p -Dichlorobenzene 106-46-7 75 
4 ---

3,3'-Dichlorobenzidine 91-94-1 0 79 2 24

1,2-Dichloroethane 107-06-2 5
 4 364

1,1-Dichloroethylene 75-35-4 7
 4 55,114

Dichloromethane 75-09-2 5
 4 13,333

1,2-Dichloropropane 78-87-5 5
 4 259

1,3-Dichloropropene 542-75-6 2 8 119

Dicofol 115-32-2 59 3 19 8 --- --- 0 30 0 30

Dieldrin 60-57-1 0 24 0 002 0 71 0 002 2 0E-5 2 0E-5

2,4-Dimethylphenol 105-67-9 444 8,436

Di-n -Butyl Phthalate 84-74-2 88 9 92 4

Dioxins/Furans

(TCDD Equivalents)
1746-01-6 7 80E-8 7 97E-8

Diuron 330-54-1 210 70 --- ---

Endosulfan I (alpha) 959-98-8 0 22 0 056 0 034 0 009

Endosulfan II (beta) 33213-65-9 0 22 0 056 0 034 0 009

Endosulfan sulfate 1031-07-8 0 22 0 056 0 034 0 009

Endrin 72-20-8 0 086 0 002 0 037 0 002 0 02 0 02

Epichlorohydrin 106-89-8 53 5 2,013

Ethylbenzene 100-41-4 700 
4 1,867

Ethylene Glycol 107-21-1 46,744 1 68E+7

Fluoride 16984-48-8 4,000 
4 ---

Guthion 86-50-0 --- 0 01 --- 0 01

Heptachlor 76-44-8 0 52 0 004 0 053 0 004 8 0E-5 0 0001

Heptachlor Epoxide 1024-57-3 0 00029 0 00029

Hexachlorobenzene 118-74-1 0 00068 0 00068

Hexachlorobutadiene 87-68-3 0 21 0 22

Hexachlorocyclohexane (alpha ) 319-84-6 0 0078 0 0084

Hexachlorocyclohexane  (beta )  319-85-7 0 15 0 26

Hexachloro- cyclohexane

(gamma) (Lindane)
58-89-9 1 126 0 08 0 16 --- 0 2 

4 0 341

Hexachlorocyclopentadiene 77-47-4 10 7 11 6

Hexachloroethane 67-72-1 1 84 2 33

テキサス州における毒性物質に対するクライテリア
Criteria in Water for Specific Toxic Materials 

(All values are listed or calculated in micrograms per liter unless otherwise noted)

 (Hardness concentrations are input as milligrams per liter)

Parameter CASRN

Aquatic life protection Human health



Freshwater Acute Criteria Freshwater Chronic Criteria
Saltwater Acute

Criteria

Saltwater Chronic

Criteria

A

Water and

Fish

B

Fish Only
Parameter CASRN

Aquatic life protection Human health

Hexachlorophene 70-30-4 2 05 2 90

4,4'-Isopropylidenediphenol

(bisphenol A)
80-05-7 1,092 15,982

Lead (d) 7439-92-1

(1 46203-

(ln(hardness)(0 145712)))

(we
(1.273(ln(hardness))-1.460)

)

(1 46203-

(ln(hardness)(0 145712)))

(we
(1.273(ln(hardness))-4.705)

)

133w 5 3w 1 15 3 83

Malathion 121-75-5 --- 0 01 --- 0 01

Mercury 7439-97-6 2 4 1 3 2 1 1 1

Mercury in freshwater 
6 7439-97-6 0 0122 0 0122

Mercury in saltwater 
7 7439-97-6 --- 0 0250

Methoxychlor 72-43-5 --- 0 03 --- 0 03 2 92 3 0

Methyl Ethyl Ketone 78-93-3 13,865 9 92E+5

Methyl tert -butyl ether (MTBE) 1634-04-4 15 
9 10,482

Mirex 2385-85-5 --- 0 001 --- 0 001

Nickel (d) 7440-02-0 0 998we
(0.8460(ln(hardness)) 2.255)

0 997we
(0.8460(ln(hardness)) 0.0584) 118w 13 1w 332 1140

Nitrate-Nitrogen as total Nitrogen 14797-55-8 10,000 
4 ---

Nitrobenzene 98-95-3 45 7 1,873

N- Nitrosodiethylamine 55-18-5 0 0037 2 1

N -Nitroso-di-n -Butylamine 924-16-3 0 119 4 2

Nonylphenol
84852-15-3 and

25154-52-3
28 6 6 7 1 7

Parathion (ethyl) 56-38-2 0 065 0 013 --- ---

Pentachlorobenzene 608-93-5 0 348 0 355

Pentachlorophenol 87-86-5 e
(1.005(pH)-4.869)

e
(1.005(pH)-5.134) 15 1 9 6 0 22 0 29

Phenanthrene 85-01-8 30 30 7 7 4 6

Polychlorinated Biphenyls

 (PCBs) 
3,8 1336-36-3 2 0 0 014 10 0 03 6 4E-4 6 4E-4

Pyridine 110-86-1 23 947

Selenium 7782-49-2 20 5 564 136 50 
4 ---

Silver, as free ion 7440-22-4 0 8w --- 2w ---

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3 0 23 0 24

1,1,2,2-Tetrachloroethane 79-34-5 1 64 26 35

Tetrachloroethylene 127-18-4 5
 4 280

Thallium 7440-28-0 0 12 0 23

Toluene 108-88-3 1,0001 ---

Toxaphene 8001-35-2 0 78 0 0002 0 21 0 0002 0 011 0 011

Tributyltin (TBT) 688-73-3 0 13 0 024 0 24 0 0074

2,4,5-TP (Silvex) 93-72-1 50 
4 369

1,1,1-Trichloroethane 71-55-6 2001 784,354

1,1,2-Trichloroethane 79-00-5 5
 4 166

Trichloroethylene 79-01-6 5
 4 71,9

2,4,5-Trichlorophenol 95-95-4 64 259 12 1,039 1,867

TTHM

 (Sum of total trihalomethanes)
80 

4 ---

bromodichloromethane 75-27-4

dibromochloromethane 124-48-1

tribromomethane (bromoform) 75-25-2

trichloromethane (chloroform) 67-66-3

Vinyl Chloride 75-01-4 0 23 16 5

Zinc (d) 7440-66-6 0 978we
(0.8473(ln(hardness)) 0.884)

0 986we
(0.8473(ln(hardness)) 0.884) 92 7w 84 2w

1： In designated oyster waters, an acute saltwater copper criterion of 3 6 micrograms per liter applies outside of the mixing zone of permitted discharges,

and specified mixing zones for copper do not encompass oyster reefs containing live oysters

2： Compliance will be determined using the analytical method for available cyanide

(d)： Indicates that the criteria for a specific parameter are for the dissolved portion in water  All other criteria are for total recoverable concentration, except where noted

e ：The mathematical constant that is the basis of the natural logarithm  When rounded to four decimal points, e is equal to 2 7183

m： Indicates that a criterion may be multiplied by a water-effect ratio (WER) or based on a biotic ligand model result in order to incorporate the effects of  local water chemistry on toxicity  The  WER multiplier is equal to 1 except

where sufficient data is available to establish a site-specific multiplier   WER multipliers and criteria based on biotic ligand models for individual water bodies are listed in Appendix E of §307 10 of this title when standards are  revised

The number preceding the m in the freshwater equation is an EPA conversion factor  The biotic ligand model is based on the dissolved portion of  copper, and the equation is not used in this case

w：Indicates that a criterion is multiplied by a WER in order to incorporate the effects of local water chemistry on toxicity   The WER is equal to 1 except where sufficient data is available to establish a site-specific WER  WERs for

individual water bodies are listed in Appendix E of §307 10 of this title when standards are revised  The number preceding the w in the freshwater criterion equation is an EPA conversion factor

3：These criteria apply to the sum of all congener or all isomer or homolog or Arochlor analysis

8： Until Method 1668 or equivalent method to measure PCB congeners is approved in 40 Code of Federal Regulations Part 136, compliance with PCB criteria is determined using Arochlor data or any alternate method listed in a

TCEQ- approved Quality Assurance Plan

9： Based on aesthetics criteria in the 1998 Oxygenated Fuels Association study Taste and Odor Properties of Methyl Tertiary-Butyl Ether and Implications for Setting a Secondary MCL

4： Based on Maximum Contaminant Levels (MCLs) specified in 30 TAC Chapter290 (relating to Public Drinking Water)

5： Consists of m , o , and p Cresols  The criteria are the same for all three, and thecriteria are applied independently to each form of cresol   CASRNs for cresols are 95-48-7 for o -Cresol, 108-39-4 for m -Cresol, and 106-44-5 for p -

Cresol

7： Consumption rate for fish and shellfish was estimated as 15 grams per person per day

6： Consumption rate for fish and shellfish was estimated as 10 grams per person per day



CMC1

(acute)

 (µg/L)

CCC2

(chronic)

 (µg/L)

 CMC1

(acute)

 (µg/L)

CCC2

(chronic)

 (µg/L)

(acute)

 (µg/L)

(chronic)

 (µg/L)

(acute)

 (µg/L)

(chronic)

 (µg/L)

Acrolein (P) 107-02-8 3 3 3 0 3 0 --- ---

Aldrin (P) 309-00-2 3 0 1 3 3 0 --- 1 3 ---

Alkalinity 20000

alpha-Endosulfan (P) 959-98-8 0 22 0 056 0 034 0 0087 0 22 0 056 0 034 0 009

Aluminum 7429-90-5 -- -- 991* --- --- ---

Arsenic 7440-38-2 340 150 69 36 340* 150* 149* 78*

beta-Endosulfan (P) 33213-65-9 0 22 0 056 0 034 0 0087

Cadmium (P) 7440-43-9 1 8 0 72 33 7 9 * * 40 0* 8 75*

Carbaryl 63-25-2 2 1 2 1 1 6 2 2 1 6

Chlordane (P) 57-74-9 2 4 0 0043 0 09 0 004 2 4 0 004

Chloride 16887-00-6 860000 230000

Chlorine 7782-50-5 19 11 13 7 5

Chlorpyrifos 2921-88-2 0 083 0 041 0 011 0 0056 0 083 0 041 0 011 0 006

Chromium (III) (P) 16065-83-1 570 74 * * --- ---

Chromium (VI) (P) 18540-29-9 16 11 1,100 50 15 7* 10 6* 1,090* 49 6*

Copper (P) 7440-50-8 4 8 3 1 * * 13 5* 3 6*

Cyanide (P) (free) 21-15-9 22 5 2 1 1 45 8 10 7 5 6 5 6

Demeton 8065-48-3 0 1 0 1 0 1 0 1

Demeton 333-41-5 0 17 0 17 0 82 0 82 0 17 0 17 0 819 0 819

Dicofol 115-32-2 59 3 19 8 --- ---

Dieldrin (P) 60-57-1 0 24 0 056 0 71 0 0019 0 24 0 002 0 71 0 002

Diuron 330-54-1 210 70 --- ---

Endosulfan II (beta) 33213-65-9 0 22 0 056 0 034 0 009

Endosulfan sulfate 1031-07-8 0 22 0 056 0 034 0 009

Endrin (P) 72-20-8 0 086 0 036 0 037 0 0023 0 086 0 002 0 037 0 002

gamma-BHC (Lindane) (P) 58-89-9 0 95 0 16 1 126 0 08 0 16 ---

Guthion 86-50-0 0 01 0 01 --- 0 01 --- 0 01

Hardness

Heptachlor (P) 76-44-8 0 52 0 0038 0 053 0 0036 0 52 0 004 0 053 0 004

Heptachlor Epoxide (P) 1024-57-3 0 52 0 0038 0 053 0 0036

Iron 7439-89-6 1000

Lead (P) 7439-92-1 65 2 5 210 8 1 * * 133* 5 3*

Malathion 121-75-5 0 1 0 1 --- 0 01 --- 0 01

Mercury (P)
7439-97-6,

22967-92-6
1 4 0 77 1 8 0 94 2 4 1 3 2 1 1 1

Methoxychlor 72-43-5 0 03 0 03 --- 0 03 --- 0 03

Mirex 2385-85-5 0 001 0 001 --- 0 001 --- 0 001

Nickel (P) 7440-02-0 470 52 74 8 2 * * 118* 13 1*

Nonylphenol 84852-15-3 28 6 6 7 1 7 28 6 6 7 1 7

Parathion 56-38-2 0 065 0 013 0 065 0 013 --- ---

Pentachlorophenol (P) 87-86-5 19 15 13 7 9 e
(1.005(pH)-4.869)

e
(1.005(pH)-5.134) 15 1 9 6

pH 6 5 – 9 6 5 – 8 5

Phenanthrene 30 30 7 7 4 6

Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (P) 0 014 0 03 2 0 0 014 10 0 03

Selenium (P) 7782-49-2 --- 290 71 20 5 564 136

Silver (P) 7440-22-4 3 2 1 9 * --- * ---

Sulfide-Hydrogen Sulfide 2148-87-8 2 0 2 0

Toxaphene (P) 8001-35-2 0 73 0 0002 0 21 0 0002 0 78 0 0002 0 21 0 0002

Tributyltin (TBT) 0 46 0 072 0 42 0 0074 0 13 0 024 0 24 0 0074

Zinc (P) 7440-66-6 120 120 90 81 * * 92 7* 84 2*

4,4'-DDT (P) 50-29-3 1 1 0 001 0 13 0 001 1 1 0 001 0 13 0 001

Carbaril,  Copper:  In designated oyster waters, an acute saltwater copper criterion of 3 6 micrograms per liter applies outside of the mixing zone of permitted discharges, and specified mixing zones for copper do not 

encompass oyster reefs containing live oysters

＊   Indicates that a criterion is multiplied by a WER in order to incorporate the effects of local water chemistry on toxicity   The WER is equal to 1 except where sufficient data is available to establish a site-specific WER  

WERs for individual water bodies are listed in Appendix E of §307 10 of this title when standards are revised  The number preceding the w in the freshwater criterion equation is an EPA conversion factor

米国EPAの水生生物保護のための推奨クライテリアとテキサス州の水生生物保護のためのクライテリアの比較

Pollutant

(P = Priority Pollutant)
CAS Number

Freshwater Saltwater
Texas

Saltwater

Texas

Freshwater

1: CMC: Criterion Maximum Concentration 2：CCC: Criterion Continuous Concentration

テキサスの水質クライテリアに関する注

Cyanide:  Compliance will be determined using the analytical method for available cyanide

PCB:  These criteria apply to the sum of all congener or all isomer or homolog or Arochlor analysis

*:  Indicates that the criteria for the parameter are for the dissolved portion in water  

別添７



Metal Saltwater Saltwater CCC

Arsenic 1 000 1 000

Cadmium 0 994 0 994

Chromium III

Chromium VI 0 993 0 993

Copper 0 83 0 83

Lead 0 951 0 951

Mercury 0 85 0 85

Nickel 0 990 0 990

Selenium 0 998 0 998

Silver 0 85

Zinc 0 946 0 946

Cadmium 0 9789 -3 866 0 7977 -3 909

Chromium III 0 8190 3 7256 0 8190 0 6848

Lead 1 273 -1 460 1 273 -4 705

Nickel 0 8460 2 255 0 8460 0 0584

Silver 1 72 -6 59

Zinc 0 8473 0 884 0 8473 0 884

テキサス州の金属に対する水質クライテリア（淡水）

Pollutant

(P = Priority Pollutant)

CAS 

Number

Cadmium (P) 7440-43-9

Chromium (III) (P) 16065-83-1

Copper (P) 7440-50-8

Lead (P) 7439-92-1

Nickel (P) 7440-02-0

Zinc (P) 7440-66-6

e：   The mathematical constant that is the basis of the natural logarithm  When rounded to four decimal points, e is equal to 2 7183

w：   Indicates that a criterion is multiplied by a WER in order to incorporate the effects of local water chemistry on toxicity   The WER is equal to 1 except where sufficient data is available to establish a site-specific WER  

WERs for individual water bodies are listed in Appendix E of §307 10 of this title when standards are revised  The number preceding the w in the freshwater criterion equation is an EPA conversion factor

m：   Indicates that a criterion may be multiplied by a water-effect ratio (WER) or based on a biotic ligand model result in order to incorporate the effects of 

local water chemistry on toxicity  The  WER multiplier is equal to 1 except where sufficient data is available to establish a site-specific multiplier  

WER multipliers and criteria based on biotic ligand models for individual water bodies are listed in Appendix E of §307 10 of this title when standards are 

revised  The number preceding the m in the freshwater equation is an EPA conversion factor  The biotic ligand model is based on the dissolved portion of 

copper, and the equation is not used in this case

0 998we
(0.8460(ln(hardness)) 2.255)

0 978we
(0.8473(ln(hardness)) 0.884)

0 960me
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(1.273(ln(hardness))-1.460)

)
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 (µg/L)

(1 101672-(ln(hardness)(0 041838)))

(we
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)
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)
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Hardness-dependant metals' criteria may be calculated from the following:

CMC (dissolved) = exp{mA [ln(hardness)]+ bA} (CF) CCC (dissolved) = exp{mC [ln(hardness)]+ bC} (CF)
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Appendix B 
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Category Overview 40 CFR Initial Last

Airport Deicing 449 2012 2012

Aluminum Forming 467 1983 1988

Asbestos Manufacturing 427 1974 1975

Battery Manufacturing 461 1984 1986

Canned and Preserved Fruits and Vegetable Processing 407 1974 1976

Canned and Preserved Seafood (Seafood Processing) 408 1974 1975

Carbon Black Manufacturing 458 1976 1978

Cement Manufacturing 411 1974 1974

Centralized Waste Treatment 437 2000 2003

Coal Mining 434 1975 2002

Coil Coating 465 1982 1983

Concentrated Animal Feeding Operations (CAFO) 412 1974 2008

Concentrated Aquatic Animal Production (Aquaculture) 451 2004 2004

Construction and Development 450 2009 2014

Copper Forming 468 1983 1986

Dairy Products Processing 405 1974 1974

Dental Office 441 2017 2017

Electrical and Electronic Components¹ 469 1983 1983

Electroplating 413 1974 1983

Explosives Manufacturing 457 1976 1976

Ferroalloy Manufacturing 424 1974 1974

Fertilizer Manufacturing 418 1974 1974

Glass Manufacturing 426 1974 1974

Grain Mills 406 1974 1974

Gum and Wood Chemicals Manufacturing 454 1976 1976

Hospitals 460 1976 1976

Ink Formulating 447 1975 1975

Inorganic Chemicals Manufacturing 415 1982 1982

Iron and Steel Manufacturing 420 1974 2005

Landfills 445 2000 2000

Leather Tanning and Finishing 425 1982 1996

Meat and Poultry Products 432 1974 2004

Metal Finishing 433 1983 1986

Metal Molding and Casting (Foundries) 464 1985 1985

Metal Products and Machinery 438 2003 2003

Mineral Mining and Processing 436 1975 1979

Nonferrous Metals Forming and Metal Powders 471 1985 1989

Nonferrous Metals Manufacturing 421 1976 1990

Oil and Gas Extraction¹ 435 1975 2016

Ore Mining and Dressing (Hard Rock Mining) 440 1975 1988

Organic Chemicals, Plastics and Synthetic Fibers (OCPSF) 414 1987 1993

Paint Formulating 446 1975 1975

Paving and Roofing Materials (Tars and Asphalt) 443 1975 1975

Pesticide Chemicals 455 1978 1996

Petroleum Refining¹ 419 1974 1982

Pharmaceutical Manufacturing 439 1976 2003

Phosphate Manufacturing 422 1974 1974

Photographic 459 1976 1976

Plastics Molding and Forming 463 1984 1984

Porcelain Enameling 466 1982 1985

Pulp, Paper and Paperboard 430 1974 2002

Rubber Manufacturing 428 1974 1974

Soap and Detergent Manufacturing 417 1974 1975

Steam Electric Power Generating² 423 1974 2015

Sugar Processing 409 1974 1984

Textile Mills 410 1974 1982

Timber Products Processing 429 1974 1981

Transportation Equipment Cleaning 442 2000 2000

Waste Combustors 444 2000 2000

1. Industry study

2. Revision pending

LAST UPDATED ON DECEMBER 13, 2018

現在のNPDES排水ガイドラインが策定されている産業カテゴリー
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特殊有機化学品サブカテゴリーに対する排出基準 

 

＜有機化学物質、プラスチックス、及び合成繊維（OCPSF）カテゴリーのサブカテゴリー、及び特殊 

有機化学品サブカテゴリーに対する排水限度値＞ 

 

〇OCPSFカテゴリーのサブカテゴリー 

OCPSFカテゴリーには、以下に示す 7つのサブカテゴリーがある。 

 レーヨンファイバー 

 その他のファイバー 

 熱可塑性樹脂 

 熱硬化性樹脂 

 商品有機化学品 

 バルク有機化学品 

 特殊有機化学品 

 

〇特殊有機化学品サブカテゴリーに対する BPT排水限度値 

特殊有機化学品サブカテゴリーに対する BPT排水限度値は下記のように規定されている。具体的には

mg/Lで表されている数値×流量である。 

 

BOD5：1日最高濃度：12 0mg/L、最高月間平均値：45 mg/L 

TSS： 1日最高濃度：183 mg/L、最高月間平均値：57 mg/L 

pH：  6.0 ～ 9.0 

 

〇特殊有機化学品サブカテゴリーに対する BAT限度値 

このサブカテゴリーに対する BATに対応する排出限度値を次ページに示す。この限度値は、総OCPSF

の製造量が年間 500万ポンドを超える点発生源に対して設定されている。 

BAT限度値は BPT達成のために排出前に生物処理を行う発生源と生物処理を行わない排出源で異な

っている。また、このほかに、クロム、銅、鉛、ニッケル、亜鉛の各金属およびシアン化物についての

排水限度値が、これらを多く含む特定の工程排水のみを対象として設定されている。 
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特殊有機化学製品サブカテゴリーの直接排出発生源における毒性物質の排水限度値 

Effluent characteristics 

生物処理を行う施設 生物処理を行わない施設 

Effluent limitations BAT and NSPS 
1
 Effluent limitations BAT and NSPS 

1
 

Maximum for 

any one day 

Maximum for any 

monthly average 

Maximum for 

any one day 

Maximum for any 

monthly average 

Acenaphthene 59 22 47 19 

Acenaphthylene 59 22 47 19 

Acrylonitrile 242 96 232 94 

Anthracene 59 22 47 19 

Benzene 136 37 134 57 

Benzo(a)anthracene 59 22 47 19 

3,4-Benzofluoranthene 61 23 48 20 

Benzo(k)fluoranthene 59 22 47 19 

Benzo(a)pyrene 61 23 48 20 

Bis(2-ethylhexyl) phthalate  279 103 258 95 

Carbon Tetrachloride  38 18 380 142 

Chlorobenzene  28 15 380 142 

Chloroethane 268 104 295 110 

Chloroform  46 21 325 111 

2-Chlorophenol  98 31 － － 

Chrysene   59 22 47 19 

Di-n-butyl phthalate  57 27 43 20 

1,2-Dichlorobenzene  163 77 794 196 

1,3-Dichlorobenzene  44 31 380 142 

1,4-Dichlorobenzene 28 15 380 142 

1,1-Dichloroethane 59 22 59 22 

1,2-Dichloroethane  211 68 574 180 

1,1-Dichloroethylene  25 16 60 22 

1,2-trans-Dichloroethylene 54 21 66 25 

2,4-Dichlorophenol  112 39 － － 

1,2-Dichloropropane   230 153 794 196 

1,3-Dichloropropylene   44 29 794 196 

Diethyl phthalate 203 81 113 46 

2,4-Dimethylphenol  36 18 47 19 

Dimethyl phthalate 47 19 47 19 

4,6-Dinitro-o-cresol  277 78 277 78 

2,4-Dinitrophenol 123 71 4,291 1,207 

2,4-Dinitrotoluene 285 113 － － 

2,6-Dinitrotoluene   641 255 － － 

Ethylbenzene   108 32 380 142 
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Effluent characteristics 

生物処理を行う施設 生物処理を行わない施設 

Effluent limitations BAT and NSPS 
1
 Effluent limitations BAT and NSPS 

1
 

Maximum for 

any one day 

Maximum for any 

monthly average 

Maximum for 

any one day 

Maximum for any 

monthly average 

Fluoranthene   68 25 54 22 

Fluorene  59 22 47 19 

Hexachloroethane  54 21 794 196 

Methyl Chloride  190 86 295 110 

Methylene Chloride 89 40 170 36 

Naphthalene   59 22 47 19 

Nitrobenzene  68 27 6,402 2,237 

2-Nitrophenol   69 41 231 65 

4-Nitrophenol  124 72 576 162 

Phenanthrene  59 22 47 19 

Phenol  26 15 47 19 

Pyrene  67 25 48 20 

Tetrachloroethylene   56 22 164 52 

Toluene  80 26 74 28 

Total Chromium  2,770 1,110 2,770 1,110 

Total Copper  3,380 1,450 3,380 1,450 

Total Cyanide  1,200 420 1,200 420 

Total Lead  690 320 690 320 

Total Nickel 3,980 1,690 3,980 1,690 

Total Zinc 
2  

 2,610 1,050 2,610 1,050 

1,2,4-Trichlorobenzene  140 68 794 196 

1,1,1-Trichloroethane  54 21 59 22 

1,1,2-Trichloroethane   54 21 127 32 

Trichloroethylene  54 21 69 26 

Vinyl Chloride  268 104 172 97 

1 All units are micrograms per liter. 

2 Total Zinc for Rayon Fiber Manufacture that uses the vis- cose process and Acrylic Fiber Manufacture that 

uses the zinc chloride/solvent process is 6,796 mg/l and 3,325 mg/l for max- imum  for  any  one  day  and  

maximum  for  monthly  average, respectively. 
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製造業者が NPDES許可申請に当たって提出することが要求されている 

化学分析データ 

 

A：以下の項目については、すべての申請者がすべての排水口についてデータを提出しなければな

らない。新規施設の場合は、推定値を提出する。既存施設の場合は、最低 1回の測定が要求される。

申請により免除が認められる場合がある。 

BOD、COD、TOC、TSS、アンモニア、流量、温度（冬季）、温度（夏季）、pH 

 

B：以下の項目については、すべての申請者がすべての排出口について、排水中の存否についてチ

ェックし、存在すると考えられる項目についてはデータを提出しなければならない。EPAのガイド

ラインで排出限界値が設定されている項目については定量的なデータが要求される。新規施設の場

合は、推定値を提出する。申請により免除が認められる場合がある。 

Bromide 

Chlorine, Total Residual  

Color 

Fecal Coliform 

Fluoride 

Nitrate-Nitrite (as N) 

Nitrogen, Total Organic (as N) 

Oil and Grease 

Phosphorus (as P) Total 

Radioactivity 

(1) Alpha, Total 

(2) Beta, Total 

(3) Radium, Total 

(4) Radium 226, Total 

Sulfate (as S04) 

Sulfide (as S) 

Sulfite (as S03) 

Surfactants 

Aluminum, Total 

Barium, Total 

Boron, Total 

Cobalt, Total 

Iron, Total 

Magnesium, Total 

Molybdenum, Total 

Manganese, Total 

Tin, Total 

Titanium, Total

C：以下のカテゴリーは 126の毒性（優先）汚染物質であり、以下の 3つに分けられる。 

1) 金属、シアナイド、全フェノール（15） 

2) ダイオキシン（2,3,7,8-TCDD）（1） 

3) 有機毒性汚染物質（GC/MSで分析されるものであり、揮発性物質（31）、酸性物質（11）、

塩基性/中性物質（46）、農薬（25）である。） 

これらの項目の分析が要求されるかどうかは、その製造業が主要工業（primary industry）である

かどうか、小企業iであるかどうかによって異なっている。 

 ここで主要工業とは表 1 に示す工業カテゴリーである。主要工業については、1)の全項目の分

析、及び 3)の項目のうち、表 1中の X の項目の分析も要求される。 

                                                   
i：製造業の場合、直近 3年間の平均年間販売額が 10万ドル/年（1980年の第二四半期ベースで）未満の企

業 
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表1 主要工業カテゴリーにおける有機毒性汚染物質の分析要求ii 

INDUSTRY CATEGORY 
GC/MS FRACTION 

Volatile Acid Base/Neutral Pesticide 

Adhesives and sealants X X X – 

Aluminum forming X X X – 

Auto and other laundries X X X X 

Battery manufacturing X – X – 

Coal mining － － － － 

Coil coating X X X – 

Copper forming X X X – 

Electric and electronic compounds  X X X X 

Electroplating  X X X – 

Explosives manufacturing – X X – 

Foundries X X X – 

Gum and wood (all subparts except D 

and F 

X X － － 

Subpart D tall oil rosin X X X － 

Subpart F rosin-based derivatives X X X － 

Inorganic chemicals manufacturing  X X X – 

Iron and steel manufacturing  X X X – 

Leather tanning and finishing X X X － 

Mechanical products manufacturing X X X – 

Nonferrous metals manufacturing X X X X 

Ore mining (applied to the base and 

precious metals/Subpart B) 

－ X － － 

Organic chemicals manufacturing X X X X 

Paint and ink formulation  X X X － 

Pesticides X X X X 

Petroleum refining X － － － 

Pharmaceutical preparations X X X – 

Photographic equipment and supplies X X X － 

Plastic and synthetic materials 

manufacturing 

X X X X 

Plastic processing  X – – – 

Porcelain enameling  － – － － 

Printing and publishing X X X X 

Pulp and paperboard mills 別表参照     

Rubber processing X X X – 

Soap and detergent manufacturing. X X X – 

Steam electric power plants X X － – 

Textile mills (Subpart C Greige Mills 

are exempt from this table) 

X X X － 

Timber products processing X X X X 

X = Testing required.  – = Testing not required. 

 

 

                                                   
ii ：裁判等により当初の表から変更されている。変更の経緯は 40 CFR 122, Appendix D参照のこと。 
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別表 パルプ及び製紙工業における有機毒性汚染物質の分析要求 

パルプ及び製紙工業のサブカテ

ゴリー（40 CFR Part 430）の

Subpart 

GC/MS FRACTION 

Volatile Acid Base/Neutral Pesticide 

Subpart A  △ X △ X 

Subpart B  △ X △ △ 

Subpart C  △ X △ △ 

Subpart D  △ X △ △ 

Subpart E  X X △ X 

Subpart F  X X △ △ 

Subpart G  X X △ △ 

Subpart H  X X △ △ 

Subpart I  X X △ △ 

Subpart J  X X X △ 

Subpart K  X X △ △ 

Subpart L  X X △ △ 

Subpart M X X △ △ 

Subpart N X X △ △ 

Subpart O X X △ △ 

Subpart P X X △ △ 

Subpart Q X X △ X 

Subpart R △ X △ △ 

Subpart S X X △ X 

Subpart T X X △ X 

Subpart U X X X △ 

主要工業カテゴリー以外の製造業については、1) および3) の化学物質のうち、排水中に10 ppb

以上（acrolein, acrylonitrile, 2, 4 dinitrophenol, and 2-methyl-4, 6 dinitrophenolについては100 ppb以

上）存在すると考えられる物質について、1回以上の分析が要求される。 

なお、これらの分析については、申請により免除が認められることがある。また、小企業につい

ては 3)の分析は免除される。 

 

2) のダイオキシンについては、下記の化合物を用いるあるいは製造する場合にスクリーニング

レベルの分析が要求され、陽性結果が得られた場合は定量が求められる。 

(a) 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid, (2,4,5-T); 

(b) 2-(2,4,5-trichlorophenoxy) propanoic acid, (Silvex, 2,4,5-TP) 

(c) 2-(2,4,5-trichlorophenoxy) ethyl 2,2-dichloropropionate, (Erbon); 

(d) 0,0-dimethyl 0-(2,4,5-trichlorophenyl) phosphorothioate, (Ronnel); 

(e) 2,4,5,-trichlorophenol, (TCP); or 

(f) hexachlorophene, (HCP). 
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Cのカテゴリーの化学物質のうち、1)および 3)を以下に示す。 

1) 金属、シアナイド、全フェノール 

Antimony, Total 

Arsenic, Total 

Beryllium, Total 

Cadmium, Total 

Chromium, Total 

Copper, Total 

Lead, Total 

Mercury, Total 

Nickel, Total 

Selenium, Total 

Silver, Total 

Thallium, Total 

Zinc, Total 

Cyanide, Total 

Phenols, Total 

 

3) の揮発性化合物 

Acrolein 

Acrylonitirle 

Benzene 

Bis (Chloro- methyl) Ether 

Bromoform 

Carbon Tetrachloride 

Chlorobenzene 

Chlorodibromomethane 

Chloroethane 

2-Chloroethylvinyl Ether 

Chloroform 

Dichlorobomomethane 

Dichlorodifluoromethane  

1,1-Dichloroethane 

1,2-Dichloroethane 

1,1-Dichloroethylene  

1,2-Dichloropropane 

1,3-Dichloropropylene 

Ethylbenzene 

Methyl Bromide 

Methyl Chloride 

Methylene Chloride 

1,1,2,2-Tetrachloroethane  

Tetrachloroethylene 

Toluene 

1,2-Trans-Dichloroethylene 

1,1,1-Trichloroethane 

1,1,2-Trichloroethane  

Trichloroethylene 

Trichlorofluoromethane 

Vinyl Chloride 

3) の酸性化合物 

2-Chlorophenol 

2,4-Dichlorophenol 

2,4-Dimethylphenol 

4,6-Dinitro-O-Cresol 

2,4-Dinitro-phenol 

2-Nitrophenol 

4-Nitrophenol 

P-Chloro-M-Cresol 

Pentachlorophenol 

Phenol 

2,4,6-Trichlorophenol 
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3) の塩基性/中性化合物 

Acenaphthene 

Acenaphtylene 

Anthracene 

Benzidine 

Benzo (a) Anthracene 

Benzo (a) Pyrene 

3,4-Benzofluoranthene 

Benzo (ghi) Perylene 

Benzo (k) Fluoranthene 

Bis (2 Chloroethoxy) Methane 

Bis (2-Chloroethyl) Ether  

Bis (2-Chloroisopropyl) Ether 

Bis (2-Ethylhexyl) Phthalate 

4-Bromophenyl Phenyl Ether 

Butyl Benzyl Phthalate 

2-Chloronaphthalene 

4-Chlorophenyl Phenyl Ether 

Chrysene 

Dibenzo (a, h) Anthracene 

1,2-Dichlorobenzene 

1,3-Dichlorobenzene 

1,4-Dichlorobenzene 

3,3-Dichlorobenzidine 

Diethyl Phthalate 

Dimethyl Phthalate 

Di-N-Butyl Phthalate 

2,4-Dinitrotoluene 

2,6-Dinitrotoluene 

Di-N-Octyl Phthalate 

1,2, Diphenylhydrazine (as Azobenzen) 

Fluoranthene 

Fluorene 

Hexachlorobenzene 

Hexachlorobutadiene 

Hexachlorocyclopentadiene 

Hexachloroethane 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrene 

lsophorone 

Naphthalene 

Nitrobenzene 

N-Nitro-sodimethylamine 

N-Nitrosodi-N-Propylamine 

N-Nitro-sodiphenylamine 

Phenanthrene 

Pyrene 

1,2,4-Trichlorobenzene 

3) の農薬 

Aldrin 

Alpha-BHC 

Beta-BHC 

Gamma-BHC 

Delta-BHC 

Chlordane 

4,4' DDT 

4,4' DDE 

4,4'-DDD 

Dieldrin 

Alpha-Endosulfan 

Beta-Endosulfan 

Endosulfan Sulfate 

Endrin 

Endrin Aldehyde 

Heptachlor 

Heptachlor Epoxide 

PCB-1242 

PCB-1254 

PCB-1221 
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PCB-1232 

PCB-1248 

PCB-1260 

PCB-1016 

Toxaphene 

 なお、下記に示す毒性汚染物質及び有害汚染物質が排水中に存在すると考えられる場

合は、分析は要求されないが、申請書に記載することが要求される。また既存の分析デ

ータがあるいは場合はそれを提出することが要求される。 

 

TOXIC POLLUTANT 

Asbestos Dichlorvos Naled 

 Diethyl amine Napthenic acid 

HAZARDOUS SUBSTANCES Dimethyl amine Nitrotoluene 

 Dintrobenzene Parathion 

Acetaldehyde Diquat Phenolsulfonate 

Allyl alcohol Disulfoton Phosgene 

Allyl chloride Diuron Propargite 

Amyl acetate Epichlorohydrin Propylene oxide 

Aniline Ethion Pyrethrins 

Benzonitrile Ethylene diamine Quinoline 

Benzyl chloride Ethylene dibromide Resorcinol 

Butyl acetate Formaldehyde Strontium 

Butylamine Furfural Strychnine 

Captan Guthion Styrene 

Carbaryl Isoprene 2,4,5-T (2,4,5-

Trichlorophenoxyacetic acid) 

Carbofuran Isopropanolamine TDE(Tetrachlorodiphenyl ethane) 

Carbon disulfide Kelthane 2,4,5-TP [2-(2,4,5-

Trichlorophenoxy) propanoic 

acid] 

Chlorpyrifos Kepone Trichlorofon 

Coumaphos Malathion Triethanolamine 

Cresol Mercaptodimethur Triethylamine 

Crotonaldehyde Methoxychlor Trimethylamine 

Cyclohexane Methyl mercaptan Uranium 

2,4-D (2,4-

Dichlorophenoxyacetic acid) 

Methyl methacrylate Vanadium 

Diazinon Methyl parathion Vinyl acetate 

Dicamba Mevinphos Xylene 

Dichlobenil Mexacarbate Xylenol 

Dichlone Monoethyl amine Zirconium 

2,2-Dichloropropionic acid Monomethyl amine 
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 NPDES許可証の概要 

 

許可証の例として、テキサス州が 2018年に発行した施設に対するNPDES許可証の概要を以下に示す。 

 許可証は下記のような構成になっている。 

 

 表紙（施設名、許可番号、SIC番号、施設の概要と排出口番号、排出水域のセグメント番号、署名） 

 

 排出口ごとの排出基準とモニタリング要件 

 

 定義及び標準的許可条件 

流量測定、濃度測定、サンプルのタイプ等の要件および用語の定義 

 

 モニタリングおよび報告要件 

   モニタリングについては、方法や機器の較正、報告について規定 

報告要件としては、許可条件からの逸脱や違反等の届け出や報告について規定 

 

 許可条件 

順守、査察や立ち入りへの対応、許可の変更や更新等について規定 

 

 運転の要件 

   施設及びシステムの管理等について規定 

 

 その他の要件（多くの要件がある。主要な要件として下記を含む） 

 伝統的汚染物質以外で排出限度値が設定されている汚染物質が 1日最高限度値を超えた場合の

24時間以内の報告 

 プロセス排水の再分析と結果の提出 

 プロセス排水の慢性バイオモニタリング（mysid shrimp, silverside）実施 

 プロセス排水の 24時間急性バイオモニタリング（mysid shrimp, silverside）実施 

(バイオモニタリングについては、頻度及び方法、試験頻度の低減、試験条件、報告、毒性の持

続、毒性低減評価（TRE）に関する規定を含む) 
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米国における主要な水質調査 

〇米国 EPA：National Aquatic Resource Surveys 

   目的：沿岸域、湖沼、河川、湿地の質を統計学的デザインにより、 一貫性のある方法で調べる 

調査表題 調査 
期間 

調査項目 備考 報告書等の URL 

National Coastal 

Condition 

Assessment 

(NCCA) 

2010 底生大型無脊椎動物 

クロロフィル a 

魚組織汚染物質（生態学、人健康） 

溶存酸素 

窒素 

リン 

塩濃度 

堆積物中の汚染物質 

堆積物の毒性 

水の透明度 

五大湖も含む 

サンプリングサイトの選択方法の情報
を含む 

サンプリングサイトの地図もある 

サンプリングサイトの情報もある 

ウェブは下記。ここから報告書も入
手。https://www.epa.gov/national-

aquatic-resource-surveys/ncca 

生データは下記から入手可能 

https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/data-national-aquatic-

resource-surveys 

 

National Coastal 

Condition Report 
IV 

2003 

-2006 

水質（DO、クロロフィル a、N、P、透明度） 

堆積物（毒性、汚染物質、TOC） 

Benthic condition 

沿岸域生息環境 

魚組織汚染物質 

五大湖も含む 

 

報告書は下記から入手。
https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/national-coastal-

condition-reports 

 

National Coastal 

Condition Report 
III 

2001, 

2002 

水質（DO、クロロフィル a、N、P、透明度） 

底生大型無脊椎動物 

クロロフィル a 

堆積物（毒性、汚染物質、TOC） 

沿岸域生息環境 

魚組織汚染物質 

五大湖も含む 

 

報告書は下記から入手。
https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/national-coastal-

condition-reports 

 

National Coastal 

Condition Report 
II 

1997 

-2000 

水質（DO、クロロフィル a、N、P、透明度） 

堆積物（毒性、汚染物質、TOC） 

Benthic condition 

沿岸域生息環境 

魚組織汚染物質 

五大湖も含む 

 

 

報告書は下記から入手。
https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/national-coastal-

condition-reports 

 

National Coastal 

Condition Report 
I 

1990 

-1996 

透明度、DO 

沿岸域の湿地消失 
富栄養化 

堆積物汚染物質 

Benthic condition、魚組織汚染物質 

五大湖も含む 

 

報告書は下記から入手。
https://www.epa.gov/national-aquatic-
resource-surveys/national-coastal-

condition-reports 

 

https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/ncca
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/ncca
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-coastal-condition-reports
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National Lakes 

Assessment (NLA) 

2012 底生大型無脊椎動物 

クロロフィル a 

動物プランクトン 

酸性化 

アトラジン 

DO 

N 

P 

堆積物中の水銀 

ミクロキスチン 

シアノバクテリア 

下記の評価を含む水位低下 

人による攪乱 

湖岸の生息環境 

物理的な生息環境の問題 

浅瀬の生息環境 

 

湖沼の選択方法及び地図もある。 

サイト情報もある 

ウェブは下記。ここから報告書も入
手。https://www.epa.gov/national-

aquatic-resource-surveys/nla 

生データは下記から入手可能
https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/data-national-aquatic-

resource-surveys 

National Lakes 

Assessment (NLA) 

2007 底質ダイアツム 

植物プランクトン 

動物プランクトン 

底生大型無脊椎動物 

クロロフィル a 

侵入種 

湖沼の選択方法及び地図もある。 

サイト情報もある 

ウェブは下記。ここから報告書も入
手。https://www.epa.gov/national-

aquatic-resource-surveys/national-lakes-

assessment-2007-results 

生データは下記から入手可能
https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/data-national-aquatic-

resource-surveys 

National Rivers and 

Streams 

Assessment 

(NRSA) 

2008 

-2009 

 

大型無脊椎動物 

魚 

P 

N 

塩濃度 

酸性化 

堆積物 

魚の生息環境 

川岸の植生 

魚体中の水銀 

腸球菌 

調査地点は 1924 

 

サンプリングサイトの選択方法の情報
を含む 

サンプリングサイトの地図もある 

サイト情報もある 

ウェブは下記 

https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/nrsa 

報告書は下記 

https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/national-rivers-and-

streams-assessment-2008-2009-results 

生データは下記から入手可能
https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/data-national-aquatic-

resource-surveys 

National Wadeable 

Streams 

Assessment 

(NRSA) 

2004 

 

大型無脊椎動物 

P 

N 

塩濃度 

酸性化 

堆積物 
魚の生息環境 

川岸の植生、侵入種 

調査地点は 1392 

 

サンプリングサイトの選択方法の情報
を含む 

サンプリングサイトの地図もある 

サイト情報もある 
 

ウェブは下記。報告書もここから入
手 

https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/wadeable-streams-

assessment 

生データは下記から入手可能
https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/data-national-aquatic-

resource-surveys 

https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/nla
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/nla
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-lakes-assessment-2007-results
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-lakes-assessment-2007-results
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-lakes-assessment-2007-results
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/nrsa
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/nrsa
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-rivers-and-streams-assessment-2008-2009-results
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-rivers-and-streams-assessment-2008-2009-results
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-rivers-and-streams-assessment-2008-2009-results
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/wadeable-streams-assessment
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/wadeable-streams-assessment
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/wadeable-streams-assessment
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/data-national-aquatic-resource-surveys
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National Wetland 

Condition 

Assessment (NWA) 

2011 植生 

人為による生息環境の変化 

自然による生息環境の変化 

重金属（銀、カドミウム、コバルト、クロム、
銅、ニッケル、鉛、アンチモン、スズ、バナジウ
ム、タングステン、亜鉛） 

P 

ミクロキスチン 

侵入種 

サンプリングサイトの選択方法の情報
を含む 

サンプリングサイトの地図もある 

ウェブは下記 

https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/nwca 

報告書は下記 

https://www.epa.gov/national-aquatic-

resource-surveys/national-wetland-

condition-assessment-2011-results 

 

 

 

 

〇USGS： National Water-Quality Assessment (NAWQA) Project 
目的：1991年に設置されたプロジェクト。人的自然的原因による国内の水質の変化（どこで、なぜ、どのよう）を調査する。 

 
調査表題 期間 調査項目 備考 URL 

Water-Quality in 

the Nation’s 

Streams and Rivers 

– Current 

Conditions and 

Long-Term Trends 

継続中 水中の化学的性質（栄養素、農薬、沈降物、炭
素、塩濃度）及び水生態系(魚、大型無脊椎動
物、藻類) 

農薬は多数 

サイト数は全米で 113 https://water.usgs.gov/nawqa/swtrends/# 

 

化学的性質に関するデータは下記の
サイトからダウンロードできる 

https://www.sciencebase.gov/catalog/ite

m/595e6b16e4b0d1f9f05702fd 

 

方法論についての報告書は、下記 

Water-Quality Trends in the Nation’s 

Rivers and Streams, 1972–2012 

—Data Preparation, Statistical Methods, 

and Trend Results 

 

  

https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/nwca
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/nwca
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-wetland-condition-assessment-2011-results
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-wetland-condition-assessment-2011-results
https://www.epa.gov/national-aquatic-resource-surveys/national-wetland-condition-assessment-2011-results
https://water.usgs.gov/nawqa/swtrends/
https://www.sciencebase.gov/catalog/item/595e6b16e4b0d1f9f05702fd
https://www.sciencebase.gov/catalog/item/595e6b16e4b0d1f9f05702fd
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〇米国 EPA：National Water Quality Inventory Report to Congress 
目的：水質清浄法 303(d)、305(b)の要求の下で実施された州による河川、湖沼、沿岸域、湿地、地下水の水質評価の結果（水質が指定 

された用途をみたしているか）を整理して議会に報告する。報告を行っていない州や、州により方法論が異なること、さら 
に、同じ州でも年度により調査サイトが異なるなど、結果の解釈には注意が必要である。 

 

表題 期間 調査項目・調査地点数 報告内容・備考 URL 

National Water 

Quality Inventory 

Report to Congress 

2017 

 

調査項目及びモニタリングについては記述なし 

河川の水質低下（impairment）の主要な原因とし
て下記を挙げている。 

・病原菌 

・底質 

・栄養素（N、P 等） 

調査記点数の記載はなく、距離（河川）、面積（湖
沼）で示してある。 

州からの報告のまとめと、National 

Aquatic Resource Surveys からのデータ
のまとめを両方合わせて報告 

結果の詳細はウェブにゆだねている。 

報告書は下記から入手可能 

https://www.epa.gov/waterdata/national-

water-quality-inventory-report-congress 

 

各州のまとめの図表は下記
（ATTAINSのサイト）から入手可
能。 

https://ofmpub.epa.gov/waters10/attains

index.home 

 

National Water 

Quality Inventory 

Report to Congress 

2004 

2002 

2000 

1998 

1996 

1994 

調査項目とモニタリングは州により異なるが、下
記を含む。 

・化学的データ（汚染物質濃度、pH、DO等） 

・物理的データ（温度、濁度、懸濁物質濃度等） 

・生物学的データ（水生生物種の数等） 

・生息環境（土地利用等） 

調査地点数の記載はなく、距離（河川）、面積（湖
沼）で示してある。 

結果を下記の形で報告 

・水域の用途の達成率 

・未達成の潜在的原因と割合 

・未達成の潜在的発生源と割合 

 

報告書は下記から入手可能 

https://www.epa.gov/waterdata/national-

water-quality-inventory-report-congress 

2002年以降は、EPAのまとめおよび
各州のまとめの図表は下記
（ATTAINSのサイト）から提供 

https://ofmpub.epa.gov/waters10/attains

index.home 

ただし、州および年度によって提供
されていないものがある。 

 

 

National Water 

Quality Inventory 

Report to Congress 

1992 

 

 

生物調査（biological integrityを把握） 

化学物質（金属、オイル、農薬、栄養素） 

物理的データ（温度、流量、DO、pH） 

生息環境（サイトと周辺の土地利用、川辺の植生
の状況等） 

毒性試験 

調査地点数の記載はなく、距離（河川）、面積（湖
沼）で示してある。 

結果を下記の形で州ごとに整理して報
告 

・水域の用途の達成率 

・未達成の潜在的原因とそれにより影
響を受けている水域の長さ（広さ） 

・未達成の潜在的発生源とそれにより
影響を受けている水域の長さ（広さ） 
・toxicsにより影響を受けている水域
の長さ（広さ） 

 

報告書は EPA のアーカイブから入手 

 

https://www.epa.gov/waterdata/national-water-quality-inventory-report-congress
https://www.epa.gov/waterdata/national-water-quality-inventory-report-congress
https://ofmpub.epa.gov/waters10/attains_index.home
https://ofmpub.epa.gov/waters10/attains_index.home
https://www.epa.gov/waterdata/national-water-quality-inventory-report-congress
https://www.epa.gov/waterdata/national-water-quality-inventory-report-congress
https://ofmpub.epa.gov/waters10/attains_index.home
https://ofmpub.epa.gov/waters10/attains_index.home
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National Water 

Quality Inventory 

Report to Congress 

1990 

 

 

調査項目やモニタリングについての記載はない 

調査地点数の記載はなく、距離（河川）、面積（湖
沼）で示してある。 

結果を下記の形で州ごとに整理して報
告 

・水域の用途の達成率 

・未達成の潜在的原因とそれにより影
響を受けている水域の長さ（広さ） 

 

・未達成の潜在的発生源とそれにより
影響を受けている水域の長さ（広さ） 

・toxicsにより影響を受けている水域
の長さ（広さ） 

・魚の摂食禁止の原因となる物質と発
生源および各報告数 

・汚染が原因の魚のへい死 

 

報告書は EPA のアーカイブから入手 

 

National Water 

Quality Inventory 

Report to Congress 

1988 

 

 

調査項目やモニタリングについての記載はない 

Toxicsについてモニタリングして報告している州
が増加との記述がある 

調査地点数はなく、距離（河川）、面積（湖沼）で
示してある。 

各州による記述的な概要がある。 

EPA によるまとめでは下記（州ごとに
整理）がある（河川の例）。 

・用途を満たしているとされる河川
（長さ）の割合 

・fishable/swimmableの目標を達成し
ている河川の長さ（割合） 

・未達成の潜在的原因とそれにより影
響を受けている水域の長さ（広さ） 

・未達成の潜在的発生源とそれにより
影響を受けている水域の長さ（広さ） 

toxicsにより影響を受けている河川の
長さ 

報告書は EPA のアーカイブから入手 

 

National Water 

Quality Inventory 

Report to Congress 

1986 

 

 

調査項目やモニタリングについての記載はない 

汚染の指標として、下記が挙げられている。 

・BOD/DO 

・細菌 

・栄養素 

・SS/濁度 

・Total dissolved solids/Salinity 

・pH/酸性度 

・Toxics 
調査記点数はなく、距離（河川）、面積（湖沼）で
示してある。 

 

各州による記述的な概要がある。 

EPA によるまとめには下記（州ごとに
整理）がある（河川の例）。 

・用途を満たしているとされる河川
（長さ）の割合 

・fishable/swimmableの目標を達成し
ている河川（長さ）の割合 

新たな焦点として、toxicsおよび非点
発生源について言及。 

報告書は EPA のアーカイブから入手 

 



別添１２ 

6 

 

National Water 

Quality Inventory 

Report to Congress 

1984 

 

 

調査項目やモニタリングについての記載はない 

汚染の指標として、下記が挙げられている。 

・BOD/DO 

・細菌 

 ・栄養素 

 ・SS/濁度 

 ・Total dissolved solids/Salinity 

 ・pH 

 ・Ammonia 

 ・Toxics(金属、その他) 

調査記点数はなく、距離（河川）、面積（湖沼）で
示してある。 

各州による記述的な概要がある。 

EPA によるまとめには下記がある（河
川の例）。 

・広範に報告された汚染指標 

・用途を満たしているとされる河川
（長さ）の割合 

・fishable/swimmableの目標を達成し
ている河川（長さ）の割合 

報告書は EPA のアーカイブから入手 

 

 

 

〇イリノイ州：Integrated Water Quality Report and Section 303 (d) Lists 
    目的：水質清浄法 305(b)の要求の下で河川、湖沼、沿岸域、湿地、地下水の水質を調査し、水域の状態（用途の達成、未達成）を 

評価する。また 303(d)の要求の下で、水質が低下している水域（impaired water）について TMDL 作成の優先順位のリスト 
（303(d)リスト）を作成して、EPAに 2年に一度報告する。 

 

表題 期間 調査項目等 備考 URL 

Integrated Water 

Quality Report and 

Section 303 (d) 

Lists 

継続中 

 

2016年 

が最新 

 

2014 

2012 

2010 

2008 

2006 

 

調査対象 

・表面水（河川、湖沼、ミシガン湖開水域） 

・地下水 

・湿地 

調査地点数 

・河川：約 3300 地点のうち約 850でデータ取得 

・内陸湖沼：1977年以来約 2000の地点でデータ
取得 

・ミシガン湖：77地点 

調査項目 

・生物データ 

・水質の物理・化学データ 

・物理的生息域 

・魚体中化学物質 

 

・評価した水域部分（Assessment 

unit、AU）について下記を整理。 

・用途の達成状況 

・未達成の潜在的原因 

・未達成の潜在的発生源 

・水域の用途により調査項目が異な
る。 

・水生生物保護用途では生物調査が主
体 

・生物調査は毎年別の地域を調査。5

年で一巡。調査していない AUにつ
いては、過年度のデータを使用。 

・調査年度により評価法が異なる場合
がある。 

 

報告書は下記から入手可能 

http://www.epa.illinois.gov/topics/water-

quality/watershed-

management/tmdls/303d-list/index 

 

ウェブでは 2004年までが入手可能で
あるが、2004年版は評価法が大きく
異なる 

 

解析結果は下記の EPAの ATTAINS

のサイトでも得られる（2002 年以
降） 

https://ofmpub.epa.gov/waters10/attains

index.home 

 

生データは下記サイトの STORETか
ら入手可能な場合がある 

https://www.epa.gov/waterdata/water-

quality-data-wqx 

 

http://www.epa.illinois.gov/topics/water-quality/watershed-management/tmdls/303d-list/index
http://www.epa.illinois.gov/topics/water-quality/watershed-management/tmdls/303d-list/index
http://www.epa.illinois.gov/topics/water-quality/watershed-management/tmdls/303d-list/index
https://ofmpub.epa.gov/waters10/attains_index.home
https://ofmpub.epa.gov/waters10/attains_index.home
https://www.epa.gov/waterdata/water-quality-data-wqx
https://www.epa.gov/waterdata/water-quality-data-wqx
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リスクコミュニケーション等に関する事例 

 

本調査でコミュニケーションレベルごとに分類した事例について、一部例を紹介する。 

 

（レベル２：研究機関の年報などにケーススタディーへの参加、もしくは協力の記載のみがある） 

①和歌山県環境衛生研究センター年報（平成 28年度）の記載例（レベル２） 
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②広島県立総合技術研究所保健環境センター業務年報（平成 28年度）の記載例（レベル２） 
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（レベル４：地方自治体の HPや機関誌に WETの記載説明がなされ、一般向けに発信している。） 

③岩手県環境保健研究センター広報誌の例（レベル４） 

 

 

一般向けへの

情報発信とし

て広報を配信

し、HP 上に情

報が掲載され

ている。 
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（レベル５：事業評価や各種の説明会、セミナーなどで WETの件が話題となっており、最低限の双

方向性が見られる。） 

 

④奈良県保健研究センター外部評価委員会の例（レベル５） 

 

 

コミュニケーションの手段として、外部評価委員会を開催している（HPに掲載されている）。 
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委員会で評価された各事業は、目的達成やニーズ等を 5段階で評価され、情報公開されている。 
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（レベル６：自治体の事業計画レベルにまで記載があり、パブコメを実施したり、自治体と住民の

双方向性が確立されている。） 

 

⑤滋賀県琵琶湖環境科学研究センター（レベル６） 

 

県の政策に対してパブコメが行われている。県民から WETに対して意見があり、それに対して県か

ら考え方が示されている。 
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滋賀県では、マザーレイク２１計画関連事業※として「化学物質の影響把握と総量リスク評価手法

の検討」の中で WET手法の確立を目指しており、予算も公開している。 

 

※マザーレイク２１計画（琵琶湖総合保全整備計画） 

・2050年頃の琵琶湖のあるべき姿を念頭に、1999年度から 2010年度までを第 1期、2011年度から

2020年度までを第 2期として、琵琶湖を保全するための取り組みを進めている。「マザーレイクフ

ォーラム」（県民・NPO・事業者・農林水産業従事者・専門家・行政などで構成される「マザーレイ

クフォーラム運営委員会」により運営）で計画の進捗管理を行っている 

・湖に関する県施策を体系化し。政策の主眼を集水域全体の管理から流入河川毎の流域の取り組み

の総体へとシフトさせた（17回日本水環境学会シンポジウム特別講演会より） 
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（滋賀県補足） 

第 7期琵琶湖に係る湖沼水質保全計画の策定について

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/biwako/kosyoukeikaku.html 

〇湖沼水質保全特別措置法第 4条の規定に基づき、平成 29年 3月に滋賀県と京都府は「第 7期琵

琶湖に係る湖沼水質保全計画」を策定しました。琵琶湖の水質保全を図るため計画期間内に達成す

べき水質目標値を定め、計画に基づき水質保全対策を推進していきます。 

 

水質の保全のための規制その他の措置  

工場・事業場排水対策、生活排水対策、流出水対策、湖辺の自然環境の保護等 

水質監視、調査研究の推進、自然生態系の保全、地域住民等の協力の確保等 

 

生態系保全も視野に入れた TOC等による水質管理手法の検討 

湖内における有機物収支の把握に関する研究を実施するとともに、生態系に関わる物質循環の知見

を充実させ、TOC等を用いた新たな水質管理手法を検討する。 

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/biwako/kosyoukeikaku.html
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全体数 環境
水

（リスク、排水）
生態系

・生物多様性
WET

気候変動
・エネルギー

資源
・リサイクル

化学
物質

その他 LCA
環境項目に対す
るWETの割合(%)

WETが書かれて
いる項目

A B C D E F G H I J =E/B*100 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 内容に関するコメント

A

国内2工場に試験的に実施、各工場とも問題なし 排水に関しては、法規制に基づいた水質管理を実施していま
す。

2017年度
（調査時点
で最新）

82 16 2 2 0.2 3 0.2 0.1 8 0.8 1.3

水リスク

0 1 1 0 0 0 0 0 0 WET実施は1回

B

『生物多様性行動指針』の活動の一環。事業所にて
WET試験。試験生物への影響は認められず、生態
影響リスクは極めて低く良好な水質であることを確
認しました。

記載なし

2015年度 22 7 0 0.7 0 0.5 0.5 0.3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 WET実施は1回

C

工場で工場排水の生態系影響評価を実施。調査で
は、工場排水の影響を、生物応答を利用した「WET
手法※」を用いて評価し、生態系への影響がほとん
どないことを確認しました。

工場排水の生態系影響評価。2016年工場排水の生態系影響
評価を実施しました。構内には管楽器の生産を行う工場があ
り、その生産工程から出た化学物質を含む排水を無毒化処理
して河川に放流しています。調査では、工場排水の影響を、生
物応答を利用した「WET手法※1」を用いて評価し、生態系へ
の影響がほとんどないことを確認しました。

2018年度

109 24 1 4 0.2 4 5.5 2.5 0.5 0.8

生物多様性の保
全

1 1 0 0 0 0 0 0 0 WET実施は1回

D

具体的な環境影響評価の手法としては、土地利用
の生物多様性貢献度を評価するツールである「土
地利用通信簿1」や排水が及ぼす生物への影響を
評価する「WET」等を活用しています。

○水資源の保全
各事業場において所在地域の将来的な規制動向の確認を継
続的に実施するとともに、より高いレベルで排水の水質 向上
を図っていくため、排水が生態系に及ぼす影響を評価する
WET評価を実施しています。WET評価で、影響が確認された
場合は、原因究明と原因の除去、影響の低減策を検討するな
ど、水リスクの影響を可能な限り低減するためのPDCAを回し
て います。
○自然環境保全
生産事業所の排水管理の方法として法令等で定められた排水
基準や、より厳しい自主管理値を設定し、 その遵守に努めて
きました。排水先の水生生物にとって安全な水環境を確保し、
排水による悪影響を未然に防止することを目的 に、2013年度
よりWETによる排水の評価と排水放流先の河川における水生
生物の生息状況の調査を実施してきました。 これまでの調査
で、グループの生産事業所から公共用水域に排出される水の
96％の確認が完了しています。201７年度は、 過去の調査で
生物への影響が見られた事業所において原因調査を実施しま
した。

2018年度

256 67 6 3 1 11 6 5 34 9 1.5

水資源の保全と自
然環境の保全の2
か所

1 0 0 0 0 0 0 0 0

2018年度から報告が始
まっているが、実施は
2013年度からと記載が
ある。

E

生物影響を指標とした先進的な排水管理手法を用
いて工場排水の環境影響を評価する試験（以下
「WET試験」）を、国立環境研究所の協力の下、国内
4工場で実施しました。

今回の試験では、甲殻類、藻類、魚類を用いた短
期慢性毒性試験と発光バクテリアを用いた急性毒
性試験の4種類を実施しました。2009年9月～2010
年5月の間に複数回の試験を行った結果、当社4工
場における工場排水の生態影響リスクは極めて低
いとの結果が得られています。

記載なし

2011年度ト
ピックス 69 8 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 WET実施は1回

F

（テーマ）
WET試験研究国
（活動内容）
国内主要拠点でのWET試験結果より、生態系への
影響は無し。
.2015年度評価完了。継続監視

記載なし

2017年度 164 164 5 0 4 4 6 6 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 WET実施は1回

G

WETによる工場排水の環 境影響評価を、国立環境
研究所と共同で2007年度から 継続して行っていま
す。国内の1工場でTUが10を超 えることが認められ
ましたが、工場排水の河川などへの 放流条件を考
慮すると、生物への影響はほとんど無いと 判断して
います。
TUの低減を目的に、排水経路ごとの生産品目、生
産状 況の再確認や生物影響の原因と考えられる有
機化合物の 分解方法の検討などを実施していま
す。 WETは海外では制度化が進んでいますが、国
内では ガイドライン化が検討されている状況です。
自主的な取り組みとして工場排水の生物 への影響
の低減を図るとともに、新興国などでのWET による
水質規制導入に備えたノウハウの蓄積を進めて い
ます。

WETによる工場排水の環 境影響評価を、国立環境研究所と
共同で2007年度から 継続して行っています。国内の1工場で
TUが10を超 えることが認められましたが、工場排水の河川な
どへの 放流条件を考慮すると、生物への影響はほとんど無い
と 判断しています。
TUの低減を目的に、排水経路ごとの生産品目、生産状 況の
再確認や生物影響の原因と考えられる有機化合物の 分解方
法の検討などを実施しています。 WETは海外では制度化が進
んでいますが、国内では ガイドライン化が検討されている状況
です。自主的な取り組みとして工場排水の生物 への影響の低
減を図るとともに、新興国などでのWET による水質規制導入
に備えたノウハウの蓄積を進めて います。

2018年度 40 40 4 2 1.5 5 3 3 5.5 3.8

生物多様性への
取り組みの項目に
あるが、環境目標
と実績の欄にも記
載されている

1 1 1 1 1 1 1 1 1

継続的に報告書への
WETの実施を記載する
とともに環境目標にも記
載されている。

H

事業所からの排水の生態系への影響を評価する目
的で、昨年度に続き、2016年度に国内全ての工場・
研究所において、WET試験による環境影響評価を
行いました。その結果、河川等における水生生物へ
の影響は懸念されるレベルにないことを確認しまし
た。

○生物多様性の項目に記載
WET試験の実施 2017年度は国内すべての工場・研究所の
排水を対象にWET試験による環境影響評価を実施し、河川等
における 生態系への影響は懸念されるレベルにないことを確
認しました。

2018年度 24 24 1.5 2 0.2 6 2 1 0.8
生物多様性への
取り組み

1 1 1 1 1 1 0 0 0 2013年度以降継続的に
報告されている

I

事業所で、半導体開発、金属工場系統の2系統の
排水試験を実施、全ての生物種において影響が小
さいことを確認（2010年度トピックスとして）

記載なし

2010年度 50 50 1.5 2.5 0 6 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

2013年度以降は記載が
なく、現在は実施されて
いないと推定できる。

CSRレポート調査結果
CSRレポートにWETが記載されている年度

最近の記載企業 HPに何を書いているか（抜粋） CSR、環境報告書等に何が書かれているか



全体数 環境
水

（リスク、排水）
生態系

・生物多様性
WET

気候変動
・エネルギー

資源
・リサイクル

化学
物質

その他 LCA
環境項目に対す
るWETの割合(%)

WETが書かれて
いる項目

A B C D E F G H I J =E/B*100 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 内容に関するコメント

CSRレポートにWETが記載されている年度

最近の記載企業 HPに何を書いているか（抜粋） CSR、環境報告書等に何が書かれているか

J

生産工程で使用した排水を河川に排出している生
産拠点を対象に、排水が生態系に与える影響を評
価しています。国立環境研究所の協力のもと、水辺
に生息する生物3種（藻類、甲殻類、魚類）を用いた
試験を実施し、3種の供試生物への影響（藻類：生
長阻害、甲殻類：繁殖阻害、魚類：ふ化率およびふ
化後の生存率低下）が認められないことを確認して
います。

排水による水質汚濁防止を目的として、排水に関する法律や
条例、協定などの関連法規の順守状況を確認する順法監査
を、グローバルで定期的に実施しています。生産工程で使用し
た排水を河川に排出している生産拠点を対象に、排水が生態
系に与える影響を評価しています。評価に際しては、新しい排
水管理手法として世界的に注目されているバイオアッセイ（生
物応答）を利用したWET※評価を導入。国立環境研究所の協
力のもと、水辺に生息する生物3 種（藻類、甲殻類、魚類）を
用いた試験を実施し、3 種の供試生物への影響（藻類：生長阻
害、甲殻類：繁殖阻害、魚類：ふ化率およびふ化後の生存率
低下）が認められないことを確認しています。
※ WET（Whole Effluent Toxicity）：個別の化学物質を評価す
るものではなく、排水そのものが水生生物へ影響を及ぼすか
を評価する手法。従来の排水管理手法と異なり、未規制物質
や複数の化学物質による生態系への複合的影響を総合的に
管理できる

2018年度 98 98 2 3 0.3 8 5 6 0.4

生産活動での生
物多様性への対
応
（水資源・排水へ
の配慮、工場植栽
の適正管理）

1 1 1 1 1 1 1 0 0

2013年度の報告書で
は、2011年度国内、
2012年度海外で実施と
明記されているが、近年
の報告書では実施年度
は明記されていない。報
告書からだけでは、WET
の実施が1回だけかどう
か不明である。

K

○排水管理に関する取り組み
以下の考え方に基づいて「排出する水の質」の管理を進めて
いいます。①排水中の化学物質による人や生態系への影響を
防ぐ。②法を遵守する、③エビデンスに基づき合理的に管理す
る。④化学物質の濃度による管理と環境毒性による管理を併
用する。これらに基づき、分別無害化を進め公共用水域への
有害な化学物質の排出を極力低減します。排水中には未規制
および未同定の化学物質が含まれる可能性があり、水環境へ
の影響が不明な化学物質も存在まします。混合物である排水
の複合影響を生物応答試験によって直接評価するために、
2012年度より、排水を直接海に排出している工場において
WET試験を実施している。

2018年度 87 17 2 1 0.5 5 2
水資源問題への
取り組み

1 1 1 1 1 1 0 0 0 2013年度以降継続的に
報告されている

L

環境保全活動の中に、化学物質管理があり、PRTR
について記載。また、水濁法等法令遵守を記載

○生物多様性保全として記載
大気・水質・土壌に関する規制値の遵守により、環境への汚
染物質排出を抑制。特に、水環境保全のため、全排水毒性
（WET）試験を実施するなど、水の排出を重点管理。2017年に
ついても、すべての工場・研究所において年1回のWET試験を
実施し、問題がないことを確認しました。

2018年度 113 3 0.5 0.5 0.2 0.5 0.5 0.5 6.7 生物多様性保全 - 1 1 1 1 0 0 0 0 2014年度以降継続的に
報告されている

M

水質汚濁防止への取り組み 記載なし

調査中 60 2 0.2 0.1 0 0.2 0.2 0.1 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0

2013年度から取り組み
始めたとの記載がある。
それ以降の記載がなく、
実施状況は不明。

N

記載なし 記載なし

2017年度 87 16 0.5 2 0 2 2 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 WET実施は1回




